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平成２１年第５回香美市議会定例会会議録（第１号）  

招集年月日 平成２１年９月２日（水曜日）  

招集の場所 香美市議会議場  

会議の日時 ９月２日水曜日（会期第１日）  午前 ９時００分宣告 

出席の議員  

   １番  山 岡 義 一      １４番  島 岡 信 彦 

   ２番  矢 野 公 昭      １５番  依 光 美代子  

   ３番  山 﨑 龍太郎      １６番  黒 岩   徹 

   ４番  大 岸 眞 弓      １７番  竹 内 俊 夫 

   ５番  織 田 秀 幸      １８番  山 本 芳 男 

   ６番  比与森 光 俊      ２０番  大 石 綏 子 

   ７番  千 頭 洋 一      ２１番  西 山   武 

   ８番  小 松 紀 夫      ２２番  西 村  成 

   ９番  門 脇 二三夫      ２３番  坂 本   節 

  １０番  山 崎 晃 子      ２４番  石 川 彰 宏 

  １１番  片 岡 守 春      ２５番  中 澤 愛 水 

  １３番  竹 平 豊 久 

欠席の議員  

  １２番  久 保 信       １９番  前 田 泰 祐 

説明のため会議に出席した者の職氏名  

 【市長部局】  

  市 長  門  槇 夫   商 工 観 光 課 長  高 橋 千 恵 

  副 市 長  石 川 晴 雄   建 設 都 計 課 長  中 井   潤 

  収 入 役  明 石   猛   下 水 道 課 長  佐々木 寿 幸 

  庁舎建設担当参事  前 田 哲 雄   環 境 課 長  横 谷 勝 正 

  総 務 課 長  法光院 晶 一   ふれあい交流ｾﾝﾀｰ所長  田 中 育 夫 

  企 画 課 長  濵 田 賢 二   健康づくり推進課長  片 岡 芳 恵 

  財 政 課 長  後 藤 博 明   地 籍 調 査 課 長  田 島 基 宏 

  住宅新築資金担当参事  奥 宮 政 水   林 政 課 長  岡 本 博 臣 

  収 納 管 理 課 長  阿 部 政 敏   《香北支所》  

  防 災 対 策 課 長  吉 村 泰 典   支 所 長  二 宮 明 男 

  住 民 課 長  山 崎 綾 子   地 域 振 興 課 長  竹 内   敬 

  保 険 課 長  岡 本 明 弘   《物部支所》  

  税 務 課 長  高 橋   功   支 所 長 兼 参 事  萩 野 泰 三 

  福 祉 事 務 所 長  小 松 美 公   地 域 振 興 課 長  西 村 博 之 

  農政課長兼農業委員会事務局長  宮 地 和 彦 
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 【教育委員会部局】  

  教 育 長  明 石 俊 彦   幼 保 支 援 課 長  山 崎 泰 広 

  教 育 次 長  鍵 山 仁 志   生 涯 学 習 課 長  凢 内 一 秀 

  学校教育課長兼学校給食ｾﾝﾀｰ所長  和 田   隆 

 【消防部局】  

  消 防 長  竹 村   清 

 【その他の部局】  

  代 表 監 査 委 員  大 岸 啓 郎   水 道 課 長  久 保 和 昭 

  監査委員事務局次長  植 田 佐 智 

職務のため会議に出席した者の職氏名  

  議 会 事 務 局 長  小 松 清 貴   議会事務局書記  府 川   愛 

市長提出議案の題目  

 報告第 ２０号 専決処分事項の報告について  

         平成１９年度香美市特定環境保全公共下水道事業特別会計消費税及び 

         地方消費税修正申告による延滞税の支払について  

 報告第 ２１号 専決処分事項の報告について  

         平成１９年度香美市農業集落排水事業特別会計消費税及び地方消費税  

         修正申告による延滞税の支払について  

 報告第 ２２号 平成２０年度香美市健全化判断比率の報告について  

 報告第 ２３号 平成２０年度香美市資金不足比率の報告について  

 承認第 １５号 専決処分事項の承認を求めることについて  

         平成２１年度香美市特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算 

         （第１号）  

 承認第 １６号 専決処分事項の承認を求めることについて  

         平成２１年度香美市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）  

 認定第  １号 平成２０年度香美市一般会計歳入歳出決算の認定について  

 認定第  ２号 平成２０年度香美市住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算の  

         認定について  

 認定第  ３号 平成２０年度香美市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につい  

         て 

 認定第  ４号 平成２０年度香美市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につ  

         いて 

 認定第  ５号 平成２０年度香美市特定環境保全公共下水道事業特別会計歳入歳出決  

         算の認定について  

 認定第  ６号 平成２０年度香美市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定に  

         ついて  
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 認定第  ７号 平成２０年度香美市老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について  

 認定第  ８号 平成２０年度香美市国民健康保険特別会計（事業勘定）歳入歳出決算  

         の認定について  

 認定第  ９号 平成２０年度香美市介護保険特別会計（保険事業勘定）歳入歳出決算  

         の認定について  

 認定第 １０号 平成２０年度香美市介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）歳入  

         歳出決算の認定について  

 認定第 １１号 平成２０年度香美市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につ  

         いて 

 認定第 １２号 平成２０年度香美市水道事業会計歳入歳出決算の認定について  

 認定第 １３号 平成２０年度香美市工業用水道事業会計歳入歳出決算の認定について  

 議案第 ８２号 平成２１年度香美市一般会計補正予算（第３号）  

 議案第 ８３号 平成２１年度香美市公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）  

 議案第 ８４号 平成２１年度香美市特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算 

         （第２号）  

 議案第 ８５号 平成２１年度香美市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）  

 議案第 ８６号 平成２１年度香美市老人保健特別会計補正予算（第１号）  

 議案第 ８７号 平成２１年度香美市国民健康保険特別会計（事業勘定）補正予算（第  

         １号）  

 議案第 ８８号 平成２１年度香美市介護保険特別会計（保険事業勘定）補正予算（第  

         １号）  

 議案第 ８９号 平成２１年度香美市介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）補正  

         予算（第１号）  

 議案第 ９０号 平成２１年度香美市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）  

 議案第 ９１号 平成２１年度香美市水道事業会計補正予算（第１号）  

 議案第 ９２号 香美市営バス事業に係る施設の設置及び管理に関する条例の一部を改  

         正する条例の制定について  

 議案第 ９３号 香美市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例  

         の一部を改正する条例の制定について 

 議案第 ９４号 香美市モノレール施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する  

         条例の制定について  

 議案第 ９５号 香美市下水道条例の一部を改正する条例の制定について  

 議案第 ９６号 香美市特定環境保全公共下水道条例の一部を改正する条例の制定につ  

         いて 

 議案第 ９７号 香美市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について  

 議案第 ９８号 字の区域の変更について  
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 議案第 ９９号 香美市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について  

議事日程  

平成２１年第５回香美市議会定例会議事日程  

                          （会期第１日目  日程第１号）  

平成２１年９月２日（水）  午前９時開会  

 日程第１ 会議録署名議員の指名             

 日程第２ 会期の決定について          

 日程第３ 諸般の報告 

   １．議長の報告  

   ２．行財政改革推進特別委員会委員長の報告  

   ３．まちづくり推進特別委員会委員長の報告  

   ４．市長の報告  

     （１）専決処分事項の報告について  

        報告第 ２０号 専決処分事項の報告について  

                平成１９年度香美市特定環境保全公共水道事業特別会  

                計消費税及び地方消費税修正申告による延滞税の支払  

                について  

        報告第 ２１号 専決処分事項の報告について  

                平成１９年度香美市農業集落排水事業特別会計消費税  

                及び地方消費税修正申告による延滞税の支払について  

     （２）地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第  

        １項に基づく報告について  

        報告第 ２２号 平成２０年度香美市健全化判断比率の報告について  

        報告第 ２３号 平成２０年度香美市資金不足比率の報告について  

     （３）行政の報告並びに提案理由の説明  

 日程第４ 承認第 １５号  専決処分事項の承認を求めることについて  

              平成２１年度香美市特定環境保全公共下水道事業特別会計  

              補正予算（第１号）  

 日程第５ 承認第 １６号  専決処分事項の承認を求めることについて  

              平成２１年度香美市農業集落排水事業特別会計補正予算 

              （第１号）  

 日程第６ 認定第  １号 平成２０年度香美市一般会計歳入歳出決算の認定について  

 日程第７ 認定第  ２号 平成２０年度香美市住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入  

              歳出決算の認定について  

 日程第８ 認定第  ３号 平成２０年度香美市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の  

              認定について  
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 日程第９ 認定第  ４号 平成２０年度香美市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算  

              の認定について 

 日程第10 認定第  ５号 平成２０年度香美市特定環境保全公共下水道事業特別会計  

              歳入歳出決算の認定について  

 日程第11 認定第  ６号 平成２０年度香美市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決  

              算の認定について  

 日程第12 認定第  ７号 平成２０年度香美市老人保健特別会計歳入歳出決算の認定  

              について  

 日程第13 認定第  ８号 平成２０年度香美市国民健康保険特別会計（事業勘定）歳  

              入歳出決算の認定について  

 日程第14 認定第  ９号 平成２０年度香美市介護保険特別会計（保険事業勘定）歳  

              入歳出決算の認定について  

 日程第15 認定第 １０号  平成２０年度香美市介護保険特別会計（介護サービス事業  

              勘定）歳入歳出決算の認定について  

 日程第16 認定第 １１号  平成２０年度香美市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算  

              の認定について 

 日程第17 認定第 １２号  平成２０年度香美市水道事業会計歳入歳出決算の認定につ  

              いて 

 日程第18 認定第 １３号  平成２０年度香美市工業用水道事業会計歳入歳出決算の認  

              定について  

 日程第19 議案第 ８２号  平成２１年度香美市一般会計補正予算（第３号）  

 日程第20 議案第 ８３号  平成２１年度香美市公共下水道事業特別会計補正予算（第  

              ２号） 

 日程第21 議案第 ８４号  平成２１年度香美市特定環境保全公共下水道事業特別会計  

              補正予算（第２号）  

 日程第22 議案第 ８５号  平成２１年度香美市農業集落排水事業特別会計補正予算 

              （第２号）  

 日程第23 議案第 ８６号  平成２１年度香美市老人保健特別会計補正予算（第１号）  

 日程第24 議案第 ８７号  平成２１年度香美市国民健康保険特別会計（事業勘定）補  

              正予算（第１号）  

 日程第25 議案第 ８８号  平成２１年度香美市介護保険特別会計（保険事業勘定）補  

              正予算（第１号）  

 日程第26 議案第 ８９号  平成２１年度香美市介護保険特別会計（介護サービス事業  

              勘定）補正予算（第１号）  

 日程第27 議案第 ９０号  平成２１年度香美市後期高齢者医療特別会計補正予算（第  

              ２号） 
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 日程第28 議案第 ９１号  平成２１年度香美市水道事業会計補正予算（第１号）  

 日程第29 議案第 ９２号  香美市営バス事業に係る施設の設置及び管理に関する条例  

              の一部を改正する条例の制定について  

 日程第30 議案第 ９３号  香美市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に  

              関する条例の一部を改正する条例の制定について  

 日程第31 議案第 ９４号  香美市モノレール施設の設置及び管理に関する条例の一部  

              を改正する条例の制定について  

 日程第32 議案第 ９５号  香美市下水道条例の一部を改正する条例の制定について  

 日程第33 議案第 ９６号  香美市特定環境保全公共下水道条例の一部を改正する条例  

              の制定について 

 日程第34 議案第 ９７号  香美市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について  

 日程第35 議案第 ９８号  字の区域の変更について  

 日程第36 議案第 ９９号  香美市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定につ  

              いて 

会議録署名議員  

 １１番、片岡守春君、１３番、竹平豊久君（会期第１日目に会期を通じ指名）  
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議事の経過  

（午前 ９時００分）  

○議長（中澤愛水君）    おはようございます。ただいまの出席議員は２３人です。定

足数に達していますので、これから平成２１年第５回香美市議会定例会を開会します。  

  議事日程に入る前に、報告をいたします。１２番、久保信 君、１９番、前田泰祐君

は、入院のため欠席という連絡がありました。  

  これから日程に入りますが、その前に平成２１年第５回香美市議会定例会開会に当た

り一言ごあいさつを申し上げます。  

  連日３０度を超す厳しい残暑が続いておりますが、９月に入り朝夕は幾分涼しくなり

ました。昨日、９月１日は防災の日、二百十日とも重なり、台風襲来の時期でもありま

す。災害への備えにも万全を期してまいらねばなりません。また、新型インフルエンザ

についても終息の兆しは見えず、８月３１日には８人目の死者が出ました。新学期が始

まり、集団感染の拡大も心配されます。細心の注意と適切な対応が求められます。  

  この間、国政においては政権選択を最大の争点にした真夏の政治決戦が行われ、民主

党の圧勝に終わりました。今月１６日に開かれる特別国会で新しい首相が選ばれる政治

スケジュールが報道をされております。国民の間に広がる経済や暮らしに対する不安や

不満、閉塞感、格差是正と地方再生への新政権の手腕が問われてまいります。  

  さて、本議会には、報告案件として報告第２０号から報告第２３号までの４件、承認

案件２件、決算認定案件として認定第１号から認定第１３号までの１３件、議案第８２

号から議案第９９号までの１８議案が提出をされております。それぞれ慎重な審議の上、

適切妥当な議決がなされますようにお願いをいたしまして、開会のあいさつといたしま

す。 

  議事日程は、お手元にお配りをしたとおりです。  

  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。  

  会議録署名議員は、会議規則の定めるところにより、今期定例会を通じて１１番、片

岡守春君、１３番、竹平豊久君の両君を指名します。  

  なお、本来の順番でありますと１２番の久保信 君が会議録署名議員になるところで

すが、病気欠席のため順番を変更することといたします。  

  日程第２、会期決定についてを議題とします。  

  本件については、８月２８日の議会運営委員会で協議をいただいておりますので、委

員長から報告を求めます。議会運営委員会委員長、山本芳男君。  

○議会運営委員会委員長（山本芳男君）    改めまして、おはようございます。１８番、

山本でございます。議会運営委員会からご報告を申し上げます。  

  本日招集されました平成２１年第５回香美市議会定例会の運営につきまして、去る８

月２８日に開催をしました議会運営委員会の協議の結果を報告いたします。  

  まず、会期につきましては、お手元にお配りしました会期及び会議審査の予定表のと
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おり、本日から９月１５日までの１４日間としました。なお、会議が順調に運んだ場合

の繰り上げての閉会と会期の延長を必要とする場合については、議長に一任することに

なりました。  

  続きまして、会期中の会議ですが、本日は今定例会に付議されました提出議案の提案

理由の説明までとします。ただし、議案第８２号については、新庁舎建設の建築工事施

工監理に要する経費が当初予算どきより増額する必要があり補正が必要となったこと、

また、新庁舎建設工事を１２月に着工し平成２２年３月までの予定期間内に完成させる

ため早期に入札手続に入る必要があるため等の理由のため、本日、委員会付託を省略し

本会議方式により採決まで行うこととしました。  

  会期２日目、３日から会期６日目、７日までは、休日並びに議案精査のため休会とし

ました。  

  会期７日目、８日から会期９日目、１０日までの３日間は、一般質問を予定しており

ます。 

  会期１０日目の１１日金曜日は、議案質疑の後、各議案は委員会付託ということにな

ります。本会議の終了後、引き続いて各常任委員会において委員会の審査をお願いした

いと思います。  

  会期１１日目から１３日目までの３日間は、休日並びに議案審査整理のため休会とな

ります。  

  会期１４日目の最終日１５日は、各常任委員会の付託案件の審査報告と採決を行いま

す。また、最終日には追加日程として高知県後期高齢者医療広域連合議会議員選挙を行

います。  

  次に、一般質問の通告は、会期２日目、３日木曜日午前１０時までに提出をお願いを

いたします。一般質問の通告内容でありますが、質問の趣旨が十分にわかるように具体

的に記入の上、提出をお願いをいたします。  

  次に、請願、陳情、発議、意見書等については提出がありませんでしたが、請願書の

取り扱いについての確認を行い、資料については配付させていただいております。  

  続いて、議会運営委員会で協議したその他の件についてご報告をいたします。  

  １点目は、本日及び１５日の本会議終了後に議員協議会を行うこととなりましたので

ご報告をします。議題等については、事前にお知らせしたものに本日１件追加される予

定です。  

  ２点目に、１０日の本会議終了後に森林・林業・林産業活性化推進香美市議会議員連

盟の臨時総会を開催することになりましたのでご報告をします。議題等については、事

前にお知らせしたとおりです。  

  その他の議会運営につきましては従来のとおりですので、議員各位の格段のご協力を

お願いをいたします。  

  以上で議会運営委員会の報告を終わります。  
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○議長（中澤愛水君）    議会運営委員会委員長の報告を終わります。  

  お諮りをします。今期定例会の会期は、委員長報告のとおり本日から９月１５日まで

の１４日間としたいと思います。これにご異議はありませんか。  

「異議なし」という声あり  

○議長（中澤愛水君）   異議なしと認めます。よって、会期は、本日から９月１５日

までの１４日間と決定をしました。  

  なお、会期中の会議の予定につきましては、先ほど議会運営委員会委員長からも報告

がありましたが、お手元にお配りをしております予定表のとおりであります。  

【会期及び会議の予定表 巻末に掲載】  

  日程第３、諸般の報告を行います。  

  初めに議長の報告をします。  

  まちづくり推進特別委員会での審査、協議結果について、提言書として９月１日に市

長に提出したものをお手元に配付しておきました。目を通していただきたいと思います。  

  次に、市長より地方自治法第１８０条第１項の規定による報告第２０号、報告第２１

号の専決処分事項について報告がありました。  

  次に、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項に

基づく報告第２２号、報告第２３号の報告がありました。  

  また、香美市監査委員から例月出納検査報告書の提出がありました。  

  平成２０年度香美市一般会計及び特別会計歳入歳出決算審査意見書、平成２０年度健

全化判断比率の審査意見、平成２０年度資金不足比率の審査意見については、事前に配

付をしております。  

  その他の報告事項につきましては、お配りしました議長報告書のとおりであります。  

  次に、行財政改革推進特別委員会の協議の推移、進捗状況等について委員長から報告

を求めます。行財政改革推進特別委員会委員長、山﨑龍太郎君。  

○行財政改革推進特別委員会委員長（山﨑龍太郎君）    おはようございます。３番、

山﨑龍太郎です。６月議会以降、７月１７日、８月１２日に行財政改革推進特別委員会

を開催いたしました。順次報告をいたします。  

  ７月１７日の議題は、１点目、住宅新築資金等貸付金の滞納整理の状況について、２

点目、市営住宅使用料等の滞納整理等の状況について、３点目、香美市内の各種施設等

の管理委託及びその他の委託業務の現状についてであります。  

  １点目、住新の滞納整理等の状況についてでは、債務者２人、４債権につき連帯保証

人、相続人の関係を図にて説明を受け審査を行いました。償還助成事業の対象には連帯

保証人１人の関係で対象とならなかったということ。  

  ２点目、市営住宅使用料等の滞納整理等の状況について、実績報告では平成１９年度

滞納者３２人、滞納月数１３６カ月、滞納金額２１２万７ ,７００円が、平成２０年度

２０人、５８カ月、８７万５,９００円に、マイナス１２人、７８カ月、１２５万１ ,８
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００円と前進。水道料滞納では、督促にて入金の方２人、給水停止を繰り返しつつ入金

の方１人とのこと。答弁では、若干ではあるが滞納が増加している方への対応は毎月の

督促を読んでいないようで苦慮しているとのこと。  

  ３点目、各種施設等の管理委託及びその他の委託業務について、環境課、ふれあい交

流センター、住民課、税務課、生涯学習課、学校教育課、学校給食センターより説明を

受け審査を行いました。 

  環境課では、一般廃棄物処理における根拠条例等、特殊性、市の固有事務である等の

説明の後、審査では、契約金額から市側の積算根拠がうかがえない。随意契約の正当性

について、委員と担当課の見解の相違あり、市外業者に多くの仕事が依存されている現

状、ほか単価契約時の処理量等のチェック体制について質疑。参考意見として、財政課

サイドの見解では、業務の特殊性はあっても自治法上一般競争入札が妥当とのこと。本

件については、取りまとめ時に再度委員会として精査することといたしました。  

  ふれあい交流センターでは、センター清掃業務委託の内容、児童クラブ使用時におけ

る業務との関連では契約どおり行う。 

  住民課では、システム開発に伴う保守メンテ委託であり、１社限定の随意契約、金額

的には厳しい契約もある。職員で可能なものは行っている。また、県主導で業者が決ま

っている例もある。住基カードの個人認証でふぐあいが発生した、以前の報告がある。

再々委託は好ましくないとの見解。  

  税務課では、システム導入時、相手の言い値ではなく適切か判断の後、単価が安くな

る方策を探る。費用対効果は念頭にある。  

  生涯学習課では、清掃業務委託の点検は合間に行っている。農村広場の芝生の来年度

以降の維持管理について。  

  学校教育課及び学校給食センターでは、外国語指導助手委託の金額の上昇について、

また成果について。児童クラブの指導員の健康診断の内容の説明。学校給食調理配送業

務委託は、平成２２年度委託業者見直しをする。  

  次に、８月１２日開催の特別委員会について報告します。  

  協議事項は、１点目、住宅新築資金等貸付金の滞納整理等の状況について、２点目、

市営住宅使用料等の滞納整理等の状況について、３点目、各種施設の管理委託及びその

他の委託業務について、４点目、市関係職員等に係る市税等の滞納整理の状況について

であります。  

  １点目、住宅新築資金等貸付金の滞納整理の状況についてでは、２月１８日、調停に

かわる決定がなされた案件のその後の経過が報告され、質疑が行われました。現在、競

売申し立て中だが残債が多く、競売後も大きく減少は見込まれない。最終的には債権放

棄の可能性もある。５０６万円の充当が遅延損害金まで及んだ件については、決定の書

面によるものだが、返済分の充当は基本的には元金からである。  

  ２点目、市営住宅使用料等の滞納整理等の状況についてでは、催告書、最終催告書、
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明け渡し請求書送付状況、家族連名にて分納誓約を結び訴訟を見送ったケースの報告。

質疑では、新潟へ転居した方の滞納についての今後の取り組みについて方向性が示され

ました。  

  水道使用料滞納は、常態化している方２人、給水停止後の反応のない方について調査

を行う点確認されました。  

  ３点目、各種施設等の管理委託及びその他の委託業務について、幼保支援課、教育委

員会のその他の部署、財政課、福祉事務所、消防課より説明を受け審査を行いました。

前段、財政課長より前回審査の補足説明として、廃棄物処理法上では、委託契約は一般、

指名競争入札及び随意契約もしてもよろしいとなっているが、予定価格にかわるものと

して積算根拠を明確にする必要があるとのこと。  

  幼保支援課では、園児送迎タクシー委託における料金の相違は２カ所の乗り場による。

委託先は随契にて地元業者。警備委託のない園は保育再編計画中である。  

  教育委員会のその他の部署は、中央公民館、美術館、吉井  勇記念館、図書館であり、

質疑では、施設警備は平成１９年の提言を受け、業者とすり合わせを行い調整された金

額となった例もある。美術館の企画展期間中の警備委託については、「警備の質も大

切。」との意見。中央公民館の市民大学講師派遣業務委託は、来ていただく講師料の差

額が委託金額の違いとなっている。  

  財政課では、本庁舎宿直業務委託が高額となっている現状について、法的要件、契約

内容の整備、新庁舎建設後のあり方について説明あり。委員からは、「研究、工夫によ

り現状の金額を抑えられるのでは。」との意見。債務負担によらず長期継続契約を結ん

でいる契約について。消防用設備等の定期点検業務は役務の提供であり、手数料で支払

うことに変更との説明あり。  

  福祉事務所では、高齢者配食サービスについて、物部地区の今後について検討の方向

とのこと。  

  消防課では、浄化槽維持管理の低価格での契約は業者側の見積もり違いの結果だが、

５年間の長期継続契約となった。  

  ４点目に、市関係職員等に係る市税等の滞納整理等の状況について、特別委員会委員

の滞納繰越がないことを確認の上、審査に入りました。  

  嘱託職員、臨時職員は、収納管理課では対象者の把握が困難。また、個人情報保護条

例により本人の同意を要するとのこと。教員を含む市職員では、過去において２年続け

て滞納繰越の方がいたが、平成２１年度への滞納繰越となった職員はいない。質疑では、

現年分学校給食費滞納の現状について、督促状況、支払い方法等について説明あり。職

員の雇用に関して滞納のない点、調査の必要性についての意見あり。  

  以上で行財政改革推進特別委員会の報告を終わります。  

○議長（中澤愛水君）    行財政改革推進特別委員会委員長の報告を終わります。  

  ただいまの行財政改革推進特別委員会委員長の報告に対する質疑を行います。質疑は
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ありませんか。  

○議長（中澤愛水君）    質疑がないようですから、これで質疑を終わります。  

  次に、まちづくり推進特別委員会の協議の推移、進捗状況等について委員長から報告

を求めます。まちづくり推進特別委員会委員長、坂本  節君。 

○まちづくり推進特別委員会委員長（坂本  節君）   おはようございます。２３番、

坂本 節でございます。まちづくり推進特別委員会の会議の経過と結果について報告い

たします。  

  ７月１３日午前９時開会、出席委員定足数に達していましたので協議を進行しました。

協議事項は、提言書案の検討についてであります。  

  提言書案については、６月議会の報告でも申しましたように４月、５月の委員会で協

議した提言書案についてなお検討、協議した結果、その時点で香美市の行政課題につい

て全体を完全に把握したものではないが、これまでの委員会で出ました意見のあらまし

を取りまとめたものを内容とした提言書案でありますが、なお成案とするに字句の訂正、

案文の一部修正などの後、委員長、副委員長と議長で合議の上で提出ということで決定

しました。  

  なお、次の委員会での協議事項について、今回提出予定の提言で提言は終わりという

ことではなく、これまでの委員会で完全に全体を把握したものでもないことであるので、

今後も残された任期中で懸命に市政進展のため検討、協議を進めて、提言も必要に応じ

てしていくということで、次回には各委員から協議項目案の提出をしていただき、それ

を議題として協議していくということで終了しました。  

  次に、８月７日のまちづくり推進特別委員会の会議の経過と結果について報告いたし

ます。 

  午前９時、委員出席数は定足数に達していましたので開会し、協議を進行しました。

協議事項は、今後委員として在任期間中に協議していくテーマについてであります。  

  このテーマについては、これまでに協議してきた項目になかった事項、または協議項

目としてはあったが二転三転と、関連する事項とか残った部分、事項等について検討し、

協議項目の決定についてであります。この協議項目の決定については、各委員からその

協議項目案を文書で提出していただき、それを委員会において協議項目として、または

協議順序を決定して協議することにしました。  

  各委員から提出された協議項目案は９項目で、次のとおりであります。  

  １、老後に安心して住めるまちづくり、人間生活の基本であるということであります。

２、子育て支援について、人口定住の基本であるということ、説明であります。３、商

店街の活性化について、商店街活性化法の成立を受けて空き店舗の増加に支援を強化し、

活性化の担い手となる人材育成、起業する人のサポートなどソフト面での支援を含むと

いうことであります。４、大栃高校の今後の利用策、廃校後の利用方法を早期に決定す

ることが望ましい。５、香北、物部支所機能の充実策、極力人が多く住める環境の整備
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推進ということであります。６、財源について、政策実行には財源を要する、調達につ

いてであります。７、高知工科大学との連携について、人材育成、資源開発、企業誘致、

産業育成などについてであります。８、住民との協働、（兵庫県）朝来市のような仕組

みはできないか。９番、人口定住策、具体的な取り組みをということであります。  

  以上が各委員から提出された今後のまちづくり推進特別委員会のテーマ案であります。

次回特別委員会では、高知工科大学との連携についてをテーマとして、高知工科大学と

の連携協議の準備のために市の執行部、関係機関の担当との勉強会を開く予定でありま

す。９月２９日を予定しております。  

  以上、まちづくり推進特別委員会の報告を終わります。  

○議長（中澤愛水君）    まちづくり推進特別委員会委員長の報告を終わります。  

  ただいまのまちづくり推進特別委員会委員長の報告に対する質疑を行います。質疑あ

りませんか。  

「進行」という声あり  

○議長（中澤愛水君）    質疑がないようですから、これで質疑を終わります。  

  日程第４、承認第１５号、専決処分事項の承認を求めることについて、平成２１年度

香美市特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）から、日程第３６、議

案第９９号、香美市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてまで、以上

３３件を一括議題とします。  

  行政の報告並びに承認第１５号から議案第９９号までの提案理由の説明を求めます。

市長、門 槇夫君。  

○市長（門 槇夫君）    おはようございます。本日、平成２１年第５回香美市議会を

招集いたしましたところ、議員の皆様方には大変お忙しい中お集まりをいただきまして

ありがとうございます。 

  皆様方もご承知のとおり、先日執行されました第４５回衆議院選挙におきまして政権

交代が実現し、民主党を中心とする政権が誕生いたします。民主党の掲げるマニフェス

トには、地方分権の推進、子ども手当、農業の戸別所得補償など市町村事務に直接関係

があると予想されるものも多く含まれております。また、子ども手当、高速道路無料化、

暫定税率廃止など、国、地方ともに財政状況が厳しい中莫大な財源を新たに確保しなけ

ればならない施策も多く見られます。  

  そういった中、７月に麻生内閣が成立させた補正予算１４兆円のうち３兆円程度の執

行を今秋にも中止し、来年の通常国会において新たな補正予算の成立を目指す。また、

来年度当初予算の概算要求基準を全面見直すといった報道が一部なされております。歳

入における地方交付税などの割合が高い地方自治体にとっては、先行きが大変不透明な

状況にあります。今後は国の状況を注視しながら慎重な行政運営を行っていかなければ

なりませんが、香美市におきましてはこうした状況に翻弄されることなく、住民自治を

基本とする住民サービスの提供、よりよいまちづくりを着実に実行してまいります。議
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員の皆様方におかれましても、これまで同様にご理解、ご協力をお願いをいたします。  

  それでは、諸般の報告また議案の提案説明をさせていただきます。お手元に資料をお

配りをさせていただいておりますので、一緒にご参照いただきたいと思います。  

  まず、諸般の報告でございます。  

  行政報告、総務課から、第４５回衆議院議員総選挙及び第２１回最高裁判所裁判官国

民審査について、８月３０日執行の衆議院議員総選挙において投開票結果を表１のとお

り報告をいたします。開票に関しましては、以前より継続して事務改善を行っておりま

して、早期に開票結果を出すことができました。選挙期間が長い、真夏の暑い期間でご

ざいましたが、多くの方の協力を得て無事終了することができました。投開票結果など

は、下の表の投票率などごらんをいただきたいと思います。  

  新庁舎建設の進捗状況についてでございます。  

  ８月上旬、仮駐輪場が税務課北側に完成をいたしました。仮駐輪場は、お客様と職員

の共用となっております。正面玄関からは少し距離がございますが、ご利用いただきた

いと思います。  

  西別館、南別館の取り壊しも８月上旬から始まり、９月末までの工期で工事をいたし

ております。取り壊しの完了後は新庁舎の建設が始まるまでの間、再び来客者用駐車場

として利用する予定でございます。なお、新庁舎の建設工事が始まりますと来客用駐車

場は本庁舎前のみとなります、数が不足します。そこで、職員駐車場として利用してお

ります日曜市南側駐車場を来客者用駐車場に転用し、不足分を確保いたします。  

  本年の冬に伐採しました杉材は、葉枯らし乾燥をした後、山から搬出し、この夏製材

を済ませ現在自然乾燥しているところであります。ヒノキ材は、伐採の後すぐに製材を

行い、この春３月から自然乾燥させておりましたが、この夏の長雨の影響でカビが発生

し始めたため急遽機械乾燥をいたしました。  

  昨年９月から職員チームや議員の皆様でご検討いただきました実施設計も先月完成を

し、８月２４日には県より建築確認をいただきました。今年９月にはいよいよ入札手続

に入ります。１１月には契約を完了させ、１２月上旬には着工したいと考えております。  

  企画課から、大栃高校統廃合後の利用検討会議の設置でございますが、本年度末に閉

じられる大栃高校の後利用を検討する庁舎組織として、大栃高校統廃合後の利用検討会

議を７月２１日に設置をいたしました。市長、副市長、教育長、教育次長、物部支所長、

農政課長、商工観光課長、保険課長、企画課長と、管理者として県教育委員会メンバー

で組織し、具体的な活用方法についてさまざまな観点から検討することといたしており

ます。 

  姉妹都市あわら市との交流については、８月８日から１０日までの間、福井県あわら

市との交流を行いました。８月８日、９日の２日間にわたって開催をされました第４回

あわら湯かけまつりに参加し、香美市の特産品などのピーアールと販売を通して市民と

の交流を図りました。また、８日には橋本市長を表敬訪問し、両市の行政事情や今後の
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交流について話し合いを持ちました。この中で、１０月に開催される刃物まつりにあわ

ら市の参加を要請し、あわら市におきましても準備が進められているようであります。  

  定住自立圏構想についてでございますが、人口流出を防ぐため、広域的な圏域の中で

中核をなす市と周辺市町村が協定を結び、役割分担して地域の維持、活性化に取り組む

必要から制度化されたものでございます。高知市を中心として南国市、香南市、香美市

の４市による圏域形成について、７月６日に南国市役所におきまして、岡崎高知市長よ

り周辺３市長に対して提案と説明がございました。相互に協議、調整を行うことが確認

をされました。手続の全体イメージとしましては、協定は中心市と周辺市がおのおの締

結することになっており、連携、協力の方向が確認されれば議会にお諮りをすることに

なり、その議決後に圏域ビジョンの策定を行うこととなります。８月４日及び１７日に、

高知市から第１段階として９月末をめどとして中心市宣言を行うべく準備が進められて

いる旨の説明がございました。  

  農政課から、農業関係につきましては、村づくり交付金による秦山町用水路工事及び

中組地区用排水工事の測量委託は年度内完了予定です。  

  災害関連では、７月梅雨前線豪雨により香北地区４件の農地災害を申請をいたしてお

ります。また、地域要望を持ち越してきました用排水路補修箇所１３件を新規事業導入

により補正で提案をいたしております。  

  大葉の生産者識別番号印字機の導入、ユズ集出荷施設の整備をこうち農業確立支援事

業から緊急的に農業生産体制の強化を図るために策定された農業生産体制強化緊急整備

事業へ申請がえするため、今議会へ補正予算を提案をいたしております。  

  商工観光課から、雇用対策につきまして、平成２１年６月３０日付で地域再生法に基

づく地域再生計画が認定され、７月１日から事業が開始されました。推進事業は２名体

制で、早速ＩＴ、インターネット研修を行い雇用につなげています。今後介護研修や観

光ガイド研修などを実施します。  

  また、実現事業につきましては、９月１日から２名体制から６名体制となり、農作業

受託作業と観光、特産品まちづくり事業に取り組んでいます。  

  建設都計課から、都計関係につきまして、まちづくり交付金事業で取り組んでおりま

す秦山公園整備事業は最終年度となりました。先月の入札で工事業者が決定し、第２、

第３駐車場の整備など年度内完成を目指しております。  

  土木関係につきましては、繰り越し予算で実施しております地域活性化・生活対策臨

時交付金事業の市道商店街通り排水路施設改修工事は、発注済みで来年２月の完了予定

です。 

  過疎事業で取り組んでいます市道大平南岸線は５月に発注しており、１０月には完了

予定です。  

  また、地域活性化・経済対策臨時交付金事業の市道中組７号線は、現在測量設計の作

業中です。  
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  災害復旧事業関係につきまして、７月１７日から２９日の梅雨前線豪雨及び８月８日

から１０日の台風９号によって、道路災害４カ所、河川災害６カ所の合計１０カ所が被

災をいたしました。現在査定の準備などを行っており、査定終了後は直ちに発注し早期

完成を図りたいと考えております。  

  繰り越し事業で実施しています市道西熊別府線奥和田線道路災害復旧工事は、今月完

了予定です。  

  下水道課から、特別会計の修正申告についてでございます。  

  平成２０年度の消費税申告に当たり、前年度申告書類を見直した際、公共、特環、農

集の３事業すべてで入力ミスが発覚し、税務署と相談の上修正申告を行いました。昨年

１２月議会におきまして、農業集落排水事業で過少申告加算税の報告をさせていただき

ましたが、再度の修正申告となりました。補助事業の特定収入やその他料金収入などを

含む複雑な体系での消費税申告でございますが、今後このようなことのないように十分

注意し申告を行っていきたいと思います。今回は自己申告による修正でございましたた

め加算税は発生をしませんが、消費税の追徴や延滞金が発生したため、専決処分を行っ

たので報告し承認を求めるものでございます。  

  下水道事業につきまして、平成２１年度の下水事業は、公共下水道事業を楠目地区で

２件、農業集落排水事業を逆川地区で２件、合計４件の工事を発注いたしております。

公共下水道事業及び特定環境保全公共下水道事業における事業認可が本年度末で終了す

ることから、下水道審議会から答申をいただきました区域拡大を目的とした都市計画決

定や事業認可の変更作業を進めています。  

  同じく、下水道審議会から答申をいただきました香美市下水道条例第１７条に基づく

使用料金及び香美市特定環境保全公共下水道条例第１８条に基づく使用料金の変更を提

案をさせていただいております。健全な下水道事業を将来にわたり運営していくため必

要な料金改定であり、十分なご審議をお願いをしたいと思います。  

  環境課から、香美市地球温暖化対策地域推進計画について、地球温暖化対策の推進に

関する法律に基づき、総合的かつ計画的に香美市内の温室効果ガスの排出抑制するため

の香美市地球温暖化対策地域推進計画策定委託業務をアセス株式会社四国支店に発注し

ました。委託期間は、平成２１年６月２９日から平成２２年２月２６日までとなってい

ます。 

  環境美化事業につきまして、高知県緊急雇用創出臨時特例基金事業費補助金を活用し

た委託事業を一般社団法人香美市シルバー人材センターへ委託をいたしました。業務内

容は、不法投棄監視、ごみ収集ステーションの違反ごみ監視、ポイ捨て監視などのパト

ロール、違反広告物撤去、「押しの一手」の配送などの業務を行い、香美市内の環境美

化を図ります。委託期間は、平成２２年３月３１日までです。  

  林政課から、林業振興につきましては、第１四半期の間伐実施各事業で切り捨て間伐

１８ .５２ヘクタールが完了し、現在第２四半期を実施中であります。作業道の開設に
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つきましては、３７路線中３路線が完了し、２路線が施工中であります。  

  また、森林整備地域活動支援交付金事業につきましては、既に施業実施区域の明確化

作業及び歩道の整備につきまして、約２,３００ヘクタールの交付が決定されています。

新たに追加されましたメニュー、森林施業の収集活動及び境界の明確化で７０ヘクター

ルと、森林の被害状況など確認で約１ ,０００ヘクタールを県に対して要望しておりま

す。 

  なお、地域求職者や失業者などを雇い入れることを支援する高知県緊急雇用創出臨時

特例基金事業費補助金を活用した委託事業１件と、高知県ふるさと雇用再生特別基金事

業費補助金を活用した委託事業２件は、契約を締結し事業に取りかかっています。  

  有害鳥獣被害対策につきましては、被害件数は３５件となっております。昨年同時期

は１１件でございまして、大幅に増加しております。被害面積は５ .５ヘクタール、被

害金額は２ ,０４０万円、有害鳥獣としましてはニホンジカが圧倒的に多く、次いでイ

ノシシ、猿、ハクビシンによる被害となっております。８月２０日現在の有害鳥獣捕獲

頭数は、ニホンジカ４８４頭、猿４頭、ハクビシン７頭となっています。  

  香美市シカ個体数調整事業につきましては、７月２６日に国指定剣山山系鳥獣保護区

内の白髪山より東部分で実施予定でございましたが、雨のため中止となりました。次回

は１１月下旬の実施を予定をいたしております。  

  被害防止さくにつきましては、電気牧さくが２ ,０７０メートル、ネット牧さくが

２,６００メートル、トタン牧さく３０メートルが設置されました。今後９月から１０

月にかけて稲への被害が多発することが予想されるため、より積極的にさくの設置を呼

びかけいきたいと考えております。  

  阿佐地域鳥獣害防止広域対策協議会につきましては、物部町庄谷相地区におきまして

ネット牧さく５６０メートルの設置が行われ、７月上旬に完成をいたしました。  

  森林土木工事につきましては、７月２４日から２６日にかけて梅雨前線豪雨によりま

して、林道岡ノ内別府線、御在所線の２カ所におきまして山腹のり面が崩壊する被災を

受けました。応急工事におきまして通行可能となっておりますが、災害査定後早期に発

注し復旧に努めていきたいと考えております。  

  学校教育課から、全国学力・学習状況調査につきまして、本年４月２１日に小学６年

生１８５人、中学３年生２０６人を対象に実施しました全国学力・学習調査の結果が８

月２７日に返却されました。この結果を分析するとともに、これまでの取り組みを検証

しながら小・中学校が連携し、さらに学習面、生活面の課題克服に取り組んでまいりま

す。 

  香美市保・幼・小・中合同研修会につきましては、８月２２日土曜日に３回目となる

研修会を開催をいたしました。特別支援教育の推進について、実践発表、意見交換、講

演と研修を深めました。このような取り組みを通じて保・幼・小・中の連携教育を進め

ていきます。  
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  スクール・ニューディール構想の推進についてでございますが、安全、安心で環境に

優しい学校づくりを進めるために、耐震化、エコ化、ＩＣＴ化などの整備に取り組みま

す。 

  鏡野中学校施設耐震改修工事において、学校、生徒の負担軽減及び安全の確保のため

の仮設校舎の設置、エコ化と環境、エネルギー教育への活用の観点から、６小・中学校

への太陽光発電の設置、情報教育の充実のための電子黒板機能つきデジタルテレビの購

入、理科教育充実のための理科教育設備整備費などについて、安全・安心な学校づくり

交付金、地域活性化・公共投資臨時交付金事業などの国の補正予算関連事業を活用し、

関連事業を今議会一般会計補正予算に計上いたしております。  

  生涯学習課からは、香美市体育大会・軽スポーツ大会は、９月２６日のバレーボール

大会を皮切りに１０月、１１月に順次予定されます。  

  香美市芸術祭の文化展につきましては、本年度は中央公民館が耐震工事のため、美術

館を会場として１０月３１日、１１月１日に実施する予定で準備を進めています。関連

行事としまして、香北地区文化展は１１月７日、８日（後に「１１月２１日、２２日」

と訂正あり）、物部地区文化展は１１月１４日、１５日の開催予定です。  

  香美市市民大学は２講座が終了し、残すは９月１３日の大栃中学校での人権講座、９

月２３日の保健福祉センター香北での講座の２講座となっております。お誘い合わせの

上ご来場いただきたいと思います。  

  幼保支援課から、保育園建設についてでございます。  

  Ｂ保育園の、仮称でございますが建設につきましては、市道宮前秋月丸線沿いの用地

を取得し、保護者や住民、保育士などの代表による保育園建設委員会を設置して基本設

計に取り組んでいます。建設委員会は、現在まで３回開催し間取り案ができ上がりまし

た。今後は設計業務とあわせて開発許可申請に取り組んでまいります。  

  多子世帯保育料軽減事業につきまして、この事業は香美市の多子世帯の子育てに係る

経済的負担の軽減を図るため、児童を３人以上養育している世帯の第３子以降３歳未満

児の保育料を保育所、幼稚園、届け出認可外保育施設のいずれにつきましても軽減また

は無料化する事業で、本年度１０月分の保育料から実施する予定です。  

  消防課から、平成２１年１月１日から７月３１日までの火災、救急及び救助出動件数

を記載をいたしております。昨年同期と比較しまして、火災９件、救急出動６３件、救

助出動４件の増加となっております。下の表をごらんをいただきたいというふうに思い

ます。 

  住宅用火災警報器設置推進事業につきましては、給付を開始しました。自治会加入世

帯につきましては８月中に給付が完了し、自治会未加入世帯につきましては９月１０日

から給付を開始いたします。  

  香美市消防団の活動につきましては、７月１２日、土佐山田消防団員ら約１３０名が、

ボランティア活動として物部川の一斉清掃を行った後、農山村コミュニティセンターで



－19－ 

集団献血を行いました。７月２６日には香北消防団員ら９０名が参加しまして、香北町

五百蔵の暁霞分団屯所付近で火災想定訓練を行いました。また、物部消防団は、６月か

ら８月にかけて物部町内の消防水利の点検を行い、新たに消防水利図面を作成をいたし

ました。  

  第３８回消防救助技術四国地区指導会につきまして、７月２３日、徳島県消防学校で

開催をされました。四国各県の５０消防本部から多数の職員が参加し、日ごろの救助技

術の訓練成果を競いました。香美市消防本部からは、はしご登はん、応用登はん、水中

結索の３種目に６名が出場し、応用登はん、水中結索の２種目で入賞をいたしました。  

  次に、今期定例会に提出をいたしております議案に対する提案理由の説明を申し上げ

ます。 

  まず、報告第２０号、報告第２１号は、専決処分事項の報告でございます。報告第２

２号は平成２０年度香美市健全化判断比率の報告について、報告第２３号は平成２０年

度香美市資金不足比率の報告についてでございます。  

  承認第１５号、承認第１６号は、専決処分事項の承認です。  

  次に、認定第１号は、平成２０年度香美市一般会計歳入歳出決算の認定です。  

  認定第２号から認定第１３号は、特別会計歳入歳出決算の認定です。監査委員さんの

意見書とともに提出をさせていただいておりますので、審査をよろしくお願いをいたし

ます。 

  なお、監査委員さんには細部にわたっての監査をいただきました。このご労苦に感謝

と敬意を表します。  

  続きまして、議案第８２号は、平成２１年度香美市一般会計補正予算（第３号）です。

補正予算の規模は、歳入歳出予算の総額に８億７ ,７２３万６,０００円を追加し、歳入

歳出予算それぞれ１６４億９４万７ ,０００円といたしました。  

  概要は、歳入は、普通交付税の追加、公共土木施設災害復旧費国庫負担金の追加、地

域活性化・公共投資臨時交付金の追加、安全・安心な学校づくり交付金の追加、義務教

育施設整備事業債の追加などが主なもので、歳出は、職員人件費の組み替え、地域活性

化・公共投資臨時交付金事業の追加、中学校施設耐震改修工事の追加、公共土木施設災

害復旧費の追加、財政調整基金積立金の追加などが主なものであります。  

  議案第８３号から議案第９１号は、各特別会計補正予算であります。  

  議案第９２号から議案第９７号並びに議案第９９号は、条例の一部を改正する条例の

制定であります。  

  議案第９８号は、字の区域の変更についてです。  

  以上、平成２１年度香美市一般会計補正予算など報告４件、承認２件、認定１３件、

議案１８件の提案説明を終わります。  

  なお、詳細につきましては、それぞれの担当職員から説明を申し上げます。議員各位

におかれましては、審査の上、適切なるご決定をいただきますようよろしくお願いを申
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し上げます。  

○議長（中澤愛水君）    これで市長の行政の報告並びに提案理由の説明を終わります。  

  これから、報告第２０号、報告第２１号の専決処分事項の報告、報告第２２号、報告

第２３号の地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項

に基づく報告について質疑を受けたいと思います。質疑ありませんか。  

  ３番、山﨑龍太郎君。  

○３番（山﨑龍太郎君）   ３番。 

  報告第２０号と報告第２１号についてお尋ねしますけれども、市長の報告の中で大体

のところはわかったんですが、みずからが修正に及んだと、わかったのでねというふう

に書かれていますわね。ということは、入力ミスということですけれども、消費税であ

ればどうせ課税仕入れであるのかそうでないのか、そこら辺のところが、入力ミスで課

税対象仕入れになるのか、課税対象仕入れになるべきものですわね、課税対象仕入れの

取り扱いが間違ったということになると思いますが、そこら辺のところを具体的に。  

  それと、今後はこういうミスについて、昨年のこともここには、農業集落排水の過少

申告加算税のことも書かれていますけれども、それからどういう改善をなされて今回こ

んなふうにして、ほんで、これ平成１９年度分を平成２０年に申告したわけですけど、

平成２１年に申告する平成２０年度分についてはどういう、もう間違いのないような対

応がなされているのか、それについてお尋ねします。  

○議長（中澤愛水君）    下水道課長、佐々木寿幸君。  

○下水道課長（佐々木寿幸君）    はい。今回の消費税の申告に当たりまして、まこと

に私の力不足によるところでございます。まことに申しわけございません。  

  消費税につきましては、補助事業につきましては、補助金、この場合交付金になりま

すけれども、受益者負担金及び一般会計からの繰入金等につきましては、特定収入とし

まして消費税はかからないというふうな扱いになっております。当然消費税につきまし

ては、売り上げ消費税から仕入れ消費税を引くというのが基本的な考え方に基づくもん

でございますけれども、工事費等の消費税を含む売り上げ消費税及び特定収入分を除い

た仕入れ消費税、そこの入り口で入力ミスがあったと。昨年１２月議会の農業集落排水

事業の過少申告という形での加算税も同じような形でございまして、前回税務署のほう

にも、昨年１２月に過少申告のときに一たんチェックもお願いしたんですが、そのチェ

ックもそのままくぐってしまったということで、その時点でもわからなかったというこ

とで、今回４月から担当職員がかわりまして、昨年度の書類を見直しながら再度平成２

０年度の消費税申告を行っていたところ、チェックをしている中でこれはおかしいとい

うことで再度税務署と協議をいたしまして、個々について、一件一件すべてをチェック

をしてもらったところ、今回のような形で３会計ともに消費税が申告の入り口で課税、

非課税の取り扱いが間違っているところがあるということで、消費税の追徴が２会計及

び還付が１会計という形になっております。  
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  今回報告させていただきました分につきましては、消費税が少なかったということで

追徴課税になりますので、追徴分及び延滞税ということで２２節からの支出ということ

で、報告及び承認第１５号、承認第１６号がこれに伴う補正予算という形で、２２節の

追徴及び消費税の予算となっております。  

  このほかに１件、公共下水道のほうにつきましては、今回の修正申告によりまして１

９０万円ほど還付が発生しましたので、その分につきましては入でありますので今回の

報告には入れておりません。そのまま会計へ入ってきますので、それに伴う、申告日か

ら入ってくるまでの加算金も含めて、入ってきた時点で通常の会計へ入という形で処理

をしたいと考えております。まことに申しわけございませんでした。  

  以上です。  

○議長（中澤愛水君）    ほかに質疑は…。 

  ３番、山﨑龍太郎君。  

○３番（山﨑龍太郎君）    答弁ありがとうございました。  

  入り口のところで、売り上げのところで間違ってると。本来は入れるべき部分の補助

金等についてを入れていたというふうなご答弁やったと思いますけれども、ほんで、も

う１件、ちょっと初耳ですが、逆に税務署から返ってくる分が、還付の分があるという

ことを聞いたんですけど、ということはもともと３会計ともまともにできてなかった。

要らん税金を、片一方は、加算税というのは要らんもんですわね。逆に言うたら、還付

される分についてはその分について利子等が発生して入ってきます？入ってこんでしょ

う。実際やっぱりそこら辺のところでもうちょっと認識を。  

  それと、もう１点だけ聞きますけれども、税理士さん等含めて、税務署などと直接話

してこういう処理がされるのか、それとも市としてどっかの、住新のことやったら弁護

士さんらにも一応相談したりしてますわね。そういう身近な専門家に聞けるような、そ

ういう仕組みは全然ないのか、その点を聞きます。  

○議長（中澤愛水君）    下水道課長、佐々木寿幸君。  

○下水道課長（佐々木寿幸君）    はい。お答え申し上げます。  

  公共下水道の分の特別会計につきましては、先ほどお話ししましたように還付がされ

るという形でございますけれども、すべて先ほどのご質問のとおり入り口で間違ってる

ということで、今回消費税の支出及び延滞税につきましてそういう支出を伴わなくては

いけなかったということでございます。  

  税理士等についての相談につきましては、特別会計におきましては、各企業会計の分

につきましてはそういう相談は行っておりません。職員が直接税務署に出向きまして、

税務署と直接話をしながら申告を行っているという状況でございます。  

  以上です。  

○議長（中澤愛水君）    ほかに質疑はありませんか。  

○議長（中澤愛水君）    質疑がないようですから、これで質疑を終わります。  
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  以上で報告に対する質疑を終わります。  

  次に、先ほど議題となりました認定第１号から認定第１３号までの各案件は、平成２

０年度香美市一般会計及び各特別会計、水道事業会計並びに工業用水道事業会計の決算

の認定であります。  

  これから、認定第１号から認定第１１号までの決算認定とあわせて認定第１２号並び

に認定第１３号についての監査委員の決算審査意見の報告と、健全化判断比率、資金不

足比率の審査意見の報告を求めます。代表監査委員、大岸啓郎君。  

○代表監査委員（大岸啓郎君）    改めまして、おはようございます。決算審査につき

まして、意見書の主なところを朗読しまして報告にかえさせていただきます。  

  香美市各会計歳入歳出決算審査意見  

  第１ 審査の概要  

  １．審査の対象  

  平成２０年度香美市一般会計歳入歳出決算  

  同じく、住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算  

  同じく、簡易水道事業特別会計歳入歳出決算  

  同じく、公共下水道事業特別会計歳入歳出決算  

  同じく、特定環境保全公共下水道事業特別会計歳入歳出決算  

  同じく、老人保健特別会計歳入歳出決算  

  同じく、国民健康保険特別会計（事業勘定）歳入歳出決算  

  同じく、介護保険特別会計（保険事業勘定）歳入歳出決算  

  同じく、介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）歳入歳出決算  

  同じく、農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算  

  同じく、後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算  

  （附属書類） 

  平成２０年度各会計歳入歳出決算事項別明細書  

  平成２０年度各会計実質収支に関する調書  

  平成２０年度財産に関する調書  

  ２．審査の期間  

  平成２１年８月１１日、１２日  

  ３．審査の要領  

  （１）各会計に関する会計処理が、関係法令などの規定に準拠して適法かつ正確に行

われているかどうかを確かめ、かつ決算書及び政令で定める書類は、法令などの定める

ところに従って調製され適正に表示されているかどうかを確かめた。 

  （２）予算は、計画的かつ効率的な執行が図られ、所期の目的達成に向け努力されて

いるかどうかを確かめるとともに、決算計数の分析を行い、財政運営の健全性について

考察、検討した。 
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  （３）審査の方法については、各会計決算書及び政令で定める書類並びに関係諸帳簿

の閲覧、計数の突合、関係職員からの説明聴取等、通常実施すべき監査手続及びその他

必要と認めた監査手続を適用した。  

  なお、証拠書類については、例月現金出納検査において精査している。  

  第２ 審査の結果  

  審査に付された各会計の歳入歳出決算書及び政令で定める書類は、いずれも関係法令

に準拠して作成されており、それらの計数は関係諸帳簿その他証書類と照合した結果、

正確であることを認めた。また、関連する事務の処理は適正に行われており、予算の執

行については、おおむね適正に執行されたものと認められた。  

  第３ 審査の概要  

  １．一般会計  

  平成２０年度の決算状況は、歳入総額１５０億５ ,８９０万円、歳出総額１４４億

９,５７８万９,０００円で形式収支は５億６ ,３１１万１,０００円となっている。翌年

度への繰り越すべき財源１億８ ,５４９万９ ,０００円を差し引いた実質収支は３億

７,７６１万２,０００円の黒字となり、うち１億８ ,８８０万７ ,０００円を地方自治法

第２３３条の２ただし書きの規定により、財政調整基金へ積み立てた。  

  済みません。１１ページまで省略させていただきまして、１２ページから。  

  ２．住宅新築資金等貸付事業特別会計  

  平成２０年度の決算額は、予算現額８ ,６７９万２ ,０００円に対して、歳入総額は

８,６７８万２,０００円、歳出総額は８,６７８万２,０００円で、形式収支はゼロ円と

なっている。  

  平成１７年度から債権回収部会を立ち上げて本格的な回収に取り組んできた結果、平

成１９年度と平成２０年度ともに一般会計での繰入金はなかった。また、起債の償還額

が減ってきたことにより、平成２１年３月３１日をもって香美市住宅新築資金等貸付、

次に「金」になっておりますが、ここ「事業」でございますので訂正をお願いしたいと

思います。貸付事業特別会計は廃止し、平成２１年度からは一般会計へ計上される。  

  次、１６ページの４、公共下水道事業特別会計。  

  ４．公共下水道事業特別会計  

  平成２０年度の決算額は、予算現額７億９ ,４１３万９,０００円に対して、歳入総額

は７億８,９１３万２,０００円、歳出総額は７億８,８６２万５ ,０００円で、形式収支

は５０万７,０００円となっている。しかし、繰入金のうち基準内繰入金は１億８ ,６７

５万８ ,０００円であることから、一般会計からの補てん額は１ ,４９４万２ ,０００円

となる。このことから、実質１ ,４４３万５,０００円の赤字決算である。  

  公共下水道事業使用料の徴収事務については、水道事業者に委任（委託料は前年度実

績に基づき計算し翌年度に精算払い）している。平成１９年度に上下水道使用料の徴収

等にかかった総経費は約１,７６２万２,０００円であり、平成２０年度に下水道事業か
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ら水道事業者に支払われた徴収事務委託料は総経費の４２％に当たる約７４２万円であ

る。年間徴収件数は、上水道使用料が７０％に当たる約３万８ ,０００件、下水道使用

料が約３０％に当たる約１万６ ,０００件であることから、下水道使用料徴収事務委託

料を見直すべきである。 

  ５．特定環境保全公共下水道事業特別会計  

  平成２０年度の決算額は、予算現額２億３ ,５２８万７,０００円に対して、歳入総額

は２億３,０１９万４,０００円、歳出総額は２億３ ,００３万３ ,０００円で、形式収支

は１６万１,０００円となっている。  

  しかし、繰入金のうち基準内繰入金は１億１ ,８５４万９,０００円であることから、

一般会計からの補てん額は５０５万１ ,０００円となる。このことから、実質４８９万

円の赤字決算である。  

  ６．老人保健特別会計  

  平成２０年度の決算額は、予算現額６億３ ,９９０万１,０００円に対して、歳入、歳

出総額はともに６億２ ,５４０万円で、形式収支はゼロ円となっている。本年度は、老

人保健医療制度が後期高齢者医療制度に移行したことにより、医療機関や老人医療受給

者からの月おくれ請求や過誤納金の処理等のための予算、決算となっている。  

  ７．国民健康保険特別会計  

  平成２０年度の決算額は、予算現額４０億１ ,４７０万４,０００円に対して、歳入総

額は３９億８ ,７５２万４,０００円、歳出総額は３９億６ ,８３１万５,０００円で、形

式収支は１,９２０万９,０００円となっている。翌年度へ繰り越すべき財源はゼロ円で

あるので、実質収支は１ ,９２０万９ ,０００円の黒字となり、うち１ ,０００万円を地

方自治法第２３３条の２ただし書きの規定により国民健康保険財政調整基金に積み立て

た。 

  ８．介護保険特別会計  

  平成２０年度の決算額は、予算現額２７億２ ,５７７万９,０００円に対して、歳入総

額は２７億２ ,３１６万７,０００円、歳出総額は２６億３ ,８２５万６,０００円で、形

式収支は８,４９１万１,０００円となっている。  

  ９．介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）  

  平成２０年度の決算額は、予算現額１ ,２３４万５,０００円に対して、歳入、歳出総

額はともに１ ,２１４万８,０００円で、形式収支はゼロ円となっている。  

  １０．農業集落排水事業特別会計  

  平成２０年度の決算額は、予算現額１億３ ,１５６万３,０００円に対して、歳入総額

は１億３ ,０７７万４ ,０００円、歳出総額は１億３ ,０７６万円で、形式収支は１万

３,０００円となっている。  

  １１．後期高齢者医療特別会計  

  平成２０年度の決算額は、予算現額３億８ ,６５４万２,０００円に対して、歳入総額
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は３億８,３９０万８,０００円、歳出総額は３億７ ,９９０万８ ,０００円で、形式収支

は４００万円となっている。４００万円の内訳は、翌年度に広域連合へ支払うべき医療

保険料２９９万７,０００円と還付未済額９４万５ ,０００円等であり、実質の差し引き

残額はゼロ円となる。  

  １２．財政構造の弾力性等  

  本年度の地方債残高は、対前年度比３億５,５５７万３,０００円の減となっている。

本年度は一般会計と住宅新築資金等貸付、ここも「金」が「事業」になりますのでご訂

正をお願いいたします。貸付事業特別会計でも、国の補償金免除繰上償還制度を利用し

て高い金利の市債を低金利のものに借りかえて、将来への負担を軽減した。  

  新庁舎建設に当たっては、合併特例債を最も有効に活用しバランスのとれた財政運営

を進めていかなければならない。  

  １３．事務のスリム化と経費の削減  

  これまで監査委員として事務のスリム化を意見してきたが、業務の多様化、新規事業

の増加等に伴って全体的に時間外勤務時間数がふえている。前例踏襲主義から脱却しな

ければ業務量はふえ続ける。一方、収納管理課は、業務の一元化を行い時間外勤務時間

の縮小、収納事務の効率化が図られている。また、市営住宅使用料の収納事務について

は、財政課と収納管理課の２課の協力により大きな成果を上げている。  

  将来を見据えた節約型財政計画を推進するならば、事務内容を再考し、業務の一元化

など柔軟な対応が必要である。  

  むすび 

  私たちの住む日本における急速な少子高齢化の進展は、人口構造にひずみを生じさせ

深刻かつ多大な影響をもたらしている。平成１７年の国勢調査によると、本市の年少人

口（０～１４歳）は１０年前と比べると実人口で約１ ,０００人近い減少となっている。

住民基本台帳からは、平成２１年４月１日時点で年少人口は２ ,９７１人となっており、

３年前の平成１８年と比べると既に２１５人も減少している。これらは、核家族化、経

済情勢等の変化の中で子どもを安心して産み育てることが難しい社会状況が生じている

ことの１つのあらわれであり、子どもがひとしく心身ともに健やかに育つことのできる

環境整備が強く求められている。そんな中、平成２１年４月、香美市すこやか子育てプ

ランに基づいて、待望の「なかよし保育園」が開園した。  

  本年度、香美市一般会計と特別会計を合わせた額は、歳入総額２４５億４ ,３８０万

４,０００円、歳出総額２３８億７ ,１６４万９,０００円で、差し引き６億７ ,２１５万

５,０００円の黒字である。前年度と比べると歳入総額は約４７億円、歳出総額は約４

６億円の縮小した決算となっている。本年度の特徴として、一般会計と住宅新築資金等

貸付事業特別会計で国の新しい施策による補償金免除制度を利用しての繰上償還等を行

い、将来への負担を軽減した。２つ目に、高齢者の医療の確保に関する法律が施行され、

７５歳以上の高齢者などの医療給付を行う独立した医療保険制度が創設されたことが上
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げられる。これによって、老人保健特別会計は、医療機関や老人医療の受給者からの月

おくれ請求や過誤納金の処理等のための残務整理会計となり、対前年度比約４７億円縮

小した決算となった。また、新たに後期高齢者医療特別会計が新設され、国民健康保険

特別会計では、これまでの保険者の約３５％（４ ,６３２人）が後期高齢者医療制度へ

と移行したことにより対前年度約２億４,０００万円縮小した決算となった。  

  今後の財政運営については、まず将来を見据えた計画性のある予算を立て、次に施策

の重要性、緊急度を的確に把握し、公正で合理的かつ効率的な行政執行を維持し、市民

の一人一人が生命をたっとび、豊かで安心して暮らすことのできる市に発展することを

期待してむすびとする。 

「３番の簡水が飛んだ。」という声あり 

○代表監査委員（大岸啓郎君）    済みません、あんまり飛び過ぎて簡水が飛んだよう

でございまして、１５ページ３の簡水。  

  ３．簡易水道事業特別会計  

  平成２０年度の決算額は、予算現額５億２ ,０３５万７,０００円に対して、歳入総額

は５億１,５８７万４,０００円、歳出総額は５億１ ,５６３万２ ,０００円で、形式収支

は２４万２,０００円となっている。  

  しかし、繰入金のうち基準内繰入金は９ ,７７７万４,０００円であることから、一般

会計からの補てん額は７ ,２２２万６ ,０００円となる。このことから実質７ ,１９８万

４,０００円の赤字決算である。  

  続きまして、水道決算報告の最後から、２１ページの次。 

  平成２０年度香美市水道事業会計決算審査意見書  

  地方公営企業法第３０条第２項の規定により審査に付された平成２０年度香美市水道

事業会計の決算について審査を実施したので、下記のとおり意見書を提出する。  

  第１ 審査の概要  

  １．審査の対象  

  平成２０年度香美市水道事業会計決算  

  ２．審査の期日または期間  

  平成２１年７月２３日、２４日  

  ３．審査の場所  

  香美市役所２階監査室  

  ４．審査の手続  

  この決算審査に当たっては、審査に付された決算書類が関係法令に準拠して作成され、

水道事業の経営成績及び財政状況を適正に表示しているかどうかを検証するため、関係

職員の説明を求めるとともに、会計帳簿・証拠書類との照合等通常実施すべき審査手続

を実施した。  

  第２ 審査の結果  
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  １．決算諸表について  

  審査に付された決算諸表は、水道事業の経営成績及び財政状況を適正に表示している

ものと認める。  

  最後まで省略させていただきまして、最後のむすび。  

  ５．むすび 

  水道事業会計の当年度の純利益は５ ,２３４万２ ,０２８円で、対前年度８８４万

３,７３５円（２０.３％）の増益であった。また、高利率の企業債を繰上償還するなど、

水道事業のさらなる安定運営に向けた努力がうかがえる。  

  しかしながら、給水収益は減少傾向にあり、新水源地の建設や簡易水道事業との統合

を見据えた運営となると現状のままでは将来は厳しい経営になることが予想されること

から、香美市水道事業基本計画に沿った運営に努められたい。  

  次に、工業用水道事業の決算、これ最後の端のページになります。  

  平成２０年度香美市工業用水道事業会計決算審査意見書  

  地方公営企業法第３０条第２項の規定により、審査に付された平成２０年度香美市工

業用水道事業会計の決算について審査を実施したので、下記のとおり意見書を提出する。  

  第１ 審査の概要  

  １ 審査の対象  

  平成２０年度香美市工業用水道事業会計決算  

  ２ 審査の期日または期間  

  平成２１年７月２３日  

  ３ 審査の場所  

  香美市役所２階監査室  

  ４ 審査の手続  

  この決算審査に当たっては、審査に付された決算書類が関係法令に準拠して作成され、

工業用水道事業の財政状態を適正に表示しているかどうかを検証するため、関係職員の

説明を求めるとともに、会計帳簿・証拠書類との照合等通常実施すべき審査手続を実施

した。 

  第２ 審査の結果  

  １ 決算諸表について  

  審査に付された決算諸表は、工業用水道事業の財政状態を適正に表示しているものと

認める。 

  ２ 今後の動向とむすび  

  高知テクノパーク工業団地は、高度技術工業や先端技術産業などの県外事業や隣接す

る高知工科大学と共同研究を行う県内企業を誘致し、新たなリーディング産業の育成を

図る役割を担っている。しかし、平成２０年度も新たな事業所との契約はなく、事業収

益の約９９.８％を他会計から繰り入れなければならない厳しい状況にあった。  
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  本年度からは地方債の元金の償還も始まり、償還額は約８６０万円となった。これら

は、全額を過年度分損益勘定留保資金で補てんしている。翌年度以降は、毎年約１ ,４

００万円余りの償還予定である。  

  高知テクノパーク工業団地が果たす役割は今後とも重要であることから、引き続き企

業誘致には努力をしながらも、私たちを取り巻く環境の変化や香美市の財政状況等全体

から判断すると、工業用水道としての利用が見込めない現状では、思い切った方向転換

を実行すべきではないか。  

  続きまして、平成２０年度健全化判断比率の審査意見。  

  平成２０年度健全化判断比率の審査意見  

  １ 審査の対象  

  平成２０年度の実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率

（以下「健全化判断比率」という。）並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類

（以下「算定基礎書類」という。）。 

  ２ 審査の期間  

  平成２１年８月２０日  

  ３ 審査の概要  

  市長から提出された健全化判断比率及び算定基礎書類が適正に作成されているかどう

かを主眼に置いて実施した。  

  ４ 審査の結果  

  審査に付された下記の健全化判断比率及び算定基礎書類は、いずれも適正に作成され

ているものと認められる。  

  また、すべての比率は早期健全化基準未満となっている。  

  終わりに、平成２０年度資金不足比率の審査意見。  

  平成２０年度資金不足比率の審査意見  

  １ 審査の対象  

  平成２０年度の各公営企業会計の資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載

した書類（以下「算定基礎書類」という。）。 

  ２ 審査の期間  

  平成２１年８月２０日  

  ３ 審査の概要  

  市長から提出された資金不足比率及び算定基準書類が適正に作成されているかどうか

を主眼に置いて実施した。  

  ４ 審査の結果  

  審査に付された下記の資金不足比率及び算定基礎書類は、いずれも適正に作成されて

いるものと認められる。 

  以上でございます。 
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○議長（中澤愛水君）   監査委員の報告を終わります。  

  以上、複雑多岐にわたる一般会計及び特別会計決算等の決算審査の意見と財政の健全

化判断比率及び資金不足比率の審査の意見について報告をしていただきました。そのご

労苦に対しまして、一同にかわり敬意を表します。ありがとうございました。  

  暫時１０分間休憩をいたします。  

（午前１０時３２分 休憩） 

（午前１０時４４分 再開） 

○議長（中澤愛水君）    正場に復します。 

  休憩前に引き続き会議を行います。  

  市長から発言を求められていますので、許します。市長、門 槇夫君。  

○市長（門 槇夫君）    先ほど諸般の報告をさせていただきました。済みません、お

手元にお配りさせていただいております資料の９ページをごらんいただきたいと思いま

す。一部訂正がございます。  

  生涯学習課の分で、中ほどにございます「香北地区文化展は１１月７日、８日」とこ

う書いてありますが、当初この日の予定でございましたが、都合によりまして「１１月

２１日、２２日」に変更になりましたので訂正をさせていただきます。よろしくお願い

します。  

○議長（中澤愛水君）    以上で訂正を終わります。  

  お諮りをいたします。先ほど議会運営委員会委員長から報告がありましたが、議案第

８２号は新庁舎建設の建築工事施工監理に要する経費を当初予算時より増額する必要が

あり補正が必要となったこと、また、新庁舎建設工事を１２月に着工し、平成２３年３

月までの予定期間内に完成させるために早期に入札手続に入る必要があるため等の理由

のため、本日、他の案件と分離し、会議規則第３７条第２項の規定により委員会付託を

省略し本会議方式により審議、採決したいと思います。これにご異議ありませんか。  

「異議なし」という声あり  

○議長（中澤愛水君）    異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。  

  これから、日程第１９、議案第８２号、平成２１年度香美市一般会計補正予算（第３

号）を議題とします。  

  まず、執行部から提案理由の補足説明を求めます。財政課長、後藤博明君。  

○財政課長（後藤博明君）    それでは、私のほうから平成２１年度香美市一般会計補

正予算（第３号）について補足説明をいたします。  

  議案第８２号、平成２１年度香美市一般会計補正予算（第３号）  

  平成２１年度香美市一般会計補正予算（第３号）  

  平成２１年度香美市の一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。  

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８億７ ,７２３万６,０００円を追加
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し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１６４億９４万７ ,０００円とする。  

  ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。  

  （債務負担行為の補正） 

  第２条 債務負担行為の追加及び変更は、「第２表 債務負担行為補正」による。  

  （地方債の補正） 

  第３条 地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。  

  平成２１年９月２日提出、香美市長  門 槇夫 

  提案理由  

  人事異動に伴う職員人件費の組み替え及び学校施設における太陽光発電設置事業の追

加等により変更が生じたため、補正予算を調製したので、地方自治法第２１８条第１項

の規定により提案する。 

  第１表、歳入歳出予算補正、歳入歳出補正予算事項別明細書及び款・項・目・節の内

訳、ページ数でいいますと議案８２－３ページから議案８２－９ページ及び議案８２－

１２ページから議案８２－６８ページまでにつきましては、議案８２－７０ページ、提

案説明書を朗読いたしまして説明にかえさせていただきます。  

  平成２１年度香美市一般会計補正予算（第３号）提案説明書  

  今回の補正予算の規模は、歳入歳出予算の総額に８億７,７２３万６,０００円を追加

し、歳入歳出予算それぞれ１６４億９４万７ ,０００円としました。 

  概要は、歳入では普通交付税の追加、公共土木施設災害復旧費国庫負担金の追加、地

域活性化・公共投資臨時交付金の追加、安全・安心な学校づくり交付金の追加、義務教

育施設整備事業債の追加等が主なもので、歳出では職員人件費の組み替え、地域活性

化・公共投資臨時交付金事業（２億１,２２７万９,０００円）の追加、中学校施設耐震

改修工事の追加、公共土木施設災害復旧費の追加、財政調整基金積立金の追加等が主な

ものとなっています。  

  以下に歳入歳出予算の款別の補正予算の概略がありますが、これは省略させていただ

きますので、別でご参照ください。  

  次に、議案８２－１０ページ、第２表、債務負担行為につきましてご説明いたします。  

  新たに庁舎建設に伴う仮設多目的トイレ整備業務の債務負担行為を期間、平成２２年

度から平成２３年度の２年間、限度額２００万円として追加。庁舎建設工事の債務負担

行為を１億４ ,３２０万５ ,０００円増額し、限度額２２億４ ,５７０万円に変更しまし

た。調書につきましては、議案８２－６９ページにございますのでご参照ください。  

  続きまして、議案８２－１１ページの第３表、地方債補正につきましてご説明いたし

ます。 

  共聴施設整備事業債は、１,６００万円増の３,６００万円としました。義務教育施設

事業債は、小・中学校太陽光発電設置事業に２億２ ,６００万円増の５億７,７２０万円
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としました。農林水産業施設災害復旧事業債は、３３０万円増の１ ,６３０万円としま

した。公共土木施設災害復旧事業債は、１,８５０万円増の２,８６０万円としました。

補正後の起債限度額の総額は、２億６,３８０万円増の２１億５ ,７７８万１ ,０００円

としました。借り入れ資金に新たに地方公共団体金融機構資金が追加となっております。

その他起債の方法、利率、償還の方法は補正前と同じでございます。議案８２－７３ペ

ージに内訳がございますので、ご参照ください。  

  以上で補足説明を終わりますので、ご審議よろしくお願いします。  

○議長（中澤愛水君）    説明が終わりました。  

  これから、質疑を行います。質疑は、歳入歳出分割して行います。  

  まず、歳入に対する質疑を行います。歳入に対する質疑ありませんか。  

  ４番、大岸眞弓君。 

○４番（大岸眞弓君）    まず、１点だけお聞きします。  

  議案８２－２８ページの諸収入ですが、これ２２７万７ ,０００円、特別会計のほう

へ振りかえということで当初はそのまま振りかえられておりますが、この額が、その振

りかえの理由についてお聞きをしたいですが。  

○議長（中澤愛水君）    保険課長、岡本明弘君。  

○保険課長（岡本明弘君）    当初は一般会計に組んでおりました。特別会計について

は、主に保険料を収納して広域連合へ納めるという特別会計でしたけども、保健事業に

ついては一般会計へ組んでおりましたが、統計上煩雑になるということで、特別会計の

ほうに組んでもらいたいということで、特別会計のほうに今度組み替えをしたものです。  

○議長（中澤愛水君）    ４番、大岸眞弓君。 

○４番（大岸眞弓君）    はい。そうすると、保険料のこれ徴収事務か何かですか。い

や、じゃなくて、それが１点と、今お聞きした説明によりますともう今後はこういうふ

うに特別会計に最初から入ってくると、一般会計に入るということはないんですかね。  

○議長（中澤愛水君）    保険課長、岡本明弘君。  

○保険課長（岡本明弘君）    済みません、ちょっと説明が悪かったかもしれませんが、

後期の特別会計については保険料の収入をして広域連合へ納めるという特別会計が主な

んですが、保健事業は一般会計に組んでおりました。で、保健事業についても特別会計

で組んでもらいたいという財政課からの要望がありまして、今回組み替えを行ったもの

です。それで、今回の分は保健事業の分です。  

○議長（中澤愛水君）    ４番、大岸眞弓君。  

○４番（大岸眞弓君）    そうすると、今後はこの保健事業についても最初からもう特

別会計に入ってくると。一般会計に入る分は、後期高齢医療の関係のものはもうないで

すか、ほかには。  

○議長（中澤愛水君）    保険課長、岡本明弘君。  

○保険課長（岡本明弘君）    今後は保健事業も後期の特会に入ってくるというように
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考えております。  

○議長（中澤愛水君）    ほかに質疑はありませんか。  

  ３番、山﨑龍太郎君。  

○３番（山﨑龍太郎君）    ３番。 

  まず、議案８２－１０ページの債務負担行為補正の庁舎建設工事が１億４ ,３００万

円ほど増ということですが、上限を決めてやってる中で今回のこの増額というがは想定

の範囲内かという点をまず伺います。  

  それと、議案８２－１７ページの１目、農林水産業費分担金の５節の農地有効利用支

援整備事業分担金２６０万円というがですけど、ちょっと内容等について、どこから入

ってきてというところと、どういうふうな方向性で使われていくのかという点について

説明を願います。  

  それと、もう１点だけ、議案８２－２１ページの民生費国庫補助金の中のこの地域介

護・福祉空間整備等交付金ということですけど、これなかなか今まで手を挙げるとこが

少なかったようにも記憶してるんですけれども、実際どういう積算に基づいてこの補助

金が４８１万５,０００円という格好になってきているのかお尋ねします。  

○議長（中澤愛水君）    庁舎建設担当参事、前田哲雄君。  

○庁舎建設担当参事（前田哲雄君）    はい。ご質問にお答えします。  

  庁舎建設の３０億円という限度額の範囲内でこの増額はできております。ただ、今ま

では建物本体だけでここに債務負担行為をしてたんですけれども、附属する什器、例え

ばレールつきの書架、そういうものとかブラインドとかは工事と一体として納品いただ

いたほうが経費も安くいくんではないかという、そういうこともございまして、建物に

取りつけの書架等の購入費を工事費に含めたと。そのことによりまして今回限度額が膨

らんだと、こういうことでございます。全体としては限度額の範囲内でやっております。  

  以上です。  

○議長（中澤愛水君）    保険課長、岡本明弘君。  

○保険課長（岡本明弘君）    議案８２－２１ページの地域介護・福祉空間整備等交付

金についてお答えします。  

  中身については、スプリンクラーの設置の関係です。地域密着型の高齢者の認知症の

対応型のグループホームについて、平成１９年６月に消防法の改正によってスプリンク

ラーの設置が義務づけられました。平成２３年度末までに設置をしなければならないと

いうようになっておりまして、現在香美市には４カ所ありまして、全部全然スプリンク

ラー設置されておりませんが、そのうちの１カ所がやりたいということで手を挙げてき

ております。２７５平米以上の施設について義務づけられておりまして、補助が平米当

たり９,０００円の補助になっております。  

  以上です。  

○議長（中澤愛水君）    農政課長、宮地和彦君。  
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○農政課長兼農業委員会事務局長（宮地和彦君）    議案８２－１７ページの農林水産

業費分担金の件でございます。  

  ５節の農地有効利用支援整備事業分担金、事業分担金ですので、分担金条例に基づく

１割の受益者負担です。 

○議長（中澤愛水君）    ほかに質疑はありませんか。  

  １０番、山崎晃子君。  

○１０番（山崎晃子君）    １０番です。  

  議案８２－２２ページです。済みません、総務費県補助金の中の１０節、中山間地域

交通仕組みづくり事業費補助金というのがありますけれども、この事業の内容を説明を

お願いします。  

  それと、それから、その下の民生費、高知県多子世帯保育料のこの分（高知県多子世

帯保育料軽減事業費補助金）ですけど、これは、先ほども説明がありましたけれども何

人分になるのか教えてください。  

  以上です。  

○議長（中澤愛水君）    企画課長、濵田賢二君。  

○企画課長（濵田賢二君）    山崎晃子議員のご質問にお答えいたします。  

  この中山間地域交通仕組みづくり事業ですけれども、実は、現在繁藤で使っておりま

す市バスにつきましては平成９年９月に購入した車両で、この入れかえをするというこ

とで前段に予算をいただいておるわけですけども、今回県が県の単独事業といたしまし

て中山間地域交通仕組みづくり事業というものをつくられました。もともとは中山間地

域生活支援総合補助金を受けてやる予定でしたけども、こちらの新しい県単事業のほう

は補助率が、もともとのその生活支援総合補助金は補助率が３分の２でしたけども、今

回できました交通仕組みづくり補助金につきましては補助率が４分の３ということで率

が高くなっておりますので、こちらに乗りかえるということが１つございます。  

  もう１つは、試験運行をさせておる地域でもございますので、乗降客あるいは沿線住

民の方々のバスに対する意識調査等この際しておく必要があるだろということもありま

して、この仕組みづくり事業につきましてはそういったソフト事業ができるということ

がありますので、いずれにしてもそういったハード、ソフト両面から支援がいただける

ということですから、制度を乗りかえてこちらにしたということでこの補助金を受ける

ことになりました。  

  県のほうも、車両に対する分についての率の問題もありますけども、こういった調査

事業については、全県的に今後の中山間地域の交通仕組みづくりをする上で調査をする

ということについては、香美市はこの４月から試験運行を先行してやっておりますので、

これから取りかかるところよりも早く手がけられるだろうということで、非常に県のほ

うも積極的にこれについては支援をいただけるという状況でございます。特にこの調査

事業につきましては、県と市と一緒にやっていくということをイメージをしております
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ので、ご理解をよろしくお願いいたします。  

  以上です。  

○議長（中澤愛水君）    幼保支援課長、山崎泰広君。  

○幼保支援課長（山崎泰広君）    はい。それでは、議案８２－２２ページ、民生費県

補助金のうちの１２節、高知県多子世帯保育料軽減事業費補助金の対象人数でございま

すが、調査したところ認可外保育施設３名、それから公立保育園４０名、合計４３名が

対象となっております。 

  以上です。  

○議長（中澤愛水君）    ３番、山﨑龍太郎君。  

○３番（山﨑龍太郎君）    ３番。 

  議案８２－２３ページの県支出金の新規就農研修支援事業費補助金１２０万円という

ことで、これ当初６０万円あったと思うんですけれども、実際宣伝等が行き届いて、広

がっていって、月１０万円のこの部分ですわね、広がっていってるのかというところを

確認したいんですが。ほんで、この１２０万円、当初と合わせたら１８０万円、県の分

ね、ほんで、市が出してということになるんですが、そこら辺のことについて確認をさ

せてください。  

○議長（中澤愛水君）    農政課長、宮地和彦君。  

○農政課長兼農業委員会事務局長（宮地和彦君）    はい。議案８２－２３ページ、１

５節、新規就農支援事業費補助金でございますが、この金額の補正額につきましては、

県のほうも有利な事業で新規事業をつくっていただきました。香美市としても、財源は

６０万円の中で、同じ市の財源をもとにその新規事業で今回提案できると。実情につい

ては２名ほどの相談件数がありますので、既にこの事業に伴う要綱でもう動きのある方

がおいでになりますので、今回その２名については対応できるような補正予算というこ

とにしております。  

○議長（中澤愛水君）    ４番、大岸眞弓君。  

○４番（大岸眞弓君）    さっき企画課長のほうからご説明のありました議案８２－２

２ページの中山間地域交通仕組みづくり事業費補助金のほうで、これが、補助率が有利

なほうを採用するということでこうなったと。ご説明の中で、そのバスに対する意識調

査を県と一緒になってやるというふうなご答弁だったかと思うんですが、この５３０万

円というのはこの意識調査とほかに何か、あとどういう事業になっていくんでしょうか。

意識調査だけにこの金額ですか。  

  それと、もう１点。同じ交通体系のことですが、議案８２－３２ページの６目の企画

費の中の委託料、廃止代替バス龍河洞線運行委託金ですが、これは委託料の増額という

ことですが、契約内容の変更があったのかどうか、その２点をお聞きしたいです。  

○３番（山﨑龍太郎君）    それは歳出。 

○４番（大岸眞弓君）    あ、歳出か。失礼しました、歳出のほうですので後で聞きま
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す。 

○議長（中澤愛水君）    企画課長、濵田賢二君。  

○企画課長（濵田賢二君）    大岸議員のご質問にお答えいたします。  

  調査費については、今回歳出のほうで見ていただいたらわかると思いますけども２０

０万円を予定をしております。あと車両の入れかえ等に係る分ですから、合計でこの金

額になっているというふうにご理解をいただきたいと思います。  

○議長（中澤愛水君）   ３番、山﨑龍太郎君。  

○３番（山﨑龍太郎君）    ３番。 

  同じく議案８２－２３ページですけども、その１１節と１４節で同額がマイナスにな

ってプラスになってるということですが、これも先ほど上のほうで、企画課長が有利な

ほうということで、県の支出金のほうで３分の２から４分の３（の補助率）という説明

をされたんですが、この森林整備地域活動支援交付金が１ ,２１１万円、森の腕たち育

成事業費補助金がマイナス１ ,２０２万３ ,０００円か、そういう発想で組み替えられた

ということでよろしいのか、それを１点お尋ねします。 

○議長（中澤愛水君）    林政課長、岡本博臣君。  

○林政課長（岡本博臣君）    お答えいたします。  

  事業が有利だということではございません。議案８２－２３ページの１１節の森林整

備地域活動支援交付金につきましては、施業の集約活動及び境界の明確化ということの

その事業と、それから森林の被害状況等確認事業ということで新たな事業を導入してお

ります。それと、森の腕たち育成事業につきましては、県の森の腕たち育成事業費補助

金交付要綱の改正に伴いまして、林業事業体、森林組合ですが、これへの直接補助に変

更したことによる減額でございます。  

  以上でございます。 

○議長（中澤愛水君）    ほかに質疑ありませんか。  

  ２０番、大石綏子君。  

○２０番（大石綏子君）    はい。２０番、大石です。  

  議案８２－２３ページの、金額小さいんですが６目、教育費県補助金の中、観光施設

等緊急魅力向上事業費補助金ですが、これはどういう事業なんでしょうか。教育費とし

ての県の補助金ですが、これ学校関係、何かそっちのほうに使われるんでしょうか、ど

ういった方向で使われるんでしょうか。  

○議長（中澤愛水君）    生涯学習課長、凢内一秀君。  

○生涯学習課長（凢内一秀君）   お答えいたします。  

  これにつきましては、市の指定文化財であります野中神社のほうに案内板を設置する

県の補助金となっております。学校のほうではありません。  

○議長（中澤愛水君）    １５番、依光美代子君。  

○１５番（依光美代子君）    １５番、依光です。  
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  議案８２－２１ページの２目の９節、住宅手当緊急特別措置事業費補助金、どういっ

た事業でしょうか。  

○議長（中澤愛水君）    福祉事務所長、小松美公君。  

○福祉事務所長（小松美公君）   お答えします。  

  住宅手当緊急特別措置事業ですけど、離職者の方であって就労能力及び就労意欲のあ

る者のうち住宅を喪失している者または喪失するおそれのある者に対しまして、住宅手

当を支給することにより、これらの者の住宅及び就労機会の確保に向けて支援を行うこ

とを目的としたものです。本事業の支給対象者の申請に基づきまして住宅手当を支給す

るとともに、就労支援員を設置しまして、就労支援等を今年１０月１日から全国一斉に

実施する事業でございます。  

  以上です。  

○議長（中澤愛水君）    ほかに質疑はありませんか。  

○議長（中澤愛水君）    質疑がないようですから、これで歳入に対する質疑を終わり

ます。 

  これから、歳出に対する質疑を行います。歳出に対する質疑、ありませんか。  

  ５番、織田秀幸君。 

○５番（織田秀幸君）    ５番の織田です。 

  議案８２－５９ページ、議案８２－６０ページに太陽光発電の設置事業いうことで

小・中学校の取り組みが載っております。これはスクール・ニューディールいうことで、

国からの補助金が充てられたいうことで出ております。そして、ここで聞きたいことは、

議案８２－７３ページの積算根拠（市債内訳）のとこに、市長の報告では６小・中学校

でということが載っておりましたが、ここでは７校あるようなんですけどね。そして、

この項目の積算根拠の中の金額ですが、これ見ておったら鏡野中学校等は２２０万円ぐ

らい。これは容量にしたら３キロぐらいの容量しかないんじゃないかと思いますが、こ

この学校別のそういう規模、そういうこの積算根拠で正しいもんか。で、これは大きな

大宮小学校なんかでは１ ,６７０万円の予算を組んでおります。これは大体２０キロワ

ットぐらいのそういう大きな設置がなされるんじゃないかと。  

（発言する者あり）  

○５番（織田秀幸君）    いや、これ今議案８２－７３ページをちょっと言うておりま

すがね。  

  そして、この使用目的についてちょっと説明をお願いしたい思います。鏡野なんかは

えらい小さいと思いますけど。  

○議長（中澤愛水君）    学校教育課長、和田 隆君。 

○学校教育課長兼学校給食センター所長（和田  隆君）   お答えします。  

  太陽光発電については、地球温暖化対策の有効な１つの手段として行うものです。温

室効果ガスの削減とか児童・生徒への環境教育の充実とか地域住民への啓発等の目的を
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兼ねてます。  

  それと、７校あるが、今回の予算では６校分を予算措置しております。それは、小学

校については山田、楠目、大宮、大栃、それと、中学校については香北中学校、大栃中

学校。それと、もう１件、鏡野中学校については、前回もう補正で上げておりますので、

ほんで今回の補正では６校、プラス１校の７校というところになります。  

  それと、発電量ですけれども、これは屋根の構造とかによりましていろいろ変わって

くるところです。それで、山田小学校については３０キロワット、楠目小学校も３０キ

ロワット、大宮小学校については５０キロワット、大栃小学校についても３０キロワッ

ト。それで、中学校については、香北中学校については３０キロワット、大栃中学校に

ついては１０キロ、鏡野中学校については２０キロというような、屋根の構造によりそ

のような見積もりをとって実施していくというところになります。  

  以上です。  

○議長（中澤愛水君）    ５番、織田秀幸君。  

○５番（織田秀幸君）    こら積算根拠いう形でこう数字が、金額が出ております。私

の記憶では１キロワット大体７０万円いうんですかね、そういう金額が必要です、その

ように思うておりますけんど、えらいさっきの説明とこの金額というたらちょっとかけ

離れとるんじゃないんか思いますが、これ間違いないですか、この数字で。（議案８２

－７３ページの）積算根拠のとこ。  

○議長（中澤愛水君）    学校教育課長、和田 隆君。 

○学校教育課長兼学校給食センター所長（和田  隆君）   大体３０キロワット程度で、

パネルは１８０から２００ぐらいのパネルを敷くようになると思うんですけど、３ ,２

００万円程度に設置費用がなってきます。  

  それと、議案８２－７３ページの表をちょっと見てなかったですけれど。 

○教育次長（鍵山仁志君）    起債やき、これ。  

○学校教育課長兼学校給食センター所長（和田  隆君）   議案８２－７３ページの根

拠については、そこの見出しにもありますけれども一般会計予算の市債、起債の内訳と

なっています。実際の事業費とはちょっと違ってくるように思います。  

  以上です。  

○議長（中澤愛水君）    １１番、片岡守春君。  

○１１番（片岡守春君）    １１番、片岡です。  

  その関連ですけれども、その施設をした場合に各学校の需要する、使う電気は大体賄

えるもんかどうかということが１つと、それから、香美市にそういう設置する業者さん

がおるのかどうか。この業者選定をどのようにするのかということと、工事については

競争入札で行うかどうか、その３点をお願いします。  

○議長（中澤愛水君）    学校教育課長、和田 隆君。 

○学校教育課長兼学校給食センター所長（和田  隆君）   学校施設の全部を賄うこと
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はちょっとできません。補充しながらやるということになります。  

  指名競争入札で行っていきますけれども、大きな業者が、取り扱い業者ありますので、

市内の業者さんではちょっと苦しいところがあるかもわかりません。  

  以上です。  

○議長（中澤愛水君）    ２０番、大石綏子君。  

○２０番（大石綏子君）    はい。２０番です。  

  議案８２－６２ページの７目ですが、アンパンマンミュージアム駐車場用地購入につ

きまして、広さと単価をお願いいたします。ちょっときのう支所のほうに問い合わせま

したからわかりますが、建物のあの部分はどうなのでしょうか。  

○議長（中澤愛水君）    生涯学習課長、凢内一秀君。  

○生涯学習課長（凢内一秀君）   お答えいたします。  

  アンパンマンミュージアム駐車場用地購入の件ですが、単価につきましては、平米当

たり１万４ ,２００円となっております。それで、これは駐車場用地、駐車場のほうで

ありまして、建物のほうはちょっと確認を、借地か市の土地かちょっと確認をようして

おりません。  

○議長（中澤愛水君）    ２０番、大石綏子君。  

○２０番（大石綏子君）    全体の広さをお願いします。  

○生涯学習課長（凢内一秀君）   はい。ここの駐車場につきましては、道路ぶちの第

２駐車場になっています。そこの１筆になるわけですが、１ ,０６５平米になっており

ます。 

○議長（中澤愛水君）    ８番、小松紀夫君。  

○８番（小松紀夫君）    関連をしてお伺いしますけど、この場所というのは今ちょっ

とお聞きしたら第２駐車場を、それは借り上げてた分を購入をすると、こういうふうな

ことだというふうにお聞きたんですけれども、この駐車場の件につきましてはアンパン

マンミュージアム、ゴールデンウイークであるとか夏休み等々、非常にお客さんが多い

ときには国道まで車があふれ出しておりまして、非常に駐車場に困ってるという状況が

ございます。そこで、新たに駐車場を借るとか購入をするとかということについては、

この件は今まで借ってた分を購入というふうなことですんで新たに駐車場がふえるわけ

ではないわけですけども、新たにふやすというふうな計画はございませんでしょうか、

お伺いします。  

○議長（中澤愛水君）    生涯学習課長、凢内一秀君。  

○生涯学習課長（凢内一秀君）   はい。このたびの購入は、おっしゃられますとおり

現在駐車場用地の借地を購入するということになっております。それで、今年になりま

して高速道路の１ ,０００円というのが出まして、大変混雑をした日もございます。そ

れで、夏休み前につきましては健康センターセレネの裏のもう芝生のところもお借りし、

また、一応ロープ、区分けをしまして、夏休み中につきましてはそちらのほうでも対応
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させていただきました。今のところそのほかにまだ購入という予定はしておりませんが、

夏休み中に一応そちらのほうで対応がある程度できた面はあろうかと思っております。

特に自分も行き帰り、土日も通りますが、国道でお昼時分にそう並んだというときは余

りなかったというふうに記憶しております。今後、検討もしていかなくてはならないと

は思っておりますが、現状では今のところそういう状況です。  

○議長（中澤愛水君）    ４番、大岸眞弓君。  

○４番（大岸眞弓君）    さっき入のところで間違えて聞きましたその議案８２－３２

ページの委託料（廃止代替バス龍河線運行委託金）の増額について、契約内容の変更か

どうかという点と、それから、議案８２－３３ページですが、さっきご説明のありまし

た（１３目、交通輸送対策費、１３節、委託料、調査委託料）調査２００万円、委託料

にこれ出ておりますけど、どういう調査をされるんでしょうか。一定今試験的にバスが

走っておりますが、そのときにも一定の調査はされたかと思うんですけど、香美市全域

を調査されるのか、もう少しこう踏み込んだ調査をされるのか、どういった調査になる

のか、それをちょっとお聞きしたいですが。  

○議長（中澤愛水君）    企画課長、濵田賢二君。  

○企画課長（濵田賢二君）    お答えいたします。 

  まず、委託料のほうですけども、龍河洞線につきましては、当初予算で要求をしてお

ります額というのは平成１９年度（後に「平成２０年度」と訂正あり）の実績をベース

にしたもので、概算的に見積もりをして予算を要求してございます。年度途中で精算を

されますので、その差額を今回お願いしておるということでございますから、契約内容

の変更ということではございません。  

  次に、その市バスの調査ですけども、先ほど言いましたように乗降者と、それと沿線

住民を対象に調査をしたいというふうに考えております。調査の内容ですけども、県は

県で、これからどんなことを項目として上げていきたいかということはこれからの調整

になります。というのも９月９日に補助申請ということになっておりますので、そこか

ら作業が始まるということになるわけですけれども、その過程の中で調査項目が決定し

ていくだろうと思っていますが、２つに大きくくくった調査をしたいと思っております。  

  １つは、車両についてはどういう車両を望むのかという調査をしたいと思っておりま

す。基本的にはバリアフリーのバスを入れるようにしておりますけども、やっぱり地域

地域によって付加的にこんなものをつけてもろうたらえいとかいうふうなことがあると

思いますので、そういった部分をちょっと聞き取りをしたいと思っています。  

  それから、もう１つは沿線住民に特に対してになってきますけども、どうすればその

利用をしていただけるかというような、利用に対する度合いを上げていくという意味か

ら、具体的に言いますと、例えばですけども便数であるとか時刻であるとか、そういっ

た具体の項目についてお聞きをするようなことになりゃあせんだろうかというふうに考

えております。  
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  以上です。  

○議長（中澤愛水君）    ２２番、西村 成君。 

○２２番（西村 成君）   ２２番、西村です。１件だけお尋ねします。  

  議案８２－６０ページですが、学校管理費の１目の１５節、工事請負費の中学校施設

耐震改修工事で１億８ ,２７０万円組んでおりますが、これは、提案理由の説明では鏡

野中学校の仮校舎の建設工事の１億８ ,２７０万円となっておりますが、仮校舎を建て

て、それと耐震と合わせての金額なのか。それとまた、仮校舎はどこへ予定されている

のかをちょっとお伺いしたい。 

○議長（中澤愛水君）    学校教育課長、和田 隆君。 

○学校教育課長兼学校給食センター所長（和田  隆君）   お答えします。  

  耐震改修工事の工事費については、６月補正にものせさせていただいています。今回

のは新たに仮設校舎を設置する予算を計上いたしております。  

  建てるところですが、グラウンドの隅に建てるというようなことになろうかと思いま

す。 

  以上です。  

○議長（中澤愛水君）    企画課長、濵田賢二君。  

○企画課長（濵田賢二君）    先ほど大岸議員のご質問に係る分で、龍河洞線の委託費

のことを答弁した際に、前年度実績に基づいてというとこで「平成１９年度ベース」に

と言いましたけども、平成２１年度ですから前年度といいますと「平成２０年度」にな

ります。済みません、訂正をしておきます。  

  以上です。  

○議長（中澤愛水君）    １１番、片岡守春君。  

○１１番（片岡守春君）    お尋ねします。１１番、片岡です。  

  議案８２－４０ページの（１目）１９節（住宅手当緊急特別措置事業費補助金）は、

入のほうでも説明があったと思いますけれども、これは仕事を探しゆうということにな

れば、今借りてるお家の方でもその家賃の補てんをしてくれるのかどうか。あくまでも

仕事も探しゆう、その入居する家の分を今の時点で探しゆうということなのか。それか

ら、どれほどその金額を補てんしてくれるのかということ。どれほどの対象者を見込ん

でるかということ。  

  それから、議案８２－４４ページの１８節、備品購入費、学童クラブですけど、この

内訳をお願いします。  

  それから、議案８２－５３ページの１３節の委託料、これ橋梁点検の委託ですけど、

どれほどな形のものでこれ点検するのか。目視ではないと思いますけど、その中身をお

願いします。  

○議長（中澤愛水君）    福祉事務所長、小松美公君。  

○福祉事務所長（小松美公君）    片岡議員のご質問にお答えします。  
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  住宅手当ですけど、生活保護の基準ですね、それを上限としていますので、生活保護

の住宅手当が２万６ ,０００円ですので、香美市の場合はそれが上限です。それで、既

に入ってる方ですね、その方でも家賃が払えなくなった方は対象になります。ただし、

出るのはもうその上限の範囲内になります。  

  それから、人数の見込みですけど、これも概算ですけど、国が大体こういったがで見

込みを立ててくれという式にちょっと当てはめて出してる概算の人数が１４人ぐらいで

す、半年間で。  

  以上です。  

○議長（中澤愛水君）    学校教育課長、和田 隆君。 

○学校教育課長兼学校給食センター所長（和田  隆君）   片岡議員のご質問にお答え

します。  

  議案８２－４４ページの放課後児童対策費の備品購入ですけれども、これについては

高知県の放課後学び場応援事業というのがありまして、学習環境の整備であるとか学習

活動の充実をするというような事業で１００％の補助となってます。そういうことで、

学童クラブによって違うんですけれども、エアコンを買ったりビデオデッキを買うとこ

ろもありますし、キャビネットを買うとか国語辞典を買うとか図鑑を買うとか、もうか

なり多岐にわたって購入します。 

  以上です。  

○議長（中澤愛水君）    建設都計課長、中井 潤君。 

○建設都計課長（中井  潤君）   片岡議員のご質問にお答えを申し上げます。  

  橋梁点検委託料６００万円でございますが、これにつきましては、当初予算で６００

万円組んでいただいておりまして、今回補正で６００万円ついて合計１ ,２００万円に

なります。  

  対象橋梁につきましては、全部で４７になりまして、旧土佐山田町で１１橋、旧香北

町で７橋、旧物部村で２９橋を予定しております。  

  委託の、検査の内容でございますけども、橋梁の整備計画を立てるための委託業務に

なりますので、破壊検査なんかは行わず目視が中心になります。車両を使って、下から

見れる車両がありますのでそういうものを使うところとか、それから足場を組んで近く

まで行って見るとか、そのような点検といいますか内容の業務になります。  

  以上です。  

○議長（中澤愛水君）    １０番、山崎晃子君。  

○１０番（山崎晃子君）    はい。１０番、山崎です。  

  議案８２－４１ページですけれども、介護保険費の中の１２（節）と２０（節）の訪

問介護利用者負担減額対策事業で、これに関してご説明をお願いします。  

○議長（中澤愛水君）    保険課長、岡本明弘君。  

○保険課長（岡本明弘君）    当初組んでなかったので組んだと思うんですが、ちょっ
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と資料を持ってないですので後でご説明させていただきます。（後に追加説明あり）  

○議長（中澤愛水君）    １５番、依光美代子君。  

○１５番（依光美代子君）    １５番、依光です。  

  議案８２－４９ページの３目の１９節、負担金、補助金のところですが農業生産体制

強化緊急整備事業、これで大葉の印字機とかユズの保冷庫などを買う予定ではないかと

思いますが、それぞれ内訳を聞かせてください。  

  それと、その下の５目の１９節、ここでこうち農業確立総合支援事業が大きく減額に

なってますが、その理由を教えてください。  

  それと、済みません、もう１点ですが、議案８２－６１ページの４目、文化財保護費

の１５節、工事請負費でありますが、ここに史跡案内板設置工事ってあります。これは

先ほど説明があった野中兼山の案内板でしょうか。  

  以上、３点お聞かせください。  

○議長（中澤愛水君）    農政課長、宮地和彦君。  

○農政課長兼農業委員会事務局長（宮地和彦君）    はい。議案８２－４９ページ、農

業振興費、３目の１９節、補助金でございますが、農業生産体制強化緊急整備事業

１,２０１万５,０００円、大葉印字機導入のほうが６０９万円、残りの部分がユズ出荷

場になります。  

○議長（中澤愛水君）    １９節。  

○農政課長兼農業委員会事務局長（宮地和彦君）    失礼しました。１９節のこうち農

業ですが、これすべて減額で上記の事業へ乗りかえということになります。  

○議長（中澤愛水君）    生涯学習課長、凢内一秀君。  

○生涯学習課長（凢内一秀君）   議案８２－６１ページですが、４目、文化財保護費

の工事請負費です。おっしゃられましたとおり野中神社への史跡観光案内板ということ

になっております。  

  以上です。  

○議長（中澤愛水君）    保険課長、岡本明弘君。  

○保険課長（岡本明弘君）    済みません。議案８２－４１ページの介護保険費、（２

０節）訪問介護利用者負担減額特別対策事業についてですが、この事業は平成２０年６

月で一たん終了した事業なんですけれども、今年４月にまた復活をしたということで補

正をさせていただいております。一応対象者についてはいないということながですけん

ど、対象はおらんということながですが、とりあえずひょっと出てくる可能性もありま

すので、２人分ということで補正をさせていただいております。  

○議長（中澤愛水君）    ３番、山﨑龍太郎君。  

○３番（山﨑龍太郎君）    ３番。 

  まず、議案８２－４０ページの社会福祉総務費、一番上の報酬のこの就労支援員報酬

ですわね。るる説明があったんですけれども、どういうノウハウを持ってる人を雇われ
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て、先ほどの住宅手当の事業費との絡みももちろん出てくると思うんですけど、そこら

辺でどういう計画をお持ちなのか、その点ちょっとお尋ねします。専門性についてです

ね。 

  それと、議案８２－５１ページの観光費の中の負担金，補助及び交付金でこの経営改

善指導事業補助金は、これは説明はだんだん受けたわけですけども、実際もし、前回の

説明ではいかざったら途中で見切りをつけるという、第１回目までの調査等に対しては

たしか５０万円ほどやと思うんですけど、そういうことについても、もちろんやめると

いう方向性で提案されてるわけじゃないんですけど、そこら辺の心づもりといいますか

ね。やはり相手も、なかなかそういう市の意図としている部分と、コンサルもなかなか

もうけの対象にはならないというふうなことで、何とか経営手法を上げていくような説

明を受けたわけですけど、そこら辺で、３００万円組んでも実際は５０万円しか使わん

と終わるという可能性もありますわね。そこら辺で、実際のところ担当として、コンサ

ルも含めて援助していかんといけませんわね。実情も、きれいに情報共有もせんといか

んというふうな中で、どこまで踏み込んだ対応をしていくのか。いかんもんをいくとい

うふうなこともなかなか難しい部分であると思いますが、そこら辺のところについての

見解を再度確認しておきます。  

○議長（中澤愛水君）    福祉事務所長、小松美公君。  

○福祉事務所長（小松美公君）    山崎議員のご質問にお答えします。  

  就労支援員ですけど、の業務になりますけど、住宅手当緊急特別措置事業の中で、手

当支給対象者から就労活動状況の報告を受けるほか、履歴書の書き方や面接の受け方の

指導、それから公共職業安定所への同行訪問等を行います。また、必要に応じまして面

接相談、それから申請の受け付け、入居住宅とかへ訪問で確認とかを行ってもらうよう

になります。特に資格とかそういったものは必要はないですけど、こういった業務に積

極的に取り組んでくれる方を雇用したいと思ってます。  

  以上です。  

○議長（中澤愛水君）    商工観光課長、高橋千恵君。  

○商工観光課長（高橋千恵君）    はい。ご質問にお答えいたします。  

  議案８２－５１ページ、観光費の１９節、経営改善指導事業補助金です。これについ

ては過日説明をさせていただきました。地域の灯を消したくはないという思い、それか

ら市の責任等かなり厳しい心持ちで臨んでおります。赤字が全く解消して黒字になると

いうところまでは当然いかないかもしれないけれども、その厳しい思いを従業員ととも

に、それからプロの目でもって改善していくという気持ちで一緒になって臨んでいく覚

悟です。経営の調査をしていただいて、その調査内容によって改善の内容が変わってく

るということもありますが、約６カ月間直接指導していただいて、その後この補助金に

よって委託が済んだ後も、高知県でコンサルをしていることもありまして、再々おいで

てくださる機会があるということなので、そのときにも折りに入って見ていただくとい
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うふうにお話を聞いております。それはご厚意で来てくださると思います。市の施設を、

地域を守るという思いで、当然灯を消したくないという思いは、従業員とともに一緒に

なって改善していく覚悟です。  

  以上です。  

○議長（中澤愛水君）    企画課長、濵田賢二君。  

○企画課長（濵田賢二君）    高橋課長が今お答えをしましたけども、ちょっと補足を

しておきたいと思います。  

  原則的には、黒字化というのは、現在のような状況の中ではそれは厳しいということ

はこの間もご説明させていただきました。やはりその目的はしっかりその経営改善をす

るんだということであろうかと思います。市は市としての立場もございますけども、肝

心かなめの部分というのは、経営改善をしていく上では、基本はやはり指定管理を受け

ておる公社にあるという認識でおります。そういう意味では、市としては公社の体制と

いうものについてもしっかりフォローしていかないかんだろうし、もう１つは、職員の

意識というものに焦点を当てておるということはこの間ご説明をさせていただきました。

特にその経営改善をしていく上で職員の意識については、教育指導を入れる必要がある

ということで今回の事業を入れることにしたわけですけども、業者の方もやはりプロの

方ですから、この一定の期間に目的とするところの経営改善につながらなければ、当然

お金をいただくというような意識ではないと思います。やはりその売り上げ増とそれか

ら赤字の縮小というものをしっかり見出していきたい、そこにつなげていきたいという

お話でございますから、そういうところに期待をしておると。すなわち、この数字とい

うものでもってあかしを立てていくというご覚悟があって仕事を受けていただくという

ふうに認識をしておりますので、そこら辺をよろしくお願いをいたしたいと思います。  

  以上です。  

○議長（中澤愛水君）    ３番、山﨑龍太郎君。  

○３番（山﨑龍太郎君）    関連。 

  まず、議案８２－４０ページの就労支援員については、説明を受けたわけですけど１

点だけ。現在の生活保護受給者ですわね、その人等に対しても就労支援活動をされるの

か。それはもう別建てでこの住宅手当の対象の方だけなのか、その点をお尋ねします。

実際生活保護被保護者に対してはケースワーカーの方なんかも熱心にやられてる部分も

見受けられますけど、そこら辺のリンクのことについてお尋ねします。  

  それと、議案８２－５１ページについては、説明を受けたんですけれども、実際ステ

ップ的にいってまず最初、この間の説明では５０万円で、もういかんということの結論

が第一義的にあると。次には半年間見てですわね、この３００万円全部つぎ込んで、め

どとしてだめならだめというふうな認識を持って、ほんで、これ以上のこの経営改善と

いう形での予算の投入はないというふうなことをせんだっての議員協議会でお尋ねした

わけですけど、その点をやはり基本的に確認させていただきたいという部分。むしろ思
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い入れとかそういう部分についてはわかりますけれども、お金を執行するに当たって湯

水のごとくというわけにはもちろんいかんろうし、この上に書かれてる補助金もまた約

１,６００万円ということになってますので、その部分について確固とした、執行部と

してめり張りをつけて、譲れない部分をやっていくのかという点で再度お願いします。 

○議長（中澤愛水君）    福祉事務所長、小松美公君。  

○福祉事務所長（小松美公君）   お答えします。  

  就労支援員ですけど、生活保護受給者の方もうちとしてはあわせてしてもらいたいと

思っております。  

○議長（中澤愛水君）    企画課長、濵田賢二君。  

○企画課長（濵田賢二君）    山﨑龍太郎議員の再度のご質問にお答えをいたします。  

  やはり闘える財があるから手を入れる必要があるだろうという前提がございます。ま

ず、第一段階で終わるということが頭からわかっておるようであればもう初めからせん

がましですからそれはしないと。やっぱりその次の段階をしっかり認識をして第一段階

の作業をするという認識でございますので、そういうふうにとらえていただきたいなと

思っております。闘える財があるから、すなわちその経営改善につながっていく要素が

あるんだというふうに受けておりますので、かかわる者としてそういう認識で私もおり

ますのでよろしくお願いいたします。  

○３番（山﨑龍太郎君）    もう１点だけ。 

○議長（中澤愛水君）    ３番、山﨑龍太郎君。  

○３番（山﨑龍太郎君）    市長が新しく長になられた、公社のね、ということでちょ

っと決意のほどを聞いておきたいと思います。  

（笑い声あり） 

○議長（中澤愛水君）    市長、門 槇夫君。  

○市長（門 槇夫君）    はい。先ほど企画課長のほうから公社そのものの体制を強化

することが大事やということで、そういう発言がございました。そうした中で、前理事

長の宗石旧物部村長さんが退任をされたということで、私がそのかわりということで、

強化になるというふうには私は思っておりませんけれども、しかしながら先ほど商工観

光課長、また企画課長が述べましたように大変厳しい環境ではございますが、やはりあ

の施設の生まれてきた経緯、また同時に、今ある、いわゆる存在感といいましょうか、

そうしたものも十分認識をしてやはり取り組むことが必要でありますし、それから、せ

んだって理事長に就任させていただきまして数日経過いたしましたときに従業員を集め

て、今の状況と今後の取り組み方について従業員に説明をしました、私の口から。そし

て、これはやはり相当の覚悟を持って今後取り組んでいく必要がある。いえば背水の陣

をしいた中で取り組んでいく思いで今回私はやらさせていただきたいということで述べ

させていただきました。そういうことで、このコンサルを含めた今後のこの中身、体制

づくり、こうしたものを十分に機能させていきたいというふうに思っております。  
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  以上です。  

○議長（中澤愛水君）   ４番、大岸眞弓君。  

○４番（大岸眞弓君）   関連。 

  そのいろいろご説明等ありましたが、１つは、きょうの監査委員さんの意見にもあり

ましたように香美市が契約を結んでいるその指定管理の体系が、契約がばらばらという

のがあると。これについては、やっぱり契約内容についてはちゃんと見直していく必要

があるのではないかという意見もあったわけですが、やはり香美市の行っておる指定管

理、統一基準を持つ必要がこの際あるんじゃないかと思うんですがその辺いかがでしょ

うか。指定管理でありながらこういう運営補助金が常時出続けるというのは決して好ま

しい形ではないと思いますし、それから、もう１点、経営改善指導のコンサルへの委託

金ですけれども、ここのべふ峡温泉数年前にも同様のコンサルで調査をしてその助言を

受けておったというふうなことがあるんですが、そのことの経過なんかも当然お聞きに

なっておられますか？課長。 

○議長（中澤愛水君）    企画課長、濵田賢二君。  

○企画課長（濵田賢二君）    どちらの課長にお尋ねなりゆうかちょっとわかりません

けども。  

○４番（大岸眞弓君）    企画課長。  

○企画課長（濵田賢二君）    はい。この前の説明会のときにもたしか触れたと思いま

すけども、これまでもこういったコンサルというものを導入をして経営改善を図ろうと

してきた経過があるということは承知をしております。ただ、あのときに申し上げまし

たように調査等をして、ペーパーによってそのお示しをいただいた、そのことが成果と

いう形であったかと思いますけども、今回は現場に入って指導、教育をするということ

でございますので、現地にそういった新しい指導のあり方というかそういうものが入る

という意味では、前回のそのコンサルさんとはちょっと違うんだというふうに認識もし

ておりますし、そういう思いでこの前ご説明させていただいたということですのでご理

解よろしくお願いいたします。  

  以上です。  

○４番（大岸眞弓君）    統一基準について、香美市内全域の指定管理の統一基準につ

いて。 

○議長（中澤愛水君）    暫時休憩いたします。  

（午前１１時５５分 休憩） 

（午前１１時５６分 再開） 

○議長（中澤愛水君）    正場に復します。 

  休憩前に引き続き会議を行います。  

  総務課長、法光院晶一君。  

○総務課長（法光院晶一君）    指定管理につきまして統一基準を設けるべきではない
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かというお話でございますけれども、法が改正されまして指定管理に移行しております

けれども、まだその点については十分整理がされてないというふうに理解してます。す

べての施設を指定管理をするということになりますと地元で管理をしております集会所

等につきましても指定管理、こういうことになるわけですけれども、大学の先生のほう

にお聞きしましても「そういうことにメリットがあるのか。」と、「そういうところま

で指定管理する必要があるのか。」ということのお話聞きますと、法律上はするべきだ

ということですけども実質的には利益はほとんどないと、手間なだけだということなん

です。したがいまして、施設によってそれぞれ異なるということがございますので大変

難しい。例えばその施設を３つの団体が預かっている場合どこに指定管理をしたらいい

のかというふうなこともありますし、そこでの問題をどのように処理していくのかとい

うようなことについては、どこが責任持つのかというようなことについても、指定管理

にすべて求めるということもできないということのようでございますので、国の動きな

ども十分見ながら整理をしていく必要がある。無理に、今法律がそうなったから全部指

定でやらなきゃいけないということになりますと、矛盾もあるということは国も認めて

いるところですので、この市のほうで整理をするというのは少し時間がかかるというふ

うに理解しています。  

○議長（中澤愛水君）    ４番、大岸眞弓君。  

○４番（大岸眞弓君）    言い方が悪かったかどうか、指定管理に市の施設を全部しな

さいと言うたわけではありません。指定管理をする場合には、指定管理をしている、今

までしようとするところ、それからこれまでしてきた幾つかの施設があるわけですから、

一定のやっぱり統一の基準というものは、指定管理にする場合の基準というものはあっ

てしかるべきだろうということを申し上げたわけです。このように補助金がずっと要り

続けるということが指定管理の制度になって好ましいかどうか、それを問うていただき

たいと。それで、やっぱり合併してもう何年もたつわけですから、どういいますか、こ

ういう矛盾といいますか、こういうものは、見直すべきは見直していく必要があるんじ

ゃないかという話をしたわけです。  

○議長（中澤愛水君）    総務課長、法光院晶一君。 

○総務課長（法光院晶一君）    法律上は委託ができないということになっておるわけ

ですね、もう法律は消えたわけですから指定管理しなきゃならないとなっています。自

治体としてはどうしても遵法主義でいきますので、法遵守ということでいかなきゃなら

ない。そうすると、すべて指定管理しなきゃいけないというのはこれは当たり前のこと

なんですけれども、当たり前のことを当たり前にやると矛盾が生じてくるということは

国も十分承知をしているんですよということで。もともと指定管理が起こってきたのは

文化施設であるとかあるいはスポーツ施設である、もうその専門家に任せたほうがいい

んだよということで指定管理をしてきたんですけれども、押しなべてすべての施設を指

定管理しなさい、法律を消してしまっているわけですから、基準を今ここで定めるとす
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れば、すべてを指定管理にしましょうということにしなければそもそもの指定管理の位

置が始まらないということになるわけですので、そこのとこ大変矛盾を抱えて進めてい

るということをご理解いただきたいと思います。  

○議長（中澤愛水君）    ほかに質疑ありませんか。  

  ２番、矢野公昭君。 

○２番（矢野公昭君）   ２番。 

  議案８２－３３ページでありますけれども、香北支所費の…。 

○議長（中澤愛水君）   ちょっとストップしてください。  

（サイレンにより中断） 

○２番（矢野公昭君）    香北支所費でありますけれども、その２節、給料というとこ

ろで１ ,６００万円、これが増額になっております。そして、関連といいますか議案８

２－５８ページの教育費の中の２節、これが２ ,８００万円の減額になっております。

これは当然人事異動等の内容であろうと思いますけれども、ちょっと金額が大きいよう

なのでこの内容の説明を願います。  

  それと、議案８２－５０ページの林業費の中の林業振興費、それの１５節、工事請負

費で４２０万円、ダム周辺環境整備事業。それと、議案８２－５３ページの土木費の中

の道路維持費で１５節、同じくダム周辺環境整備事業、これが５００万円というものが

載っております。これは同じところでありましょうか。  

  それと、議案８２－５３ページ（２目）につきましては道路維持費（１５節、工事請

負費、ダム周辺環境整備事業）となっておりますけれども、議案８２－５０ページにつ

きましての、これは林業振興費（１５節、工事請負費、ダム周辺環境整備事業）であり

ますが、同じく道路でありましょうか、説明を願います。  

○議長（中澤愛水君）    総務課長、法光院晶一君。  

○総務課長（法光院晶一君）    人件費につきましては、この時期にいつも同じような

ご説明申し上げておるところですけれども、市の職員の人件費の計上というのは前年の

１２月の人員配置をもとにして積算をしております。その後の４月には人事異動もござ

います。あるいはその前に退職者も生じるというふうなこともあります。機構改革もご

ざいます。こういうふうなことを経まして、９月に現在の配置している職員に沿って賃

金を計算するということになっておりますので、人件費のところが９月には大きく変更

するということでございます。ただ、議案８２－５８ページのところが大きく動いてる

んじゃないかということですけれども、これにつきましては少し時間をいただいて、だ

れがどこにということまではいきませんけれどもかいつまんだ説明ができるようにした

いと思いますので、少し時間をいただきたいと思います。  

○議長（中澤愛水君）    林政課長、岡本博臣君。  

○林政課長（岡本博臣君）    お答えいたします。  

  議案８２－５０ページですが、これの林業振興費の１５節、工事請負費、ダム周辺環
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境整備事業でございますが、これにつきましては林道宇筒舞線の改良事業でございます。  

○２番（矢野公昭君）    林道どこって言うた？  

○林政課長（岡本博臣君）    林道宇筒舞線でございます。  

○農政課長兼農業委員会事務局長（宮地和彦君）    舗装じゃない？  

○林政課長（岡本博臣君）    いや、改良事業。  

○議長（中澤愛水君）    香北支所地域振興課長、竹内  敬君。 

○香北支所地域振興課長（竹内  敬君）   はい。矢野議員さんの質問にお答えをいた

します。  

  議案８２－５３ページの２項、２目、道路維持費の中の１５節、工事請負費、ダム周

辺環境整備事業５００万円の内訳でございますけれども、全部で４カ所ございまして、

そのうち２カ所が市道に係ります排水路の改修工事１００万円ずつでございます。それ

から、１カ所が市道のガードパイプの補修に係ります工事費１００万円でございます。

それから、もう１カ所が市道の路面改修補修工事に係ります工事費２００万円、１件、

合わせまして５００万円の工事になります。  

  以上でございます。 

○議長（中澤愛水君）    総務課長、法光院晶一君。  

○総務課長（法光院晶一君）    人件費についてご説明をいたします。  

  議案８２－５８ページの（１０款、教育費、１項、教育総務費、２目、事務局費、２

節、給料）２ ,８００万円が減額になったその主な原因っていうのは、先ほど説明しま

したように４月に人事異動あるいは機構改革をしておりますが、その際に支所に配置を

しておりました教育委員会分室が支所教育班のほうに移っております。そうしたことか

らこのような大きな減額になっております。  

  以上です。  

○議長（中澤愛水君）    矢野君、えいかね。  

○２番（矢野公昭君）    はい。 

○議長（中澤愛水君）    １０番、山崎晃子君。 

○１０番（山崎晃子君）    １０番、山崎です。  

  まず、議案８２－３５ページのこの２（目）の賦課徴収費の中の滞納処分費というの

が１１（節）と１２（節）にありますけど、これについて、これはどういうものか教え

てください。  

  それと、議案８２－３９ページですけれども、この監査委員費の委託料、工事監査等

外部委託費が減額ですけども、今年は外部監査をしないということなのか、その辺ちょ

っと教えてください。  

  それから、議案８２－５４ページの公園費の中の香美市まちづくり交付金評価委員会

というのは、これはどういったことをするのかということと、それから、議案８２－６

４ページの学校給食費、報酬の給食センター建設検討委員会のほうの報酬が増額されて
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ますけれども、これはどういったための増額なのか教えてください。  

○議長（中澤愛水君）    建設都計課長、中井 潤君。 

○建設都計課長（中井  潤君）   山崎議員のご質問にお答えします。  

  議案８２－５４ページの報酬ですが、このまちづくり交付金評価委員会ですが、秦山

公園が今年、まちづくり交付金事業が平成２１年度で完了します。それの事後評価をし

なければならないということになっておりますので、それの、今までしてきた事業の評

価をするための委員会を設置をするというものです。要綱を作成をして稟議をしており

ます。委員は５人以内として要綱を定めておりまして、まだ委員さんの選任は行ってお

りません。  

  以上です。  

○議長（中澤愛水君）    監査委員事務局、植田佐智さん。 

○監査委員事務局次長（植田佐智君）   山崎議員の監査委員費の委託料、外部委託費

１４万円の減額の件についてお答えいたします。  

  工事監査なんですけれども、各課等の工事の進捗状況と、それと各課等の協力とを得

ながらしていくんですけれども、今年度に限りここから先、年内に行われる工事でちょ

うど工事監査をするに値するような工事が見つからなかったために早目に減額をいたし

ました。  

  以上です。  

○議長（中澤愛水君）    収納管理課長、阿部政敏君。  

○収納管理課長（阿部政敏君）    議案８２－３５ページの賦課徴収費の１２節の役務

費でございますが、この滞納処分費２万８ ,０００円ですが、これは滞納者の動産を差

し押さえをしております。それを、今回初めてですがインターネットで公売をするよう

に計画をしております。それで、インターネットで物品を出して、それが売れた場合に

ネットの、これヤフーになりますが、そちらで３％手数料が要りますのでその３％の分

と、それと、今回軽自動車、これも動産になりますが、価格を決める場合に一応査定も

しないといけませんのでその査定料も含んでおります。  

  以上です。  

○議長（中澤愛水君）    学校教育課長、和田 隆君。 

○学校教育課長兼学校給食センター所長（和田  隆君）   山崎議員のご質問にお答え

します。  

  議案８２－６４ページですけれども、学校給食費の報酬、給食センター建設検討委員

の１（節）ですけれども、これはいろんな研修活動なんかも含めてやっています。ほん

で、当初６万円組んでいましたけれども、今後まだ不足しそうなんで補正ということに

しました。  

  以上です。  

「進行」という声あり  
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○議長（中澤愛水君）    はい。ほかに質疑ありませんか。  

○議長（中澤愛水君）    質疑がないようですから、これで質疑を終わります。歳出に

対する質疑を終了いたします。  

  これから、討論を行います。討論はありませんか。  

「進行」という声あり  

○議長（中澤愛水君）    討論がないようですから、これで討論を終わります。  

  これから、議案第８２号を採決いたします。  

  本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。  

（賛成者起立）  

○議長（中澤愛水君）    はい。ありがとうございました。全員賛成であります。よっ

て、議案第８２号は、原案のとおり可決されました。  

  これで本日の日程はすべて終わりました。  

  次の会議は９月８日火曜日の午前９時から開会をいたします。  

  本日はこれで散会をいたします。  

（午後１２時１２分 散会）  
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議事の経過  

（午前 ９時０３分）  

○議長（中澤愛水君）    おはようございます。ただいまの出席議員は２３人です。定

足数に達していますので、これから本日の会議を開きます。  

  議事日程に入る前に報告をいたします。１２番、久保信 君は自宅療養のため欠席、

１９番、前田泰祐君は入院のため欠席という連絡がありました。  

  議事日程は、お手元にお配りをしたとおりです。  

  日程第１、一般質問を行います。通告順に従いまして順次質問を許します。  

  ６番、比与森光俊君。  

○６番（比与森光俊君）    ６番。おはようございます。通告に従いまして一般質問を

行います。  

  門 市長は、６月議会で来春の市長選挙に出馬の意思を示され、私個人として一安心

しているところでございます。真っすぐな人柄の市長に対し大変失礼な質問ではあると

思いますが、ご容赦願います。  

  市長は、日々一言一言、責任の重さをしっかり腹に据え、市長という大役を務められ

ていると思いますが、改めてその政治姿勢をお聞かせ願います。  

  国政に目を向けますと、衆議院議員選挙は民主党の圧勝で終わり、組閣人事が注目さ

れているところですが、今後の国政の動向にはしっかり目を向けていかなければと思っ

ております。民主党代表、鳩山由紀夫氏の選任により小沢一郎氏が民主党幹事長となり、

そして、恐らく内閣総理大臣には鳩山代表が選任されることは周知のとおりでございま

す。西松建設巨額献金秘書逮捕事件の小沢幹事長、故人献金、この「故」は亡くなられ

た「故人」です。ご承知のとおり、故人献金疑惑秘書問題の鳩山内閣総理大臣、この２

人が今後の日本のリーダーを務めるわけですが、鳩山代表ご自身のホームページ、衆議

院議員、鳩山由紀夫メールマガジン「はあとめーる」２００３年、鳩山由紀夫のメッセ

ージの一部を紹介させていただきます。ちょうど社民党、辻元議員が逮捕された時期の

メッセージでございます。「それにしても不可解なのは、土井たか子社民党党首がやめ

ないことです。今回の件では社民党関係者が４名逮捕されています。その中心人物は土

井党首の秘書、五島昌子で、彼女が辻元前議員を初め新人議員の指南役で、秘書給与を

流用するという詐欺行為も教えたとされています。」。これからが鳩山氏の政治信念と

いいますか、「私は政治家と秘書は同罪と考えます。政治家は金銭に絡む疑惑事件が発

生すると、しばしばあれは秘書のやったこととうそぶいて、みずからの責任を免れよう

としますが、とんでもないことです。政治家は基本的に金銭にかかわる部分は秘書に任

せており、そうでない政治家もいるようですが、秘書が犯した罪は政治家が罪を受ける

べきなのです。同じ野党の立場から申し上げにくいことではありますが、国民のために

も、そして社民党のためにも土井党首は身を退かれるべきではないでしょうか。あえて

苦言を呈します。」と述べています。以上、メッセージの一部ですが、私は鳩山氏にの
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しをつけてそっくりそのままお返ししたいと言いたい。鳩山代表の故人献金問題では、

すべての責任を秘書に丸投げしたわけですが、国政のリーダーを務めようとする人物が

他人に厳しく、余りにも身内、ご自身に甘い、実に無責任な政治姿勢ではないか、それ

とも非常にすぐれた健忘症か、あるいはペテン師顔負けの二枚舌か、今後の日本の進路

を心配するところであります。  

  門 市長はこれまでも、またこれからも首長としてその発言、行動には非常に重い責

任を感じ職責に取り組まれると思いますが、ご自身の発言、行動に対する責任をどのよ

うに位置づけられておるのか、政治姿勢をお聞かせください。メッセージをどのように

受けとめられたか、よろしければお聞かせ願いたいと思います。  

  次に、昨年３月議会の一般質問で提案させていただき、現在視覚障がいの方に配布さ

れていますテープ録音による声の広報についてお伺いいたします。  

  昨年３月議会以降、福祉事務所のご尽力により昨年８月から配布されています声の広

報は、７月２０日の高知新聞にも掲載されましたように、障がいを持つ方々から大変喜

ばれています。そうした中、１つ要望として、昨年も少し触れましたが、「ご冥福をお

祈りします」との死亡欄の録音を望んでいます。昨年もＮＰＯ法人たびびとの方と話を

させていただいたときも、「人名については間違って読むと大変失礼になってしまう。

例えば「さちこ」か「ゆきこ」かなどで困る。」とのことでした。「振り仮名をつけて

くだされば録音することは何ら支障はない。」とのことでございます。  

  ４日前にも、たびびとの方と電話ではありますが話をさせていただきました。福祉事

務所とのこれまでの経緯も含め、迅速に対応してくださるとの話をお聞きしました。そ

の際、死亡欄の録音を要望する視覚障がい者の声が寄せられているとのことでございま

す。広報に掲載されている方の名前に振り仮名をつけるわけですから何の支障があるの

か、理解に苦しみます。テープ録音による声の広報に死亡欄の録音を入れることはでき

ないことなのか、お伺いいたします。納得のいく答弁をよろしくお願いします。  

  来春廃校となります県立大栃高校のその後の活用についてお伺いいたします。  

  市長からの諸般の報告では、利用を検討する庁内組織として大栃高校統廃合後の利用

検討会議を設置し、具体的な活用方法についてさまざまな観点から検討していくとのこ

とですが、スポーツ関係者の一人として、スポーツ振興のための施設として活用するこ

とも案の中に入れていただき、今後の協議を進めてほしいと願うところでございます。

今日まで地元住民からの要望や現役高校生、ＰＴＡからの働きかけなど意見が寄せられ

ていることはお聞きしました。大栃高校は宿泊施設もあり、立派な武道場、相撲場、体

育館も完備されていることから、あの施設が利用されないことは非常に残念な思いがい

たします。今年の春には校舎すべてを見学させていただきました。あのまま放置するこ

とは余りにももったいないと思います。  

  個人的な意見としては、建物すべてではなくても、香北青少年の家の大栃分室などの

ような形で利用できればよいと思うことがあります。かつて山田少年剣道教室では、夏



 

－5－ 

休みに１泊２日の合宿を実施していました。合宿が終われば翌年の予約をとって帰らな

いと、次の年は合宿ができなくなるほどの利用状況です。もう１８年ほど前になります

が、クラブ活動を含め学校教育を優先するとのことで予約をとることができず、それ以

降、香北での合宿はできなくなっています。今年は芸西で合宿を行いましたが、芸西の

運営方法なども一度検討してみてはどうか提案いたします。  

  また、大栃高校では、合併以前から今年まで物部体力づくり剣道錬成大会が開催され、

今年で４１回の歴史を刻んできました。県内でも長い歴史の大会でございます。私も高

校のときには参加した記憶があります。剣道関係者からは、この大会が大栃高校で開催

できなくなるのではないかと心配されています。大栃高校での継続を望むことから、香

美市スポーツ少年団と香美市体育協会ではスポーツ施設として活用するための署名活動

を８月末日まで実施し、現在集計中ですが２ ,０００名近い署名が集まっています。  

  以上のことからお尋ねいたします。設置されました利用検討会議では、県との協議の

中で現在どのような状況にあるのか、県は大栃高校統廃合後の有効活用について基本的

にどのように考えているのか、芸西の運営方法の研究も含めあらゆる角度から調査、研

究し、可能な限りの提案を粘り強く交渉することを強く望むところであります。現在の

進捗状況をお尋ねいたします。  

  そして、剣道大会の継続は可能なのか、今後どのように取り組んでいく計画か、答弁

よろしくお願いいたします。  

  以上で１回目の質問を終わります。  

○議長（中澤愛水君）   市長、門 槇夫君。  

○市長（門 槇夫君）    比与森議員の１回目のご質問にお答えをいたします。  

  市長の言動は、市民に対しその一つ一つが大きな重みを持っているのではないかとい

うことで、市長としての政治姿勢をということでございました。鳩山さんのいわゆる言

葉を引用しての、さまざまな立場からそうしたご質問だったと思いますが、常々私自身、

市長という立場にあることからしまして、日常生活におきましても、やはりその発言や

行動には十分な気配りをすることが必要であるということは感じております。また、そ

うならなければならないと思っておりますが、皆様方もご承知のとおり軽薄な人間でご

ざいますので、そのようになかなか十分にできてはおりません。お恥ずかしい事柄も

多々ございます。そうしたことがあるということも承知をいたしておりますが、ただ、

公職というこの立場におきましては、職務に関する言動には当然重大な責任が伴ってい

るということも承知をしておりますし、また当然のことでございます。しかし、言うは

やすし行うはがたしという言葉にもございますが、そうした言動が一致しないことが、

先ほど言いましたようにあるときもございます。ただ、そうしたことになったときには

大変申しわけなく、自戒といいましょうか、自責といいましょうか、そうして自分を戒

めながら反省をいたしております。同時に、素直にもうただ謝るということを心がけて

おるという、そういう一つの姿勢で私自身は務めておるというふうに思っております。  
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  鳩山さんに対してのコメントをということでございますが、数年前の発言内容でござ

います。状況を十分に承知いたしておりませんのでコメントは控えさせていただきます

が、ただ、立場が変わってもその姿勢といいましょうか、そうしたものはきちっと貫く

ことが政治家としてはやはり大事ではないかなということは考えられます。  

  以上です。  

○議長（中澤愛水君）    福祉事務所長、小松美公君。  

○福祉事務所長（小松美公君）    おはようございます。比与森議員のご質問にお答え

します。  

  音声による広報の配布の件ですが、この広報は９０分テープに入れておりますが、広

報のボリュームが多く、すべて入り切らないため一部を割愛して吹き込んでおります。

休日の当番医など利用の方の要望に応じて追加して入れたものもあります。広報は月に

よってボリュームに差もありますので、どうしてもお知らせしたいことや必要なことに

ついて、利用者の要望等も聞きながら対応していきたいと思います。  

  なお、先ほどの亡くなった方の名前の振り仮名を振ることについては可能だと思いま

す。できることは対応していきたいと思います。  

  以上です。  

○議長（中澤愛水君）    企画課長、濵田賢二君。  

○企画課長（濵田賢二君）    比与森議員の大栃高校に関するご質問についてお答えを

いたします。  

  大栃高校統廃合後の利用につきましては、市長の諸般の報告で検討会議を７月２１日

に立ち上げたことが報告されましたけれども、これは、これまでの地域振興の、そして

教育の核的施設であった大栃高校が来春いよいよ最後の卒業生を送り出すことになりま

したが、この施設の今後の活用につきましては、旧物部村時代より課題となっておりま

した。しかし、なかなかその道が見出せず今日まで来ております。この間、地域や関係

者からはさまざまなご意見や案が出されてきた経過もありますけれども、それぞれに実

現性の面で困難なことがあり、結論を得るに至っていないわけですけれども、去る４月

２７日付で、物部町地域の１５名の有志の方々から市長あてに統廃合後の利用について

の要望書が提出をされました。市といたしましては、県立の施設でもございますし、そ

の要望書の内容につきましても、市での対応というよりも県レベルでの内容でございま

したことから、早速県教育委員会へ市としてこれまで言っておりましたことを改めて申

し上げ、あわせて地域からの要望をおつなぎをいたしました。  

  このことにつきましては、後日６月２６日付で県教育長より市長に回答がありました

けれども、地域要望への対応は困難である旨の内容でありましたが、県教委のこの回答

とあわせて市としての対応も検討しなければならないという、そういったことで回答す

る必要があるとの判断で検討会議を設けたものでございます。この検討会議の中でもさ

まざまな意見が出されております。その意見については、施設利用の可能性や法律上の
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精査あるいは調査が必要でございまして、現在その作業をしているところでございます。

慎重に検討作業を進める必要があること、また、市としましては、相当の施設規模であ

ることから、後々の維持管理が困難であるため県からこの施設の譲渡を受けることはで

きないということ、そういったことから、県教委に対しましては結論に至るまでの管理

を引き続きお願いをしてきております、そういった申し入れをしたところでございます。

県教委といたしましては、当面基本的な維持管理を引き続き行うとの返事をいただいて

おります。跡利用については、今回のような議員からのご提案もあろうかと思います。

こうしたことも含めて当面は庁内組織で検討してまいりたいと考えておりますので、よ

ろしくお願いいたします。  

○議長（中澤愛水君）    生涯学習課長、凢内一秀君。  

○生涯学習課長（凢内一秀君）   おはようございます。大栃高校統廃合後の利用検討

ということの中で、スポーツ面での振興に役立ててはということの質問でございます。  

  先ほど企画課長からもお話がありましたように、大栃高校統廃合後の利用につきまし

ては、いろんな利用の要望がされておるんじゃないかというふうに思っております。そ

んな中で、香美市スポーツ少年団並びに香美市体育協会では、今後のスポーツ振興の施

設としてこの施設を有効に活用ということで現在署名活動をほぼ終え、約、おっしゃら

れますように約２ ,０００名弱の署名が集まっておるところです。これから市長に提出

をするべく準備を進めているところですが、何分大きな建物でございますので、スポー

ツ利用をメーンとした施設として残していくということにはなかなか現状では厳しいも

のがあろうかと思います。今後、７月に設置されております検討会議に出されています

その他の要望とあわせた形の調整の中で、スポーツ面の利用の検討もされるようにつな

げていくことが大切ではないかというふうに思っております。  

  また、物部地区でこれまで行われておりました少年剣道大会でございますが、おっし

ゃられますように通算して今年で４１回を数えております。今後この検討会議の検討内

容にも、あと統廃合後の高校の利用の検討にもよりますが、これまで伝統ある大会でも

ありますので、可能な限り物部地区での実施に向けては検討していきたいというふうに

思っております。  

  以上です。  

○議長（中澤愛水君）    ６番、比与森光俊君。  

○６番（比与森光俊君）    どうもありがとうございました。  

  初めに広報の件ですが、確認で、今の答弁をお聞きして、これ要望が障がい者の方か

らあるわけですので、今後死亡欄もテープに吹き込んでいくという、このように受け取

ってよろしいかどうか、１点確認させてください。  

  それから、大栃高校ですが、室戸水産高校は、あそこも廃校になりまして現在室戸水

産（高校）は室戸岬中学校になっています。物部の場合、小学校も中学校も耐震もされ、

学校も立派な学校があるわけですけど、将来的に現在の、今年１歳を迎える子どもさん
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が小学校に入学されたときの小・中学校の生徒・児童数というのは、ほぼであっても出

ると思います。その辺の生徒・児童数の推移も踏まえて、これ自分の勝手な考えですが、

大栃高校に小学校、中学校、今の中学校に物部支所、図書館、学童などをあそこに集約

すれば便利じゃないかなというようなことを考えたこともあります。その辺も踏まえて、

将来的に物部地区の住民の方が教育の面でも福祉の面でも使い勝手のえい方向で検討さ

れることを強く望みます。この辺ひとつよろしくお願いします。  

  以上で２回目の質問を終わります。 

○議長（中澤愛水君）    福祉事務所長、小松美公君。  

○福祉事務所長（小松美公君）    比与森議員の２回目のご質問にお答えします。  

  「ご冥福をお祈りします」という欄の吹き込みを（声の）広報に入れることになれば、

毎月入れるようになると思います。結構人数の、名前とかは多いですので、月によって

広報のボリュームなんかも違いますので、これによって今まで例えば入ってた内容を除

くことにならないかといったようなことをちょっと検討して、そういったことがなけれ

ば利用者の意見等も参考にして前向きに対応したいと思います。 

  以上です。  

○議長（中澤愛水君）    暫時休憩をいたします。  

（午前 ９時２７分 休憩） 

（午前 ９時２９分 再開） 

○議長（中澤愛水君）    正場に復します。 

  休憩前に引き続き会議を行います。  

  企画課長、濵田賢二君。  

○企画課長（濵田賢二君）    比与森議員の２回目の大栃高校の跡利用についてのご質

問についてお答えいたします。  

  そういったご意見も一住民からこれまで要望としてはありましたけれども、これを検

討課題とするかということについては多少疑問を持っております。児童数のこともござ

いましょうけれども、現在小・中学校については耐震施設になっておりますけども、大

栃高校は、体育館については耐震化をされておりませんので、子どもの安全から見ても、

あそこを耐震化をしない以上はそちらに児童の学習の場を移すということについては疑

義がございますので、検討せよということでございますけども、なかなか課題として取

り上げにくいというふうに認識しておりますのでよろしくお願いいたします。  

  以上です。  

○議長（中澤愛水君）    比与森光俊君の質問が終わりました。  

  次に、２０番、大石綏子君。  

○２０番（大石綏子君）    ２０番、大石綏子でございます。２点質問をさせていただ

きます。  

  まず、文化行政でございます。  
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  行政の施策には文化的観点が必要だと思います。例えば道路、橋、学校、街路等の公

共建築物に美観、潤い、ゆとり、感性、地域性といった創造力を生かした文化的要素を

取り入れることを重要視するようになってきました。文化的価値とは、これだけで終わ

るものではなく、心の豊かさを求めながら知的な、美的な感覚を高め、これを満たすも

のでなければなりません。一人一人が心に描く普遍的な美観を大事にし、それを互いに

組み合わせて高めるところに文化行政の意義があると思います。  

  市民に潤いと安らぎを与え、市外から訪れた人々にも、もちろん住んでいる人々にも、

このまちはどこかほんのりとした文化的な薫りがすると注目されるまちづくりを目指し

たいものです。地域の文化はトータルな生活の営みですから、地域の風土や歴史、伝統

が培われた個性的なものでなければなりません。合併以前は旧町村の文化行政があり、

地域の文化を大切にし、それぞれ目指すものを持っていたと思います。合併して行政、

地域が１つになった今、文化に対する理念をしっかりお互いがとらえておきたいと思い

ます。住んで誇りに思えるまち、あるいは文化の見えるまち、薫るまち、そのようなま

ちづくりの手法をどのようにお考えでしょうか、文化のとらえ方と文化行政について見

解を問うものです。  

  次に、環境行政でエコバック推進につきましてお伺いいたします。  

  地球温暖化対策の一環としまして、量販店などがレジ袋を有料化する動きを加速させ

ています。２００７年に容器包装リサイクル法が改正され、レジ袋の削減目標が小売業

者に義務づけられました。環境問題を重視する各自治体は、企業とともにレジ袋削減に

向けた協定を結んで普及に努めています。県内では、少数の自治体と思いますが、レジ

袋削減の取り組みとしましてエコバックの配布を行っている自治体もあります。土佐市

が行っています。また、四万十市では、昨年９月市レジ袋削減推進会議を立ち上げ、今

年２月から市内のスーパーなど４店舗でレジ袋の有料化を実施しています。その中で、

男性を中心に５人１組でレジ袋削減に取り組むマイバック推進事業で男もマイバックに

取り組んでいることは高知新聞で紹介がありましたのでご存じと思います。  

  私は、物部川の岸辺の木々にビニールや袋がひっかかっているのを見るたびに心が痛

みます。きっと皆様もそうだと思います。香美市もレジ袋削減、マイバック推進に取り

組む時期が来ているのではないかと思います。市と市民、量販店との協議を立ち上げ、

香美市として個性あふれる、だれもが持ちたくなるようなエコバックを推進してはいか

がでしょうか。  

  以上でございます。お願いいたします。  

○議長（中澤愛水君）    企画課長、濵田賢二君。  

○企画課長（濵田賢二君）    大石綏子議員の文化行政についてお答えをいたします。  

  大変重たいテーマでのご質問をいただきましたけれども、文化とは最も距離がある人

間だと常々自覚をしておりましたが、こうして改めて文化という文字を目の当たりにい

たしますと、どうも気持ちがひるんでしまい、かなった答弁になるか、まことに恐縮を
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しております。答えが抽象的になるかと思いますけども、ご理解よろしくお願いいたし

ます。 

  さて、言われますように、行政と文化というものがどういう位置にあるかということ

ですが、ありきたりの答弁になってしまいますけども、私の所管をする、かかわりで申

し上げますと、本市の第１次香美市振興計画でも第５章の未来を拓くという柱のもと、

地域文化の継承と創造というくくりで市政の方向と内容について示されております。こ

れは狭義の意味での文化行政に係るものでして、議員の言われる文化行政とは、もっと

もっと広義の意味での文化行政を指すものだと認識をいたしております。そもそも文化

とは、地域の中の構造物とか自然環境や風情、趣なども含め、培われ、築かれたものは

およそ何らかの文化につながりがあるものと、そう考えております。  

  ちなみに、まず文化のとらえ方ですけれども、文化とは計量化できない価値であり、

目に見えるものではないという論からいたしますれば、まさにおのおのの文化というも

ののとらえ方が、おのおのの五感という、感性によって違うということになるわけです

し、また、文化行政ということでもさまざまでございまして、例えばまちづくり計画の

中でも歴史から見る、あるいは芸術文化であったり、教育そのものであったり、それか

ら建築構造物であったり、有形、無形問わずまちづくり事業が行われているわけですけ

ども、こうした事業を通して市民の日常生活に即した文化的環境の充実を行う行政が文

化行政と言われるものだと受けとめております。平成に入る前後ごろだったでしょうか、

ふるさと創生が言われ出したころから公共施設建設などでは一定の予算を美的デザイン

に充当する方式などが採用されるなど、こうした政策がまちづくりの手法として用いら

れ出してから、特に行政の文化化あるいは文化政策ということがまちづくりの中核に位

置づけられてきたように記憶をしておるところです。  

  そして、文化の見えるまちとは、住んで誇りに思えるまちのことであると言われます

けれども、この考え方は、行政は市民の考えや思い、そして市民の行動様式がその地域

の文化そのものであることから、これに依拠した施策展開をしなければ、行政の理念だ

けでは住民が住んで誇りに思えるまちとはならないという説に発するものであると理解

をしております。これからのまちづくりを進める上では、協働していくための大前提で

もありますことから、念頭に置いておかなければならないと考えております。  

  以上です。  

○議長（中澤愛水君）    環境課長、横谷勝正君。  

○環境課長（横谷勝正君）    大石綏子議員さんの、環境施策のエコバックの推進につ

いてのご質問であります。  

  議員ご指摘のとおり、エコバック運動はごみの減量化施策として有効な手段でござい

ます。私たちは日々の生活の中で、買い物の際にレジ袋を当たり前のように使用してお

ります。レジ袋は石油を原料として製造されており、製造、焼却などの各段階でＣＯ ２

が発生をいたします。ＣＯ２を削減していくためには、エコバックやふろしきを利用す
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るなど、環境に配慮した一つ一つの小さな行動を積み重ねていくことが重要であると認

識をいたしております。 

  レジ袋削減につきまして、県の取り組みといたしまして、昨年９月に高知県地球温暖

化防止県民会議が設立され、県民、自治体、事業所、市民団体協働で地球温暖化対策を

行う組織ができました。温暖化対策の具体化に向けて５つの部会でＣＯ ２削減行動計画

を作成しているところであります。その部会の１つにレジ袋削減運動推進部会があり、

その活動目標は、事業者、行政、市民団体が連携し、マイバックキャンペーンやレジ袋

無料配布中止の手段によるレジ袋の使用量の削減を目指しております。今年度の活動目

標といたしましては、マイバックでお買い物キャンペーンを推進、レジ袋無料配布中止

キャンペーンの展開として、のぼり旗を作成し広く広報する、県内の自治体間での温度

差があるので、レジ袋無料配布中止運動実施地域の拡大などを目標に掲げて取り組むこ

とになっております。  

  本市のレジ袋削減取り組みといたしましては、６月に香南清掃組合構成３市によりま

す環境連絡協議会におきまして、３市で営業しています代表的なスーパー、量販店とレ

ジ袋削減に関する意見交換会を開催しました。会議の中で、大半の量販店にはレジ袋無

料配布中止の意思はあるのですが、一部の業者は無料配布中止についてはまだ消極的で、

足並みをそろえ、レジ袋無料配布中止に向けて努力している最中でございます。また、

隣接の高知市もレジ袋の無料配布中止について協議していますが、こちらも協定が難航

しておるようでございます。このような事情もあり、行政主導のレジ袋の削減に対する

支援体制は、まだ本格的な計画としては始動していないのが現状であります。しかしな

がら、既に市内のスーパーや量販店などでは自主的にレジ袋削減に取り組んでおられる

店舗もございます。マイバックの販売をしたり、買い物をする際にレジ袋の使用を断る

などでポイントが加算され、次回の買い物でキャッシュバックされるというシステムな

どが上げられます。  

  議員ご指摘の香美市としての地域特性を出し、なおかつ市民の方々に進んでご使用い

ただけるようなエコバック推進方法につきましては、市民や事業者との連携が不可欠で

あります。今後とも、関係団体、機関と連携を図りながら取り組んでまいりたいと考え

ております。  

  以上でございます。 

○議長（中澤愛水君）    ２０番、大石綏子君。  

○２０番（大石綏子君）   はい。２回目の質問をさせていただきます。  

  文化とは本当に幅広いもので、私も文化を語るほどの高尚なものは持ち合わせており

ませんが、以前この文化行政について旧香北町で質問しましたら、後ろのほうから「文

化じゃ飯は食えん。」って、こう言われました。いや、しかし、生活の中で一番やっぱ

り気持ち的には大事なものだと私はとらえております。そういうことで、香美市には文

化的な要素はたくさんありますよね。こないだの地域のお祭りを見ましても、それから
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物部のほうで塩の道の文化の掘り起こしもやっております。あるいは香美市立美術館も

頑張っていると思いますし、建物もすてきな高知工科大もあります。文化は幅広くて、

言えば切りがありません。今取り組んでおられる以上に次につなぐことが重要なことだ

と思います。課長のお答えのとおりでございますが、行政の理念だけでは文化は進まな

い、住民の方と協働でと、このことはやはり職員さんの方々に文化に対する思いをどう

伝えていくのか、どう勉強しているのか、また、市民に香美市の文化行政の理念をどの

ように浸透させていくのか、人材育成も含めお聞きしたいと思います、市長さんに。  

  職員の方々には文化的感性の高い方がいらっしゃると思います。全員の方に感性があ

りますが、感性はそういうものではないと思います、おわかりいただけるかどうかわか

りませんが。そういうことで、感性を育てることをどのようにお考えでしょうか。やは

り仕事の面でも、それぞれどんな仕事につきましても感性というものはつきまとってい

くわけですから、また、生きがいにつながることはよい仕事につながると思います。適

正な部署に配置することをお考えになっていらっしゃるでしょうか、文化的なそういっ

た感性に対してのことでございます。こういうことを言いますと、やはり特に生涯学習

や公民館、また芸術文化の振興など職員さんの適性はあるかと思いますが、教育委員会

分野ではなくて市長さんにお伺いいたしたいと思います。  

  次に、エコバック推進ですが、ここで少し土佐市の取り組みを紹介させていただきま

す。昨年７月に協議会を立ち上げ、今年２月から市内の量販店で２ ,５００袋を配布し

ているそうです。財源は県の補助金、豊かな環境づくり総合支援事業で１００万円の２

分の１、５０万円で３年間の事業予定だそうでございます。また、四万十市では、昨年

９月からの取り組みで、今年２月から市内のスーパーなど４店舗でレジ袋の有料化を実

施しているそうです。このように先進地の事例がありますので難しくはないと思います。

課長がお答えされましたとおり連携をとりながらですが、まず量販店との話し合いを、

その連携はどのようにとっていかれるのでしょうか、これからどう話し合いを進めてい

ただけるのでしょうか。 

  それから、通告文には「だれもが持ちたくなるようなエコバックを」と申し上げまし

たが、例えば我が市にはやなせたかしさんがおいでますので、環境やお買い物に関する

デザインやキャラクターをお願いできないかと考えまして、私もエコバック、ちょっと

持ってくるの忘れましたけど使っております。本当に折り畳めば小さくなりますし、大

きく広げればこれくらいになります。その中にぽんとデザインをつくっていただければ、

単なる色で違いを出すのではなくて、あっ、これはやなせ先生のデザインだとか、ちょ

っと自慢できるような、そういう袋を考えていただければと思いますけども、それは次

の段階になると思いますが、頭の中にとめていただきたいと思います。  

  以上でございます。 

○議長（中澤愛水君）    市長、門 槇夫君。  

○市長（門 槇夫君）    大石綏子議員の文化行政について、２回目のご質問にお答え
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をさせていただきます。 

  本市は、長い歴史と多様な風土にはぐくまれた中で文化性に富んだ地域が多く、また、

まちづくりを進めていく上でも重要なポイントとなっております。先ほど大石議員さん

も述べられましたように、新しい文化要素を持った施設、美術館であるとか、あるいは

工科大であるとか、さまざまなそうした新しい文化的な要素もあるわけですが、私自身

考えるのは、やはり先ほど言いましたように、香美市全体が大変この長い歴史の中では

ぐくんできた文化というものが大変重要であるし、また大切、魅力的なものがあろうと

いうふうに思います。物部地区におきましては、やはりいざなぎ文化といいましょうか、

いざなぎをずっと伝承してきた大切な文化もあります。また、同時に平家伝説というの

も、これも大変貴重な文化であろうと思います。また、香北にありましては、吉井 勇

記念館、吉井  勇先生のおいでた猪野々の地域のやはり文化性、またアンパンマンミュ

ージアム、やなせたかし先生のいわゆる出生、お生まれになった香北地区での漫画文化、

そして山田地区では、野中兼山先生あるいは谷 泰山先生の足跡、そうした本当に香美

市は全体が文化で包まれたような、やはり香美市であるような気がしてずっとなりませ

ん。 

  また、この香美市という、「香美」という名前も、よく県外の人にも言われるんです

が、しょう美しい名前ですね、市の名前が美しい名前ですね、何か薫り豊かな、人情豊

かといいましょうか、文化性と言ったらいいでしょうか、そうした名前ですねというこ

とを何人かに言われたこともございます。そうしたことで大変、先ほど言いましたよう

に香美市全体が文化性に富んだ、また丸ごと香美市、文化のまちだと言えるんではない

かというふうに思っておりますので、文化の薫るまちづくりというものが大きなポイン

トであろうというふうに思います。  

  そうした文化性に富んだ地域の中で、職員もそうしたものを生かす努力ということに

も専念をしておりますが、それぞれ、先ほど感性と言われましたが、持って生まれまし

た個性があるわけでございます、感性もあるわけでありますが。そうした感性、個性を

生かしてやることも大切ではございます。しかしながら、限られた職員数の中で多くの

仕事をしているわけでありますので、すべてとはいきませんが、さまざまな中で適材適

所を心がけた配置は当然望ましいと思われます。先ほど言いました、限られた職員数で

ありますと同時に、また多様ないわゆる職、仕事があるわけでございまして、反面、幅

広い、やはり行政内容を熟知するためには、１カ所に偏った配置にも問題もございます。

そうしたことを心がけながら文化性に富んだ感性豊かな職員を育てる努力というものは

当然今後も必要であると思いますし、また職員もそういうことには、特にいろんな面で

文化性を重要にできるまちづくりというものを心がけていただければありがたいという

ふうに思っております。 

  以上です。  

○議長（中澤愛水君）    環境課長、横谷勝正君。  
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○環境課長（横谷勝正君）    大石議員さんの２回目のご質問でございます。レジ袋削

減のこれからの連携についてでございます。  

  先ほども申し述べましたが、高知県地球温暖化防止県民会議や香南清掃組合構成市で

開催されておりますレジ袋削減運動の動向を見据えて、今後市内の各種消費者団体、婦

人会、事業所に呼びかけましてレジ袋削減の拡大に努めてまいりたいと考えます。  

  次に、先ほど土佐市のご紹介がありました、エコバック２,５００個を無料配布いた

しましたということですが、これは県の豊かな環境づくり総合支援事業の補助金をいた

だいたということでございます。今年度につきまして、香美市におきましては、この高

知県豊かな環境づくり総合支援事業の補助金をいただきまして香美市地球温暖化防止地

域推進計画を策定しております。今年度はこれにちょっと重点的に力を入れたいと思っ

ておりますので、来年度以降もまだ補助金があると思いますので、手を挙げてこれに取

り組んでいきたいと考えます。  

  なお、デザインにつきましては、補助金がおりましたらまたやなせ先生、香北町にお

ります、岡本篤志さん等もおりますので、またいろいろ研究してまいりたいと思います

のでよろしくお願いいたします。  

  以上です。  

○議長（中澤愛水君）    ２０番、大石綏子君。  

○２０番（大石綏子君）    ３回目の質問をさせていただきます。  

  市長は、丸ごと文化に包まれた香美市だということで、本当に私もそう思います。が

しかし、今私も出しました、市長も出しました、そういうものはほかのところにも、い

や、同じものはなくてもそれぞれの歴史とか地域の頑張りであると思いますが、やっぱ

り私はそこからもう一歩進んで文化というものを見据えていきたいと思います。  

  ちょっとあちこちになりますが、濵田課長さんに文化行政に対しましてお答えをいた

だきまして、かつての文化１％システムのこともお話しいただきました。お金がなくて

も文化行政は私はできると思います。それで、濵田課長さんにお答えいただきましたが、

この先香美市は機構改革もあると思いますが、文化に包まれた名前もすてきな香美市と

いうことでしたら、機構改革の中でも文化というものをもう少し前面的に出していただ

けないでしょうか。そうすると市民の方にも文化と名前がつけば、つくだけではそうは

いきませんけども、もう少しわかりやすくなると思います。といいますのは、県の機構

改革もありまして、県は文化生活部ですね。ですから文化企画部とか、何か文化を頭に

つける。これは芸術的な文化とかそういった文化だけではなく、今ずっと私が言ってま

すようにすべての面で文化はあるわけですから、それに今の企画課は国際交流とかいろ

んな交流、幅広く文化にも取り組んでおります。市長さん、そういう文化企画部とか、

文化を、もうちょっと市長のおっしゃるお言葉どおりでしたら、出していったほうが市

民の方にもわかりやすいと思いますのでお考えをよろしくお願いします。  

  最後に、文化とは、感性のあるまちづくりとは、平たく言えばセンスのよさと思いや
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りと知恵だと思います。ということを申し上げてこの３回目の質問をさせていただきま

す。 

  エコバックは、来年以降というお話をいただきましたので、早い時期にお願いしたい

と思います。といいますのは、物部川流域で、一ところが始まると、やっぱり香美市が

取り組んだからうちも、南国もというふうに、私たちもお買い物は、物部の方も南国に

行き、私たちも野市に行きと幅広く使っているわけですから、そういった１つの流域で

１市が取り組むと、やはりそこに環境の意識は広まっていくと思いますので、早い時期

にお願いいたします。  

  以上でございます。 

○議長（中澤愛水君）    市長、門 槇夫君。  

○市長（門 槇夫君）    大石議員さんの３回目のご質問にお答えをします。  

  ここで言動一致が問われるわけでございまして大変難しいところでございますが、先

ほどさまざまなお知恵をいただきました。いわゆる機構改革などについても、文化要素

を取り入れたそうした名前などもご提案をいただきましたが、多様な文化性に富んだま

ちはお互い共有ができておると思いますので、そういう面に向けても今後も努力しなが

ら、そうした、先ほどお伺いしましたことを参考にして今後も取り組んでいきたいとい

うふうに思います。  

○議長（中澤愛水君）    環境課長、横谷勝正君。  

○環境課長（横谷勝正君）    大石議員さんの３回目の質問でございますが、できるだ

け早い時期にということでございますので、物部川流域、上流だけやってもいかんと思

いますので、中流、下流、香南市、南国市にも呼びかけまして、ともに歩んでいきたい

と思いますので今後ともよろしくお願いいたします。  

○議長（中澤愛水君）    大石綏子君の質問が終わりました。  

  次に、５番、織田秀幸君。  

○５番（織田秀幸君）    ５番の織田でございます。議長のお許しをいただきましたの

で、通告に従いまして３点ほどについてお伺いをさせていただきます。  

  初めに、質問の前に、今回の８ .３０、大変暑い暑い中での衆議院の選挙でありまし

た。私も当初マスコミ等の報道で民主党が過半数以上をいう、そういう思いがありまし

たが、ふたをあけてみて、これはたまるかというぐらい、３０８の議席を民主党がとっ

たわけです。市民、国民の声として自民、公明に対してノーという、はっきりそうした

意思表示がなされたんではないか、そのように思っております。自民、公明、前与党し

っかりと改めるべき点は改め、そして検証しながら再度捲土重来に向けて頑張っていか

なければならないと、そのように思っておりますし、民主党の掲げる政権公約、マニフ

ェスト、いろんな若者に受けるいうんですか、わかりやすい問題があります。高速道路、

また子ども手当とかＦＴＡ、暫定税率の廃止等、本当にいろいろ、地方に対してどのよ

うな影響があるのか、そんなことも注視しながらまた見守っていきたいと、そのように
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私自身思っております。 

  あんまり言うておったら、また議長から質問に移りなさいいうて言われそうなんで質

問のほうに移らせていただきますが、今回３点についてお伺いするわけですが、まず、

１点目として、連日新聞また報道機関で新型インフルエンザのことについて取り上げら

れておりますが、この新型インフルエンザが急速に広がっております。本来インフルエ

ンザ類、そういったものは乾燥した寒い時期、９月、１０月、１１月という、そういう

時期には流行いうんですか、そういうあれがありましたが、この高知県も高温多湿、そ

ういった中で全国的にも広がっておるいうことで、やはり今後に向けて大きな心配、そ

ういうもんがあるかと思います。９月から学校の新学期も始まりました。感染への推移

が注目をされております。５月に初の国内感染が見つかり騒然となったわけであります

が、６月に入り終息するかに見えていました。しかし、その後も感染者はふえ、専門家

らは注意を呼びかけていました。この新型インフルエンザは、１８歳未満の青少年や小

児に患者が多く高齢者が少ないのが特徴であるとの報道もあります。症状は季節性イン

フルエンザとほぼ同じで、治療せずに回復する人も多いと言われております。だが、ぜ

んそくや糖尿病など持病のある人や妊婦は重症化しやすい傾向にあるとされております。

重症化を防ぐ対策として、ワクチンとタミフルなど抗ウイルス薬の投与が効果的であり

ます。連日の報道でも知られるように、ワクチンの必要量は５ ,４００万人分、現在国

内メーカーが製造に当たっているのが、年内に製造できるのは１ ,７００万人程度とさ

れております。しかも実際の接種は１０月中旬以降になる見通しであります。こうした

ことから国内製造ワクチン接種の優先順位に関する検討が進められております。先日も

そういう順番が報道で示されておりましたが、とにもかくにも大事なことは、感染の仕

組みを十分理解をし、そして手洗い、うがい、マスクの着用をしっかり実行することが

予防につながる、そのように思います。  

  以上のことからお尋ねいたしますが、１つ目として、今後感染者の増加が予想される

秋、冬を前に集団感染の懸念も多分にあります。本市の対応をお伺いいたします。  

  ２つ目として、過日の新聞報道によると、山田高校で新型インフルエンザと見られる

患者が１学級で４人発生したため一時学級閉鎖したとの発表がありました。本市として

の罹患者の把握、そして医療機関への対応、これは、インフルエンザは普通の風邪と違

って３９度前後の熱が急激に出るそうですが、これは夜間出た場合とか、また土日にそ

ういう熱が出た場合、そこらのことも含めて対応のほうの答弁をお願いします。  

  次の２点目、ごみの問題ですが、答弁の中で先ほどの大石議員とダブる点もあるかと

思いますがよろしくお願いをいたします。  

  本市も合併をして３年半がたちました。この間、行政運営における統一に向けた作業

は大変であったとだれもが認めるところでございます。今回は平成１９年６月議会で取

り上げたごみの問題を、２年が過ぎた現在その進捗状況をお伺いするものであります。  

  前回は、土佐山田町に比べ世帯数の少ない物部町、香北町で８品目の分別収集回数が
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おおむね山田に比べて２倍となっている点を指摘し、統一化を図る旨質問をさせていた

だきました。当時の担当課長は、３町村合併協議において、ごみの収集回数等は合併後

数年をめどに調整し、統一に努める、そして、この２回目の質問で、いつまでにやりま

すかいうような私の質問で、なかなかいついつまでにやりますいう明確な数字は出てこ

ないわけなんですが、課長は、できるだけ早い時期に統一に向け調整をしますと、その

ような答弁がありました。収集回数が減ることでごみの量もすぐさまは削減、そういう

ことにはならないまでも、経費削減や市民の意識として減量化につながるのではないか、

そのように思います。また、平成２０年度の清掃費は、香南清掃組合負担金と合わせて

２億８ ,３００万円、香美市が支払っております。これ単純計算で１世帯平均、年間２

万２ ,２００円の支払いになります。各世帯がマイバックの使用を心がけたり、レジ袋

の削減につなげた場合、せんだって配布された「押しの一手」、そういったもので水切

りをし水分を減らせば、各世帯が１００円削減したとしても香美市の世帯数からいった

ら１２７万４ ,８００円の節約につながってきます。  

  そこで、質問として、本市のごみの収集回数、３町統一に対する見解をお伺いいたし

ます。 

  ２点目として、平成２０年度清掃費が２億８ ,３００万円となっている。ごみ削減に

向けた行政指導及びレジ袋の有料化についてどのように考えておるかいうことで、先ほ

ども大石議員の答弁の中でありましたが、ダブる点は省いていただいて構いません。た

だ、私が言いたいことは、やはりそれぞれの量販店さんの意見、当然聞いていくいうこ

とは大事になってくるわけですが、行政側としてもしっかりと削減に向けたリーダーシ

ップ、そういうものが必要になってくるんではないかと思いますので、その点も含めて

答弁のほどお願いします。  

  ３点目でございます。今年８月１日現在、本市の人口が２万８ ,５４８人となってお

ります。世帯数は１万２ ,７４８世帯で、出生、死亡数から見てもわかりますが自然減

の傾向いうものがずっと続いております。こうした状況下で今回注目しましたのは、各

自治会に入会している３町の世帯比率を割ってみました。物部町は、１ ,２８６世帯中

１,１４６世帯が自治会に入って、このパーセンテージは８９％、約９０％の人が自治

会に入会をされております。香北町は、２,３１３世帯中１,９２７世帯で、８３％の世

帯が入会をされております。山田町は、９,１４９世帯中５,９０８世帯で、６５％の入

会率であります。今自主防災等を初め地域ぐるみで見守りを初めとしながら助け合い、

安心、安全をみんなで推進をしております。しかし、未加入世帯はさまざまな情報伝達

が後手後手になっている場合が多々あります。山田町は、物部町、香北町と同様とはい

かないまでも、せめて加入率７０％台に向け行政側からも指導また推進をお願いしたい、

そのように思います。  

  ここで、さきに述べた地域住民の安全、安心確保の１つとして防犯灯が設置されてお

りますが、電気の使用料は、山田町では各自治区で年間使用料の２分の１の補助があり
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ます。昨年の３町に対する防犯灯維持費に対する補助金は、土佐山田地区が１７７万

３,０００円、大栃地区が定額として２６万円となっております。そして香北町地区は

３１５万８,０００円及び防犯灯の修繕料として１６万９ ,０００円となっております。

行政運営、そういった立場での公平、平等、そういった観点からお伺いをいたします。

本市の３町における防犯灯の補助金統一化への見解、それをお伺いするものであります。  

  以上で１回目の質問を終わります。  

○議長（中澤愛水君）    防災対策課長、吉村泰典君。  

○防災対策課長（吉村泰典君）   織田議員のご質問にお答えいたします。  

  まず、新型インフルエンザに関してでございますが、新型インフルエンザの流行が始

まって、秋、冬に向けてどのように対応するかというご質問でございます。新型インフ

ルエンザに関しましては、５月１６日に国内発生第１号が発表されて以来、今や国内に

感染が蔓延している状態にまでなり、新学期が始まり学校や保育園などでの集団感染が

心配されるところです。新学期が始まりましたことを受けて、この９月４日に香美市と

して第５回目の新型インフルエンザ対策本部を開きまして、学校などの今後の対応方針

等を話し合いました。学校や保育園などでは、保健所または県教委などの指導のもと、

児童・生徒の症状や欠席状態などによりまして学級閉鎖、学年閉鎖または休校等を行い、

感染拡大を防ぐ措置をとることとしております。ご家庭のほうへもお知らせ文を配るな

どして対応を行っておるところです。  

  また、市民の皆様につきましては、テレビや新聞などでも頻繁に報道されております

が、個人個人の予防努力が第一となりますので、予防方法や、また症状が出たときの医

療機関への受診の方法など、今までも自治会回覧や新聞、折り込みチラシ、また市のホ

ームページなどでお知らせをしてきておりますが、また次のお知らせをしたいと思って

おります。  

  次に、山田高校での発生についてですが、国内で新型インフルエンザ発生以来、国の

方針として、患者一人一人を特定し、接触者を追跡し、感染を封じ込めるという作戦を

とってきておりましたが、今は罹患者がふえ過ぎて検査能力がパンクし、国は方針を転

換しています。多くの医療機関に診察の受け入れの要請をし、簡易検査でインフルエン

ザＡ型と結果が出れば新型かどうかの検査へは回さず新型とみなして対応するようにな

っておりまして、保健所への届け出も不要となっております。このような段階になって

おりまして、また、インフルエンザ自体にかかってることを知らずに過ごしている人も

多くいると思われる中で、行政または保健所のほうで一つ一つ罹患者を把握するという

ことはしないようになっております。つまり、山田高校の件につきましても、市として

特に把握をするということはしていないところです。（後に夜間、休日に発病した場合

について答弁あり）  

  次に、防犯灯の件についてのご質問でございますが、本市の３地区といいますか３町

における防犯灯については、現状として土佐山田町地区においては、自治会と地元が設
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置し支払っている電気料について申請により２分の１を市から補助しております。一方

で、市が設置し管理している防犯灯もあります。香北町地区は、旧香北町が設置し引き

続き市が管理を行っている街灯が多くありまして、一方、合併してからの新たな設置及

び管理については地元が行うこととしております。物部町地区については、合併前より

大栃自治会に対しまして定額補助金として防犯灯補助金を出しております。これらにつ

きまして合併方針では、「当面は現行どおりとするが、新市において原則として土佐山

田町の例により調整する。」となっております。旧土佐山田町がやってきた方針で調整

するということになるわけでして、その調整のための準備をしているところでございま

す。調整対象とすべきと考えられる個々の街灯の現地の状況とか、それから街灯本体の

状況、どういう設置の街灯であるかというふうな調べがおおむねできました。これから

どこの所轄に属するべきかなど、まずは市役所内での関係部署から聞き取り、また協議

をしなければならないこれからの段階です。もろもろの調査、協議の結果、市が管理す

るべきものは市が管理し、地元に管理してもらうべきと判断されたものについては、地

元への説明や協議の上、引き取ってもらうなどの処置をとらなければならなくなると考

えております。以上が現在の状況でございます。  

  以上でございます。 

○議長（中澤愛水君）    環境課長、横谷勝正君。  

○環境課長（横谷勝正君）    ５番、織田議員さんのごみの削減についてのご質問にお

答えいたします。  

  まず、ごみの収集回数の３町統一についてであります。さきの３町村合併におけます

環境分科会におきまして事務事業の調整をし、第９回こうほく３町村合併協議会でごみ

の収集方法について検討がなされたところであります。その中で、ごみの収集回数は、

合併後数年をめどに調整し統一するよう努めるものとし、分別収集は土佐山田町の例に

より調整し、合併時に統一するということで確認されております。収集回数の統一につ

きましては、地域住民の生活に直接密接する重要な案件でありますので、地域の現状を

十分把握する必要があります。現在３町の地域審議会や各自治会、香北支所、物部支所

のご意見をお伺いし、調整をいたしておるところでございます。  

  次に、ごみの削減に向けた行政指導及びレジ袋の有料化についてであります。本市の

ごみ処理につきましては、総合的かつ中・長期的視点に立った香美市一般廃棄物処理基

本計画を策定し、循環型社会の構築を目指して住民、事業者、行政の役割分担を明確に

し、ごみの減量化、適正処理に努めてまいりました。その中で行政の役割といたしまし

て、３Ｒ、リデュース、ごみの発生、排出抑制、リユース、再利用、リサイクル、再資

源化の推進に向けた取り組みや市民に対する環境教育の充実、生ごみ処理容器設置に対

する助成等が盛り込まれております。環境課といたしましては、広報等への３Ｒ推進月

間の周知、生ごみ処理機設置に対する助成の周知を図り、環境教育については、高齢者

や婦人会を対象に環境学習、施設見学として香南清掃組合、田中石灰工業、中間処理場
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の現地見学などを実施して、ごみ処理の現状を訴え削減に取り組んでまいりました。ま

た、今年度は、既に皆様のご家庭にあると思いますが「押しの一手」を、先ほど議員さ

んがおっしゃられましたが、これを配布いたしまして、全戸の家庭へ水切り用具として

お配りし経費の節減を図ってまいります。ごみの問題は私たちにとって身近な問題で、

市民の方々に対してのより一層のごみに対する認識の啓発をし、理解と協力をお願いし、

一人一人の意識を変えていただけるよう努めていきたいと考えます。  

  レジ袋の有料化につきましては、先ほど大石議員さんに答弁したとおりであります。

高知県地球温暖化防止県民会議や香南清掃組合構成市で開催されておりますレジ袋削減

運動の動向を見据えて、今後も関係団体、機関と連携を図りながらこのレジ袋削減運動

の拡大に努めてまいりたいというふうに考えております。  

  以上でございます。 

○議長（中澤愛水君）    ５番、織田秀幸君。  

○５番（織田秀幸君）    ５番、織田でございます。２回目の質問をさせていただきま

す。 

  新型インフルエンザ、やはり行政としては安心、そういったものを常に提供していく

いう心構え、そういったものが大事になってくるんじゃないかと思います。９月４日に

対策本部をまた立ち上げていろいろ協議をしておると、そういう話でありました。  

  そして、（新型インフルエンザについての）２点目ですが、私は山田高校の罹患者の

数を知りたいいうて、そういう質問しとるわけじゃないわけなんです。現在の喫緊の状

況、香美市としてどればあの罹患者の把握ができておるかと、それがわからんようでは、

なかなか手の打ちよういうんですか、そういうこともちょっと難しくなってくるんじゃ

ないかと思います。  

  そして、医療機関の対応はどうかいうことも先ほど質問項目に入れました。そういう

答弁が課長のほうからなかったですよね。夜間とか土日、そういった場合にはどうする

かと、そこらを行政はこのようにするようにしておりますとかいう、そういう答弁のほ

うを再度お願いしたい。これは片岡課長のほうになってくるかと思いますけんど、そこ

の点お願いをいたします。 

  そして、３点目に、ごみの問題や防犯灯の問題ですが、統一に向け調整をしておりま

すと、だんだんと調べが終息いうんですか、できよりますいうことの話がありました。

合併して、冒頭で言うたように３年半がたちます。それぞれ防災対策課も、職員が少な

いかもわからんですけんど、こういうことに対しては合併協議で土佐山田町に合わすな

ら合わす、香北町に合わすなら合わすで構わんわけなんですが、行政としては速やかに

統一に向けてやっていかなければならないのではないかと。やることによって経費の削

減にも、これは明確につながっていきますんで、その点課長、もう一遍答弁のほうお願

いします。  

  そして、ごみの問題。これ２億８ ,３００万円いうたらかなりの金額になります。せ
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んだって「押しの一手」いうことで各戸に配布されました。あれ町内会（自治会）に入

っとる人は自治会を通してこれが配布されたわけなんですけんど、広報には、（自治会

に）入ってない方については支所とか本庁へとりに来なさいいうような、そういう広報

が載ってましたので、とりに来てますか、これ？自治会へ入った方は皆さんそれぞれ自

治会から配布をされました。せんだって課長に聞いたとき、これ百二、三十円した言う

たですかね、国産材を使うて海外言うたんか、よそで製作したとかそういう話をお伺い

しました。この中に１日２５ cc、生ごみ、そういったものの水分を抜いたら、私も計算

式で見てみました、これ３市が集まって４万８ ,０００世帯いう形で計算されておりま

すけんど、この２５ ccの水切りで熱量、そういったもんを計算したら１６２万４ ,００

０円香美市として削減になってくるわけなんです。これはもうぜひとも、それぞれ細か

い配慮が必要になってくる思いますけんど、なかなか、私も周辺の町内会（自治会）の

方に聞きました。「そりゃ織田さん、汚いでよ。」と、あれでびちゃと、捨てたら、水

分抜いたら後が汚のうなるけんめっそうやりとうないがいうような、そういうような意

見もありましたけんど、課長、それぞれ自治会で配布をした、町内会（自治会）へ入っ

てない方なんかについては皆さんとりに来ておりますかね、そこらのことをまたお伺い

したいと思います。  

  以上で２回目の質問を終わります。  

○議長（中澤愛水君）    防災対策課長、吉村泰典君。  

○防災対策課長（吉村泰典君）   織田議員の２回目といいますか、ご質問で、健康づ

くり推進課長というのがございましたですが、自分の答弁が１つ抜かりまして、その抜

かった分をまずお答えいたします。  

  休日、夜間に発病したときにどのようにしたらよいかということでございますが、休

日医というのがございまして、休日医のほうで今対応できるようになっております。電

話をしてから行っていただくと、そういうふうなことになります。それから、夜間とか、

救急情報センターというのがございまして、こちらへ電話しても、これは高知市内にあ

るセンターですけど、あいているところを紹介してくれます。それと、程度によりまし

て救急車を呼ぶというようなこともあるかと思います。こういうようなこともお知らせ

をしていかないかんと考えます。  

  それから、山田高校の件でございますが、今は家族とかそういう方をもう追わえてい

かないということになっておりまして、１週間クラス閉鎖とかで休んでいただいて、１

週間の間に２人発症者がなければクラスも再開するということになっております。その

ため特に保健所への届け出も必要ないということになっておりまして、市として追いか

けて把握するというまではしなくてもよいと考えております。  

  以上です。  

○議長（中澤愛水君）    健康づくり推進課長、片岡芳恵君。 

○健康づくり推進課長（片岡芳恵君）    織田議員さんのご質問にお答えをいたします。  
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  大変感染力があるということで、日々、厚生労働省とかの通知も変わっております。

それで、９月４日金曜日に、夜８時から中央東福祉保健所管内で新型インフルエンザ対

策会議が開かれました。そこには保健所を中心に市町村と医師会、歯科医師会、消防署、

それから歯科の先生方も参加をしてくださいまして対策会議が開かれました。その中で、

先ほど吉村課長からも申しましたとおり、もう感染力がすごいので、全県把握が不可能

な状況になっておるということで、届け出が不要になったという報告があっております。

ですから報告のみでよろしい、集団感染のみ対応するということが報告されております。

議員さんがご心配されておりますように、医師会のほうの全面協力もありまして、今の

ところは強毒性でないので、通常のインフルエンザと同じように取り扱うということに

変わっています。それはなぜかということは、社会機能の維持ということに移行したと

いうことで、今までは家族で感染者が出た場合にはお勤めをお休みいただくというよう

な方針が出されておりましたが、感染が蔓延期にかかると、それをすると社会機能がと

まってしまうということで、マスクを着用して学校にも行ってもよろしい、会社へも行

ってもよろしい、感染をさせない、感染を受けない方針でやるというふうに、そういう

ことが厚生労働省から出されております。  

  それから、先ほどのとおり医師会との全面の協力も得られておりますので、その中で

蔓延期になった場合には入院体制の確立というか、そういうことも検討されております。

それで、香美市内にもたくさんの医療機関があるわけですが、その中で医療病床には限

度がありまして、１９床とか２００床とか定数があるがですけれども、蔓延期に入った

らその病床数の上限は認めるという厚生労働省の判断も出ておりまして、そういうこと

も市内の先生へも周知をしてくださっております。そういうことで、今のところは強毒

性ではないので通常のインフルエンザ対応ということを決めておりますけれど、次の２

波、３波に備えて専門家を入れて、警察、消防も含めた体制を整えておりますので、ご

報告をさせていただきます。  

  以上です。  

○議長（中澤愛水君）    環境課長、横谷勝正君。  

○環境課長（横谷勝正君）    織田議員さんの「押しの一手」の、自治会へ未加入世帯

の人につきましての使用状況でございますが、自治会へ未加入世帯につきましては、先

月末に通知を発送いたしまして、まだ環境課のほうには資料がちょっと、どれぐらい使

用したかという情報は届いてきておりません。これから順番に調査をしていきたいと思

います。  

  以上でございます。 

○議長（中澤愛水君）    ５番、織田秀幸君。  

○５番（織田秀幸君）    はい。５番です。本来であれば休憩の時間ですけんど、ちょ

っと引っ張っておりますが、３回目の質問をさせていただきます。  

  しっかりと新型インフルエンザについては、市民の皆さんに安心感を与えるように、
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また、さまざまな手を打っていただきたいと、そんなに思います。  

  合併して３年半、統一制に向けてそれぞれ担当課長の話から聞きました。なかなか、

いまいち思いますけんど、３回目ということで、最後に市長に統一制についての見解、

市長、一言で構わんですけんど、その点について答弁をお願いします。ほかはもう答弁

要りませんので。  

  以上、これで３回目の質問を終わります。  

○議長（中澤愛水君）    市長、門 槇夫君。  

○市長（門 槇夫君）    織田議員の３回目の質問にお答えをします。  

  合併の際に合併協定事項の中で、それぞれごみの収集回数の統一のほかにもいろいろ

と「合併後統一をする。」というふうな言葉が載っております。本来なら合併前にきち

っと統一をして合併をするが本来の姿であったろうと思いますが、さまざまな理由の中

でこのような形になってきておるわけであります。こうしたことが合併調整事項として

確認をされておりますので、この方向に向けて鋭意努力するのが当然でございますので、

今後も努力をしていくということをここで答弁をさせていただきたいと思います。  

○議長（中澤愛水君）    織田秀幸君の質問が終わりました。  

  暫時１０分間休憩をいたします。  

（午前１０時４０分 休憩） 

（午前１０時５２分 再開） 

○議長（中澤愛水君）    正場に復します。 

  休憩前に引き続き会議を行います。  

  １０番、山崎晃子君。  

○１０番（山崎晃子君）    １０番、くらしと福祉を守る会の山崎晃子です。私は、住

民の皆さんの声を大切にし、その思いを真っすぐ届けられるよう丁寧な質問に努力いた

します。市長並びに関係担当者から率直で明快な答弁をいただきますよう求めまして、

通告に従い質問いたします。  

  まず初めに、介護保険に関してお伺いいたします。  

  １点目に、要介護認定調査についてですが、この問題については、さきの３月議会と

６月議会でも取り上げさせていただきました。今議会も引き続き質問させていただきま

すのは、必要な介護を安心して受けられる制度にしてほしいとの関係者や家族の願いを

お届けするためのものです。しつこいと思われるかもしれませんが、ご容赦いただきた

いと思います。  

  さて、４月から導入された新基準による認定調査は、余りにも実情とかけ離れた内容

であり、実施前から多くの問題点が指摘されていました。そして、実施から２週間もた

たないうちに、新基準による認定調査の検証、検討会の設置を決め、それと同時に、希

望者には従来の介護度を維持する経過措置を行うなどの見直しが行われました。このこ

とについては６月議会でも指摘させていただいておりますので、詳細については省略さ
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せていただきます。その後、新しい動きがありました。４月と５月に行われた新認定基

準の影響を調査し、その結果を厚生労働省が公表しました。それによりますと、新たな

申請者でサービスを受ける必要がないと認定された方が５ .０％と、昨年４月、５月の

２.４％から倍増する結果となりました。また、要介護度別の状況では、最も軽い要支

援１の判定は昨年の同時期より４％も増加し２３％になっています。この結果について

厚生労働省は、「サービスを受けられない人や要介護度が軽い人の割合が増加した。」

と述べ、新基準による認定は今までより軽く判定してしまう事実を認め、再度の見直し

を決定しました。見直しでは、７４項目の聞き取り調査のうち４３項目の基準を変更し、

１０月１日申請分から実施することになりました。たび重なる見直しは、新たな調査項

目、判断基準が与える影響などについて十分な検証もしないまま認定作業を行った結果

と言えるのではないでしょうか。  

  そこで質問に移ります。新認定基準の影響について、過去２回の議会で見解をお伺い

してきた経過がありますが、いずれの議会でも担当課長は判定基準の変更によって認定

の審査が明瞭になる、本人などへの影響はないとの趣旨の答弁をされ、経過措置につい

ても、介護度の認定に影響があることを厚生労働省が認めたものではないとの答弁を行

っています。しかし、課長答弁とは裏腹に、厚生労働省は新判定基準が認定に及ぼす影

響を認め大幅な見直しを決定したわけです。つまり、新認定基準が心身や介護の状況を

適切に反映したものではなかったと言えるのではないでしょうか。これに関する認識を

これまでの経過を踏まえた上でお聞かせ願いたいと思います。  

  また、介護は、お年寄りやその家族にとって切実な問題ですが、その制度の中身が実

態と合わないようでは困ります。そのような場合、国の言いなりになるのではなく、利

用者の不利益になることは国に対して声を上げ、改善させる努力をすることも市民を守

るために必要なことであると考えますが見解をお聞かせください。  

  それから、短期間のうちに調査内容が幾度も変更することで現場は混乱するのではな

いかと思います。対象者や調査員、介護事業者などへの対応は徹底できているのか、お

聞かせください。  

  ２点目に、物部町における在宅サービスの充実についてお伺いいたします。  

  ここで少し物部町の在宅サービスの現状をお話しさせていただきます。物部町に住所

を有する介護事業者は、通所介護が１カ所、訪問介護事業所が１カ所です。通所リハビ

リは香北町にある事業所が行っていますが、訪問看護や訪問リハビリなどのサービスは

近隣にもないため利用することはできません。同じ香美市でも土佐山田町では近隣に多

くのサービス提供事業者があり、必要なサービスを選択することができます。しかし、

物部町の住民の方々は必要なサービスでさえ利用することができず、また、そのサービ

スを選択することもできない状況にあります。介護サービスの提供事業者は介護保険の

報酬で運営しなければならないため、採算のとれない地域でのサービス提供を敬遠する

ことになり、山間僻地でのサービス提供を行う事業者は限られてきます。物部地区は、
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ご存じのように山間で急峻な地形ですので、車が入らないところが多くあり、車いすが

利用できない細い坂道などでは利用者を２人がかりで抱えたりして通所介護の送迎を行

っています。また、訪問介護では、利用者の家が離れているため移動に時間がかかるな

ど、山間地域ならではの課題があると聞いています。旧物部村当時は、旧物部村社会福

祉協議会が介護保険事業者として通所介護と訪問介護のサービスを提供していましたが、

町村合併で香美市となってからは民間の事業所が行っています。  

  先ほども述べましたように、利用者が点在している地域でのサービスの提供は効率が

悪く、サービスを提供する事業所が非常に少ないのが現状ですが、採算がとれないこと

で物部の地域からサービス提供事業者が撤退することも考えられ、不安の声が聞かれま

す。介護が必要になっても住みなれた地域で安心して暮らせるようにするためには、介

護サービスの充実は不可欠です。同じ香美市に住み、同じ介護保険料を払いながら住ん

でいる地域によって利用できるサービスが制限されている地域の現状をどのように認識

されているのでしょうか、課題等もあわせてお聞かせ願いたいと思います。  

  次に、訪問介護の地域間格差に関して、もう１点お伺いいたします。  

  介護を必要としている方、特にひとり暮らしで介護が必要な方々にとっては、自宅で

の入浴や排せつ、食事、その他の日常生活上あらゆる場面で訪問介護サービスによる支

援が不可欠です。しかし、介護保険制度の中では、香北や物部などのような山間僻地、

また離島などの地域に住所を有する事業者から訪問介護サービスを利用する場合、利用

料に対して特別地域加算として１５％が加算されるという問題点があります。サービス

提供事業者にとっては効率の悪い地域でサービスを提供するわけですから、それに見合

った必要な加算ということになるのでしょうが、それがそのまま利用者の負担としては

ね返ってくることを考えなければいけません。また、加算分は利用限度額にも算定され

ますので、他のサービスの利用にも影響が出てくるということも重大な問題です。１回

の加算料金は少ないかもしれませんが、回数が多くなればそれなりの金額になり、利用

者の生活を圧迫することにもなります。在宅介護を支える大切なサービスでありながら、

山間地に住んでいるだけで利用者の負担が大きくなるようでは在宅生活の継続にもかか

わってきます。香北や物部の地域において訪問介護の利用料に加算される特別地域加算

の自己負担分を市として補助することを検討できないものでしょうか、見解をお聞かせ

ください。  

  次に、だれもが安心して暮らし続けるために、福祉のまちづくりについてお伺いいた

します。  

  高齢者の方々から、「昔は近所で何かあればみんなで手分けして助け合ったり、隣近

所でおかずのやりとりをしたり、住民同士のつながりがあってよかった。」という声を

よく聞きます。現在は少子高齢化、核家族化が進み、個人の価値観も多様化してきてい

ます。また、家庭や地域で相互に支え合う機能は弱まり、住民がともに支え合い、助け

合うという社会的なつながりも希薄になるなど、地域も変化してきています。こうした
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背景から社会福祉に関する制度の見直しが行われ、平成１２年に社会福祉法が成立し、

基本理念の柱の１つとして地域福祉の推進が明確に規定されました。一般に福祉という

と高齢者福祉、障害者福祉、児童福祉など対象者ごとに分かれたものを思い浮かべるこ

とが多いのですが、それはこうした対象者ごとにそれぞれの法律や制度によって必要な

サービスが提供されてきたからです。しかし、地域福祉は制度によるサービスを利用す

るだけでなく、地域の人と人とのつながりを大切にし、お互いに助けたり助けられたり

する関係やその仕組みをつくっていくことです。つまり、福祉サービスを必要とする

方々が自立した生活や社会参加ができるように、地域住民はもとより社会福祉事業者や

地域で福祉にかかわる方々が相互に協力し、地域福祉を推進していくことが求められて

います。そして、これからのまちづくりは、子どもから高齢者まで住民のだれもが住み

なれた地域の中で心豊かに安心して暮らせるような仕組みをつくり、それを持続させて

いくことが重要になってきます。そのためには、さまざまな生活課題について住民一人

一人の努力や住民同士の助け合い、公的な支援などの連携によって解決していこうとす

る取り組みが欠かせません。  

  そこでお伺いいたします。地域福祉計画は、地域の助け合いによる福祉を推進するた

め一人一人の尊厳を重んじ、人と人とのつながりを基本として、困ったときに助け合う

顔の見える関係づくりや、お互いを認め合い支え合う、ともに生きる社会づくりを目指

すための理念と仕組みをつくる計画ですが、今後の地域福祉を総合的に推進する上で大

きな柱になるものです。本市では、第１次香美市振興計画の中で福祉社会の基礎づくり

として地域福祉の推進が上げられており、地域福祉計画の策定に向けて取り組んでいる

とお聞きしています。地域住民の方々の意見を十分に反映させながら、地域の実情に応

じた適切な地域福祉計画が策定されるものだと思いますが、その進捗状況をお聞かせ願

いたいと思います。  

  また、地域福祉を推進するためには、市の福祉行政の役割が極めて重要と考えますが、

今後の取り組みなども含めてお考えをお聞かせください。  

  次に、大腸がん検診についてお伺いいたします。本市では毎年がん検診が行われてい

ますが、きょうは大腸がん検診に関してお伺いいたします。  

  大腸がん検診は、検診の申し込みをすると受診券と問診票、検便容器が送られてきて、

それを検診日に持参するという流れになっているようです。これに関して市民の方から

私のところに次のような声が寄せられましたのでご報告し、見解をお伺いいたします。  

  この方は、検診の申し込み後に送られてきた検便容器を提出するために大栃まで市営

バスに乗っていきました。しかし、帰りはちょうどの時間にバスが運行していなかった

ので、仕方なくタクシーを利用して帰宅したそうです。検便容器を提出するためだけに

タクシーを利用しなければならない、こんなことでは今後検診を受けたくても受けられ

ない、何とか考えてほしいという訴えでした。ささいな出来事と思われるかもしれませ

んが、少ない年金で生活している方々にとっては深刻な問題なのです。以前は近くの公
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民館や集会所などで地域ごとに検診が行われていて高齢の方々も行きやすかったと言い

ますが、今は地域ごとの検診がなくなり、検診場所も限られ、「検診を受けたくても受

けられない状況である。」という声も聞きます。受診率向上と市民の利便性のために、

本来なら以前のように身近な場所で検診が行われることを望みますが、せめて問診票や

検便容器を回収する方法だけでも早急に検討され、高齢の方々も気軽に、また積極的に

検診を受ける機会ができるようにしてほしいと願っています。見解をお聞かせください。  

  最後に、選挙に関して数点お伺いいたします。 

  過日の衆議院選挙のことで知人とわいわいと話していたとき、知人のお母さんで８５

歳になる方が、「比例じゃ何じゃと言うたち、あてらあには意味がわからんき。何て書

こうと思いもって行ったけんど、何ちゃあ心配せんでも構んかった。ちゃんと名前を書

いた紙を渡してくれて、その中から自分が気に入った名前を書いたらえいようにしてく

れちょった、まっこと親切なことぞね。」と言いました。私はえっと思い、その方にど

ういうことかと話を聞き直しました。ようやく話の内容が理解できて、その方の勘違い

だということがわかったときみんなで笑ってしまいましたが、本当は笑い事ではなく、

私たちの年代がしっかりと考えなければいけないことなんだと反省させられてしまいま

した。 

  今回の投票方法は、初めに小選挙区の投票用紙を渡され、その投票が終わってから比

例代表と最高裁判所裁判官の国民審査の投票を行う順序になっていました。そのとき比

例代表の投票用紙と国民審査の投票用紙を一緒に渡されたために起こった勘違いでした。

ちゃんと名前を書いた紙を渡してくれて、その中から自分が気に入った名前を書いたら

えいようにしてくれていたというのは、国民審査の投票用紙に掲載されている裁判官の

名前のことであり、その中から適当な氏名を記載して投票したというのが事のてんまつ

です。もちろんその方の投票は無効票になったと思います。このような誤りがこの方だ

けならと思っていますが、ほかにも似たような投票はなかったのでしょうか。仮にこの

ような事例が少なかったとしても、もっとわかりやすい投票方法にするように、比例代

表と国民審査の投票用紙を別々に渡すなどの検討も必要ではないでしょうか。投票者の

意思を無駄にさせないために、また無効票を減少させるという観点からの答弁をお願い

いたします。  

  次に、期日前投票に関してですが、期日前投票は告示日の翌日の１９日から行えまし

た。しかし、最高裁判所の国民審査については４日後の２３日からとなっていました。

つまり、１９日から２２日の間に期日前投票をされた方は国民審査の投票ができません

でした。このような不自然な経過については、今後国に改善を求めていく必要があるの

ではないでしょうか、見解をお聞かせください。  

  次に、掲示板の設置場所についてですが、掲示場所を示す書類には掲示板設置箇所の

住所と全体地図と個別の地図、そして設置した場所のカラー写真が添付されていました。

掲示場所の住所、地図、掲示板の番号は絶対に必要ですが、設置場所のカラー写真は果
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たして必要なのでしょうか。私自身、数枚のポスターを張りに行きましたが、カラー写

真は全く必要ありませんでしたし、ポスター張りに行った数人の方に聞いても、皆が口

をそろえて必要ないと言っていました。経費削減のため見直しを検討するよう提案いた

しますが、見解をお聞かせください。あわせて、カラー写真を省略することで削減でき

る経費についてもお聞かせください。  

  次に、投票に際しての交通機関に関してお伺いいたします。  

  先日、市営バスが減便になった地域にお住まいの方から、「以前の選挙のときはバス

に乗って投票所に行っていたが、日曜日のバスがなくなったので簡単に投票にも行けな

くなった。」との声をお聞きしました。期日前投票という方法がありますが、この場合

は支所に直接行かなければなりませんし、バス代も投票所に行くよりはかかります。こ

のことは高齢者の方々にとっては負担です。来年も多くの選挙を抱えていますが、せめ

て投票日に当たる日曜日だけでも臨時バスを運行するなどの対策を検討できないもので

しょうか、見解をお聞かせください。  

  以上で１回目の質問を終わります。  

○議長（中澤愛水君）    保険課長、岡本明弘君。  

○保険課長（岡本明弘君）    山崎議員のご質問にお答えします。  

  まず、介護保険に関してですが、新判定基準やその見直しについての認識についてお

答えします。まず、新判定基準については、市町村のばらつきをなくすという趣旨に基

づくもので、より正確な認定がされるものということで、国において何年間かの協議や

検証の後にまとめられたものであり、また、全市町村でモデル事業も実施し検証もして

います。その後、施行されました。このことから、新判定基準について国は自信を持っ

てもらいたかったと考えております。  

  要介護認定については、介護サービスを受けるための入り口であり、要介護認定の信

頼性は介護保険制度に対する国民の信頼に大きな影響を及ぼすと考えます。国が設置し

た検証・検討会では、認定調査項目での項目選択の際の自治体間のばらつきが減少する

傾向にある一方で、ばらつきの拡大のある項目について見直しがされたと考えます。  

  経過措置については、市町村に大きな負担となりましたし、介護認定の趣旨にそぐわ

ないものでした。利用者にとっては不安などがあったかもしれませんが、実施すべきで

はなかったと思います。市町村からの意見は、県を通じて国に上げております。対象者

への通知は個別に行っております。調査員については、今月、県の実施する研修に参加

してもらう予定です。おっしゃるように、短期間での見直しや変更があることは現場の

混乱を招く結果となりました。  

  次に、物部町における在宅サービスについてですが、サービスを制限しているという

ようには考えておりません。事業所の参入がなされていない実態がありますが、このこ

とが結果としてサービスを受けることができない現状にあるということと認識をしてお

ります。事業者に協力を促していきたいと考えています。  
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  次に、地域間格差についてですが、特別地域加算の自己負担分については、地域間格

差と言えるのかどうかわかりませんが、自己負担額に差が発生していることは認識をし

ております。保険課でもこれまで市として補助するなど差を埋める方策について検討し

てきた経緯はありますが、実施するまでには至っていません。もう一度具体的に検討し

たいと考えます。  

  以上です。  

○議長（中澤愛水君）    福祉事務所長、小松美公君。  

○福祉事務所長（小松美公君）    山崎議員の福祉のまちづくりについてお答えします。  

  地域福祉計画の進捗状況ですが、地域福祉計画は今後策定していかなければなりませ

んが、現在はまだ未着手です。平成２０年度に社会福祉協議会と協議の中で、平成２１

年度から二、三年かけて、地域福祉計画策定の前段として、国のモデル事業でコーディ

ネーターを配置して各地域において座談会等を開きながら地域住民の意見を聞き、その

生活課題等を発見して、解決に向けた話し合いをしていくような取り組みについて県を

通じて国に打診していたというのはありますけど、これは社協に委託して行うよう計画

をしておりましたが、職員の退職等もあって職員体制が整わないということで取りやめ

たような経緯はあります。  

  本市の地域福祉の考え方ですが、地域福祉計画を策定しておりませんので、香美市振

興計画に沿った考え方になります。その中の基本方向としては、みんなが安心して暮ら

していけるよう、高齢者、障がい者、母子、父子家庭等との交流や、多様なボランティ

ア活動等に気軽に取り組める機会の拡充や、地域で支え合う機運の醸成を図り、ノーマ

ライゼーションの考え方に基づく地域づくりを推進します。現在香美市におきましても、

地域福祉の担い手であります社会福祉協議会を初め、民生・児童委員や地域の方々、関

係機関などのご協力を得て、地域における福祉活動や在宅生活の自立を支える活動、ま

たボランティア活動の推進など地域福祉の推進に取り組んでいるところであります。し

かし、社会変容による複雑多様化した福祉の問題や課題、住民ニーズに対応するため、

地域における住民同士の助け合いなど地域全体での取り組みと行政、福祉の専門職が力

を合わせた取り組みが求められております。こういった意識づくりや参加のための環境

づくりを一層進める必要があります。また、香美市老人（高齢者）福祉計画及び介護保

険事業計画や香美市障害者福祉計画においても、ともに支え合い、生き生きした暮らし

をはぐくむまちづくりや地域づくりを目指しております。地域福祉の考え方も、これら

の計画を総合化した考え方にもなりますので、だれもが住みなれた地域で安心して生活

していけるよう、地域住民や社会福祉法人、ボランティア、行政など、さまざまな機関、

団体などが協働し、支え合い、助け合える社会を築いていくことと考えております。  

  以上です。  

○議長（中澤愛水君）    健康づくり推進課長、片岡芳恵君。  

○健康づくり推進課長（片岡芳恵君）    山崎晃子議員さんの大腸がん検診の回収方法
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の検討についてお答えいたします。  

  おっしゃるとおり、大腸がん検診は採便器と問診票を提出するだけです。検診会場ま

での交通手段について、タクシー等の手配は現在のところ考えておりません、市バス等

をご利用いただきたいと考えます。ご近所の方やお友達などにお願いする方法もありま

す。年度末、検診希望調査票のときに１年間の検診予定表をお送りしてありますし、５

月広報にも同じ内容を記載しています。お願いできる方と同じ日の検診をお申し出いた

だければ日程調整はさせていただきますので、このような方法もお考えいただきたいと

思います。  

  また、採便器と問診票の送付について検討いたしましたが、検体の管理上、現在の状

況では不可能のようです。  

  以上です。  

○議長（中澤愛水君）    選挙管理委員会書記長、法光院晶一君。  

○総務課長兼選挙管理委員会書記長（法光院晶一君）    選挙に関しましてお答えした

いと思います。  

  まず初めに、国民審査の投票用紙を同時に渡されて混乱があったというお話でござい

ますけれども、投票事務にかかわる職員につきましては、事前に説明会を開催し、また

投票管理者につきましても別にそれぞれ説明会をいたしまして、投票用紙を渡す際には

十分説明をして渡すようにということを指導しておるわけでございます。ご案内（質

問）のように比例と国民審査を一緒に渡すわけですけれども、その際にも、こちらが比

例でこちらが国民審査ですよということは申し添えて渡しておるわけで、そのような混

乱があったということについては大変残念であります。小選挙区にありまして、国、県

からの指導では、まず小選挙区のほうを先に渡せと、そして比例と国民審査を同時に渡

しなさいと、分けて渡してはいけませんと、こういう指導がございます。それは、１つ

には、小選挙区と比例を一緒に渡しますと、混同して無効票がたくさん出る可能性があ

るということであります。そして、後の比例と国民審査を一緒に渡すにつきましては、

国民審査はご承知のとおり罷免を可とする者につきましてはそれぞれの上にペケをつけ

ると、逆につけなければ信任ということになります。個別に渡しますと、記載台に向か

わなくてそのまま投票箱に投入すると。そのことが投票の秘密、選挙の秘密に非常にゆ

ゆしき問題ということで、秘密を守るために同時に渡しなさいと、こういうふうになっ

ております。  

  次に、国民審査との（期日前投票の）ずれでありますけれども、これは（最高裁判所

裁判官）国民審査法第２６条に基づいて実施しておりますので、地方でこれを変えると

いうことはできません。要望がございますように、我々も全国市選挙区管理委員会連合

会を通じまして国に現在変更の要望をしておるところでございます。  

  次に、カラー写真でございますけれども、混乱なく張れましたと、こういうことであ

りますが、なかなか選挙管理委員会のほうには、あそこの掲示場にはポスターが張られ
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てないとかいうことが、いろいろ情報が入ってまいります。したがいまして、できるだ

けわかりやすくということでカラーを使わせていただいております。議員のほうでは経

費削減の折からもぜひそのことは検討し直せということでございますけれども、１枚に

つきまして２円、１１０カ所でございますので２２０円、今回は４候補でございますの

でトータルで８８０円でございますので、選挙の機会に判断をするための材料を与える

ということから考えまして、もうこれは、８８０円はそう高いものではないというふう

に考えております。  

  次に、バスに関しましてですけれども、お答えから申し上げますとご要望のようには

まいらないと、できないというふうに考えます。したがいまして、ご近所の方と乗り合

わせていく、あるいはご家族に送迎をしていただくということで投票に向かっていただ

きたいと、このように思います。  

  以上でございます。 

○議長（中澤愛水君）    １０番、山崎晃子君。  

○１０番（山崎晃子君）    １０番、山崎晃子です。２回目の質問をいたします。  

  まず、介護保険に関してですけれども、介護保険は物部町になかなかサービスの参入

がないということで、事業者に協力を促すということですけれども、具体的にどういっ

たことをされるのか、今ある事業者、入ってるのも民間ですけれども、そういったとこ

ろがどういった状況になっていってるのかということも、やっぱり市として状態を把握

していくということも大事なことになってくるかと思いますので、そのあたりで事業者

に協力を促すということですが、具体的にどういった取り組みをされていくのかお聞か

せください。  

  それから、訪問介護の特別地域加算に関しては、どれぐらいの試算になるのか、ちょ

っと私もそこまでは調べてないですけれども、やはり訪問介護っていうサービスは、本

当に在宅生活を支えていくっていうことでとっても大事なサービスになるんですけれど

も、それを利用するに当たってそういった加算が出るということは非常に使いづらいと。

利用者にとってはもう負担ということになりますので、これはぜひとも早急に検討して

いただいて補助を出せるようにお願いしたいと思います。  

  それから、（福祉の）まちづくりのほうですけれども、まだ（地域福祉計画は）策定

未着手ということでした。いろいろの場面の高齢者の福祉計画とか、それから香美市振

興計画の中でも地域福祉計画の策定のことについては記載されているわけですけれども、

先ほども言われました社会福祉協議会、私も地域福祉の推進にとっては、この社会福祉

協議会がもう大きな担い手というか大きな力を発揮していくということになってくるか

と思うんですけれども、社会福祉協議会が第１次香美市振興計画の中でも市民の福祉を

担う民間機関、そして重要な位置づけにありますが、行政受託事業、介護事業が大部分

を占め、社会福祉の増進や民間団体等の連絡調整等の、本来の機能を十分発揮できてい

ない面があるということも記述されてましたが、物部は今現在（社会福祉協議会）支所
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で職員が１人となってますけれども、地域福祉を推進していくために社会福祉協議会と

いうのはどういう役割とか位置づけ、先ほども担い手としてと言われてましたけれども、

今の現状でそういうことができていくのかということを心配するものですけれども、こ

のことに関してまたお考えをお聞かせください。  

  それから、大腸がん検診についてですけれども、私も送付をしたらどうかとも考えた

んですけれども、そういうことでだめだということですが、それであれば各地域に回収

に回るとか、何かもうちょっと、知り合いの方にお願いをするという方法も確かにある

かと思いますけれども、回収に何か回るような方法はちょっと考えれないものか、また

検討していただきたいと思います。  

  それから、選挙の件ですけれども、比例と国民審査のほうは同時に２つ合わせて渡す

ということになってるということでしたけれども、投票率を見てみますと国民審査のほ

うは低かったわけですから、やっぱり何か無効票になることが多かったのか、期日前投

票のそれ（日程のずれ）でできなかったのかということもありますけれども、これもう

ちょっと考えていったらいいんじゃないかなと。高齢者の方もおいでますので、その説

明の仕方とかそういうこともあったんじゃないかと思いますけれども。  

  掲示板の設置場所についてですけれども、８８０円ということでしたが、もう１つ、

ちょっとお話をさせていただきたいのは掲示板のことですが、これは、掲示板の場所に

ついては地図に旗印を印して表示をしてるんですけれども、これ拡大したんですが（資

料を示しながら説明）、それでもちょっとわかりにくいんですけれども、この地図は一

応２３４番という掲示場所を示す地図のコピーですけれども、このページだけで旗が５

本こういうふうに立ってるんですけれども、これはどうしてかというと、近隣の掲示板

の場所、２３４番以外の場所も入っててとても区別がつきにくいということになってま

す。それで、これ前後すればわかるようにはなるかと思うんですけれども、これをもう

ちょっとわかりやすい表示に改善したらどうかなと思いまして。例えば、投票所につい

ては現在の旗のままでもいいと思うんですけれども、掲示板の場所については丸で囲ん

で、例えば、これは２３４番ですので丸の中に２３４番を書いた番号を表示したらいい

んじゃないかと。そうすればとてもわかりやすくなると思って提案をさせていただくも

のですけれども、見解をお聞かせ願いたいと思います。  

  それから、投票所に行くバスのことですけれど、先ほどできないということのご答弁

をいただきました。来年は市長選、それから市議会の選挙などもあるわけですけれども、

臨時にバスを、市営のバスですよね、これを運行するということは、来年の選挙もある

わけですので何かもっと検討していただきたいなというふうに思いますけれども。多分

難しいとは思いますけれども、そういう、私は、個人としてはそういう気持ちでいます

ので。 

  以上で２回目の質問を終わります。  

○議長（中澤愛水君）    保険課長、岡本明弘君。  
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○保険課長（岡本明弘君）    山崎議員の２回目のご質問にお答えします。  

  まず、物部町における在宅サービスの充実について、具体的な方策はどのようなもの

かというご質問ですが、基本的に在宅サービスは在宅での生活をできるだけ長くしてい

ただくため必要なサービスだと考えておりますが、助成金を出すなんかの方法によって

ということは考えてはおりません。もう現状では、単にお願いをしていくことしかない

のではないかというように考えております。事業者としては、こっちは赤字になっても

こっちで黒字になるようにというようなことで、全体の中で考えていただいて参入をし

ていただきたいというようなことで、単にお願いしていくということが精いっぱいだと

考えております。  

  次に、訪問介護の地域間格差についてですが、利用者からは使いづらいというお言葉

も聞いております。一度試算をしてみた経緯はあるんですが、その差をどういうように

埋めるかというようなことについてちょっと協議をした経緯はあるんですけれども、実

現するまでに至っておりませんので、もう１回具体的に検討したいというように考えて

おりますので、よろしくお願いします。  

○議長（中澤愛水君）    福祉事務所長、小松美公君。  

○福祉事務所長（小松美公君）    山崎議員の２回目のご質問にお答えします。  

  社協の役割をどのように考えてるかということですけど、地域福祉に関しては、住民

が地域で生活していけるようなさまざまな事業は行っております。また、現状としまし

ては、１つ、よりどころづくりといいますか、これは介護予防を主たる目的として包括

支援センターとか健康づくり推進課なんかと共同で地区公民館等を拠点とした交流の場

づくり、そういったものも行っております。それから、地域の見守り活動、これなんか

も平成２０年度に香美市要援護者安心・安全ネットワーク台帳の様式を整備しまして、

民生・児童委員の協力を得まして、市内の７５歳以上のひとり暮らしの高齢者を訪問調

査しましてデータベース化とかを進めております。今後、徐々に対象者を広げていかな

ければいけないというのはあります。  

  それから、各種の相談への対応ということで、相談件数も年々増加はしております。

こういった中で、相談内容とかは高齢者福祉とか生活困難を初めとする多様化とか深刻

化相談内容もしております。こういった相談とかも行いながら、また、ボランティアセ

ンターにつきましても、香美市のボランティア募集情報を年４回発行して、地域内のボ

ランティアニーズと活動希望者のマッチングとかを進めております。新規のボランティ

アの掘り起こしとかそういった課題もありますけど。  

  それと、地域で、先ほども言われてましたようにさまざまな課題とかで出ておりまし

て、それに対応する手段として小地域のネットワーク活動的なこういったもの、こうい

ったことは現在まで香美市では行われておりません。生活者一人一人が抱えます福祉課

題につきまして、専門職と住民がともに会議とかをしながら、住民みずから主体的に考

え解決を図るような取り組み、こういったのは日高村とかでしてるようですけど、こう
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いった取り組みとかは社協との話の中で進めていかなければいけないというような話は

出ております。ただ、こういったことをするにつきましても、コーディネーターといい

ますかそういった人員が欲しいと。何か今よくコミュニティーソーシャルワーカーとい

いますかそういった名前が出てきますけど、そういった者が欲しいというような話なん

かは出ております。ほんで、確かに現在地域福祉に関しまして、社協でもさまざまな取

り組みを行っております。確かに地域住民を巻き込んだような取り組みは今後必要かと

は思います。  

  以上です。  

○議長（中澤愛水君）    健康づくり推進課長、片岡芳恵君。 

○健康づくり推進課長（片岡芳恵君）    山崎晃子議員さんの２回目のご質問にお答え

いたします。  

  検体の回収をして回ってはというご意見ですけれども、人員配置のこと、それから日

程調整のこと、多々ありますので、検討するとこの場でお答えすることはできません。

なお、こういう意見があったということを課に持ち帰りまして再協議はしてみます。必

ず受け取ること、点検をする人、お金を受け取って領収をする等いろいろ人員配置等の

問題もございますので、協議をさせていただきたいと思います。  

  以上です。  

○議長（中澤愛水君）    選挙管理委員会書記長、法光院晶一君。  

○総務課長兼選挙管理委員会書記長（法光院晶一君）    選挙の２回目のご質問にお答

えしたいと思います。  

  国民審査につきましては、無効が多いのではないか、高齢者にもっとわかるような説

明をというお話でございましたけれども、この国民審査につきましては、大変いろんな

場面から検討もされております。今回の県の説明の中でも、投票という中で特に最後に

重要事項ということで抜き出しまして説明がされております。紹介しますと、「総選挙

では毎回国民審査投票の取り扱いの不適が問題となっている。」ということで、少しは

しょって、その後ですけれども、「選挙人に対して「国民審査を投票しますとか。」尋

ね、「しない。」と答えるような場合がある。」と、そうなると交付をしないというよ

うなことがあるようだけれども、とにかく国民審査については、投票しなくてもよいと

選挙人にとられるような取り扱いは厳に慎みなさいと。要らんことを言わずに、「これ

が国民審査の投票用紙ですよ。」と言って渡しなさいと、２つ一緒に、こういうふうに

あるわけですね。国民審査の投票をする、しないは、あくまでも選挙人の自主判断に任

せ、確実に比例代表選挙交付時にあわせて手渡すこと、これは厳重に注意しますよと、

こういうことなんです。ですから、大変国民審査の取り扱いが難しいなということはみ

んなわかっておるんですけども、今の時点では、この注意にありますように、とにかく

一緒にして渡しなさいということです。そして、誤解を招くような下手な説明はするな、

こういうふうなことです。  
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  それから、掲示場についてご提案がありましたが、参考にさせていただきたいという

ふうに思います。  

  バスにつきましては、実現できないかもしれないがというお話でございましたけれど

も、このことにつきましては、大変大事なことだというふうには考えておるんです。最

初の答弁でもあっさり申し上げましたけれども、だからといって何かできる方法がある

のかといったら今のところはありません。しかしながら、高齢化社会の中でありまして、

投票の機会を失わないようにしてほしいとかいう声はたくさんあります。これは山間、

山のほうだけではなしに、町場の中で地域の住民の皆さんとお話をする際にもこういう

話は出てきます。町の中をぐるぐる、公用車がいっぱい余っちゅうじゃないかと、回し

て、積んで行ってくれるようなことがあったらえいじゃないかと。これは実際そういう

話を聞かされますので、ですから、投票の機会という本当に大事な命題に係る問題です

のでバスについてはできません。  

  また、バスについては１カ所だけやると、じゃあ、ほかの人はどうなるか。じゃあ、

バスが朝走ったときに、夕方に行きたい人はどうするのかと。いろいろ問題があって、

なかなかこれといった方法はないんですけれども、投票の機会の均等ということ、そう

いうことを高齢者や障がい者に対しても優しいやり方というのはいろいろ検討していか

なきゃいけないんじゃないか。これは国の大きな課題であると思いますので、ここで答

える材料はございませんけれども、以上で答弁とさせていただきます。  

○議長（中澤愛水君）    山崎晃子君の質問が終わりました。  

  暫時１時まで昼食のため休憩をいたします。  

（午前１１時４８分 休憩） 

（午後 １時００分 再開） 

○議長（中澤愛水君）   正場に復します。 

  休憩前に引き続き会議を行います。  

  次に、７番、千頭洋一君。  

○７番（千頭洋一君）    ７番、千頭洋一でございます。平成２１年第５回定例会で一

般質問につきまして、通告書に従いまして質問いたします。初日５番目で昼食後でもあ

り、執行部の皆さんもおなかも張りお疲れのことと思いますが、誠意あるご答弁をよろ

しくお願いいたします。 

  私は、今回は政権交代と門 市長の行政姿勢、政治姿勢についてと新型インフルエン

ザの対応策が万全であるか、それと都市計画区域の見直し、それと暁美橋の塗りかえ計

画の４点について質問させていただきます。  

  まず、第１点目でございますが、政権交代と門 市長の行政姿勢、政治姿勢でござい

ます。 

  この件につきましては、本定例会の初日に門 市長の行政報告で、７月に成立した補

正予算の一部が今秋にも中止し、来年度の概算要求基準も全面的に見直す考え等で、先
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行きは大変不透明な状況で、歳入における地方交付税の割合が高い地方自治体では財源

を懸念してるというようなご説明がございました。これにつけ加えまして、きょうの高

知新聞なんか見ますと、はや既に農水省が約３ ,２００億円の農地集積加速化事業と、

この事業は既に何か廃止をする方向であるということで、もう凍結されるというような

ことも出ておりました。今後は、国の状況を注視しながら慎重に行政運営をするという

報告でございました。  

  政権選択をかけた第４５回衆議院総選挙は、野党でありました民主党が圧勝し、政権

交代が確定したわけでございます。民主主導の新政権は、国民の変革願望を期待すると

同時に、民主党の掲げるマニフェスト、いわゆる政権公約が暮らしに直結することにな

り、子ども手当、公共事業、農業の所得補償、（高校の）授業料の無料化、高速道路の

無料化等々、政策には時間が必要な、年間１６兆８ ,０００億円、これは２０１３年度

の予定ですが財源確保に非常に苦慮してると。全国の都道府県の知事の６割に当たる２

７人が不安を感じておりますし、また、新政権を７割を超える３０人が期待をしてると

いうことでございますが、「地方行政のトップの視点から踏み込んだ、政策の実現性に

疑問視をつける格好だ。」と報道もありました。市民も期待と不安が交錯しているわけ

でございますが、この１６日には特別国会が招集され鳩山内閣が誕生する予定でござい

ます。これに対しまして、行政のトップである市長としてのお考えをお伺いさせていた

だきたいと思います。  

  次に、新型インフルエンザが流行の兆しをしておりまして、その対策についてお伺い

いたしますが、先ほどの同僚議員の同じような質問の中でもございましたが、それは、

ちょっと答弁を拝聴しますと、もうこれは単なる普通のインフルエンザということであ

るということのお考えであったようでございますが、新型インフルエンザに対する考え

方がちょっと甘いんではないかと、かような考えを持ちまして、同じような質問になる

かもわかりませんけどあわせてまたお伺いさせていただきます。  

  新型インフルエンザの集団感染が拡大していると報道されている今日、「県内でも高

知市の民間病院に入院していた県中東部に在住の７０歳の方が死亡した。」という記事

もございました。県によると、県内で８月３０日現在、新型インフルエンザに感染また

は感染の疑いが濃厚な患者数は約４００人にも上ってると。本県では６月２８日の初の

感染確認後、徐々に感染が広がり、よさこい祭り後の時期以降にも急増しております。

「８月３０日までの３週間は、いずれも週１００人以上のペースでふえている。」と、

こう報道されておりました。  

  県内集団感染は２３件で、大半は保育園児とか小・中・高の児童・生徒とのこと、ま

た、山田高校も、新学期の始まった翌日に１学級で４人のインフルエンザと見られる症

状が発生し学級閉鎖となったわけでございます。その後、小津高校も学級閉鎖になり、

２学期が始まって９月以降、集団感染等で学級閉鎖が危惧されているが、感染予防のた

めに、（感染予防に）ついて行政、また行事を取りやめたり中止を検討したりしている
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動きも広がっています。テレビの報道なんかでは、始業式は体育館の集合をやめ教室で

校内放送を聞く形で変更したこともありました。本市での保育園、小・中学校の現状、

対応策についてお伺いします。  

  また、香美市では、５月１６日、新型インフルエンザの国内発生が確認されて対策本

部が設置されたとのこと、第３回定例会の最終日６月３０日に新型インフルエンザの感

染者が本市でも確認され、非常招集をされました。このことにつきましても、この問題

点等を検証されたか、また、一般市民に対しての感染、予防対策、周知、対応策に上積

んであるか、あわせてお伺いいたします。  

  第３点目は、都市計画区域の見直しと今後の構想についてお伺いいたします。  

  過日、まちづくり推進特別委員会により、第１回目の提言書が人口の定住策として市

長あてに提言されました。その中で、整備事業の１つの項目としまして市街化調整区域

の見直しもございました。本市の土佐山田町には高知広域都市計画の中で市街化区域、

市街化調整区域、農業振興地域と線引きがされております。農地を宅地転用しても、住

居を建築したくても種々の規制があり建築不可能であると。この線引きが定住、人口増

のネックの１つになっているのではないでしょうか。また、農業経営者は高齢化が進み、

と同時に農産物の価格下落に伴い農地の維持が困難となり、耕作放棄地にもなりかねま

せん。この線引きのために宅地転用もできないような状況でありますが、都市計画区域

の今後の見直し等につきまして見解をお伺いいたします。  

  最後に、暁美橋の塗りかえ計画についてお伺いします。  

  物部川にかかっております暁美橋は、昭和４８年２月に建設されて以来、一度も塗り

かえ、塗装工事がされていないと聞きました。さびだらけで真っ赤になったこの橋を毎

日見ている地域住民からは、「本当にこれは見るに耐えれない。」と苦情もお聞きしま

した。塗装工事の計画の有無と、また予定等ございましたら、この件についてお伺いい

たします。  

  以上で第１回目の質問を終わります。ご答弁のほうよろしくお願いいたします。  

○議長（中澤愛水君）    市長、門 槇夫君。  

○市長（門 槇夫君）    千頭洋一議員のご質問にお答えをします。  

  今回の選挙の結果を受け、市長の政治姿勢はということでございますが、ご承知のと

おり８月３０日、第４５回の衆議院選挙が行われました。前評判どおり民主党が勝利を

おさめたわけでございますが、今回の大きな選挙の今までとまた違った面といいますと、

特にマニフェストによる選挙戦が行われたと思います。いわゆるマニフェスト選挙と言

われるような状況で、各政党がそれぞれの政権公約を打ち出し、そして、それによって

国民の審判を仰ぐというふうな大変壮絶な戦いとなりました。結果、大胆な政権公約と

いいましょうか、そうしたものを掲げた民主党が前評判どおりひとり勝ちをしたという

ふうなことになり、そうした結果で政権交代が、いよいよ１６日には首班の指名が行わ

れ、民主党との連立政権が誕生するであろうと、結果そうなるであろうというふうに思
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います。  

  そうした中で、本香美市議会の開会の当初、当日にも述べさせていただきましたが、

この政権交代によりまして大変財源的な心配といいましょうか、そうしたものが特に国

の中で、マニフェストの中で民主党が書かれたとおりいきますと大変厳しい国の財政状

況になりはしないか、また、そのしわ寄せが地方自治に来るのではないか、そのように

思ってあいさつでも述べました。民主党のマニフェスト、朝日新聞によりますと、先ほ

ど千頭さんもおっしゃられましたが２０１３年には１６兆８ ,０００億円ですか、マニ

フェストの中で必要ということで、平成２２年度においては来年度当初で７兆１ ,００

０億円がどうしても必要になってくると。その補うものとして埋蔵金であるとか、ある

いはまた無駄を省くこと、そうしたことによって財源を構えてくるということで、その

ほかにもいわゆる暫定税率の廃止であるとか高速道路の無料化、また農業者の戸別所得

補償、それと子ども手当、こうしたものを見ますと、大変４年間で５０兆円の新たな財

源が必要ということになってくるわけでございますので、これは大変な状況ではないか

なと素人ながらに思うわけです。国債を発行してすればえいですが、もう約１ ,０００

兆円に近くなる、８６０兆円ですか、８０兆円ですかの借金があるわけですので、それ

をまだ上積みすりゃ、そりゃいかんことないでしょうけんど、そりゃとても民主党のマ

ニフェストとはまた相違点が出てきます。そういうことで、私自身は大変先行きが心配

だというふうに思いますが、しかしながら、こうしたマニフェストの訴えが国民の一つ

の判断材料として今回の結果が生まれたわけでありますので、やはり民主党はそうした

ことの中で政権を運営をしていくであろうというふうに思います。さきにも述べました

が、平成２１年度の補正予算の凍結、中止もあり得るということで、現在見直しをして

おると。その中には少なからず地方と関係する予算も伴っているわけでありますので、

これらをどうするのか、責任ある、やはり政府としてそれはきちっと示していただかな

ければ、地方はとてもじゃないですがもたないということが実感でございます。しかし

ながら、結果的にこうした国民の圧倒的な支持を受けて政権が誕生するわけですので、

これを、期待を裏切らないようなやはり政策実行をしていただかなければならないとい

うふうに思っております。香美市としましてもそうした状況を受けまして、さきに述べ

ましたように、やはり状況を精査しながら香美市としての行政をしていくということに

しかならないというふうに思っております。  

  以上です。  

○議長（中澤愛水君）    教育長、明石俊彦君。  

○教育長（明石俊彦君）    失礼します。千頭洋一議員さんの新型インフルエンザにつ

いて、本市での保育園、小・中学校での対応策等について、問われたご質問にお答えを

したいと思います。  

  ２学期が始まりまして１週間ぐらいたったところでありますけれども、集団感染とい

うことが大変心配をされているところであります。香美市におきましては、夏休みの期
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間中も、もし感染ということがありましたら学校のほうへ連絡をしてもらいたいと、そ

して学校から教育委員会へというふうな対応をとっておりまして、夏休み期間中も特に

感染者という報告はあっておりませんでした。ただ、新型インフルエンザの感染拡大期

に入りまして、１点目は、健康被害を最小限に抑えること、２点目としまして、医療機

能あるいは社会、経済機能への影響を最小限に抑えること、こういったことを目的とし

てさまざまな対応がとられているところであります。そういった中で、情報の共有化ま

た関係諸機関との連携等が特に重要ではないかというふうに考えているところでありま

す。本市の保育園、小・中学校における感染状況でありますが、９月１日、２日の時点

で小学生で１名、中学生で１名、合計２名のインフルエンザＡ型の感染が出ました。し

かしながら、今週へ入りまして９月７日現在ではその２名の児童・生徒とも元気で学校

に復帰をしているというふうに聞いておりますし、新たな感染者は今のところ出ており

ません。現在小・中学校ともゼロという状況であります。また、保育園につきましては、

職員が１名Ａ型ということで自宅療養しているということはありますが、保育園におき

ましても乳幼児について感染は今のところ出ておりません。ただ、今後感染が広がる可

能性はあるわけでございまして、これはもう新型インフルエンザが言われてからずっと

続けておりますが、毎朝の健康観察、そして手洗い、うがい、せきエチケット等の励行、

これはずっと続けてきているところでありまして、今後ともこれは大切に取り組んでい

きたいというふうに思っているところです。また、発熱やせき等の症状が出た場合には、

できるだけ速やかに医療機関を受診すること、あるいは不要な外出を控える等のことに

ついても呼びかけているところでございます。  

  一応これからの方向としましては、保育園につきましては、乳幼児は重症化するとい

う心配もあるわけですので、そういったことに配慮して、週に教職員も含めて２名以上

の感染で臨時休業も検討していく必要があろうと。ただ、保護者の仕事の関係もありま

すので、保護者等の要望によって、感染のリスクということも考えていただいた上で預

かるというふうなことも検討していく必要があろうと思っております。  

  また、小・中学校につきましては、学級の人数の一応１割ということをめどにして学

級閉鎖あるいは学年、学校臨時休業というふうなことを判断をしていくことになるとい

うふうに思います。  

  また、９月１日付の文部科学大臣のメッセージが児童・生徒向け、あるいは保護者、

教職員向けに出されておりまして、一人一人が新型インフルエンザに注意をするように、

適切な対応ができるように呼びかけているところであります。  

  以上でございます。 

○議長（中澤愛水君）    防災対策課長、吉村泰典君。  

○防災対策課長（吉村泰典君）    私のほうから、千頭議員の一般市民への新型インフ

ルエンザに対しての対応についてお答えいたします。  

  さきの議員さんのご質問にもお答えさせていただきましたですが、まず感染拡大防止、
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これが一番重要なことでございますが、教育長も言われましたように手洗い、うがい、

せきエチケット、人込みでのマスク着用など、このような基本的な手段をとること、こ

れが一番重要で基本的なことになります。それで、新型インフルエンザにつきましては、

新聞それからテレビなどでも頻繁に報道されておりますが、市といたしましても自治会

の回覧や新聞、折り込みチラシ、ホームページなどでお知らせを行ってきております。

そして、今後につきましても、今現在内容を検討しておりますが、感染の予防方法、そ

れから症状が出たときの医療機関の受診の仕方などをお知らせをしてまいります。そし

て正確な情報提供を行っていきたいと思っております。それから、市内の医療機関、医

師会ということになると思いますが、そちらのほうへの国の方針の伝達とか協力要請な

どは保健所のほうから行われているところでございます。  

  それから、さきの議会終了日、６月３０日に香美市内で発症がありまして対策本部会

を開きましたですが、その時点では、新型インフルエンザにつきましては本人を特定し

て、そして接触者を追跡して、１人でも感染を拡大させない封じ込め作戦が行われてお

りました。ただ、市としては、そういう面は保健所とかそういうふうな役目でございま

して、いかに感染をしないか、拡大をさせないか、そういうことに重きを、市としてお

知らせを住民の方にしていかなければならないので、翌日ちょうど７月１日が広報の発

行日でございましたので、急遽住民の皆さんへのお知らせ文、回覧文書だったと思いま

すが、をつくりまして１日の発行に間に合わせました。そして、重立った公共施設へ張

り紙、新型インフルエンザについての対応とかを怠りなくというような張り紙をさせて

いただきました。そういうふうな市の対応を今までしてきておりますし、今後も必要な

情報提供に努めてまいりたいと思います。  

  以上です。  

○議長（中澤愛水君）    建設都計課長、中井 潤君。 

○建設都計課長（中井  潤君）   千頭議員の都市計画区域の見直しについてお答えを

申し上げます。  

  本市土佐山田町は、昭和４５年に高知広域都市計画区域としまして、「都市計画は農

林漁業との健全な調和を図られるべきこと」ということを基本理念に市街化区域と市街

化調整区域の区域区分を線引きしてございます。そして、現在までに、おおむね七、八

年に一度の定期見直し等で過去５回の見直しが行われております。都市計画の策定や見

直しを適正に行うためには、変化をします都市の状況を定期的に、また的確に把握する

必要がございます。このため、都市計画区域の拡大や線引きの見直しについて分析が必

要であることから、都市計画法第６条に基づきまして都市計画基礎調査をおおむね５年

ごとに実施することと義務づけられております。この都市計画基礎調査につきましては、

人口規模を初めとしまして産業、経済、土地利用及び都市施設などの現状や将来の見通

しについて調査を行うこととされてございます。これらの調査をもとにしまして、平成

１３年５月の都市計画法の改正に伴いまして、線引き制度の取り扱いが国の判断から都
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道府県に移譲されました。高知県改正都市計画法検討委員会で検討された後に、平成１

６年に線引きの継続を高知広域都市計画区域マスタープランで決定をしてございます。

この決定の際の基本方針としまして、人口減少が予測される現状で、今後は市街地の拡

大を伴わない適正な市街地の規模による都市づくり、括弧してコンパクトシティーとな

っておりますが、都市づくりが掲げられておりますということで、平成１６年の高知広

域都市計画区域マスタープラン以降、人口減少あるいは市街化農地の点在する中では線

引き拡大はしないという方針が出されて、それにのっとって現在進められてございます。  

  次に、暁美橋の塗りかえでございますけども、ご質問の暁美橋は県道にかかっており

ます橋でしたので、（高知県中央東）土木事務所のほうに問い合わせをいたしました。

結論から申し上げますと、今年度中に塗装工事を実施するとの返事をちょうだいしてご

ざいます。土木事務所も、この橋につきましては塗装工事の必要性を数年前から感じて

おりまして、予算要求をずっとしてきておったようでございますが、なかなか維持関係

の予算がつかない中で今回の交付金事業で予算措置ができたということで、本年度中に

塗装をするようでございます。  

  以上です。  

○議長（中澤愛水君）    ７番、千頭洋一君。  

○７番（千頭洋一君）    千頭です。それぞれ誠意あるご答弁ありがとうございました。

２回目のちょっと質問をさせていただきます。  

  第１点目の政権交代と行政について、政治姿勢についてということですが、確かにこ

れはまだ非常に不透明なところでございますので、ぜひ注目して、頑張って見ていただ

きたいというように期待しております。ひとつよろしくお願いいたします。  

  それと、インフルエンザの件ですが、けさの新聞なんかで見ますと、もう既に土佐市

の土佐南中学校は学校閉鎖ということになっておりますし、南国市の十市小学校、それ

から香長中学校それぞれ学級閉鎖、それと高知大学の教育学部の附属小学校も学級閉鎖

になってます。こういうことで、これがだんだんと学級閉鎖、将来的に学校閉鎖にもな

るんじゃないかということが懸念されますが、先ほど教育長さんのご答弁の中では、小

学校、中学校それぞれお１人がおいでたけども今現在元気に通ってると。ただ、１つ、

今ちょっと気がついて心配されましたのは、保育園の職員さんが１人、今Ａ型になって

るということですが、保育園児に対してこれが感染しなければいいがなと、かように考

えております。過日、ある、これは高知市内の保育園のご父兄だと思いますけども、そ

の保育園は毎朝門のところで体温の測定をしてると。それで、それが、保育園児が３

７.５度以上あったらもう家へ帰すということをやってたようなんです。そのご父兄が

言うには、「子どもは大体熱がちょっと高いもんだ。」と、平熱でも３７度前後あるし、

それから、自宅から保育園まで歩いて来てると３７ .５度ぐらいにはすぐなるんだとい

ったことでなかなか言ったようですけども、保護者がちょっとはかってみたら３７ .６

度かしらん熱があって、「家へ帰りなさい。」と言われましたけど、そのご父兄は頑と
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して、帰す必要はないということで園のほうにお世話になったということをお聞きしま

したんですが、このようなことで、そこまでやるんはどうかなということも１つ懸念さ

れますが、今後、小学校、中学校の、学校の児童・生徒に対しては集団感染しないよう

にしていかなきゃいけないと。  

  それと、これは一般の方についても言えることですが、厚生労働省が事業者、職場に

おける新型インフルエンザ対策ガイドラインと、こういったようなものを出してるよう

なんです。これを見ると非常にわかりやすいんで、これには５項目ありまして、対人距

離等の保持、手洗いの方法、それからせきエチケットとか職場の清掃、消毒、定期的な

インフルエンザワクチンの接種といったことを具体的に割とわかりやすく書いてくれて

ます。こういったものを学校なり、それからまた事業所、それから一般市民にもぜひ見

せて配布していただければ本当にありがたいんやないかなと、かように思いますが、そ

の見解をちょっとお伺いさせていただきたいと思います。  

  それから、第３点目の都市計画の見直しでございますが、確かに、言われるように５

年ごとの基本調査の見直しやって、七、八年ごとにやっていくといったことで、拡大は

しないけど現状維持でいくということですが、もう既に、先ほどからちょっとお話しし

てますように農家の高齢化が進みまして、後継者もいないといった形で、もう農地をち

ょっと宅地にでもしたいなと思ってもなかなかそれができないというような現状で、ど

うしたらいいだろうかというようなこの間お話も聞きました。何とか市街化調整区域を

現状維持じゃなくて、もっと範囲をせばめてもらえないだろうかというような話もござ

いました。  

  そのあたりちょっとお伺いしておきたいと思いますが、よく引き合いに出されるのが

隣の香南市ですけども、香南市の場合は線引きがないために定住人口がどんどんふえて

いってるといった状況でございますし、逆に、線引きがあるために土地があってもそこ

は宅地にできない、そのために地価単価が高騰するといったことで、拍車かけてどんど

んと他の市町村へ流れていくといったことも考えられます。この件につきまして再度ち

ょっとお伺いいたします。現状維持じゃなくして、今までの調整区域を取り外してもら

えないかというようなんもございましたので、ちょっとお伺いさせていただきます。  

  第４点目の暁美橋の件ですが、確かに本年度じゅうにやるということで、どうもあり

がとうございました。この件につきましては、私も全然知らんことはなかったのですが、

もう何回か県のほうにもちょっとお話ししました。そしたら、やる、やるということは

言うがですけども、じゃあいつまでにやるかといってもなかなか具体的な返事がいただ

けなかったわけでございまして、本当にもう地域の者にとりましては非常に、毎日これ

が見えるところにあると非常に見苦しいといった形でございましたが、今年度じゅうに

やっていただけるということでございますので、ぜひまたよろしくお願いしたいと思い

ます。 

  以上で２回目の質問を終わります。  
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○議長（中澤愛水君）    教育長、明石俊彦君。  

○教育長（明石俊彦君）    千頭議員さんの２回目のご質問にお答えをしたいと思いま

す。 

  先ほど報告させていただきましたように、９月当初に２人がインフルエンザＡ型とい

うことで自宅待機、療養をした子どもさんがいますけれども、その中のお１人には兄弟

がいたのですけれども、その兄弟にはうつっていなくて、もちろん家族の方もみんな元

気だということを聞いております。したがいまして、例えば校門で子どもの熱をはかる

とかと、それぞれ事情があるのかもしれませんけれども、いうふうなことは香美市にお

いては現在考えておりません。ただ、お話のありました手洗いの仕方とか、指の間であ

るとか手首あるいはつめの間まできちっと洗う、そういった手洗いの仕方についての細

かな指導であるとか、うがいの仕方あるいはせきエチケットについても、その取り扱い

方等についての細かな指導等はしていく必要があるというふうに思っていますので、そ

ういったことにつきましては、もちろん現在もしておりますけれども、さらに徹底をさ

せていきたいというふうに思っていますが、余り過剰な対応になるよりは一人一人をや

っぱり大事にしながら、しっかり子どもの状況を把握して、香美市全体としてどうして

いったらいいのかを考えて対応していきたいと思っております。  

○議長（中澤愛水君）    防災対策課長、吉村泰典君。  

○防災対策課長（吉村泰典君）    千頭議員さんの、インフルエンザに関する２回目の

ご質問のうち学校以外の件につきましてお答えいたします。  

  厚生労働省の新型インフルエンザに関するガイドライン、その内容が非常にわかりや

すいということで、事業所や学校や一般市民の方にそういうものをお知らせしたらどう

かということでございます。学校のほうは、保護者のほうへ直接子どもさんを通じて連

絡できますし、よく伝わると思います。それから、一般市民の方々へお知らせするのに、

お知らせする内容がインフルエンザの進展、展開、そういうもので初めから、いうたら

随分時間を追ってお知らせすることが変わっております。それで、適切な時期に適切な

お知らせをしていかないかんということになりますですが、そのお知らせの内容につき

ましては、対策本部を中心に、事務局を中心にといいますか、検討して必要な内容でお

知らせをしていきたいと思います。今も文案を検討している状況でございまして、考え

て逐次お知らせしていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。  

○議長（中澤愛水君）    建設都計課長、中井 潤君。 

○建設都計課長（中井  潤君）   千頭議員の２回目のご質問にお答えを申し上げます。 

  農家の高齢化で宅地転用がしたいけどできないということ、それから地価が高騰して

家が建てにくいというようなことでございました。この線引きの制度が人口増加のネッ

クの１つとのご指摘でございますけども、非線引き都市計画区域に比べて土佐山田町は、

線引きをしたことによりまして住宅地や商業地と農地とが区分をされておりまして、良

好な生活環境が形成をされております。つまり、住宅地も農業も両方守られているとい
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うふうに考えてございます。  

  それから、さらに基盤整備の面から見ますと、土佐山田町は市街地がコンパクトにま

とまっていますことから、効率的な投資によって道路や下水道などの都市基盤の整備が

進んでおります。これらのことは線引き制度適用のメリットではないかというふうに考

えております。  

  それから、地価でございますが、現在は下落傾向にありまして、いっときよりは建て

やすい状況にはなってきているというふうには考えてございます。  

  香南市との比較でございますが、香南市、確かにどこでも家が建つという状況で、あ

ちこち農地の真ん中にミニ団地がたくさんございます。伝え聞いたところによりますと、

その対応に追われるという場面もあるというようなことも聞いておりますことから、線

引き制度のメリットのほうにも目を向けていただけたらというふうに思います。  

  以上です。  

○議長（中澤愛水君）    ７番、千頭洋一君。  

○７番（千頭洋一君）    ３回目の質問をさせていただきます。  

  質問じゃなくてお礼を兼ねてですけども、感染予防は一人一人が予防に心がけなけれ

ば一気に感染が広がって社会が混乱すると。口や鼻には手を触れない、手を石けんと水

でよく洗い流すと、症状のある人に近づかない、人込みにいる時間をできるだけ減らす、

窓をあけて換気すると、生活習慣を整えてよく寝、栄養のあるものを食べて運動すると、

これが世界保健機構の流行時の予防法でございます。こういったことに注意してできる

だけ感染を防いでいただければと。もう答弁は結構でございます。ありがとうございま

した。 

  それと、都市計画の線引きの見直しですが、確かに線引きによって下水道とか、そう

いった公共性のものは確かにコンパクトでまとまったものができるかもわかりません。

言われるように、（香南市）野市町のほうは、逆に線引きがないためにどこでも家が建

つき、下水道整備なんか全然できないというような状況を確かに聞いてます。そういっ

た中で、秩序ある線引きをひとつお願いしたいと。私の願望ですけども、山間部、中山

間地なんかに行くとなかなか、ここはもう調整区域でなくてもいいじゃないかよという

ようなこともあるようでございますので、できればそういうのを見直していただければ

と思います。もう答弁は結構でございます。  

  以上です。で、もう終わります。ありがとうございました。  

○議長（中澤愛水君）    千頭洋一君の質問が終わりました。  

  次に、９番、門脇二三夫君。  

○９番（門脇二三夫君）    ９番、門脇二三夫でございます。議長の許しを得ましたの

で、通告順に従いまして質問をさせていただきます。  

  まず、最初に、野菜価格安定対策事業についてお尋ねをいたしたいと思います。  

  この野菜価格安定対策事業は、対象の野菜が市場で低落して生産者が再生産の意欲を



 

－45－ 

失わないように価格の補てんをし、それから、そのことによって消費者に安定した野菜

を供給をするというものであります。それで、それぞれの県によって違いますけれども、

この制度の中にはキャベツ、白菜、タマネギ、バレイショなどを含めた重要野菜、それ

からキュウリ、ピーマン、ナスなどを対象とした指定野菜、それからシシトウ、ニラ、

オクラなどを対象とした特定野菜、それからサヤインゲンを対象とした転作野菜、それ

から高知県でやってますのはコネギ、ミョウガを対象とした県単野菜というふうに区分

をされます。そこで、重要野菜と指定野菜については行政法人農畜産振興機構が事業実

施主体、それから特定、転作、県単野菜は高知県青果物価格安定基金協会が事業実施を

してるとこでございますけれども、この野菜価格安定対策事業については非常に複雑に

なってまして、対象市場が９市場、北海道、東北、関東、中京、北陸、関西、中国、四

国、九州、そこに今度決められた野菜の出荷期間があります。対象の野菜と期間と、そ

れから我々の生産する産地、いろんな要件があります。非常に複雑ですので、本県にあ

ります、この質問で取り上げさせていただいた、高知県農協農政会議が取り上げてます

指定野菜と特定野菜についてお話をさせていただきたいと思いますし質問をさせていた

だきます。  

  まず、指定野菜あるいは特定野菜の基準価格があって、それは９年間の市場の販売額

の平均に市場の物価指数を勘案をして出された数字でございますけれども、それに指定

野菜で０.９を掛けたのが保証基準額、０ .８を掛けたものが特定野菜の保証基準額にな

っております。そして、最低基準額、一応いつまでも平均単価が割り込んだときに出す

んでなくて、保証基準額と最低基準額の間で補てん金を出すというものですが、指定野

菜では最低基準額が０ .６、特定野菜でも０ .６、特例で秋冬ネギは０ .５５という数字

になってますけれども、そういった組み立てで行ってます。その保証基準額を下回った

とき、指定野菜だと平均価格が最低基準額の中にいて、平均価格が下がった場合には、

保証基準額と平均価格の０ .９が指定野菜、０.８が特定野菜になります。非常に複雑な

のは、さっきも言いましたようにそれぞれの期間、例えば質問の中にありますナスです

と、東京の１２月、１月、２月、３月、４月、５月、６月という期間のどの期間に予約

を申し込むかということで価格が変わってきますし、それから、保証基準額と最低基準

額に０ .９を掛けたもんが資金、例えば５０トン東京の市場へ予約をしますというため

には、保証基準額と最低基準額に０ .９の資金を掛けて基金を積むと。これ３年間の事

業ですので、非常に言葉だけで言うのはわかりにくいがですが、また、特定野菜は

０.８、保証基準額と最低基準額の差額の０ .８の単価を予約したトン数に掛けます。そ

ういうふうにして仕組まれたのが特定野菜あるいは指定野菜の事業であります。  

  資金造成単価というのは、先ほど言いましたように過去９年間の平均価格を事前に積

んでおく必要があります。指定野菜では、国が６０％、県が２０％、生産者が２０％で

あります。特定野菜では、国が３分の１、県が３分の１、生産者が３分の１というふう

になってまして、例えば、以前香美市のほうで問題になったショウガ、これは香美市、
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南国市というふうな産地要件がありますので、よそから持ってきたものが混入をされる

と返還ということになります。もとは、重要野菜と指定野菜というのは、野菜生産出荷

安定法の中で事業実施がされるということになってますので、どちらかというと国民生

活に必要な度合いが高い野菜ほど高い交付金の割合になってくるということであります。  

  いろんな問題が出てきたのは、今さっき言いました、農協農政会議で出たのは、３０

年ぐらい前から冬、春ナスについては定植が１カ月ぐらい早まってます。ですから、１

２月、２月ではいきませんよと、何とかそれに１１月が加わりませんかというのが考え

方です。出荷実績見ますと、１１月が大体２ ,０００トンをオーバーしてます。１２月

が１,９００トン、それから１,８００トンぐらいで推移をしてまして、今のところ１１

月の出荷量が一番多いというものであります。それから、特定野菜で問題になってます

のは、基準額については、全国から当該市場、例えば関東市場に来る全国の産地の平均

をとります。それで、価格補てんの場合は、県が交付団体になってますんで高知県の価

格になると。そこでちょっと矛盾になってますのは、この前も、皆さんご承知と思いま

すが、高知新聞にニラのパーシャル包装とかいう問題が出てました。高知県の品物とい

うのは、比較的市場の要望とかいろんなものを聞いて、鮮度をもたせて高品質なものが

多いということで、全国の平均の保証基準額でいくと当然かかりません。ですから、保

証基準額は何とか高知県だけの平均単価にいきませんかというのが今回の農協農政会議

から県のほうに対して出された内容でございます。  

  この問題については、特に特定野菜については、先ほども言いましたようにニラ、シ

ョウガ、ブロッコリー、オクラなどが対象になってまして、本市の主要品目でもありま

すので、やはり連携をとって、県のほうを通じて国のほうに保証基準額の改正について

お願いをすべきやないかというふうに思っています。非常にわかりにくいと思います。  

  それから、続きまして、ＦＴＡ、自由貿易協定についてお伺いをいたします。  

  ８月３０日に執行されました衆議院選挙で民主党に政権が渡りましたが、民主党が衆

院選挙のマニフェストに「日米ＦＴＡの締結を」と記載したことからＪＡグループを初

めとする農林水産団体が反発、その後、同党は「締結」を「交渉を促進」に修正をした

のであります。ＦＴＡとは、ＷＴＯルール、ガット第２４条において、実質上すべての

貿易について原則１０年以内の関税撤廃という条件で締結可能な２国間または複数間の

自由貿易協定で、農業など特定の分野ごとに協定の対象外にすることはできませんし、

実質上すべての貿易とは一般的に９０％以上の貿易について関税撤廃を行うことと解釈

をされていて、自由化の例外措置は１０％未満にしか認められないのであります。ＦＴ

Ａや現在オーストラリアと交渉中であるＥＰＡ、これはＦＴＡの内容に加え投資の自由

化、経済取引の円滑化、協力の推進など幅広い分野を含む協定でありまして、小麦、乳

製品、牛肉、砂糖の関税撤廃で４ ,３００億円の影響があるとされていますし、北海道

では、関連産業を含めますと１兆４ ,０００億円もの影響を受けるとされているのであ

ります。  



 

－47－ 

  こうしたこともあって、ＪＡグループなどは８月１２日、東京都千代田区の日比谷野

外音楽堂でアメリカとのＦＴＡ断固阻止国民集会を開催しているのであります。そして、

大会宣言では、日米ＦＴＡについては、アメリカの対日輸出全体の約３０％を農林水産

物が占めていることから、競争力のある農林水産物を協定の対象外とすることはあり得

ず、日米ＦＴＡが締結されるような事態になれば、関税ゼロで大量の農林水産物が我が

国の市場になだれ込んでくることとなる。こうした日米ＦＴＡの交渉締結は、我が国の

農林水産業に甚大な被害を及ぼすだけでなく、食料自給率の向上や食の安全、安心を望

む国民を裏切るものであり、断じて認めることはできない。また、我が国は米、麦、肉

類、魚介類、木材を初め大量の農林水産物をアメリカから輸入しているが、こうした品

目の関税を撤廃することは、交渉中のオーストラリアを初め中国などのアジア、太平洋

諸国に波及していくことは必至である。さらに日米ＦＴＡの締結は、我々の生活から国

産の食を失わせるだけでなく、国土保全を初めとする農林水産業が果たしている多面的

機能の喪失にもつながるものである。そして、我が国の食の農林漁業を支える人々の暮

らし、ひいては地域経済にも壊滅的な打撃を与えることとしているのであります。  

  過去の国の政策は、日米貿易交渉やガット、関税貿易一般協定交渉で自由化、関税引

き下げを行ったことによって、１９６０年カロリーベースで７９％あった食料自給率は

４０％まで下がり、農業総生産額は１９９０年の７兆８ ,５００億円をピークに２００

６年は４兆７ ,０００億円となっています。そして、林業では、１９６４年木材の自由

化によって国産材の割合は２０％まで低下をしているのであります。もしアメリカとの

ＦＴＡが締結されれば、国の政策によって疲弊した農業、林業、水産業は再生不可能な

状況ともなることが予想され、このことは地域経済や関連製造等、関連産業などにも大

きな影響を与えることになるのであります。特に日本の農家の平均経営面積は１ .８ヘ

クタールに対し、アメリカ１９２ .２ヘクタール、カナダ２７０ヘクタール、ＥＵ２

６.９ヘクタール、オーストラリアに至っては３ ,３８０.７ヘクタールとなっていて、

比較にならない面積でありますし、国民１人当たりで見ますと、アメリカ１ .４ヘクタ

ール、カナダ２ .１ヘクタール、オーストラリア２２ .３ヘクタール、ＥＵ０ .４ヘクタ

ール、日本は０ .０４ヘクタールで国際競争力があるとは言えないのであります。この

ことは費用対効果に代表される経済やコストだけでなく、他の要素も含め手厚く守る必

要があると考えます。森林は７４兆円、水田は８兆２ ,０００億円の多面的機能を持っ

ていると言われており、すなわち水を貯留、山腹崩壊を防ぐ、空気の浄化、温度上昇を

防ぐなどでありますし、これを守ることや国民の命を支える食料の確保、食の安全、安

心が維持できる政策が必要ではないでしょうか。特に本市は農林業が最重要な産業であ

り、県に対し、国にこのＦＴＡ締結をしないよう要請すべきと考えますが、所信につい

てお聞かせください。  

  以上で１回目の質問を終わります。  

○議長（中澤愛水君）    農政課長、宮地和彦君。  
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○農政課長兼農業委員会事務局長（宮地和彦君）    門脇議員のご質問にお答えをいた

します。  

  まず、１点目の野菜価格安定対策事業についてお答えをします。ご質問の中ですべて

の答弁も言っていただいたような質問になりましたので非常に重なるお答えになるかと

思いますが、頑張って答弁させていただきます…。 

（笑い声あり）  

○農政課長兼農業委員会事務局長（宮地和彦君）   指摘のとおり、指定野菜１４品目、

特定野菜３３品目の価格が著しく低落した場合、生産者補給金を交付し、野菜農家の経

営に及ぼす影響を緩和し、次期作の確保を図る制度でございます。高知県では１２品目

の対象野菜で取り組み、本市では質問のとおりの主要野菜が対象で、２０園芸年度には

シシトウガラシ、ブロッコリー、オクラなどが補給されています。原則として、しゅん

前に計算される対象野菜の平均販売価格が保証基準額を下回った場合に、平均価格、過

去９年間の９割を基準額として７割から８割、国、県、出荷団体等の資金造成による基

金により交付をされています。質問の中でも、またその他の部分も触れられましたが、

地域の格差、これについては、不利さは理解をします。リスク軽減による制度の検討は

各条件、市場での条件とか産地の気候、地域条件などにより検討もされながら創設され

たと考えます。本来なら品質評価の高い周年の安定した有利価格で出荷されることであ

り、不測の事態がなく当制度の対象とならないことが理想であります。今、価格保障、

また所得補償、国の動向の中で注視をしていかなければと考えています。香美市として、

ブランドの維持、向上は農業振興課題として関係機関連携によりおのおのの役割のもと

取り組んでおり、価格保障についても要請があれば連携をして進めてまいりたいと考え

ております。  

  ２点目の自由貿易協定、ＦＴＡ、ＥＰＡについてお答えをします。  

  質問の自由貿易協定、経済連携協定は、２カ国間また数カ国間で原則関税の撤廃を取

り決める協定であり、ＥＰＡは物やサービスの貿易自由化だけでなく、投資の自由化、

人的交流の拡大、協力の促進など幅広い分野を含む協定です。政権交代による民主党マ

ニフェストのＦＴＡ交渉の推進には、経済を活性化するために国間による境を取り除き、

人、物、金の移動をかなりのレベルで自由にしようとすると理解します。指摘のとおり

国間の交易を盛んにするために、関税の撤廃は、強い産業、企業は強くなり、弱い産業

は衰退の側面があります。日本の農業の実情からも、１次産業による影響は大きなもの

となり、世界貿易機関の交渉から多国間貿易のルールの変遷は、日本農業に変革、左右

してきたことは確かでございます。損害をこうむる産業が農業であってはならないし、

関税撤廃には利益や損失だけの検証でなく、国土や自然や地域を守る産業として常に議

論し、国策として進めるべきと考えます。いずれにしても、本市の主産業が相互の利益

を求める自由貿易協定で衰退してはならないし、相互の主張が、バランスのとれた貿易

政策が確立されるよう、国の動向を見ながら農業が維持、発展するよう地域から発信し
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なければと認識をします。  

  以上、お答えします。  

○議長（中澤愛水君）    門脇二三夫君の質問が終わりました。  

  次に、１４番、島岡信彦君。  

○１４番（島岡信彦君）    １４番、島岡信彦。通告に従いまして一般質問をいたしま

す。 

  まず、水道関係ですが、水は、人間はもとよりすべての動植物が生きていく上でなく

てはならない命の水であり、また、私たちの暮らしを支える各種産業の基礎的な資源で

あります。現在私たちの日常生活の中では、蛇口をひねれば水が出るということが当た

り前となっています。水を井戸や川からくみ上げ、調理したり、洗濯したり、ふろを沸

かしたりしていたことを考えると、洗濯機のボタンを押せば洗濯されるという今日の状

況は本当に便利になったものであります。私たちは当たり前のように安心、安全な水が

３６５日供給されていると思っています。しかし、一たび災害が起こればその大切さを

認識するのではないでしょうか。現在の当たり前となったこれらの便利な生活は、水道

がなくては維持できませんし、そして、その水を運んでいるのが水道管であります。し

かしながら、この水道管は耐久限界があり、日々劣化が進んでいます。命の水を運ぶ水

道管の管理や維持の重要性を考えるべきではないでしょうか。そういった視点から水道

事業について質問いたします。  

  １点目ですが、昨年度及び本年度現在までの市道での水道配水管漏水復旧箇所数、上

水道、簡水道について。 

  ２点目、それに対する復旧等にかかった金額について。  

  ３点目、特に漏水復旧箇所が集中した区域があるのか。また、そういった区域につい

ての今後の対応、対策は考えておられるのか。  

  ４点目に、市の重点施策の１つである南海地震対策におけるライフラインの復旧にお

いて水道は重要な柱の１つであると位置づけられるが、平成２０年に示された水道事業

基本計画の中で、管路の更新には計画的な更新計画の必要性が示され、長期的な視点に

立っての取り組みが必要であると考えるが、この点についてどうですか。  

  次に、消防関係ですが、南海地震等の今後起こり得る可能性の高い大規模災害対策に

ついては、市として自助、共助、公助といった取り組みを進めていき、継続した減災へ

の仕組みづくりを行っていくことが重要であると考えられます。そういった中で、小・

中学校を初め公民館等の公共施設の耐震化も順次行っており、本年度には新庁舎も着工

される予定であります。一たび災害が起きた場合に、最も迅速な対応をとらなくてはな

らない公助のかなめである消防本部を置く消防庁舎の建設については、基本的な構想等

を議論、検討していく時期と思われますが、その点について。  

  これで１回目の質問を終わります。  

○議長（中澤愛水君）    水道課長、久保和昭君。  
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○水道課長（久保和昭君）    １４番、島岡議員の水道事業についてお答えします。  

  まず、１点目の昨年度及び本年度、現在までの市道などでの水道配水管の漏水復旧箇

所とのお尋ねですが、平成２０年度、上水道区域におきましては１１カ所、簡易水道区

域におきましては４１カ所となっております。次に、本年度、現在まで上水道区域にお

きましては１１カ所、簡易水道区域におきましては１３カ所となっております。合計、

昨年４月から現在におきまして市内で７６カ所の漏水復旧が発生をしております。ちな

みに、漏水の原因のほとんどが外的原因による管のひび割れで、その埋設場所等の環境

が左右し、多い年もあれば少ない年もございます。  

  次に、２点目の水道配水管の漏水復旧に要した金額はとのことですが、先ほどお答え

しました漏水箇所に対します復旧費は、平成２０年度の上水道区域におきましては２３

０万７ ,０００円で、簡易水道区域におきましては４５３万円を必要としました。次に、

本年度、現在まで上水道区域においては３２２万５ ,０００円、簡易水道区域におきま

しては２４２万５ ,０００円を要しております。合計、去年４月から現在まで市道など

に埋設された配水管などの漏水復旧工事に１ ,２４８万７,０００円、１カ所当たり平均

１６万５,０００円を要してきました。  

  ３点目の特に漏水復旧箇所が集中した区域と今後の対策とのお尋ねですが、昨年４月

から現在まで３カ所以上多く発生した地区を申しますと、上水道区域では宝町７カ所、

楠目５カ所、簡易水道区域におきましては神母ノ木が７カ所、宮ノ口、山田島、楠目、

逆川、談議所と続き、香北町永野で１０カ所、日ノ御子、猪野々地区での漏水が多く発

生しております。なお、この中で山田堰簡易水道区域であります神母ノ木地区では、現

在管路更新工事を計画、実施中でございます。  

  次に、集中して発生している地域の今後の対応はとのお尋ねですが、漏水事故の発生

頻度、漏水箇所に係る給水人口、また更新工事に１メーター当たり約４万円を必要とす

ることなど財政事情を総合的に判断しまして、長期的な計画で区域を特定しまして管路

更新工事を検討していきます。  

  ４点目の平成２０年に示された水道事業基本計画の中で、管路更新には計画的な更新

計画の必要性を示しており、長期的な視点に立って取り組みが重要と考えるがとのお尋

ねですが、まず、水道事業基本計画、水道ビジョンですが、水道ビジョンに施設整備上

の課題としまして次のように掲げられています。下水道処理区域では、「下水道管と同

時施工により経費節減が図られるため、積極的な布設がえが進みつつあるが、今後は、

下水処理区域外においても耐震対策等の優先度を踏まえた計画的な更新計画を立て、速

やかに老朽管の更新を進める必要がある。」となっております。ご指摘のとおり、前述

しました漏水区域、有収水率の低い配水管路など、経年による老朽化施設の診断、財政

事情等総合的に検討し、長期的な施設の更新計画に、今後発生が予想されています南海

地震等災害に対処できる耐震化管の計画もあわせて検討しまして、将来にわたる市民生

活の根幹をなす水道事業の健全化に努めてまいりたいと思っております。  
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  以上、よろしくお願いします。  

○議長（中澤愛水君）    消防長、竹村 清君。 

○消防長（竹村 清君）   １４番、島岡議員の消防関係についてのご質問にお答えを

申し上げます。  

  消防庁舎の件につきましては、これまでにも門脇議員さん、千頭議員さん、そして島

岡議員さんからもご質問をいただき、耐震基準に非適合の老朽化したあの庁舎では震災

時に市民の安全を守り、また救助等に対応できないのではないかと、新庁舎の建設をと

いうことであるが、早期建設に向けての計画の見直しというようなご質問をいただいた

経緯がございます。やはり築３７年を経過しておりまして、今の消防庁舎ではというこ

とでのご心配をいただいてのご質問だというふうに思います。市民の生命と財産を守る

ということを責務としておりますので、それと署の職員の安全というのを確保しなけれ

ばならないということでございまして、消防庁舎の建設というのは大変重要であるとい

うことは承知しております。できるだけ早い時期に基本構想等の策定に向けた取り組み

ができるよう、消防本部には全国の新消防庁舎の情報というのが逐一入ってきておりま

すので、場所のいかんにかかわらず最新の情報を参考にして、機能面等の調査や検討を

するため職員による内部の検討を本年度じゅうに立ち上げて取り組んでいきたいという

ふうに考えております。そして、場所や組織等につきましても、選定に向けての一定の

方向性を、これもできるだけ早く検討に入りたいというふうに考えておりますので、以

上よろしくお願いいたします。  

○議長（中澤愛水君）    １４番、島岡信彦君。  

○１４番（島岡信彦君）    １４番。２回目の質問をします、水道課長に。 

  事業計画の基本計画が出てきました。それで、水道事業計画の審議会という、議論す

る場とか検討する場所がないのか。それと、また、そのメンバーの中に、消防長が今お

りましたけんど、火災時においても水利の確保という点から消火栓も重要な水利の１つ

でありますので、その委員の中に消防関係者の委員さんがおられて、消火栓の位置とか

配水管にかかわってきますので、（消防関係の）メンバーがおられるのか。  

  そして、今、課長が言いましたけんど、１メーター当たり４万円かかると。ほんで、

上水道の管路の延長が１０１キロ、簡易水道の距離が２８７キロ、こういった管路の、

いろんな事業を進めていく中で送水管もありますろう。けんど、僕の言ったがが配水の

ところでありますき、そういった形の優先順位とか、どこの区域が老朽管があるとか、

そういうことを審議会で今後検討するべきやと思いますけんど、その審議会がまずあら

れるのか、その中に消防関係者のメンバーがおられるのか、２回目の質問です。  

○議長（中澤愛水君）    水道課長、久保和昭君。  

○水道課長（久保和昭君）    島岡議員の２回目のご質問にお答えします。  

  水道審議会についてでございます。今年３月議会で設置条例が制定されたところでご

ざいます。ちょうど今月に入りまして、１２名の審議委員さんにお願いしまして水道審
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議会を設置し、会議するようになっております。ご質問の消防関係者は、委員さん１２

名の中に、残念ながら消防関係者としての立場での審議委員さんはおらないような状態

です。水道審議会につきましては、今後新水源の事業実施とか水道料金の改定等、重要

施策が山積されており、水道事業基本計画、水道ビジョンや実施する内容につきまして、

審議をお願いするところとしております。今後におきましても重要施策が控えておりま

すので、審議委員さんの皆様には十分審議していただき、答申を出していただくように

と思っております。 

  以上、簡単ですけどご答弁にかえさせていただきます。  

○議長（中澤愛水君）    島岡信彦君の質問が終わりました。  

  暫時１０分間休憩をいたします。  

（午後 ２時１９分 休憩） 

（午後 ２時３３分 再開） 

○議長（中澤愛水君）    正場に復します。 

  休憩前に引き続き会議を行います。  

  次に、１１番、片岡守春君。  

○１１番（片岡守春君）    １１番、片岡でございます。先ほど議員さんが質問したこ

とですけれども、また観点の違ったところから質問をさせてもらいたいと思います。  

  日米自由貿易協定についてでございます。 

  さきの総選挙は民主党の勝利で終わりました。日本共産党は、民主党の勝利によって、

どういう政策を掲げて政府を構成していくかということについては大変注目もしており

ます。また、民主党が野党のときには同じ政策課題で自民党政府と戦ってきたというよ

うな内容もあるわけなんです。その１つは、後期高齢者医療制度の廃止の問題、また高

校生の授業料の無料化の問題など、共通する政策については積極的に働きかけ、実現さ

せていきたいと考えております。国民への負託にこたえたいということであります。し

かしながら、勝利した民主党の選挙公約で看過できない問題の１つとして、日米ＦＴＡ、

自由貿易締結問題があります。  

  ＦＴＡ、自由貿易協定とは、貿易で特定の国や地域を対象に関税の削減、撤廃などで

優遇する仕組みをつくる協定であります。一方、ＥＰＡ、経済連携協定とは、ＦＴＡに

加えさらに投資の自由化、経済取引の円滑化、協力の促進など幅広い分野を含む協定で

あります。協定の締結によって日本の農業に大打撃を与えることが必至のアメリカとの

自由貿易協定、オーストラリアとのＥＰＡ、経済連携協定が総選挙の重要な争点の１つ

として戦われました。民主党は、日米ＦＴＡ、自由貿易協定の交渉を促進するという公

約をしつつ、また、反面、日本農業を守るという主張もしています。農産物抜きの日米

自由貿易協定が可能であるかのような民主党の言い分は、日米自由貿易協定への強い日

本国民、日本の生産者、農民からの反発に対する苦し紛れの弁明ではないか、そのよう

に思われて仕方がありません。８月１２日、ＪＡ全中、全国農業協同組合中央会、農林
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水産関係団体は自由貿易協定断固阻止緊急国民集会を開き、３ ,０００名が参加しまし

た。食料と地域経済に壊滅的打撃を与えるとして、国民運動で日米自由貿易協定の動き

を阻止するとの大会宣言を採択しました。主催者の全中の茂木  守会長は、民主党の政

権公約が日米ＦＴＡ交渉の促進を修正したことに触れて、「日米ＦＴＡという言葉を残

している限り、重大な懸念は払拭できない。」と述べ、アメリカ側に利益がある農産物

の関税撤廃を求めることは確実であり、日米ＦＴＡ交渉自体を阻止する考えを表明して

いるところであります。 

  世界最大の農産物輸出国のアメリカは、日本にとっても最大の輸入国であります。２

００８年の日本農産物輸入額は５兆９ ,８２１億円に上り、その３２ .５％はアメリカで

あります。農産物の平均関税率は、日本１１ .７％に対しアメリカは５ .５％です。日本

で高関税が実施されているのは米の４９０％など一部の品目にすぎません。ですから、

日米ＦＴＡで米を含む農産物が標的にされることは明らかです。実際２００７年２月１

６日に発表された日米同盟に関する報告書、いわゆる第２次アーミテージ報告は、農業

は米を含む全分野が交渉対象となる、米日ＦＴＡの中心部分になり得るし、ならなけれ

ばならないと明言しています。農業を含むＦＴＡは日米財界の要求であります。日本経

団連は最大の貿易投資の相手国であるアメリカとのＦＴＡを求め続けています。日本経

団連アメリカ委員会と在日米国商工会議所は、２００９年７月２１日の共同声明で、実

質的にすべての貿易、すべてのサービス分野を含むとして、非関税措置の対象に農業も

含むと明言しているところであります。日米でＦＴＡを締結する場合、アメリカ側はは

っきりと次のように言っています。「製造業の分野ではアメリカはむしろ損失をこうむ

っている。だから、日本からメリットを得るには農産物自由化が入っていないと難しい。

重要品目として残っている米とか乳製品も含めるのが条件だ。」と明言しているところ

であります。民主党が農業を含めない交渉を進めることは本当にできるのでしょうか。

日米ＦＴＡで関税が撤廃された場合、日本の農業への大打撃は必至です。日米経済協議

会の委託研究、日米ＥＰＡ、効果と課題というところでは、２００８年７月によると、

国内の米の生産の８２％、穀類は４８％、肉類は１５％それぞれ減少すると、日本の米

の生産は１２％にまで落ちると、このような試算が出ています。  

  自民・公明政府が交渉してきたオーストラリアとのＥＰＡも国内の生産に打撃を与え

ます。農水省の試算、２００６年１２月によると、小麦生産の９９％、砂糖は１００％、

乳製品は４４％、牛肉は５６％それぞれ減少するとの見通しであります。８月１７日の

日本記者クラブでの党首討論では、民主党の鳩山代表に対し、農業、米抜きでの日米Ｆ

ＴＡはあり得ない、交渉に入っていくべきではないと共産党の志位委員長は求めたもの

であります。もし締結ともなれば、自民党ががたがたにしてきた日本農業にとどめの一

撃を加えることになると言われています。先ほどＦＴＡに対する認識を議員が伺ったわ

けですけど、もうちょっとわかるようにご答弁をよろしくお願いいたします。  

（笑い声あり）  
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○１１番（片岡守春君）    黄金色に広がる田畑は国の豊かさを象徴しています。多く

の国民が安心できる食料はもとより、豊かな環境や文化を世代を越えて受け継ぎたいと

願っています。日本農業は、市場原理むき出しのルールなき資本主義に踏みにじられて

きました。日本の食料自給率が先進国最低水準に低下したのは、工業製品の輸出拡大と

引きかえに農産物市場が次々に外国に開放され、輸入農産物が大量に流れ込んだためで

はないか。農業破壊の自民党農政のもと、農業は産業として成り立たない瀬戸際に追い

やられました。農業者は将来展望が持てず、高齢化や耕作放棄地の拡大、農村の疲弊が

進んでいます。消費者は食の安全に懸念を抱き、国産品を食べたいと思っているのに輸

入品に頼らざるを得ないのが実情ではないか、私はこういうようにまとめて、自給率の

向上ができない要因をまとめたわけですけれども、行政としてのこのことに対する考え

をお聞かせ願いたいと思います。  

  米価暴落について質問します。  

  南国市では、南国そだちやナツヒカリなどの品種の超早場米が収穫されてきました。

全国農業協同組合連合会高知県本部、ＪＡ全農こうちが収穫時の７月２１日、ＪＡ南国

市を通じ農家に提示した価格は、南国そだちが玄米６０キロ当たり１万１ ,８００円、

消費税込み、ナツヒカリが同１万１ ,６００円でした。この価格は、前年比から見て

２,５００円から２ ,１００円も下落、近年にない大暴落となった２００７産米価も下回

ります。早場米の収穫は、前年産米が品薄になり秋の新米が出回る前の端境期なので、

平均的相場より高目になるのが一般的であります。今年は異変が起きています。南国そ

だちを（７月）２３日に収穫した農家の方は、農協の提示した価格はスタートの（７

月）２１日に１万１,８００円が、２日たったら１万１ ,４００円に下がっている、こん

な低価格では米づくりをする気がなくなると嘆いています。高知県の稲作の生産費は、

農水省の計算方法でも６０キロ当たり１万７ ,０００円を超えています。こんな米価で

は生産費を大きく下回り大幅な赤字です。夫婦でやっているが、「専業農家が稲作を放

棄したら社会的責任を問われるのでやめられない。」と話しています。宮崎県の農協が

農家に示した新米の概算払い金は、前年比１２％減の６０キロ当たり１万２ ,４００円

でした。昨年の九州地方の平均生産費は１万８ ,０００円で、この間肥料代などが高く

なっていますから、農家は大赤字になることは明らかです。米をつくる人がいなくなる

との悲痛な声が上がるのは当然であります。米価下落の主な要因は、どういうところに

あるとお考えか、行政の認識をお伺いします。また、本市に与える下がったことに対す

る影響も、あわせてお願いします。  

  続いて、１９９３年１２月当時、日本新党、新生党、新党さきがけ、社会党、公明党

など８党会派連立の細川内閣は、関税貿易一般協定、ウルグアイ・ラウンド交渉の合意

を受託して米の輸入に道を開きました。このとき日本共産党は、日本の農業が壊滅的な

打撃を行く行く受けてくるということで、これには強く反対したものであります。１９

９４年１２月、当時の自民党、社会党、新党さきがけが連立した村山富一内閣のもとで、
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米を含む農産物の輸入を全面自由化する世界貿易機関、今で言うＷＴＯ農業協定が成立

しました。ＷＴＯ、世界貿易機関農業協定の受け入れ以後、政府は米改革などの名目で

米の自給と価格安定に対する責任を放棄してきました。輸入機会の提供にすぎないミニ

マムアクセス米の輸入が強行され、汚染米の流通と食用への横流し、大手量販店による

買いたたきなどが米価を低下させてきました。政府も、１９９０年から２００６年まで

に農業生産額が４兆円も減った主な原因が生産者価格の低下にあることを認めています。

米の場合は１兆２ ,２００億円もが価格下落によるとされているところであります。農

業経営を安定して持続できる条件を最重視して、価格保障と所得補償の拡充を基本に生

産コストを補償する必要があると私は強く思うわけであります。農産物価格を市場原理

に任せるのではなく、安心して励める農政への大転換が必要だと思われるが、見解を伺

うものであります。  

  以上で１回目を終わります。  

○議長（中澤愛水君）    市長、門 槇夫君。  

○市長（門 槇夫君）    片岡議員のご質問にお答えをしますが、細部にわたっては農

政課長のほうから答えていただけると思いますが、少しだけＦＴＡとＥＰＡの関係につ

きまして、若干この間の選挙戦の中で民主党のマニフェストあるいはまた主張されてき

たことに対して私自身疑義がございましたので、片岡さんの質問の答えの中で少し述べ

させていただきたいというふうに思います。  

  先ほど片岡さん、ＦＴＡとＥＰＡが、これが、協定が結ばれたならば日本の農業にど

のような影響を及ぼすかというふうな大変広い観点のご質問であったわけです。民主党

は、当初マニフェストでは、ＦＴＡにつきましては締結をするということを明確に言わ

れておりました。それが、農業者団体などの抗議によりまして交渉の促進をするという

ことの方向転換をしたわけです。その過程の中では、いわゆる小沢、もう幹事長になろ

うとしてますが、その方は戸別補償をするので何らＦＴＡの協定をしても農家に及ぼす

影響はないというふうに言ってきたというふうに漏れ聞いておりますが、しかしながら、

そんな状況ではなく、ＦＴＡの締結をしたならば、日本の農業に及ぼす影響というもの

は大変甚大であるというふうに思います。  

  日本農業新聞にも書かれておりますが、ＦＴＡというのは、実質上すべての貿易につ

いて原則１０年以内の関税の撤廃という条件で結ぶ２国間または複数国間の協定である

わけです。事実上すべての貿易とは、一般的に９０％以上の貿易で関税を撤廃をすると

いうことが解釈をされますので、これでアメリカとの締結をし、また締結をしなくても

促進をしていくということになれば、アメリカから関税の撤廃は、いわゆる要求として

出てくることは事実であろうというふうに思います。そうしたときにやはり打撃を受け

ることとして、農産物は軒並み重要品目が大きな打撃を受けるであろうと、また、アメ

リカは、先ほど言いましたように関税の撤廃は恐らく押しつけが来るであろう、そして、

その行く末には地域農業が壊滅をするであろうというふうな報道がなされております。
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「すべての関税を撤廃した場合は、日本が受ける打撃として、国内生産が４割強縮小す

る。」と書かれております。米や麦、砂糖、乳製品、牛肉など生産が大幅に縮小をされ、

生産額で３兆５ ,０００億円の減少が起きるであろう。また、同時に食料自給率が１

０％台に低下をするであろうということも言われております。現在カロリーベースで４

１％ですが、１２％台に低下をするであろうと。そして、国民の食料の大半が外国、海

外に依存をしなければならない状況になるであろう、また、地域経済、社会が崩壊をす

るであろうということで、約３７５万人分が就農機会を失うであろうというふうな、大

変大きな影響があるのではないかということが農業新聞でも解説をされております。  

  大変大きなこうした、いわゆるマニフェストの中でこれを進めていくということが言

われてきたわけでございますが、ほかにも大変私自身懸念をしておりますし、矛盾があ

ります。先ほど言いましたように、今回マニフェストの中では戸別補償をするというこ

とですが、戸別補償をしても、いわゆる農家が本当に、農家が守られるであろうかとい

う疑問があります。  

  今、中山間地域等直接支払制度という制度がようやく定着をしつつありますが、これ

ももうすぐ期限が切れるわけです。これは何とか継続をしていただきたいというので市

長会あたりでもどんどん要望を出しておりますが、せんだっての農業新聞にも、中山間

地域等直接支払制度が大幅に緩和される方向で政府が検討をしておると。高齢者集落に

ついては上乗せをするということ、また飛び地なんかにつきましても、また小規模なと

ころにつきましても要件緩和をしていくという、これは高知県知事が発信をしたそうで

す。農水省へお話をして、これを早速農水省のほうが検討していこうということで、中

山間地の多い高知県では大変これはありがたい制度でして、定着をしていかなければな

らない。戸別補償については、いろいろ問題ありますが、やはり私は、こうした地域、

環境を守るためにも中山間地域等直接支払制度のやはり定着が望ましいのではないかと

いうふうに思います。  

  余計なことですが、きょうの新聞でございました。鳩山代表は地球温暖化に関するシ

ンポジウムで温室ガスの２５％削減の明言をしたということであるようです。このこと

につきましてもマニフェストと大変整合性がないというふうに思います。温室ガス２

５％、これは９０年度比ですが、今までの政府は８％減が目標であったわけですので大

変大量な削減になるわけですが、日本として、きょうのニュースでも言ってましたが、

リーダーシップをとるということは大変すばらしいことでありますが、しかし、マニフ

ェストには暫定税率の廃止と高速道路の無料化という、いわゆる地球温暖化ガスの発生

をさすことを一つのマニフェスト、約束として取り入れているわけですので、この辺の

矛盾が非常におかしいということで、余計なことかもしれませんけど日本の将来の、や

はり国のあり方、形、中山間地の多いこの日本をどうしていくのかというふうな思いと

いうものが私には伝わってこなかったが、しかし、国民の皆さん方はそれを評価して政

権が誕生したということでございますので、あえて言いませんけれどもこういう心配が
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あるということを伝えさせていただきます。  

  以上です。  

○議長（中澤愛水君）    農政課長、宮地和彦君。  

○農政課長兼農業委員会事務局長（宮地和彦君）    片岡議員のご質問にお答えをしま

す。 

  わかる説明ということにしてほしいということですが、その前に、市長が政治的な視

点、また香美市の市長としてのお答えを先にしてくださったということで、若干自分の

つくったお答え、考えと重複する部分もあるし、また、ちょっと外れた部分もあるかも

しれません。ここについては、また自分の勉強不足の中ということでご理解をいただき

たいと思います。  

  まず、１点目のＥＰＡ、ＦＴＡの締結、民主党の政治公約の部分でございますが、確

かに修正前の７月の民主党の発表、そして８月になっての修正後の発表、ここの部分に

ついては、食の安全とか、それから安定供給、その部分には食料自給率の向上とか国内

農業、農村、その部分にはもう影響をかけるようなことはしないよと、損なわないよと

いう声明を出しました。その部分については、一定そういう農業者、事実地方の農業か

らの声が上がったことは確かでございますので、民主党もそれを守るべき、やはり進め

方をしていっていただくよう自分たちは思っております。さきのお答えに重複はします

が、まずこの件については、お答えしたように関税撤廃自体が利益とか経済主導型ばか

りであってはならない、そのことは農業、日本の食生活、そして農業を守る視点は、農

業育成の支援が先行及び並行して進められていかなければならない、そのように考えて

おります。ＦＴＡだけで貿易拡大があるわけではなくて、協定国以外の貿易の減少もそ

れに伴う仕組みが生まれてきます。そして一番に、日本は、食料輸入国の状況では、食

料自給の向上は自国で賄う貿易ルールでの議論であります。まさに農業交渉と同じよう

な形と思います。  

  それから、その中で日本とオーストラリア、この経済連携協定につきましては現在交

渉中であります。２００８年の両国の農林産貿易のバランスについては大幅な輸入超過

であります。オーストラリアからの輸入金額の１３ .２％が農林水産物で、その大半が

牛肉、乳製品、小麦、砂糖などの重要品目であります。これが進められると、その産地、

畜産農家等がやはり大きな影響があろうと考えております。  

  それから、２点目の食料自給率が向上しない要因についての見解ですが、国内での食

料自給率向上は、今国民総意の行動推進であると。昨年の答弁でもお答えしたように、

食育や農業が大きな役割を持っています。国際価格の高騰、またチーズ、大豆の輸入量

が減少し、外的要因から２年連続１ポイント上昇し、市長が言われたようにカロリーベ

ースで４１％の農林水産省の発表がありました。しかしながら、食料の６割を輸入する

供給体制も、生産量の低下による農業の現状や食生活の変化から輸入量が増大してきた

と考えます。生産の重要性や食料自給率の向上は、やはり国の基本法に基づく効果的、
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効率的でわかりやすい政策体系の構築が最重要であると思っております。個別の施策を

言うと切りがありませんが、１つには、何点かの視点を持ってこれから進めていかなけ

ればならないと思っております。  

  ３点目の協定（ＦＴＡ）が締結されて本市の農業に与える影響ですが、日米による２

カ国間での関税撤廃は、取り決め内容による具体的な農産物は、まだ現在は不透明です。

影響が大きいということはもう間違いないと思ってます。日本と農業事情がちょうど類

似する韓国では２００７年に合意に至っていますが、このときの農業生産の影響は大変

深刻なものになるとの試算がされています。本市はもとより、日本国内の農業全体に影

響すると想定をしております。関税撤廃が農産物の価格下落に直接結びつくと、農業所

得の減、また継続した農業経営が困難となり、農家のさらなる減少や耕作放棄地の増大、

地域の活力低下など、あらゆる衰退が懸念をされます。影響とお聞きされましたので、

このことはやっぱり保障とか補てんとかいうことが並行しなければ、もう明らかにその

ようになるように感じております。  

  それから、その次にご質問いただいた米の暴落についてでございますが、下落の主な

要因ということと、それから本市に与える影響ということでお聞きをされました。米価

の下落は、需要を上回る供給量であることが主な要因と考えております。２００８年産

の米の在庫過多、そして景気低迷で量販店の低価格指向等があり、早期米を取り巻く販

売環境は現在も大変厳しい状況であると認識しております。香美市での影響も、収入の

減少で農家経済を直撃し、特に専作農家は所得減少で生産意欲の減退となる。本市の園

芸野菜主体の農家においても農地の活用には稲作が主流であり、同様と考えます。早生

の生産者価格もちょうど土佐香美でいうと、コシヒカリ。まあ例に出しますと、コシヒ

カリの二等米で昨年より、片岡議員は６０キロぐらいで、自分は３０キロでちょっと計

算をしましたが、３０キロ当たり１ ,１５０円の安値でスタートをしています。特に２

００９年産は肥料の値上がりとか、いろんな課題がありましたので、二重の苦と打撃と

いうことと考えております。  

  ２点目の価格保障、そしてまた所得補償、「保障」「補償」の字が違いますが、言葉

の中ではちょっと説明できませんが、この部分については、輸入、そして輸出、世界の

事情、また経済の動向に左右されず農業の経営が安定する対策が重要と考えております。

そのためには農業の再生産が可能な所得の確保も必要と思います。現行の交付金制度、

また制度の中にも価格保障も所得補償も関連したものもありますが、補てんであり、経

営安定までの効果は出ておりません。今後の動向でございますが、やはり世界のグロー

バル化が進む中で、貿易協定などの外因により農業そのものを取り巻く環境は厳しくな

ってきております。農業、農村が果たす役割が国土保全などの大きな機能であることか

ら、持続可能な効果のある制度が必要と考えます。  

  見解をということですので、私の意見で、まだまだ勉強不足でございますが、市長の

言われたことが今の実情の中で政治的な動きやと思いますので、またご理解をいただき
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たいと思います。  

○議長（中澤愛水君）    １１番、片岡守春君。  

○１１番（片岡守春君）    １１番、片岡です。２回目の質問をさせてもらいます。  

  市長さんには、予想してないご答弁ありがとうございました。  

（笑い声あり）  

○１１番（片岡守春君）    大変民主党は、政権をとったといいながらも矛盾した内容

を持ってることは、もう本当に国民も期待と不安を持ってるということの一言で私もあ

らわしましたけれども、内容的にはそういうことじゃと思います。  

  まず、ＦＴＡの問題でございますけど、民主党は日本農林漁業、農山村を犠牲にする

協定締結はあり得ないとする緊急声明を出して、広がる疑惑、疑問、非難の声への対応

に追われているということは、私も先ほども申し上げ、また市長さんの答弁の中にもそ

のような方向づけが出たわけですけれども、これらの一体、民主党は今までほいたら黙

っちょって、選挙になってこういうことを言うてきたのかというたらそうじゃないんで

す。もう一貫した姿勢として民主党は持ってるんです、この貿易の自由化、農産物の自

由化ということを。ちょっと新聞記事を引用してみますけど、貿易自由化は今度のマニ

フェストに突然出てきたものではなく、民主党の一貫した路線です。２００６年、既に

小沢一郎代表、当時のもとでまとめられた政権政策の基本方針では、「真の日米同盟の

確立を促進するために米国と自由貿易協定、ＦＴＡを早期に締結し、あらゆる分野で自

由化を促進する。」と明記。２００７年の参議院マニフェストでは、「農産物の国内生

産の維持、拡大と、世界貿易機関ＷＴＯにおける貿易自由化協議及び各国との自由貿易

協定、ＦＴＡ締結の促進を両立させます。」としています。２００８年版の政策集でも

同じ文言を掲げています。今回の総選挙、マニフェスト発表の直前にまとめた２００９

年版政策集でも、「米国との間で自由貿易協定、ＦＴＡを推進し、貿易、投資の自由化

を進めます。」としていました。ここで「推進」とされていたのが、マニフェストでは

一気に「締結」という表現に変えられたため反響が大きくなったわけですが、流れの中

で見れば同党の基本的立場を示したものです。自由貿易協定の早期締結を求めているの

はだれかというと、アメリカの巨大農業資本と日本の大企業です。アメリカは日本の農

産物市場の開放を求め、日本の企業は農産物市場の明け渡しと引きかえに工業製品の輸

出における関税引き下げのメリットを甘受したいというわけでありますということです。  

 民主党のこの姿勢に対して、この選挙戦では、自民党は大きく批判する立場をとった

んです。どんなことを言ったかというたら、アメリカとのＦＴＡの協定を結んだ場合は、

日本の農業を売り渡すに等しいとして民主党攻撃を強めていったわけですけど、しかし、

じゃあ自民党はどうかということは、もう一回野党に下がったとはいいながら、日本の

政治の流れはやはり自民党の路線で今は進んでるんです。オーストラリアとの交渉につ

いては、ぶざまなやめ方をしました安倍内閣のときにこの交渉が始まったわけなんです。

自民党は、この問題で日本農業を売り渡すに等しいなどとして民主党攻撃を進めていま
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す。しかし、自民党にそんなことを言う資格はありません。アメリカ、大企業の言いな

りで食料自給率４０％という深刻な状況に日本の農業を突き落としてきた最大の責任は

自民党農政にあります。広範な農業従事者の批判を無視して、農産物の関税が焦点であ

るオーストラリアとのＥＰＡ、経済連携協定交渉を推し進めているのは自民党、自・公

の政権であったわけなんです。だから、今識者の言うことを聞きますと、まずオースト

ラリアとの協定を結ぶことを進めるであろうと。ほんで、アメリカとの協定を並行して

進めることは非常に難しいということで、自民党が進めてきたオーストラリアとの交渉

をどういうように民主党がかじを切っていくのかということは非常に注目するに値する

と思います。  

  それと、もう１つは、民主党もやっぱり貿易協定、資本家の、大資本の言うことを聞

いてやるという政党なんです。民主党もこういうふうに自由貿易をやろうとしちゅう人

たちが衆議院でも参議院でも絶対多数を持ってるんです、これね。衆議院では３０８と

いうことで、そら民主党が最大です。けんど、参議院でも民主党と自民党が手を組んだ

ら何でもできるという国の姿が今出てきちゅうので、これは大変危険な要素を持ってる

と思います。私たちは、このことについては非常に国民的な警戒をしていかないかんと

思います。  

  くどいようですけれども、どうしてもこのアメリカ言いなりの協定になる可能性が多

分にあるということで私は思いますが、この点はもう１回簡単に、そこのあたりの見解

を求めます。  

  それから、米価暴落の問題ですけど、課長さんは米余っちゅうということを言いまし

たけど…。  

○農政課長兼農業委員会事務局長（宮地和彦君）    （聴取不能） 

○１１番（片岡守春君）    そら言うてない、そうかね。  

（笑い声あり）  

○１１番（片岡守春君）    暴落を防ぐ、僕は、緊急の措置としては、大体４つの点が

大事だと思うてます。  

  まず第１は、政府が買い入れている１００万トンの米、これ備蓄米ですけど、これを

政府は、米が値上がりしようとしたときにはそれを市場に流すということをしてるんで

す。どうしても米の値上がりがストップするということで、暴落を防ぐ緊急の措置とし

ては、政府米の販売を中止して、政府が適正水準とする１００万トンを下回っている、

備蓄米１０万トン余を買い入れて自給改善に取り組むべきであるということ。１点目は、

政府の米は勝手に売るなと。これ備蓄米やから、いや、どうしても水害とか災害とかあ

ったときに、必要なときだけに出すのだということで、備蓄米いうものは市場に流さず

に、１年したら棚卸方式をとって、これは食糧に一切回さないと、飼料やお米の粉とか

そういうところに回すという方針をとれば、こういうのは絶対値段が下がることに影響

しないということ。  
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  それから、やはり１００万トンの備蓄米を完全に確保するということ。これは、買い

入れは政府みずからが立てた計画の実行ですから、すぐにでも実行可能な点ではないか

というふうに私は思います。  

  それから、もう１つは、大手量販店の安売り競争に対してやっぱり規制を加えていく

必要があるんではないかと。大手スーパーの安売り競争で１０キロ当たり２ ,９８０円

で売られていますが、これを玄米１俵、６０キロ当たりに換算すれば、生産者の手取り

はわずか９ ,４００円にしかなりませんと。大手スーパーの安売りに対する規制がどう

しても必要じゃないかという農民の声があるわけです。  

  それから、もう１つは、７７万トンにも上る外米の輸入、これが物すごいやっぱり米

の値段に影響してくると。それは皆さんもご承知のとおり、やっぱり食用として横流し

があり、もうカビの生えたものがどんどん、まあ言うたらお酒の中へ入っていくという

ような形で、全く日本が必要としない米が７７万トン毎年入荷されてるということを抜

きにしてお米の値段が上がらないということは考えられないと。この問題にやっぱり決

着つけてくれというのが生産者の大きな声になりつつあるわけなんです。７７万トンと

いうたらどれほどの面積の米かというたら、四国４県と中国地方の全部の県から生産さ

れるお米の量に匹敵するということを言われてるんです。たいてここらでも米がどっさ

りとれゆうようなけど、７７万トンのうちでは１０分の１にも高知県の米は当たらない

わけなんで、せいぜい６万トンぐらいでしょ。だから、こういう大量の米が何も必要の

ない、減反をしながら、日本の農民には米をつくらんとってくれと言いながら僕らの税

金でこの米は買われてるという、ここの本質をやはり明確にして取り上げていくという

ことが僕は非常に大事やないかと思います。そのことについての見解をお願いします。  

  それから、所得補償の問題について。  

  今回の選挙ではいろいろ農業問題について各党が政策を出しました。しかし、一番明

確なのは、やはり価格保障と所得補償とを明確にしたのは共産党だけだったんです。例

えば、お米の問題について発表しますけれども、日本共産党は、当面の目標として食料

自給率５０％台の回復を目指し、その達成のために農業再生プランを発表しています。

農業経営を安定して持続できる条件を最重視して、価格保障と所得補償の充実を基本に

生産コストを保障します。  

  米についていえば、不足払い制度によって１俵６０キロ、１万７ ,０００円の生産者

価格を保障し、さらに国土や環境を保全する水田の役割を評価して、１０アール当たり

１万円、米１俵に換算して１ ,０００円前後の支払い、所得補償として実施させ、あわ

せて１俵１万８ ,０００円を確保する。財政面からも４ ,５００億円あれば、この１万

８,０００円の値段で農民から買い取ることができると。４ ,５００億円といえば、日本

の軍事費の１０％をそちらに回せば可能であるということからいっても、価格保障、所

得補償を実施して増産を促すこと以外には若者の定着もない。若者は米や農産物の生産

によってやはり結婚し、家庭を守って子やらいをしていけるという、そういう環境をつ
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くるには、それ相当の国としての保護政策をとらなかったらもう百姓やっていけんとい

うような実情を、もう皆さん方も疑いのない姿として日本の農業が理解できると思いま

す。この点についての見解を求めるものです。よろしくお願いします。  

○議長（中澤愛水君）    市長、門 槇夫君。  

○市長（門 槇夫君）    片岡議員の主張と若干食い違うくもあります。根底にイデオ

ロギーの違いがあるかもしれませんが。 

（笑い声あり）  

○市長（門 槇夫君）    財界あるいは大企業との考え方の違いもございますが、しか

しながら、日本の農業を守ろうという観点では共有をしてる、共通をしてるというふう

に思っております。そういう意味で、大変このＦＴＡの問題あるいはＥＰＡの問題、こ

うした問題がこれから先の日本の農業の大きな岐路といいましょうか、そうしたものに

なっていくであろうというふうに考えてます。  

  ＥＰＡにつきましては、平成１９年、第１回の交渉から第９回、この７月２７日まで

９回行われてきておりまして、オーストラリアのほうで協議がなされてきております。

第１０回は東京で１１月後半に行われるということらしいですので、政府・民主党がど

ういうふうな方向性を進めていくのか、お手並みを拝見をしなければならないというふ

うに思っております。  

  先ほど来からお米の問題など、基本的な日本の農業についてお話がございました。日

本の農業は、家族農業といいましょうか、家族農家といいましょうか、そうしたものが

やはり主体であります。こうしたいわゆる面積の小規模な農家が主体でありますので、

同時に、日本の国の自然、環境を守る上でのそうした視点に立って農家を守っていく、

農業を守っていくという国策を持っていかない限り、日本農業は世界のいわゆる競争に

は負けていくであろう、そういう独自性をやはり持つべきだと。日本のやはり国のあり

方からして、特別な農業政策というものをここでしいていかなければ国際競争力では立

ち行かないというのが現実であるというふうに思います。どういいましょう、取りとめ

ない答弁になりましたが、基本的には私はそう考えておりますし、これからもそうある

べきだというふうに思っております。  

  以上です。  

○議長（中澤愛水君）    農政課長、宮地和彦君。  

○農政課長兼農業委員会事務局長（宮地和彦君）    片岡議員の再度のご質問にお答え

をします。  

  市長が言うとおりでございます。  

（笑い声あり）  

○農政課長兼農業委員会事務局長（宮地和彦君）    私の言葉が、これ以上のコメント

を言うと、またちょっと解釈を誤解をされてはいけませんので。  

  米の関係については、在庫を市場へ出す国の考え方、そしてミニマムアクセス米の取
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り扱い、今までもその量の加減についてはいろんな政策の中で議論をされて、国会でも

取り上げてきました。やはり、海外とのつき合いが本当に貿易ルールで守られてるもの

か、農業政策で守られてるものか、その違いはいろいろあります。しかしながら、農業

の部門はやはり持続、継続をする農業振興でなくてはなりません。その中で、やはり法

律、基本法、それに基づく視点は外さないような政策をこれからも国には期待をしてお

ります。また、地方からその発信はしなければならないと思っております。  

  所得の補償につきましては、見解をさきに言わせてもらいましたが、生産者、そして

農地、家畜、そういうような手法については明確にお答えはできませんが、補償の組み

合わせをしたようなこの制度の必要性は自分も感じております。  

○議長（中澤愛水君）    １１番、片岡守春君。  

○１１番（片岡守春君）    １１番、片岡です。３回目の質問をさせてもらいます。ご

答弁ありがとうございました。  

  国連人権理事会「食糧に対する権利」特別報告者のドシュッテル氏は、今年３月、各

国の農業、食料政策は飢餓からの解放と安全な食を求める権利を実現するために決めら

れるべきだということを１点目に言うちゅんです。２点目にどういうことを言ってるか、

ＷＴＯや地域貿易協定、ＦＴＡ、ＥＰＡは、これを妨害する政策を強要してはならない

と勧告をしております。日本という国の世界の飢餓に対する姿勢というものは全く恥ず

かしい姿勢ではないでしょうか。先ほども言いました７７万トンの米は、日本には絶対

必要のない米なんです。世界は米を欲しがって１０億人以上の方々が飢餓で苦しんでる。

こういう人たちが米を欲しがってるけど、米がないということと、余ってるのに米を買

ってるという姿勢は全く相反してる姿勢だと私は思うんです。このことでも国連ははっ

きり、僕が今言ったように、１点目で各国の農業、食料政策は飢餓からの解放と安全を

守らないかんということをうたってる国連の精神からしても、日本はやっぱり批判に値

する、批判されるべき国の施策ではないかというように思うわけです。  

  私は、その点からも、いよいよ日本がこれから先世界の中で通用する農業政策、そう

いうものを守っていくためには、やはり食糧主権、これは前にも市長さんとも話したこ

とあるんですけど、一般質問でやらせてもろうたんですけど、日本の現状からしても世

界の現状からしても、ＷＴＯ農業協定によって日本の農業は衰退の一途をたどっている

のが現実なんです。世界の農業、食糧事情と相入れないことが明らかになってきたんで

す。だからＷＴＯの交渉はなかなかうまくいかなくなった。これは途上国とか先進国だ

けでなく、今南アメリカなんかでどんどんとやっぱり食糧主権を掲げた政府ができてる

ので、なかなかＷＴＯがうまいこといかんから、いうたら２国間協定を結ぼうとしちゅ

うわけよ。だから、そういうことからいっても、ＷＴＯ体制いうもの、そのものがやっ

ぱり相入れないことが明らかになった今日、各国の食糧主権を尊重する方向でＷＴＯ農

業協定を根本から見直すよう求めていくべきときと思うが、市長さんはいろいろ東京へ

の会合、市長会を初め、議長さんは議長会、いろいろあるんですけども、この視点を日
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本の将来のためにやっぱり持ち合わせていくということでは声を上げていく必要がある

のではないか、これがやっぱり進んでいく方向づけになっていくと私は確信しています、

もう世界の流れとしてね。それには、遅くてもえいんやないかいうんじゃなく、早くそ

の方向が達成されるよう努力を今後してもらいたいし、それにはやっぱり行政の長とし

ても担当課としても声を上げていくことをお願いをしてすべての質問を終わります。あ

りがとうございました。 

○議長（中澤愛水君）    市長、門 槇夫君。  

○市長（門 槇夫君）    片岡議員の３回目の質問にお答えをさせていただきます。  

  ＷＴＯの見直し、あるいはまた国連との関連、食糧主権の問題、そうしたもののこと

をご提議をいただきました。大変重たい、また大変大きな課題でもございます。一香美

市の市長がなかなか取りつくところまでいかないかもしれませんが、そうした主張があ

るということは十分私自身も心に入れさせていただきまして、また、たびたびいろいろ

な会でそうした勉強もしてまいりたいというふうに思っておりますので、今後とものご

指導をよろしくお願いいたします。  

○議長（中澤愛水君）    片岡守春君の質問が終わりました。  

  お諮りをします。本日の会議はこの程度にとどめ延会したいと思いますが、これにご

異議ありませんか。  

「異議なし」という声あり  

○議長（中澤愛水君）    異議なしと認めます。よって、本日の会議は延会することに

決定しました。  

  本日の会議はこれで延会をします。  

  次の会議は９月９日午前９時から開会をします。  

  どうもお疲れでございました。  

（午後 ３時２７分 延会）  
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議事の経過  

（午前 ９時００分）  

○議長（中澤愛水君）    おはようございます。ただいまの出席議員は２２人です。定

足数に達していますので、これから本日の会議を開きます。  

  議事日程に入る前に報告をします。１２番、久保信 君は自宅療養のため欠席、１９

番、前田泰祐君は入院のため欠席、２１番、西山  武君は所用のため欠席という連絡が

ありました。  

  議事日程は手元にお配りをしたとおりです。  

  日程第１、一般質問を行います。通告順に従いまして順次質問を許します。  

  １番、山岡義一君。 

○１番（山岡義一君）    １番、山岡でございます。おはようございます。  

  第４５回衆議院選挙についてでございますが、衆議院選挙につきましてはだんだんの

方から質問がありましたが、私は今回の衆議院の選挙の結果、香美市への影響について

まずお尋ねをしたいというふうに思います。  

  第４５回衆議院選挙の民意は、民主党に３０８議席を与え政権交代を選びました。報

道によりますと、小選挙区を自民党候補が独占したのは、本県以外にも福井、鳥取、島

根の３県でございます。この３県では民主党候補が比例復活をし、衆議院議員４８０人

の中で与党議員がいなくなるのは本県だけとなりました。民主政権下の衆院には本県の

与党議員の姿はなくなりましたが、国への陳情や要望のパイプ役が減り国政の情報の入

手量が減ると考えられますが、これの及ぼす影響についてどのように見られるか、また、

今回の衆議院選挙においては香美市行政へのプラス、マイナス面をどのように考えるの

か、市長の見解をお伺いします。 

  続きまして、薬物乱用防止でございますが、角界での大麻問題や芸能界での合成麻薬

による麻薬取締法違反、室戸市椎名漁港での覚せい剤密輸取り締まり違反等の事件が多

発しております。今や芸能界やスポーツ界のみならず、油断をすればだれでもその誘惑

に陥る危険性があります。麻薬、覚せい剤の撲滅に向かっての取り組みを社会全体で進

めなくてはならないと思うのでございますが、その取り組みについてお尋ねをいたしま

す。 

  ３番目に、人権教育、人権啓発の推進に係る行動計画の策定でございますが、これは

予算のときから本年度へ繰り越しての策定であったと思いますが、現在までの進捗状況

についてお尋ねをします。  

  以上でございます。 

○議長（中澤愛水君）    市長、門 槇夫君。  

○市長（門 槇夫君）   おはようございます。山岡義一議員の衆議院選挙について、

香美市に及ぼす影響はと、またプラスかマイナスかということでございますが、先ほど

ご質問にもございましたように、今回の選挙結果は全国の結果とは違う形といいましょ
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うか、本県は３議席とも自民党現職が勝利したわけです。また、こうした現象がなぜ起

きたのかということ自体、私にもよくわかりませんけれども、しかし、そこにあるもの、

要因が何があるのか、またどこに、どういうところにあるのかということを十分考える

必要もあろうかと思いますが、与党議員のいない県は高知県だけということでございま

す。与党議員がいない状態の影響がどれくらいあるのかということは体験したことがご

ざいませんのでわかりませんが、少なくともプラスにはならないというふうにも思いま

す。これから先、やはりこうした事態を受けて、当選をされた議員には地元に張りつき、

そして同時にこの選挙期間中に訴えてきたことをきちっと実行できるように手腕を発揮

していただきたいというふうに思っております。  

  この選挙期間中、香美市に候補者が来られた中で、私はもうずばり言いますが現職を

応援をしてきました。そして、香美市へ選挙カーが来たときにも車に乗せていただきま

して、香美市を全地区回ってきました。その中で現職が訴えてきたことは中山間地域の

振興であるとか、あるいはまた疲弊してきた高知県を立て直すためにはまだどうしても

公共事業が必要である。当然道にしろ基盤整備にしろ、まだまだ高知県はそうした公共

事業を通じて地域の活性化を図っていくということが必要だということも訴えてこられ

ました。ほかの方の候補者がどういうふうな訴え方をしたかは私は存じませんが、しか

し、恐らくこうした地域ですので、中山間地域の振興であるとかあるいは林業の振興で

あるとか、基盤整備であるとか、そうしたことを訴えてきたと思います。あんまりそう

変わらんのではないかと思いますが、そうした中で現職が当選をしたということの、そ

こに先ほど言いましたようにあるというものは県民性であるのか、どういうものである

のかということは、十分私は分析はしておりません。しかしながら、野党に自民党、戦

後６０年余り、ほとんど中心的な政権を担ってきたわけですので、野党になったのは初

めでございますので、きのうあたりのニュースなんかも見てますと本当に自民党、てい

たらくに成り下がったと言えれるような状況にあるというふうに私自身見ました。本当

に野党のいわゆる悲哀を感じながら今それぞれ議員が国会に集まってるんだなというこ

とを感じてますが、しかしながら、私はこうした政権選択といいましょうか、政権の交

代というものも、やはりこれは一つの現象だけではなく、それぞれの各政党が今後成長

し、また国民の目線、視線に立ってやっていく上の一つの私は大きな勉強材料といいま

しょうか、そうしたことになるのではないかと思います。今日まで政権を担ってきた実

力のあるやはり自民党でありますので、ここでひとつ野に下って地域の現実、日本の国

のあり方、そうしたものを見詰め直し、また切磋琢磨しながら互いに競い合っていくと

いうことが今後大事ではないかという意味では、一つの大きな試練であると同時に今後

どう立ち直っていくかということが注目の的であろうというふうに思っております。評

論家じみたことを言いましたが、私自身はそのようなことを考えながら、少しでも、応

援をしてきた方が（選挙に）通りましたので、この方を通じながら香美市に少しでもプ

ラスになるようにやっていくのが私の今の立場ではないかなというふうに思っておりま
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す。 

  以上です。  

○議長（中澤愛水君）    健康づくり推進課長、片岡芳恵君。  

○健康づくり推進課長（片岡芳恵君）    おはようございます。山岡義一議員さんの薬

物乱用防止についてお答えをいたします。  

  高知県中央東福祉保健所管内には、中央東薬物乱用防止推進協議会があり、市長が理

事となっております。主な活動は、薬物乱用防止、啓発活動です。昨年度は、当市にお

きまして６・２６ヤング街頭キャンペーンを実施しました。香北中学校の生徒さんを初

め、約３００名の方の参加がありました。今年度におきましても、６月２７日に香南市

で同様の啓発活動を実施しています。当市からも民生・児童委員さん、保護司さん、社

会福祉協議会、健康づくり推進課の職員等多数参加をし、啓発活動を実施いたしました。

また、香美市内の小・中学校におきまして、今年度薬物乱用防止教室を会員さん、香美

市警察署などの協力で実施しております。児童・生徒に、薬物乱用は心身に大変な支障

を来すことなどについて啓発活動を実施しております。６月２９日から２月までの日程

で、７校が実施したり実施予定となっております。学校名は、香長小学校、山田小学校、

佐岡小学校、舟入小学校、大宮小学校、中学校では、繁藤中学校、香北中学校で、対象

者は約２０６名ほどという報告を受けております。成人について、集会等に参加し、啓

発ビデオにより薬物依存の恐ろしさなどを啓発しておる、そういう活動を実施しており

ます。 

  以上です。  

○議長（中澤愛水君）    ふれあい交流センター所長、田中育夫君。  

○ふれあい交流センター所長（田中育夫君）    おはようございます。山岡議員の人権

教育及び啓発の推進に関する香美市行動計画策定の進捗状況についてお答えいたします。  

  昨年度より取り組んでおります本行動計画は、意識調査の分析や計画内容の検討等、

本年度へ繰り越しての策定となり、作業を進めている次第であります。作業部会、策定

委員会での協議を行い、修正等詰めの段階であります。次回の策定委員会で素案の内容

を最終調整しての策定作業をしております。その予定で作業を進めておりまして、１０

月には策定委員会を実施して、策定に努めたく存じます。  

  以上です。  

○議長（中澤愛水君）    １番、山岡義一君。  

○１番（山岡義一君）    さきの衆議院選挙については、市長は現職の応援をしたとい

うことでございますが、この現職は中山間地域の問題、公共事業の問題、林業の活性化

と基盤整備の問題について話してきたということでございますが、なお、やはり今まで

は現職の議員の香美市への応援が非常に高かったと思います。それで、国政の情勢につ

いても絶えず情報を何とぞ、教えていただいたというような実状であるわけですので、

今後も、与党議員ではなくなったけれども、香美市に対する応援を市長、市民ともども
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に期待をするわけでございますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。  

  薬物乱用防止の問題にかかりますが、高知中央東福祉保健所管内の薬物乱用防止推進

協議会へ市長が理事長として参加をし、撲滅運動の啓発活動に取り組んでおるというこ

とでございますが、この撲滅運動には社会全体を巻き込んだ運動が非常に大事だと思い

ます。香美市の小・中学校での啓発の事業を行うということでございますが、今後もど

うかますます、まして今や盛んに事件が多発しておりますので、この協議会を中心にし

て啓発活動、市民への掘り下げをもっともっとやっていっていただきたいというふうに

思います。これは答弁は要りません。  

  人権教育の意識調査の分析によりまして、意識調査の分析等、行動計画については詰

めの段階でやっておるということでございます。１０月には策定委員会を実施をしてす

るということでございますが、どうかよい行動計画ができますように期待を申し上げる

ところでございます。全般に答弁は要りません。  

  これで一般質問を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。  

○議長（中澤愛水君）    山岡さんすべて終わりますか。全部終わり、はい。  

  山岡義一君の質問が終わりました。  

  次に、１３番、竹平豊久君。  

○１３番（竹平豊久君）    おはようございます。１３番、竹平でございます。議長か

ら発言の許可をいただきましたので、質問通告に従いまして質問をさせていただきます。  

  今回の私の質問は、下水道事業の使用料についてということでございます。この下水

道事業関係につきましては、さきの３月議会でも、主に財務会計の面から今後の事業の

あり方や方策についてお聞きし、その基本姿勢が示されましたが、今回はこの事業の枠

組みの中にある受益者の直接負担分である使用料改定方針に係る関係事項として６点ほ

どポイントをお示ししてお聞きしますので、よろしくお願いをいたします。  

  まず、１点目の料金改定の算出基礎についてですが、これは過日の新聞報道や行政報

告などで下水道使用料の改定が示されたことが公表されましたが、それによりますと、

香美市公共下水道審議会より下水道使用料について答申が出され、明年４月より平均１

０％値上げの料金改定の方針を固めたとあり、この値上げにより一般会計からの繰入金

は２０１０年度から向こう３年間で約４ ,０００万円削減できる見込みとしております。

こうした中で、下水道事業の継続性からいえば、使用料の改定に際しては、それに係る

算定基礎基準を決める必要性が求められます。つまり、単に平均１０％値上げによって

繰入金が削減できるだけでは、使用者や市民に対して十分な説明とは言えません。すな

わち財務的に一般会計から繰入金が減ることは、一見事業の健全化が進んでいくと考え

がちですが、内実、料金の値上げによって会計を保っているということでは受益者の負

担が増すだけで、何ら経営改善にはつながらないばかりか、今後の事業そのものに影響

を与えかねません。  

  下水道事業は、その特性から公費と私費の二面性があるわけですから、一概には言え
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ませんが少なくとも公費の部分と私費の部分と仕分けをして、算定となる明確な基礎基

準数値を示し、その上に立って使用料を含む事業全体の会計を議論をしないと、繰入金

総額を圧縮すること自体は必要なものの、そこに至る算定基礎基準を明確にすべきであ

る。失礼な言い方になるかもわかりませんが、いわゆるどんぶり勘定的な措置では先々

使用者や市民の理解は得にくくなるのではないかと思うところです。特に、施設の建設

や維持は将来にわたって財政に影響を与えることも考慮しながら、業務努力、言いかえ

ますと経費面において事業計画の徹底した検討や検証を行い、そして無駄、無理のない

下水道事業を構築していくという姿勢が求められます。そうした中での今回打ち出され

た平均１０％アップの料金の改定に係る算定基礎基準の内容を具体的にお示しください。  

  次に、２点目といたしまして、経営健全化計画との整合性についてですが、これ１点

目と関連をしますが、料金改定に当たっては、平成１９年度から平成２３年度の５カ年

計画として、既に策定をして進行中である公営企業経営健全化計画との整合性も求めら

れます。つまり、この公営企業経営健全化計画の中には、今まで以上に経営的視点に立

って事業の効率化を図り、経営改善に取り組む必要性をうたい、維持管理費の削減、資

本費の抑制、すなわち効率的な下水道事業に取り組むことを盛り込んでおりますから、

その収支計画と今回打ち出された料金改定による収支見込み額は健全化計画をベースに

したとき合致しなければなりませんが、その中で特にお聞きするのは、料金改定による

下水道使用料のみの収入額と健全化計画の中での使用料収入額の数字を、これを対比し

たときの数値内容はどのようになっているのか、お聞きをいたします。  

  次に、３点目といたしまして、下水道事業の収支状況についてですが、使用者負担で

ある汚水処理費を含む収入、収支状況ですが、直近の汚水処理原価と使用料回収率を近

隣の南国市、高知市と比較したときに、香美市はどのような経営状態にあるのか。また

その状態を先ほどの近隣市と比較したとき、香美市の経営ランクはどの程度にあるのか、

同時に、経営ランクが低いとすればその原因はどこにあるのか、お伺いします。  

  次、４点目といたしまして、会計の明確化策についてですが、下水道事業の理解と協

力を得るためには、この事業の果たす役割、目的について、使用者はもちろん市民に対

して明確な説明を行い、理解を求めて、双方向で事業の構築を図っていかなければなり

ませんが、先々理解と協力を求める方策の一つとして事業会計の明確化が上げられます。

つまり、下水道事業は公営企業であることからも、単式簿記の行政会計方式から複式簿

記による企業会計方式に転換を図っていく考え方です。このことは、財務や会計の一層

の明確化と透明化が確保できるとともに、説明する側、受ける側とも相互理解が深まる

のではないかと思われるところです。つまり、総合収支計画書、貸借対照表、損益計算

書などを示して説明することは、今後の事業計画や事業の状況、また負担の部分である

使用料、ひいては全体の財務内容がつまびらかにチェックできるとともに、使用料など

の算定基礎資料としても活用できると思います。そうしたことが結果的に、将来にわた

って事業そのものについての理解と協力度が増すと思いますが、その点について考え方



－8－ 

をお聞きいたします。  

  次、５点目ですが、接続率向上対策への影響についてです。  

  今後、数年ごとに料金の見直しを図っていくとの方針を打ち出す一方で、思わしくな

い接続率の向上を図るため推進、そしてピーアールに努めている中で、その未接続の理

由の一つとして経済的事情も上げられていますが、こうした方針を打ち出すことでさら

に接続をためらったり、事足りるとして消極的になるケースも懸念をするものですが、

そうなると下水道事業の本来の目的や役割にも影響を及ぼしてくるのではないかと思う

ところです。この料金の改定を踏まえた上での接続率向上はどのように対応をとられて

いくのか、考えをお聞きをいたします。  

  次、６点目ですが、下水道審議会の審議内容についてお伺いします。  

  これは行政報告でも触れられており、また５点目とも関連をいたしますが、事業の健

全化を図る上での経営感覚からすれば、接続率の向上と経費削減に努め安定的な収入確

保を構築していくことが第一義となるわけですが、そのことを認識するとき、これまで

都市計画法や住環境整備対策として整備してきた区域面積を主体とした手法もさること

ながら、今後の整備計画や整備区域に係る検討要件として、例えば計画区域面積に居住

する人口や戸数、それから年齢構成、地理的状況などを加味して、将来の予測や動向を

も視野に入れた考え方で審議する必要性もあろうかと思うところです。つまり、現状を

見ても接続率が思わしくない地域では、その理由として将来にわたって居住することが

はっきりしないとか、また老齢により改善負担金等が重荷になる、あるいは既に合併浄

化槽を設置しているといったことが接続率にも影響して進捗率が伸びない一因になって

いるのではないかと感じるところです。生活環境が改善をされ、水質保全、自然環境へ

の負荷の軽減、そして雨水対策と幅広く公益性を兼ね備えたせっかくの事業も、接続率

向上が図られ安定収入が確保できてこそ初めてその成果が見えるわけで、将来の財政に

負担を強いるような事業にでもなると本末転倒にもなりかねません。やはり、市全体と

して市民のための公益事業として取り組み、理解を得ようとするならば、事業のあり方

や使用料をも含む財政収支、公益性、負担経費のいずれについても複合的に掘り下げた

議論でないと内容が伴わないと思うところですが、その点も含めて下水道審議会ではど

のような審議がなされているのかお聞きします。  

  以上で１回目の質問を終わります。  

○議長（中澤愛水君）    下水道課長、佐々木寿幸君。  

○下水道課長（佐々木寿幸君）    おはようございます。竹平議員から、下水道事業の

使用料についてということで６点、さまざまな方向からの広く深いご質問でございます。

質問内容が多岐にわたっておりますので、答弁時間も若干長くなりますので、ご容赦い

ただきたいと思います。 

  まず、１つ目、料金改定の算定基準についてからでございます。  

  下水道事業につきましては、地方財政法第６条の規定により特別会計を設け、その経
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費は「経営に伴う収入をもってこれに充てなければならない。」と規定されております。

地方公営企業法の適用の有無にかかわらず独立採算の原則が適用されていると考えてお

ります。また、雨水、雨の水は公費、汚水、私費の原則に基づきまして、汚水処理経費

については使用料で回収するということが原則とされております。しかしながら、汚水

処理に関する経費は、施設の種類や地理的条件などおのおのの事業ごとに大きな差がご

ざいまして、使用料で回収すべき経費額にも大きな差があります。例えば２０立方メー

トルでの使用におきまして、今回当市では税込み２ ,１００円の使用料金案を提出させ

ていただいておりますけれども、全国の中には５ ,０００円以上の使用料を徴収してい

る事業もあれば１,０００円に満たない事業もあるなど大きなばらつきがございます。  

  経費回収率、いわゆる使用料回収率につきましては、都市部などの処理区域内人口密

度が高い事業ほど当然高くなってくる。逆に当市のように処理区域内人口密度が低い事

業ほど回収率は低くなっていくという相関関係にあります。当市のような回収率の低い

下水道事業におきましては、この汚水処理経費のすべてを原則に基づいて使用料によっ

て補うということを適用いたしますと、他の公共料金、特に水道使用料金等と比べて著

しく高額な使用料金の設定が必要となってまいります。  

  これらの原則論を踏まえて総務省からは、公営企業である以上適切な使用料の設定に

より経費回収率を向上させていくことが必要である一方、すべての事業で一律に汚水処

理経費のすべてを直ちに使用料で賄うような使用料金設定を求めることは非現実的であ

り、下水道事業における使用料は、基本的には汚水処理経費に見合った額を設定すべき

原則があるけれども、他の公共料金、先ほど述べました水道使用料金等でございますけ

れども、他の公共料金や住民の負担可能額を十分に勘案し、当面の間は２０立方メート

ル当たり３ ,０００円、これは１立方メートル（当たり）１５０円でございますけれど

も、を水準に適正化を図っていくべきであると、平成１８年にこのような通知がされて

おります。  

  算定基準について説明いたしますと、今回の料金改定に当たりましては、経費回収の

状況について、汚水処理原価による比較を行いました。まず、汚水処理原価は、各年度

の資本費、いわゆる下水道事業に係る地方債元利償還金及び維持管理費等から、公費負

担とすべき費用を除いた使用料対象経費を年間の有収水量で除して求めます、割って求

める。この中で公費負担とすべき費用とは、地方財政法第６条のただし書きに基づきま

す一般会計繰り出し基準に該当する使用料対象外経費で、雨水処理に要する経費や不明

水の処理に要する経費などでございます。本市におけます一般会計からの対象内繰り出

し実績額は、平成１９年度実績で約７ ,２００万円となっております。対象外を含めた

総額は約３億４００万円となっておりまして、今回の算定に当たっては、平成１７年度

から平成１９年度の過去３年間の実績をもとに平成２０年度から平成２９年度、今後１

０年間の数値を推定し、その中から平成２２年度から平成２４年度の３年間を算定対象

期間と設定し、土佐山田、香北の２処理区における経費をおのおの個別に算定した上で
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それを合算し、香美市全体の下水道使用料対象経費と、総処理費用でございますが、と

いたしました。この数値は、平成２２年度４億１ ,５３４万９,０００円、平成２３年度

４億２ ,８２９万円、平成２４年度４億４ ,１９４万６ ,０００円でございます。また、

同じ年度の推定による有収水量推計は、平成２２年度１１６万１ ,３６５立方メートル、

平成２３年度１２３万１０立方メートル、平成２４年度１２５万９ ,１１９立方メート

ルとなっております。結果、おのおのの年度における処理原価、いわゆる下水道使用料

対象経費を有収水量で割ったものでございますけれども、これはおのおのの数値、平成

２２年度３５７.７円パー立方メートル、平成２３年度３４８ .２円パー立方メートル、

平成２４年度３５１円パー立方メートルとなりまして、この算定対象期間３年間の平均

値といたしまして、下水道課資料としてお配りしています処理原価グラフの左端にござ

います３５２ .３円パー立方メートルが算出されてきております。  

  次に、経営健全化計画との整合性でございますけれども、平成１９年度に策定いたし

ました補償金免除繰上償還に係る財政健全化計画の中で財務状況分析を行っております

けれども、この中の経営課題で下水道使用料の適正化ということで、下水道使用料単価

と汚水処理原価の単価差が年ごとに大きくなってきていると。また、平成４年４月の供

用開始以来、使用料の改定を行っておらず使用料の適正化を図る必要があるとしており

ます。今回の使用料金改定によりある一定この財政健全化計画と整合が図れていくもの

とは考えますけれども、まだまだ十分ではございません。平成１９年度に立てましたこ

の計画時点では、使用料金改定は計画をされておりませんでした。最新の資料といたし

まして、同計画の中のフォローアップということが本年度されました。その中の今回の

改定による使用料の適正化分といたしましての数値は、平成２２年度で９５７万４ ,０

００円、平成２３年度で９６９万２ ,０００円の収入を見込んでおります。  

  また、先日行われました財務省の実地監査、香美市においでてくれたわけですけれど

も、その中で健全化計画の監査も行われまして、「類似団体と比較して安価な料金設定

であり、今後料金改定の予定はないのか。」というご質問を受けました。これにつきま

しては、下水道審議会からの答申もいただき、使用料金の改定を本９月議会に提案する

予定でありますという形で回答しております。財務省のほうからは、健全化計画推進へ

の努力はうかがえるが、まだ使用料金が総務省推奨の１５０円パー立方メートルに達し

ていないので、引き続き努力をというふうな指導があったことを申し添えておきます。 

  また、１つ目の答弁でお話しいたしました総務省の通知の中で、地方交付税措置、今

後の検討に当たっては、使用料回収を適切に行っていくことも前提でありますというふ

うな見解が示されていることを今回も確認をされましたので、あわせて答弁とさせてい

ただきます。  

  ３つ目の近隣市との収支状況比較についてでございます。  

  平成２０年度における近隣市との汚水処理原価及び使用料回収率の比較につきまして

は、まず汚水処理原価、これは汚水処理費を有収水量で割ったものでございます、除し
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たものでございますが、高知市が１４８円、南国市が２６５円、香美市が３５６円とな

っております。次に、使用料回収率、これは使用料金を汚水処理費で除したもの、割っ

たものでございますが、高知市が９４ .６％、南国市が５３ .２％、そして香美市が３

７.６％となっております。既に５０年以上の歴史を有し１６万人の処理人口を有する

高知市と直接比較はできませんけれども、南国市と比較いたしましても処理原価は９１

円、１立方メートル当たり高くなっております。これにつきましては、土佐山田処理分

区、いわゆる浦戸湾東部流域関連の公共下水道でございますが、こちらにつきましては

１立方メートル当たり２８０円の汚水処理原価でございますけれども、香北処理分区に

おきましては１立方メートル７４７円の処理原価が必要となっており、非常に高額とな

っておりまして、香美市全体におきましては３５６円パー立方メートルの処理原価とな

っております。  

  主な原因につきましては、１つ目の答弁でお話しいたしました経費の回収率と同様で、

処理区域内人口密度が低いと使用料回収率は低下すると。同時に、汚水処理原価は高額

となると。いわゆる人口密度が低く処理人口が少ないほどその下水道事業に対する経営

は苦しくなっていくというふうなことに主原因があると考えます。  

  ４つ目の会計の明瞭化策でございます。  

  簡易水道を除く水道事業や工業用水道事業等につきましては、地方公営企業法及び同

法施行令によりまして企業会計として経営を求められております、いわゆる複式簿記で

ございますけれども。一方、下水道事業につきましては、この法律の適用は受けており

ません。ただ、地方財政法においては公営企業という位置づけをされておりまして、第

６条におきまして、「その経理は、特別会計を設けてこれを行い」という規定がござい

ます。現時点では、一般会計への依存度が先ほどからご説明いたしますように非常に高

い状況でございます。多額の繰入金により下水道運営は行っており、今回の使用料金の

改定も財政面の状況から余儀なくしたものでございます。将来的には、現在香美市の上

水道事業のように独立採算による本来の意味での公営企業を目指していくという時期も

来ると考えておりますけれども、現時点におきましては、このような理想的な独立採算

経営にはほど遠い現状であります。当面の間は、地方財政法に定められておりますとお

り現在の特別会計として、ただし、一般会計からの基準内、基準外の繰入金額を明確に

した上で経営をしていくべきものと考えます。  

  ５つ目の接続率の向上対策への影響についてでございます。  

  年３回、未接続家庭へダイレクトメールによりまして推進ピーアールを行っておりま

すことは何度かご説明を差し上げたとおりでございますが、下水道への接続は徐々にで

はありますが浸透してきておりまして、昨年度は約３０％の伸びがありました。特に接

続された市民の方々からは、住環境に対する、飛躍的な向上に対する言葉が数多く聞か

れるようになり、下水道に携わる者としては大変ありがたいことでございます。  

  今回の料金改定では、平均的家庭、２カ月当たり４０立方メートルを使用した場合、
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消費税込みで現在の使用料金４,２００円が４,６２０円と、４２０円の値上がりとなり

ます。経済状況が低迷する中、この公共料金の値上げは私どもも非常に心苦しいことで

はございますけれども、下水道事業の将来、特に財政状況を憂い、今回の料金改定に及

ばざるを得なかったということをご理解いただきたいと考えます。また、物部川におけ

る水質保全活動に代表されるような環境に対する意識が非常に高い香美市民にとって、

今回の料金改定を原因とした水洗化の向上に対し意識が低下するということは全くない

ものと考えております。 

  なお、蛇足ではございますけれども、現在のダイレクトメールによるピーアールと並

行して、次の段階に踏み出したいと現在足固めをしているところでございます。また皆

様方にご説明できる機会もあろうかと思いますので、よろしくお願いいたします。  

  最後に、下水道審議会の内容についてでございます。  

  昨年７月、まちづくり推進特別委員会におきまして、まず下水道の事業の現状や将来

計画、また財政上の問題等を説明させていただきました。その中で、下水道審議会条例

はございましたが、現実立ち上がっていないということで、それを立ち上げた上で今後

調査、審議をしていただくというふうな説明もさせていただきました。  

  この審議会におきまして、下水道の整備につきましては、いわゆる事業につきまして

は平成１４年度から平成１９年度までの６年間を基礎資料とし、また使用料等がかかわ

ってくる事業費、費用につきましては平成１７年度から平成１９年度までの実績をもと

にしまして、１０年先である平成２９年度までを予測した資料をもとに調査、審議をい

ただいております。資料は３００ページ以上に及びまして、詳細については省略をさせ

ていただきますけれども、竹平議員のおっしゃったような土佐山田、香北おのおのの処

理区域人口の推移を当然予測したもの、それに区域内での水洗化人口の推測、そして有

収水量、使用水量の把握を行っております。当然処理区域内人口につきましては、自然

減を踏まえた中で水洗化人口の接続に伴う向上を含めて予測したものでございます。長

期的事業、いわゆる事業の拡張等につきましては、１０年後の平成２９年度までを見越

して、それを基礎としてご審議をいただきました。また、使用料金につきましては、先

ほどお話ししましたように平成２２年度から平成２４年度までの３カ年を基礎としてお

ります。  

  審議内容の具体的項目といたしましては、まず、使用料算定期間、料金については３

年間であるというふうな形の設定でございます。それから、算定期間における年度別面

整備計画と汚水量の将来予測。面整備計画については１０年先までを予測いたしまして、

その間の汚水量の将来予測、これは人口減、また水洗化率等も含めての予測でございま

す。次に、年度別の建設計画、これは建設事業費や年度別の維持管理費の将来値の設定、

現施設を維持管理していく場合の将来を含めた事業費の設定でございます。これらをも

とに、まず現行の処理原価を算出いたします。そして、使用料体系の設定、いわゆる現

行の料金体系をもとにしまして、別に５つの案を使用料体系として設定をいたしまして
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検討を行いました。そして、その料金体系の設定で使用料の算定と財政収支の見通しを

検討した上で、最適な案を決定していただいた次第でございます。これらの資料は、そ

のほとんどがすべてリンクしておりまして、３００ページ以上に及ぶ資料すべてを今回

お示しすることは物理的にできないわけでございますけれども、処理原価比較を含む最

終、最適な案を参考資料として提示をさせていただいておりますのでよろしくお願いい

たします。  

  なお、下水道審議会の答申書に添付された要望事項といたしまして、この使用料金及

び計画区域の拡大について、下記の事項を附帯意見として要望すると。まず、１つ目に、

使用料金の改定に当たっては、市民への説明責任を十分に行うこと。２つ目には、供用

区域内におけるさらなる水洗化向上の普及促進を行う。３つ目には、建設投資経費の効

率化をすること。４つ目には、今後ふえてくるであろう維持管理費を縮減するような方

向で検討をしていくというふうな附帯意見が付されていることをあわせてご報告させて

いただきます。限られた時間の中でこのような多岐にわたる検討をしていただき、答申

をいただいた下水道審議会の委員の方々に、この場をおかりしまして深く感謝するもの

でございます。  

  お手元の参考資料につきましては、議案第９５号、議案第９６号の提案理由の際に補

足説明用として用意をしたものでございますが、今回竹平議員にこのような機会を与え

ていただきましたので、このご質問内容、答弁の内容と重複する部分がございますので

引き続き説明をしたいと思いますが、議長よろしいでしょうか。  

（議長、自席にてうなずく）  

○下水道課長（佐々木寿幸君）   議長の許可をいただきましたので、この下水道使用

料金と処理原価という資料、申しわけないがおあけください。  

○議長（中澤愛水君）    続けてください、どうぞ。  

○下水道課長（佐々木寿幸君）    香美市におけます汚水処理費用は、現在１立方メー

トル当たり３５２ .３円を必要としておるということは、先ほど答弁の中で内容につい

て説明を申し上げたとおりでございますが、同じような算定で、このうち１３３ .９円、

使用料金収入をいわゆる有収水量で割りますとこの金額が出てくるわけでございますが、

１３３.９円、３８％を現在使用料金で賄っております。残り６２％、２１８ .４円につ

きましては、一般会計からの繰り入れをしていただき汚水処理を行っております。下水

道におけます水の処理につきましては、先ほどお話ししましたように原則雨水、公費、

汚水、私費でございますけれども、公共水域の水質向上や昨今の環境問題への取り組み

等から、公共水域の水質向上や快適な住環境を将来にわたり維持していくために下水道

は即効的かつ最も有効な事業の一つであることを踏まえ、雨水処理のみでなく汚水処理

についても一定の公費負担を許容するべきであるとの考え方に基づきまして、先ほどお

話ししました当面１５０円、１立方メートルをめどに使用料金負担の適正化をしていっ

てくださいという報告がなされていることは先ほどお話ししたとおりでございます。  
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  当市における使用料負担は１３３ .９円でございまして、総務省から示されておりま

すこの適正単価１５０円と比べますと１０％以上安価な設定となっております。この一

般会計からの繰入金２１８ .４円の中には当然下水道の供用区域外の住民の方の負担も

含まれておりまして、将来に向けた下水道事業の財政検討、審議会の中でも行いました

結果、今回使用料金１３３ .９円を１４４ .８円に８ .１％上げ、一般会計からの繰入金

を２０７ .５円に下げるという料金改定案でございます。香美市におきましては、先ほ

どもお話ししたように平成１８年の合併時に旧土佐山田町の料金を基準といたしまして

統一料金としたところでございますけれども、旧土佐山田町におきましては平成４年の

供用開始時から料金改定は一度も行っておらず、今回が初めての改定案となります。今

後は、経済状況や市財政等を総合的に考慮した上で、１５年以上も料金の検討を据え置

くことなく、３年から５年をめどに検討を行っていきたいと考えております。  

  非常に長くなりましたが、以上で１回目のご質問に対する答弁とさせていただきます。  

○議長（中澤愛水君）   暫時休憩をいたします。  

（午前 ９時５０分 休憩） 

（午前１０時１０分 再開） 

○議長（中澤愛水君）   正場に復します。 

  休憩前に引き続き会議を行います。  

  １３番、竹平豊久君。  

○１３番（竹平豊久君）    １３番、竹平です。再質問を行います。と申しましても、

佐々木課長のいつもながらの模範答弁で…。 

（笑い声あり）  

○１３番（竹平豊久君）    ちょっと聞きほれておりましたので、十分また絞れておる

かわかりませんがお聞きします。  

  まず、１点目の料金改定の算定基礎基準につきましては、十分な内容のある説明でわ

かりました。  

  そして、経営健全化計画との整合性と、これも十分ではないものの近いところへは沿

って動いておるというようなご答弁だったかと思います。これも了解をいたしました。  

  そして、下水道の事業の収支状況ですが、やはりこの件につきましては人口密度と非

常に密接な関係があるというようなことで、これは後ほどまた下水道審議会のほうでち

ょっとお聞きします。現状はわかりました。香美市と高知市、南国市を比較した場合、

そういったもろもろの条件から、かなり経営の状態は厳しいというようなことでござい

ました。  

  それと、４点目の会計のこの明確化です、答弁がありました、十分それは承知でござ

います。私が言っておるのは、会計のいわゆる明確化といいますのは、大きな意味で、

我々含めた市民それから使用者、この方々が一覧表を見て、財務諸表を見て、すぐわか

る内容という意味でこれは提案をさせていただいたわけです。関係するこれの条例とし
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て、香美市財政状況の作成及び公表に関する条例ということで、公表事項として第３条

に５項ほど挙げております。その中に、「公営事業の経理の概況」ということで、先ほ

ど佐々木課長のほうからも答弁がありましたように水道事業そして工業用水道事業と、

この２点につきましては、そういったことで独自に決算書を作成をして公表をしておる

ということで、私どもも手元に持っております。要するにああいう形で出せないかとい

うことですね。法に縛られてというような観点もあるかもわかりませんが、やはり、今

現状、多大なそういった繰入金を何とかやりくりして会計を保っているということでご

ざいますから、特に先ほど言いました水道事業の会計決算書、そして工業用水道事業会

計決算書、これなんかは、ぱっと見るとすぐわかるんですね。わかるといいますのが、

いわゆる水道事業で我々一番その数字を見るところは、最終的な損益がどうなっておる

かというところなんですね。水道事業はああいった形で利益が出ておると。一方、工業

用水道の決算書を見てみますと、トータル差し引きゼロと収益がなってますが、そこを

見たときにすっと気がつくのが、これが表面的にはプラマイゼロでいっておると言いま

すが、内容、中身の財務内容を見てみますと補助金が大部分を占めておるということで、

これは実際にはかなり補助金を目当てにした会計で収支を保っておるということがぱっ

と見たときにわかるわけですね。ですから、下水道もそういったことで、先ほどどんぶ

り勘定とちょっと失礼な言い方をしましたが、要するに下水道会計は、赤字は現状赤字

で認めてえいと思うんです、最終損益が。中の繰入金が幾らあるとかいうような、それ

から使用料でどれぐらい要っておるとか、それに対する建設費用がどれぐらい要ってお

るかというようなことを私は簡単にとは言いませんが、そういった財務諸表を出して議

論をすることが非常にわかりやすくて、そして市民の了解も得られるんではないかとい

うふうに思うわけでございます。  

  ちなみに、同じ香美市の公共下水道事業特別会計条例という中に、「歳入及び歳出」

ということで、第２条に、歳入は「一般会計の繰入金、借入金、補助金、使用料その他

の諸収入」と。そして、歳出は「総務費、事業費、処理料、県事業負担金、借入金の償

還金及び利子その他の諸支出」ということで、条例でもちゃんとこうなっておりますの

で、これをちょっと今言ったような損益計算書の中へ当てはめたらああいった水道事業

会計のほうの損益計算書ができるんじゃないろうかというふうに思うから、これはしば

らくは、そういった下水道については地方財政法上にのっとってやってるので当面は現

状の特別会計でやっていくということですが、せめて説明する補足資料的にそういった

ものをつくって示して、理解を求めていくということを今後検討してみたらどうかとい

うふうに思います。この点を１点、そういったことに対しての考え方をお聞きをいたし

ます。 

  それと、接続率の向上対策の影響と、私これは、結果的には課長の答弁をお聞きして

おって杞憂というか、非常に香美市の市民の皆さんが環境に関心が強いと、大きいとい

ったことで、多少のこういった料金の値上げによってもそれを上回る市民の理解が得ら
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れて、接続的にはそう影響はないろうというご答弁でしたので、これは市民の皆様のそ

ういった環境意識が高いということを改めて認識をいたしました。  

  ただ、ここで１点お聞きしたいのが、香北町の特定環境保全下水道事業、これを聞く

ところによると、設置した折に下水道推進委員という方々が各地区におるようでござい

ます。課長のほうもそのことは十分に認識をして推進とピーアールに努めていると思い

ますが、なお、これを強力に接続率アップを図っていくためには、そういったせっかく

の組織があるのであれば、そこと強く連携をして、相互方向をやり上げて接続率アップ

を、水洗化率のアップにつなげていくという方向を講じていったらどうかと思いますで

すが、そこの考え方をお聞きをいたします。  

  それから、下水道審議会の審議内容ということで、これまた詳しくお示しをいただき

ました。私があえてお聞きするというのは、先ほどのもろもろの審議の中で、附帯事項

として４項目課長が挙げられました。説明責任を果たすということと、さらなる水洗化

に努めよということと、建設費の効率化と、そして維持管理費の縮減、圧縮と、こうい

った附帯事項をつけての審議会の審議内容ということでございますので、特にこれは、

非常に審議会の皆さんもここは重要視して、その上に立った、こういった答申を出され

ていると思いますので、これは重く受けとめて今後の事業に十分に生かしていただきた

いというふうに思うわけですが、その点について、３点について再質問を行います。  

  これで質問を終わります。  

○議長（中澤愛水君）    下水道課長、佐々木寿幸君。  

○下水道課長（佐々木寿幸君）    竹平議員の２回目のご質問にお答えいたします。  

  まず、公営企業の企業会計方式でございます。  

  私も水道課のほうでおりましたので、公営企業会計のメリットは十分に承知しており

ます。その中でも特に工業用水道事業につきましては、ほぼ１００％は繰り入れている

というふうな形で一般会計の負担をいただき運営しているという状況でございますが、

この公営企業によらず企業会計への移行につきましては、それぞれの資産につきまして

資産は幾らと、今現在の管渠は幾ら、そして処理場は幾らというふうな、資産というふ

うな形でそれをすべて設定する必要がございます。水道事業におきましても工業用水道

事業におきましても、現在の取水口から始まりまして、いわゆる滅菌施設及び貯水槽及

び管渠等につきましてもすべて、そして貸与しているメーターまで含めて、企業会計の

中にはすべてを含んで資産として管理をしていくというふうなことが求められます。当

然このような形が最も理想的ではないかと私も考えますけれども、現時点ではそこまで、

下水道のほうが法的な整備も含めて、全国的に下水道事業で企業会計方式で行っている

ところはないというふうな形でお聞きしております。当然高知県のほうは、高知市を含

めましてすべて特別会計で行ってるという状況でございまして、今後、いわゆる国の事

業に対しての、会計に対しての方針等が順次示されていくものと思いますので、十分に

注視をしながら事業を運営していきたいと考えております。当然、竹平議員の言われる
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ような企業会計方式という形が最も理想的なことは申し添えておくところでございます

けれども、現時点でそこまでの域に達してない事業であると、分流式の下水道におきま

しては、たかだか昭和４０年代から始まった事業でございますので、まだ三、四十年、

都市でもそのぐらいの時間しかたっていないということで、会計がそこまで追いついて

いないという状況でございます。  

  次に、香北町におきます下水道推進委員会での件でございますが、旧香北町時代にお

きましては事業の推進、いわゆる工事におきまして、各委員さんにおかれましては十二

分なご協力をいただきまして、無事下水道事業がほぼ完成に至ってるというふうな形で

ございます。昨年度、平成２０年度に小川地区の面整備を完了いたしまして、当初の計

画であります９９ヘクタールの面整備、特定環境保全公共下水道、香北地区処理分区に

つきましては、すべての面整備が完了いたしました。若干、今後計画以降に開発されて

まいりました小さな団地等を含む予定ではございますけれども、主たる目的でありまし

た下水道事業を、面整備を含め昨年度末によって完成をいたしましたということで、昨

年３月に市長のほうから各委員さんにお礼のお手紙を送付いたしまして、また推進委員

長さんとも十分なお話もさせていただいた上で、この香北町における下水道推進委員会

は昨年度末をもって解散をするという形で事務を進めさせていただきました。  

  今後の接続率の向上は、私ども下水道課の担当する職員に課せられた責務でございま

す。これにつきましては、私どもが汗をかいて接続率を上げていくということが最も基

本でございますので、また下水道推進委員さんであられた方々のご意見等も十分にお聞

きしながら、香北町、現在約５０％の水洗率でございますけれども、これを上げていき

たいと考えております。 

  下水道審議会の審議内容についての要望事項でございます。  

  非常に私どもも重く受け取っております。当然今までどんどんどんどんと事業を進め

るというふうな形で下水道事業は進めてまいりましたけれども、一たん立ちどまり見直

す時期というふうなことも十分に考えて、今回下水道審議会でも十分な審議、調査をし

ていただきました。この要望事項につきましては、今後肝に銘じ下水道事業を推進して

いきたいと考えております。また、議員皆様方のご指導をよろしくお願いいたしまして、

２回目の答弁とさせていただきます。ありがとうございました。  

○議長（中澤愛水君）   竹平豊久君の質問が終わりました。  

  次に、３番、山﨑龍太郎君。  

○３番（山﨑龍太郎君）   ３番、山﨑龍太郎です。通告に従い順次質問をいたします。  

  まず最初に、国保の一部負担金減免、医療機関における窓口負担の減免についてお尋

ねいたします。以前にも、国民健康保険法第４４条や香美市国民健康保険規則第１８条

等に基づき質問させていただいたわけですが、保険課長らしい答弁をいただきました。

しかし、この間、厚生労働大臣の国会での答弁、通知等から情勢の変化があり、お尋ね

するところであります。 
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  厚生労働省が本年７月１日付で出した通知の概要について報告をさせていただきます。

生活に困窮する国民健康保険の被保険者に対する対応について。平成２０年７月に取り

まとめられた医療機関の未収金問題に関する検討報告書において、「医療機関の未収金

は、生活困窮と悪質滞納が主要な発生原因であると指摘されているところである。この

うち生活困窮が原因である未収金は、国保における一部負担金減免制度の適切な運用や

医療機関、国保、生活保護の連携によるきめ細かな対応により一定程度未然防止が可能

であると考えられる。生活に困窮する国保の被保険者に対する対応について下記のとお

り取りまとめたので、貴管内市町村並びに医療機関及び関係団体等に周知を図られた

い。」と前段で述べられ、第１に、「医療機関等との連携による一部負担金減免等の適

切な運用」として、「一部負担金減免の基準や運営方針について、医療機関及び生活保

護担当部局とも情報を共有し、対象者に対して適切に制度が適用されるよう努めるこ

と。」第２に、「国保担当部局と生活保護担当部局との連携」として、１つ目、「生活

保護等の相談。国保担当部局は、保険料や一部負担金の減免措置が適用されている世帯

の状況変化に留意しつつ、必要に応じ、生活保護等の相談が可能となるよう、国保担当

部局と生活保護担当部局との連携強化を図ること。」２つ目、「生活保護が停廃止とな

る者についての連絡。生活保護受給者が保護の停廃止となった場合、生活保護担当部局

は対象者に対しあらかじめ国保への加入手続について周知するとともに、国保担当部局

にも必要な連絡を行うこと。」３つ目、「その他の医療機関、国保担当部局、生活保護

担当部局の連携。医療機関、市町村の国保部局、福祉事務所等に国保の保険料や一部負

担金を支払うことが困難である被保険者が相談に訪れた場合には、いずれの窓口におい

ても、一部負担金減免制度、生活保護制度、無料低額診療事業などについて、十分な情

報提供ときめ細かな相談対応ができるよう、各制度の概要資料を共有するなど十分な連

絡強化を図ること。」概略ですがこのような通知が示されております。医療機関の未収

金、患者の側からいえば未払い金でありますが、２００８年７月にまとめられた医療機

関の未収金問題に関する検討報告書では、「２００５年に実施された四病院団体協議会

の調査により、協議会に加入する３ ,２７０病院の未収金は１年間で２１９億円に上り、

その最大の理由は、患者が医療費の一部負担金を支払うだけの資力がないほど生活が困

窮している。」と報告されております。昨年秋以降の急激な経済不況による雇用破壊や

所得の低下で、国保税や一部負担金の支払い困難な方がさらに増加することが懸念され

ております。だれもが安心してかかれる医療保障の再生は急務と考えるところです。  

  そこでお尋ねします。１点目に、この通知は未収金問題の未然防止のために回収を強

化するという側面もあるわけですが、同時に一部負担金減免などの活用を訴えておりま

す。本通知の意義に対して担当課長の認識を伺うものです。  

  ２点目に、本市での現在までの一部負担金減免の申請件数、実施件数及び適用条項に

ついて。また、申請様式は完備されているのか、通知を受けて何か準備、検討されてい

る点があればあわせてお尋ねいたします。２００７年、厚生労働省調査で、本制度の活
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用では、大阪府で６ ,３２２件申請中６ ,１７５件実施、広島県で２ ,００７件申請中

２,００２件実施でありますが、高知県では低所得判定基準を持っている自治体も少な

く、申請も少ない現状がございます。  

  ３点目として、本市の場合なども生活困窮者は、生活保護の適用も最終的には必要で

ありましょうが、境界層の方々のためにも低所得判定基準を設けること。また、所得は

生活保護水準以下だが他要件で生活保護に至らない方々のためにも、早急に一部負担金

減免を制度のみにとどまらず実施の方向で探るべきと考えますが、見解をお尋ねします。  

  ４点目に、前段でも述べたように、医療機関も未収金で困っていることは現実であり

ます。今後の課題でもありますが、行政の責務として、市内の病院へのお知らせや市民

への周知はいかに考えているか、伺います。  

  ５点目に、現在、県下でもどこかでモデル事業が実施されているわけで、財政面から

も特別調整交付金実施のための基準づくりも目的とされているわけでありますが、本市

の国保会計の状況からいえば、今すぐにでも前へ踏み出していただきたいわけでありま

す。あわせて本事業の今後の展開と事業の動向による本市の対応に変化があるのか、お

尋ねいたします。  

  ６点目に、生活保護と結んだ行政対応についてでありますが、国保と生保の連携強化

は先ほど述べましたが、今後の改善の余地等について、また、生保が停廃止になった場

合、国保加入はもちろんのこと、一部負担金減免が適用されるように相談、指導が必要

であることを提起されております。いかが検討されるか、伺います。あわせて国保係、

福祉事務所等においても、窓口対応として一部負担金減免制度、生活保護制度等につい

て十分な情報提供ときめ細かな相談対応を指示しておりますが、見解を伺うものです。  

  続きまして、生活保護行政についてお尋ねします。  

  この間、日本社会では貧困が確実に広がってきており、我が国は既に米国に次ぐ貧困

大国となってきております。その国の平均的な世帯所得の半分以下でしかない人の比率

を示す相対的貧困率は、ＯＥＣＤ加盟国のうち２番目に貧困の度合いが高いわけであり

ます。生活保護受給世帯は、この１０年間で４６万世帯、６１万人増加し、１６０万人

を突破する状況となっております。あわせて申せば、制度を利用し得る人のうち現に制

度を利用できている人が占める割合を示す捕捉率からいえば、生活保護を受給している

世帯数から計算すると、およそ４５０万世帯が生活保護を受給する権利がありつつも漏

れ落ちているという統計も出ております。本市で例えたなら、まだ１ ,０００世帯以上

が対象世帯であるということを示しております。その点についての認識を共有した上で

質問に移ります。  

  １点目に、生活保護申請者の最近の傾向について伺います。申請時の生活状況、年齢、

性別、病気の状態などについて伺うものです。  

  ２点目に、先ほども述べたように、生活保護に現在は頼らなくても何とかしのいでい

る、また制度自体も知らないで自助努力をされている方もいる中で、本当にいたし方な



－20－ 

く行き詰まって窓口にたどり着く方もおられるわけで、あした食べるお金もないという

例もあろうかと思います。申請完了時に福祉事務所として緊急貸付制度、３万円相当が

必要と考えますが、見解を伺います。現状を示せば、社会福祉協議会の協力も得ながら、

社協の制度による緊急小口貸し付けや現物支給等で命をつなぐ例もあると聞いておりま

す。私は、最後のセーフティーネットの役割を果たすべき福祉事務所がそこに甘んじて

いていいのかという点について認識を伺うものです。  

  ３点目に、申請時、その後においても被保護者等の年金調査は行っているはでずあり

ましょうが、消えた年金問題以降、再調査やねんきん特別便による被保護者の権利回復

がなされたケースが多々あろうかと思います。高齢の被保護者にとっては大変複雑な問

題で、ケースワーカーの努力なくしてはそのままにされる可能性が大きいと考えます。

市の財政面からも被保護者の人権の面からも積極的に取り組まれているとは思いますが、

次の点を具体的にお尋ねします。無年金の解消及び年金が増額となった例などの人数や

金額について、また自立となった例があれば伺います。あわせて第三者委員会へ申し立

てたケース等があればお尋ねします。  

  ４点目に、就労支援について伺います。本議会初日の質疑でも若干伺ったところであ

りますが、住宅手当緊急特別措置事業にて就労支援員の配置に至ったわけではあります

が、私は従来より被保護者の稼働能力の活用に際しても、ケースワーカーの取り組みと

あわせより専門性を有した方の力を必要と感じる部分もあります。昨今の不況で本当に

働きたくても働けない、また募集で採用となっても仕事等が合わないために早期に退職

を余儀なくされるなど、さまざまなパターンがございます。被保護者の少なからず持ち

合わせている専門性を生かした求職活動を援助すべきと考えます。就労支援員の可能な

仕事の範疇について、再度伺うものであります。  

  以上、１回目です。よろしくお願いします。  

○議長（中澤愛水君）    保険課長、岡本明弘君。  

○保険課長（岡本明弘君）    山﨑議員の国保についてのご質問にお答えします。  

  まず、通知の意義についてですが、質問の中でもご紹介がありましたが、生活に困窮

する国民健康保険の被保険者に対する対応について国から県に通知があり、市町村にも

県から適切な対応についてのお願いの文書によって、国の通知が添付されて届いており

ます。医療機関の未収金問題に関して、一部負担金減免制度の適切な運用により一定程

度の未然防止が可能ということから、生活に困窮する国民健康保険の被保険者に対して

適切な対応を実施するなどで、医療機関の未収金全般への対応を市町村も協力して実施

してもらいたいというように国は考えていると受け取っております。  

  一部負担金減免制度の活用状況についてですが、香美市では、現在まで実績はありま

せん。様式等については整備をしておりますが、積極的に活用するための準備はしてお

りません。  

  （低所得）判定基準については、現在数字での明確な基準はありません。実際に実施
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する場合には、申請者から十分話を聞き取り状況に応じて判断することになると考えま

す。また、生活保護基準を減免の基準としている自治体もあるようです。今年度実施さ

れるモデル事業の結果を踏まえて、来年度中に適切な運用が行われるよう、国から一定

の基準が示される予定です。その時点で、香美市としても基準についての検討の必要が

あると考えます。加えて、医療機関への制度の周知や市民への広報等を検討したいと考

えます。  

  モデル事業についてですが、各都道府県から少なくとも１市町村を選定することにな

っておりまして、実施期間は平成２１年９月、今月からですけども、平成２２年３月ま

で事業の実施状況の検証を行い、平成２２年４月末までに国に報告することになってお

ります。実施体制についてですが、協力医療機関を市町村が選定し、協力医療機関や生

活保護部局を含めた協議会を設置し、具体的な連携強化策の策定、入院時オリエンテー

ションで使用する患者調査票等の各種様式の作成、国への中間報告及び報告書案の作成

などを行います。この中で、一部負担金の減免の対象になる基準は、災害や事業の休廃

止、失業等により収入が著しく減少した世帯で、収入が生活保護基準以下かつ預貯金が

生活保護基準の３カ月以下である世帯となっています。なお、本モデル事業による減免

額について、その２分の１を特別調整交付金に算定する予定とのことです。  

  最後に、生活保護と関連した行政対応についてですが、保険課としては、生活保護を

積極的に勧めるという考え方ではありません。滞納者の被保険者本人や家族との面談で

生活の状況を聞き取りする中で、場合によっては生活保護の制度もあることのお話をさ

せていただいており、このときに福祉の担当につないでいくこともあります。また、生

活保護の廃止の方についても福祉の担当から連絡があり、国保への加入など適切な処理

を行っています。  

○議長（中澤愛水君）    福祉事務所長、小松美公君。 

○福祉事務所長（小松美公君）    山﨑議員のご質問にお答えします。  

  生活保護につきまして、生保申請者の最近の傾向につきましてお答えします。  

  生活保護の申請件数ですけど、平成２０年度７４件、今年度４月から７月までが２５

件で、前年同時期に比べて５６％ぐらい増加しております。平成２０年４月から今年の、

平成２１年７月までの数字になりますが、生活保護開始世帯の性別は男性５１人、女性

４４人と男性が７人多くなっています。開始世帯類型は、単身世帯４５件、２人世帯１

２件、３人世帯７件、５人世帯１件と、単身世帯が約７割となっております。年齢は、

保護を開始した世帯主の年齢になりますが、２０代１人、３０代３人、４０代１０人、

５０代１９人、６０代２１人、７０代７人、８０代３人、９０代１人となっており、４

０代から６０代が全体の７７％を占めております。また、保護開始世帯の申請理由です

が、世帯主、世帯員の傷病、これが２９件、退職や解雇７件、預貯金や援助金の減少、

滅失が８件、就労等の収入減少５件、世帯編入４件、保護世帯の転入２件、急迫保護２

件、その他８件で、傷病理由が全体の４５％になっております。  
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  ２点目の緊急貸付制度につきまして、この緊急貸付制度につきましては、県の社会福

祉協議会が実施主体となり、市の社会福祉協議会が窓口となっております生活福祉資金

貸付制度で対応していきたいと考えております。この中の緊急小口資金は、生活保護を

申請した者のうち、当面の生活資金がない者に申請日以降から保護費支給までの生活費

用を立てかえ支給し、保護決定後に一括して償還を行うこともできるようになりました。

この生活福祉資金貸付制度は、セーフティーネットの施策の１つとして、低所得者、高

齢者、身体障がい者等に対してさらなる活用促進が図られ、効果的な支援を実施できる

よう今年１０月から制度改正され、貸付利率の引き下げにより３％が原則無利子、また

連帯保証人要件も緩和されます。また、公的給付制度等の貸付決定までの生活をつなぐ

ための資金として、臨時特例つなぎ資金も創設されましたので、これらの制度を活用し

ていただきたいと考えております。  

  ３点目の消えた年金についての関係ですが、無年金の解消につきましては、平成２０

年度に１件ありました。ねんきん特別便が届きまして、記録のすり合わせをし、前夫の

姓での第３号被保険者の期間が認められまして、平成１５年度まで遡及して国民年金の

受給権を得ております。また、現在年金記録の確認のお知らせが届いてる方で、受給権

が得られる可能性のある方が１件ありまして、調査中です。年金増額につきましては、

平成２０年度と平成２１年度に１件ずつあります。年金調査の際、それぞれ平成１６年、

平成１８年に遡及して厚生年金が増額になっていることがわかったものです。また、消

えた年金ではないかもしれませんが、企業年金を受給できることになった方が平成２０

年度、平成２１年度合わせまして７件あります。  

  第三者委員会への申し立て例はありませんが、保護廃止後に申し立てをした方が１人

いるようです。  

  就労支援員の活用につきまして、支給対象者に対して常用就職に向けた就職活動への

支援等を行っていくことが重要であり、支給対象者から就職活動状況の報告を受けるほ

か、履歴書の書き方や面接の受け方指導、公共職業安定所への同行訪問を行う。また、

面接相談、申請受け付け、入居住宅への訪問確認等も行うことも想定しております。ま

た、職業安定所と緊密な連携をとってもらうことになってくると思います。  

  以上です。  

○議長（中澤愛水君）   ３番、山﨑龍太郎君。  

○３番（山﨑龍太郎君）    ３番。２回目の質問をさせていただきます。  

  まず、国保についてですけれども、制度はあれど運用はされてない、したくないとい

うふうな格好になってるということでしょうが、申請可能な状況をつくり上げてないと

いう点が明確になった。もちろん申請主義ではありますけど、こちらからの情報提供は

一切ないというふうなことであろうかと思います。  

  通知の意義に関しては、医療機関の未収金は、国保法第４４条を基本とした一部負担

金の減免制度の適切な運用と医療機関、国保、生保の連携によるきめ細かな対応で一定
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未収金の未然防止が可能であるということに関しては、課長もご理解いただけてるとい

うふうなところであろうと思いますけども、実際高知県、先ほども言ったように全然な

いような状況でこの間も推移してるけど、他府県、特に大阪、広島なんかが取り組まれ

ているということで、その根拠となる部分も設定所得の判断基準のみならず、やはり災

害や事業の休廃止、失業の場合でも、基本的な部分でもかなりあると。所得がかなり落

ちた場合でも適用されているという状況があるんですけど、実際本市においても災害と

か事業の休廃止とか失業等あろう。けど、どこかやっぱりそういうときには、罹災証明

含めて出てくるわけですわね。何もそれで医療機関、医者にかかるときなんかに、一部

負担金の減免等の要求はまるっきりないことはないと思うんですけど、今のところは申

請も実施もゼロということですが、課長の答弁を伺いますと、国、厚生労働省のモデル

事業の結果を踏まえて、新たな通知の予定があるということで、それからのことじゃと

いうふうにはうかがえるんですが、実際のところ今からでもやっぱり取りかかる必要性

は、これはやっぱりしぼんでいく方向じゃなくて私は膨らんでいく方向になると思うん

です。すぐに今の市民生活がレベルアップするというふうには、もちろん当局としても

考えてないでしょうが、ここでやっぱり１つ確認しておきたいのは、先ほどの福祉事務

所のほうの就労支援員の活用の関係のやつでも、これ補助率が１０分の１０ということ

で取り組んでいったというふうに私は受けとめてるんですけど、国保のほうでもやっぱ

りこういう部分で特別調整交付金に組み入れられるのが、そういうレベルまで行かんと

市としてはなかなか積極的に取り組まないのかという点ですけど、財政的な負担を伴う

から積極的には取り組んでないと。  

  それとまた、状況等はうかがうということでやっていくということですが、こちらか

ら何の資料提供もなければ、それは市民の方々が困っていても、一部負担金、窓口負担

を払えないので、病院へかかりたいけどかかれないということで手おくれになるという

ことがやっぱり全国的な事例からも物語れているわけですけど、実際、本市の場合は、

そういう判定が難しいから今まで取り組んでないということじゃなくて、あくまでも財

政負担が要るからということの認識でいいのか。先ほども言ったように、１ ,０００世

帯強の方がやっぱり今境界層におられると、本市の場合でも。生活保護に転落する可能

性もあるし、実際はその基準に、所得はあるけれども、頑張ってると、踏みとどまって

るという方がそのまま生活保護に流れていくのか。そこが、医療の分野は支援で踏みと

どまらすことができるのかというのは、やっぱり国保係としては大変大きな役割を果た

すと私どもは考えますけど、そこら辺について認識を。市として総合的評価を下して判

断すべき、各部署と連携強化については、国保の運営協議会で検討せよということも文

書で出てましたけれども、そこら辺のところは今後されていくのかどうなのか、その辺

についての見解を伺います。  

  生活保護行政についてですけれども、同時期比で５６％増加ということの結果であり

ます。やはり若い層が、５０代まで含めますと、今までなかなか年齢基準等厳しくいっ
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てた部分もあったかと思うんですけど、もうそれどころじゃないという状況が所長の報

告からは受け取れたわけですが、その中でやっぱり退職等が７件、それから緊急保護に

至ったというふうな部分もあります。やはり福祉事務所、なかなか大変な業務を頑張っ

てやってることを認めつつも、私はやはり福祉事務所が果たすべき役割というがは本当

に大きいと思うんですわ。そこで、市民、申請者の命をつなぎ再起の道を指し示してい

くという、そういう姿勢が所長の話からはなかなか受け取れないと言ったら失礼になる

かもしれませんけど、制度があるからということでリスクを社協にすべて負わせっ放し

でいいのか。それはやはり福祉事務所が本来果たすべき役割ではないかというふうに思

います。もちろん貸し付けの部分についても、それは社協の有利な制度、これなんかも

そういう内容があって、実際のところそういう具体的に制度が成熟して、変更もされて

きたというふうに受け取れるわけですけれども、そこら辺についての再度お尋ねすると

いうことと。 

  それと、緊急貸し付け、本市福祉事務所では、申請から受給に至るまで１カ月以上現

在要しているわけであります。今回その点は置いておきますけども、無一文の方が１カ

月で食べていくだけで幾らかかるのかということを考えたことがあるでしょうか。申請

後、先ほど所長も言われたように資産が出てくると。調査により本人の知らない資産が

出てくるとか、また、さかのぼって支給開始となれば、保護費から相殺されて済むとい

うこともあります。基本的には、予備費として枠を設定すれば済むわけであります。現

在までの対応からセーフティーネット的貸し付けが必要な人数を、保護が決定するまで

３万円と、そのお金を見たときにはどんだけの金額を要するのか。そんなに大きな金額

じゃないと私は思いますが、それについて研究をされているか伺います。  

  年金についてですが、無年金解消に至ったケースも１件あると。ちょっと１つ伺いま

すが、時効特例なんかもありまして、さかのぼって年金が入ってきた場合、そういうと

きの取り扱いはどういうふうになっているか。  

  以上、２回目を終わります。よろしくお願いします。  

○議長（中澤愛水君）    保険課長、岡本明弘君。  

○保険課長（岡本明弘君）    山﨑議員の２回目のご質問にお答えします。  

  一部負担金減免制度があるので、もうちょっと積極的に活用したらどうかと。また、

国においてモデル事業を実施しているし、来年度から実施するので、香美市においても

前倒ししてでもやるべきじゃないかというようなご質問だったと思うんですが、基本的

に一部負担金は高額の制度というのがあって、所得に応じて、何ぼ医療費がかかったと

してもある一定の金額で抑えられる、それ以上は公費が見るという制度になっておりま

すので、その金額もよう出さんということなのかもしれませんけれども、ある一定の負

担はしていただきたいというように考えておりますので。来年度からどのような基準に

なるのかわかりませんが、いつになるかわかりませんけれども、平成２２年度中に国は

基準を示して実施をするということになると思いますので、そうなると、香美市として
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も右へ倣えということになろうかとは思いますが、基本的に高額の制度がある以上、積

極的に香美市として活用する予定はありません。  

  また、この通知の関係ですけれども、運営協議会に報告をしていかなければならない

かとは思っております。大体通常ですと２月に運営協議会を実施するわけですので、ま

だ国としては基準が示されてない時点ですので、こういった制度になりつつあるという

報告はさせていただきたいと考えております。  

  以上です。  

○議長（中澤愛水君）    福祉事務所長、小松美公君。  

○福祉事務所長（小松美公君）    山﨑議員の２回目のご質問にお答えします。  

  緊急貸付制度等につきまして、社協に任せきりでよいのかというところです。社協と

福祉事務所は常に連携をとって協力していくところでありますので、やはり社協の制度

というのとあわせて行っていきたいと思っております。その中で、生活保護の申請から

決定まで１カ月以上要しておるということで、食べていけるのかというようなところも

ご心配されるところではありますけど、先ほども申しましたように、社協の小口資金で

すけど生活保護の申請から決定までの間の生活費を借りれますので、これは申し込みを

して最短で３日で借りれるということですので、これなんかを利用しますと生活保護ま

での期間の生活費は確保されると思います。また、生活保護がさかのぼっておりたとき

に一括して返還されることになると思います。  

  それで、あと福祉事務所独自の貸付制度ですかね、そういったことを研究をしている

のかというようなご質問だったと思います。高知県で高知市が、高知市生活保護つなぎ

資金貸付規則というのがありまして、これは高知市が独自に規則を定めまして、生活に

困窮し、急迫する事情により出費を要するものに、生活保護の扶助費が支給されるまで

の期間において暫定的に援護措置として生活保護つなぎ資金を貸し付けして、扶助費の

受給時に一括して返還してもらうような制度をこしらえております。ただ、この制度も、

生活保護になった方はその時点で返還されてますけど、生活保護にならなかった方なん

かの金額がちょっと滞納とかになってきてるようです。これ昨年度に問い合わせた数字

で１年ちょっと古いですけど、平成１９年度の貸付件数が８１３件、平成１９年度の貸

付残高が９４０万円ぐらいあるとのことです。  

  それと、年金ですけど、さかのぼって入ってきたお金の取り扱いの件ですけど、今回

新たに年金が開始をされてさかのぼって入ってきて方は額が結構多うございましたので、

うちのケースワーカーなんかが一緒に同行して、その入ってきたお金を銀行まで一緒に

同行して返還してもらうような手続をしました。また、増額になった分につきましては、

額はそれほど大きくはなかったですが、既に使用してる方もあったと思いますので、こ

れは分割して返還してもらうようにしております。  

  以上です。  

○議長（中澤愛水君）    ３番、山﨑龍太郎君。  
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○３番（山﨑龍太郎君）    ３番、山﨑龍太郎、３回目を行います。  

  国保の一部負担金減免についてですが、なかなか厳しいご答弁ですけれども、実際国

の動向を見て、今の部分では、基本的に今のスタイルを変えるというわけではないとい

うことの答弁だったと思いますが、そういう方向性が示されていってる中で前準備等は

進めていくのか。また、国保係の方々に対して、先ほども生活保護が停廃止になった場

合は、国保へは連絡があると。そのときには国保加入の手続はしますわね。ただ、生活

保護で医療に係る部分が、今までかからなかった人が国保税が発生して、一部負担金が

発生しますわね、３割の窓口負担、そうなりますわね。そういうことについても何も言

わない、今の担当課（のまま）でいいのかということは、私はすごく疑問に残るんです

わ。そういうことは、生活保護が停廃止になったということのときに一番大変な時期を

また迎えるわけですわね。また生活保護に逆戻りするんじゃなくて、そこを支えるのが、

原課としての役割が大変大きいということは国も言ってるわけですわ。だから、それに

対して課長のほうとしては何も取り組めないと。だから私は、そういう一つ一つについ

てやっぱり前向きに進めていくということの心構え、前準備等について、最後に国保に

ついてはお尋ねします。やはりそういうことも踏まえて、今のこういう通知を課長を含

めて担当課で精査していく構えがあるのかという点についてお伺いします。  

  生活保護についてですけれども、高知市のつなぎ資金のことも伺いました。実際焦げ

つきもあるということですが、そしたら、社協の緊急小口資金含めて、なかなかこれも

返ってこなくて大変な部分、そういうお金の部分のリスクも社協は持ちながらもやって

るわけですわね。その部分、それから現物支給と言いましたわね、私先ほど、そういう

こともすべて社会福祉協議会のほうに丸投げでいいのかということなんですわ。ただ審

査をして受給に至るのか、それとも却下になるのか、それはやっぱりその過程によるん

ですけど、そこが、申請者の稼働能力を活用させるとか生活再建に持っていくにはやっ

ぱり、こう言ったら失礼ですけど、上からじゃなくて同じ立場で生活改善の方向を指し

示すというためには、こういう制度を研究されるべきと思います。  

  実際不正利用云々についてですけれども、やっぱり申請者のかなりの聞き取りとかで

防げると思いますし、リスクを最小限に抑えるために最低限の貸出額を決めておいて、

そこから生活にかかった分の領収をもらってきて、それでまた保護決定まで、実際試算

が出てくるまでそういうことを土台にして最低限の貸し付けをして、また申請者等の状

況を聞き取って生活状況らあを確認していくとか、そういうテクニックを使えればやっ

ぱり福祉事務所に対しての信頼関係もより生まれてくると私は思うんですが、研究をさ

れる余地があるのかについて最後伺いまして、すべての質問を終わります。  

○議長（中澤愛水君）    保険課長、岡本明弘君。  

○保険課長（岡本明弘君）    山﨑議員の国保の関係についての３回目の質問にお答え

します。  

  ２回お答えさせていただいたとおり、一部負担金減免制度については積極的に活用す
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るつもりはありません。生活保護から移ってきた方についても、国保税についてはそれ

ぞれの所得に応じて課税されますし、一部負担金についてもそれぞれの所得に応じて高

額の療養費の設定がされますので、何らかの負担はしていただきたいというように考え

ますので、積極的な活用ということは考えておりません。  

  以上です。  

○議長（中澤愛水君）    福祉事務所長、小松美公君。  

○福祉事務所長（小松美公君）    山﨑議員のご質問にお答えします。  

  こういった制度を研究される考えはないかということですけど、市とかが独自に貸し

付けをされてる制度というのは、高知県内でも高知市だけのようです。それからまた、

昨年ですけど、全国の所長会へ研修で行ったとき、分科会といいますか、そういうとこ

ろでちょっと参加者の所長さんとかにも聞いてみたがですけど、独自にそういう貸付制

度、その中ではおりませんでした。社協とかの貸付制度ということをしてるということ

でした。  

  先ほども社協に頼りっ放しでいいのかという話もありましたけど、やはり社協のほう

の制度なんかも改善されておりますので、保証人とかも要らなくなるとかという部分が

ありますので、当面はそういう方向でいきたいと考えております。  

  以上です。  

○議長（中澤愛水君）    山﨑龍太郎君の質問が終わりました。  

  次に、１５番、依光美代子君。  

○１５番（依光美代子君）    １５番、依光美代子でございます。私は、住民が住みな

れた地域で安心して暮らせることを願い、今議会４項目について質問をいたします。  

  最初に、ひとり暮らしや高齢者、また体の不自由な方などが、万が一のときに安心し

て暮らせるように救急医療情報キットを配布してはどうかということでお伺いをいたし

ます。 

  香美市では、近年ひとり暮らしや高齢者のみの世帯がふえております。その方々の一

番の不安は何かと申しますと、急病や突然に倒れるなどの緊急時や災害時です。体の不

自由な方々も同じです。こういった自分の身を守ることが困難な方々に対して、万が一

の事態に備えて日ごろより自分の医療情報をきちんと備えておけば安心です。自分の医

療情報とは、例えば持病であったり、かかりつけ医はどこか、飲んでいる薬は何か、ま

た、家族の緊急時の連絡先、本人が確認できる写真、健康保険証や診察券のコピーです。

これだけの医療情報があれば、緊急時や災害時など救急車を呼んだときに救急隊や搬送

先の医師に症状などを説明できない場合でも、この情報を見れば医療に必要な情報が得

られ迅速な搬送や処置につながります。こういった自分の医療情報をおさめておく容器

が救急医療情報キットです。その大きさは直径６センチの大きさで、長さが２０センチ

のプラスチックの筒です。そのキットの保管場所は冷蔵庫と決め、万が一のときは冷蔵

庫の中を見ればその情報が得られ、迅速な搬送や処置につながります。また、本人保管
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のため、個人情報の外部流出のおそれも低いと思います。  

 東京都港区では、昨年、６５歳以上の高齢者と障がい者、健康に不安がある希望者に

配布をしました。そのことが紹介されると他市町村からの問い合わせや視察が相次ぎ、

この取り組みが全国に広がってるそうです。今年４月末から配布を始めた山梨県道志村

は、全国水源の里連絡協議会で多くの中山間を抱える自治体に導入を呼びかけたそうで

す。本市のように高齢化率も高く、中山間を抱え、独居や高齢者のみの世帯が多くなっ

ておりますので、ぜひ住民の安全、安心の確保のためにも救急医療情報キットを取り入

れることを提案します。いかがでしょうか、お伺いいたします。  

  なお、本市として、住民のそういった方々の安全、安心確保のために何か施策を考え

ておれば、あわせてお伺いをいたします。  

  次に、予防接種に公費助成をということでお伺いをいたします。  

  日本人の三大死因は、がん、心臓病、脳卒中です。第４位は何と思いますか、肺炎で

す。その肺炎で毎年１０万人以上が命を落としております。その肺炎にペニシリンなど

の抗生物質に対する耐性菌がふえているため、治療が困難になってきています。また、

高齢者もふえていることから死亡率が上がっております。厚生労働省の統計によると、

高齢者ほど死亡率が高く、死亡者の９５％が６５歳以上であり、原因で最も多いのが肺

炎球菌です。全体の４分の１を占め、６０歳以上では半数近くが肺炎球菌によるものと

研究結果も報告をされております。肺炎による死亡者は、平成１９年度１１万人、平成

２０年度１１万５ ,０００人と、近年増加傾向であります。また、肺炎がもとで心筋梗

塞、脳梗塞、心不全などの合併症を併発することもあるので注意が必要な病気です。肺

炎は放置すると死に至る病気であり、保険料は終末期医療になるとますます負担が高く

なります。  

  そこで、肺炎球菌ワクチンによる予防接種がますます大切になってきています。この

ワクチンについて少し説明をいたします。肺炎球菌には８０種類ほどの形があり、肺炎

球菌ワクチンを接種しておけば、感染する機会の多い２３種類の形に対して免疫ができ

るとされております。この接種により、肺炎球菌による感染症の８０％を予防すること

かできます。肺炎になっても軽く済ますことができると報告されております。１回の接

種で５年から９年程度、９年目でも７５％ぐらいの効果があるとされております。免疫

力の落ちる高齢者の接種が望ましいとされております。ただ、再接種はアレルギー反応

が出るので、日本では一生に１回しか許可されておりません。しかし、アメリカでは既

に１９９７年よりハイリスクの６５歳以上の高齢者の方に再接種を進めており、７割の

高齢者が接種しているようです。  

  この予防ワクチン接種へ公費助成をということで、長野県では下條村、山形村、波田

町が行っております。波田町では、平成１８年度から７５歳以上の高齢者対象に、接種

費用６,０００円のうち２,０００円の助成を始めたところ、肺炎での死亡割合が平成１

９年度には極端に下がっております。平成１５年度が１６名、平成１６年度が１２名、
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平成１７年度が１７名、平成１８年度が１９名、この年より接種を始めました。対象人

数が１ ,６１３名中、この年には４８７名の接種をしております。そして、平成１９年

度が７名となっております。半減した効果が評価できると思います。平成１８年度に接

種した方の費用というと、９７万４ ,０００円ですよね。この波田町の住民福祉課の野

村課長さんという方が、今現在では肺炎にかかると保険負担料が８５万円要るというこ

とを言っておられましたね。とすれば、その費用負担が２人に満たない部分でこれだけ

の効果が出ているということがわかると思います。  

  そこでお伺いをいたします。香美市の７５歳以上の高齢者の人数、市民の死亡原因の

病気の順番、肺炎による死亡者の高齢者の比率を聞かせてください。そして、この予防

ワクチンの助成が２００１年に始まり、２００３年には全国で１８市町村、２００８年

１２月現在では８６市町村とふえております。高齢者に元気で安心して長生きしていた

だくためにも、また、肺炎を予防でき医療費も抑えることが期待できます。ぜひ高齢者

への肺炎球菌ワクチンの予防接種に公費助成を実施する前向きのお考えがおありかどう

か、お聞きをいたします。  

  そして、市長にお尋ねをいたします。本市のように高齢化が急激に進んでいるからこ

そ、いかに病気を予防するかを真剣に考え、特に予防医療に力を入れるべきと考えます。

市長の見解をお伺いをいたします。  

  続いて３点目に、特定健診の受診状況にお伺いをいたします。  

  この特定健診、いわゆるメタボ検診ですが、昨年は制度が始まったばかりであったの

かメタボ検診、メタボ検診という声をよく聞きました。新聞やテレビなどマスコミでも

よく取り上げておりました。香美市でも広報やホームページに掲載され、各種団体に周

知するなど努力をしましたが、なかなか浸透しにくく、健診受診目標の４０％には届か

ず、平成２０年度は３５ .７％でした。今年の目標は４５％を掲げておりますが、昨年

に比べ特定健診の声を聞きません。住民への周知や啓発が少ないのではないかと心配を

いたしております。  

  昨年、健診終了後に分析を行い課題を出しておりましたね。課題解決のため今年はど

のような取り組みを進めておりますか、お聞かせください。私もこの問題を３月にも聞

かせていただきましたけど、そのときはまだ分析が出てなくて、かなり執行部の方々も

努力をされた結果、（目標に）届かないということを感じてたのか、平成２１年度の４

５％の目標達成は難しいという強調をされたようなご答弁があったと思います。その後、

平成２０年度に実施されて、その結果を分析されて課題を見つけられたと思います。そ

の課題に対して、今年どのような取り組みをしてるかをお聞かせください。そして、今

年の特定健診の受診状況は、昨年の同時期に比べどのようになっておりますか。  

  そして、前議会では同僚議員が、受診率向上のためにも行政と各種団体が一体となっ

て取り組むべきとの質問が出ました。課長も各種団体と一体となった取り組みの必要性

を感じているということで、「健康づくり婦人会、食生活改善推進協議会、健康づくり
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推進協議会の３団体の役員さんと話し合いを行う。」と言っておりましたが、どのよう

な連携をすることになりましたか、お聞かせください。また、下半期の未受診者対策や

受診向上に向けてどのように取り組みますか。  

  次に、昨年、健診後に支援が必要な対象者で、指導を受けていない人がおりますね。

その後、その方々へどのような対応をしていますか、お聞かせください。  

  最後に、工科大と連携して実施したアンケート調査の分析結果が６月２９日に出ると

聞いておりましたが、その結果、どのような未受診者対策や受診率向上となる施策が提

案されましたか、今後どのように生かすのか。以上、特定健診についてお尋ねをいたし

ます。 

  最後に、水道関係についてお尋ねをいたします。  

  香美市の水道事業として、上水道１施設、簡易水道１５施設、飲料水供給施設１１施

設の合計２７施設の管理運営を行っております。今年は渇水の心配もなく無事夏が終わ

ろうとしておりますが、今後の水の確保は現状で大丈夫でしょうか。水道事業基本計画

の中で、平成２４年から上水新水源地整備となっておりますが、戸板島水源地は設置後

約３０年を経過し、老朽化が著しく、目詰まりによる取水能力の低下が問題となってき

ていると思います。香美市全体として人口は減少傾向ですので、近い将来給水人口は頭

打ちとなるでしょうが、しかし、トイレの水洗化はまだまだ必要だと思います。現状で

水の確保は大丈夫でしょうか。上水道の新水源地の確保は緊急な課題でありますが、現

状についてお聞かせください。  

  また、工業用水についてですが、平成２０年度も新たな企業との契約もなく、事業収

入の９９ .８％を他会計から繰り入れなければならない厳しい状況です。償還予定も毎

年約１ ,４００万円を平成４３年度まで支払わなければならないと聞いておりますが、

平成１８年度決算時より工業用水として利用が見込めないのであれば、思い切った方向

転換を考慮すべきではないかと監査より指摘がありましたね。また、今年は、工業用水

としての利用が見込めない現状では、思い切った方向転換を実行すべきでないかと指摘

がありました。その後どのような話し合いが行われましたか。  

  以上で１回目の質問を終わります。  

○議長（中澤愛水君）    暫時昼食のため午後１時まで休憩をいたします。  

（午前１１時３２分 休憩） 

（午後 １時００分 再開） 

○議長（中澤愛水君）   正場に復します。 

  休憩前に引き続き会議を行います。  

  防災対策課長、吉村泰典君。  

○防災対策課長（吉村泰典君）   依光議員さんのご質問にお答えいたします。  

  救急医療情報キットについてのご質問でございますが、この救急医療情報キットとい

う取り組みは、議員さんも先ほどのご質問で述べられました。ちょっとパソコンで検索
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してみましたですけど、インターネットで、平成２０年５月に東京都港区で始まったと

いうことでございます。どういうシステムかということも議員さんが言われましたです

が、独居の高齢者の方など急にぐあいが悪くなり病状などを本人が説明できないような

状態になったときに、救急隊員が医療情報、持病、どういう病気であるとか、かかりつ

け医であるとか飲んでいる薬、緊急連絡先などそういう情報を、そのお家の冷蔵庫をの

ぞいてそのキットを見つけて入手できるという制度でありまして、その点で、搬送中と

か搬送後の病院での治療などに役立つということであると思います。このような取り組

みを行うために考えられることといたしまして、独居高齢者の方などがキットを書いて

冷蔵庫へ入れると、まだまだ元気な人はできますが、そういう手助けをしてあげなけれ

ばならない人もおるのではないかと思います、そういうお世話する人が要るのではない

かと。それから、一度キットに（内容を）したためて冷蔵庫に入れておいて、その後、

より高齢化になるなどによって、お体のぐあいとかキットの中身も変更しなければなら

ないようなことも出てくると思います。それを更新していくのにお世話せんといかんよ

うな方も出てくると考えられます。そして、やるからには、申し出てきた人のみ対応す

るか、または対象者を実施する主体の部署がピックアップして、そういう方たちに働き

かけるというようなことも考えに入れなければならないと思います。  

  一方、救急搬送ケースといたしまして、搬送に行った救急隊員がキットを捜す、そう

いうことが最も想定されます。私がここで、防災対策で答えておりますのは、災害があ

るということで私のほうへ回ってきておりまして、全体的なところでお答えしていると

こでございますが、消防のほうで聞きますと、今まで特に必要性には行き当たらなかっ

たということであります。ただ、こういうシステムがあれば、当然冷蔵庫をのぞくとい

うことはしているのではないかと思います。  

  行政として何か新たに着手する場合は、無責任なことはできませんので、やるならや

るできちんと取り組まなければならないわけですが、どの部署におきましても多くの課

題を持っております。また、やったらよいということはたくさんあるのだけれど、手が

回らないということが多々あります。この医療情報キットにつきましても、というよう

なことであると思いますが、ここで今現在やるという予定はしておらないところです。

今後の必要性の高まり等も待つ必要があると思います。意義あるご意見としてお聞きし

ておきます。  

  そして、ご質問の中で、今現在安全・安心制度はあるのかというご質問がございまし

た。社協のほうで実施しておりますが、７５歳以上、ひとり暮らしの高齢者の方に対し

まして地域見守り制度、そういう制度がございます。ただ、どういう状況かというのを

ちょっと聞いてみましたですが、後々のフォローアップ、これが大事で、お世話してく

れる方が積極的なところはそのフォローアップ、後の更新とかができておりますが、地

域によってかなり温度差があるようでございます。  

  それからもう１つ、緊急通報システムというのがございまして、独居の高齢者の方な
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どがぐあいが悪くなって電話等もかけられないときに、自分の首へぶら下げている機械

のボタンを押せば通報する、会社と委託契約してると思いますが、そこへ連絡が行くと、

そして、そちらのほうから手だてをするというような制度がございます。  

  以上でございます。 

○議長（中澤愛水君）    健康づくり推進課長、片岡芳恵君。  

○健康づくり推進課長（片岡芳恵君）    依光美代子議員さんの、予防接種に公費助成

をについてお答えいたします。  

  肺炎のうち高い割合で細菌が原因であると言われております。ご指摘のとおりワクチ

ン接種には、この肺炎球菌に効果があると言われております。インフルエンザワクチン

と両方接種すれば効果がより高いとも言われております。予算面では、国、県の助成制

度等がありませんので、実施するのであれば香美市単独事業となります。高知県におい

て実施自治体はありませんので、他県の例によりますと、肺炎ワクチン１回が大体

５,５００円です。議員さんのご質問では７５歳以上ということでしたけれども、イン

フルエンザは６５歳以上に実施をしておりますので、それで公費インフルエンザ接種者

の実績で上げさせていただきます。平成２０年度に公費のインフルエンザワクチンをす

る対象者が、６５歳以上が９ ,７０８人です。接種者が５ ,８４９人、香美市の負担額が、

自己負担額は１ ,０００円いただいておりますので、香美市負担額が２ ,０９８万６ ,２

１２円です。肺炎ワクチンをこのレベルで実施した場合には追加として３ ,２１６万

９,５００円、両方合わせますと５ ,３１５万６ ,０００円ほど市費が要るようになりま

す。国、県の支援があるなら検討すべきですが、香美市の財政上困難ではないかと考え

ます。 

  また、このワクチンを取り扱っている製薬会社に問い合わせましたところ、新型イン

フルエンザの流行に起因してこのワクチンの納入は統制されておるようです。既に取引

のある医療機関以外には、ワクチンを今年度は当分の間納入できないとのことです。香

美市内の医療機関におきましては、三、四カ所納入しているところがあるとお聞きして

おります。なお、このワクチンは、新型インフルエンザによる肺炎には効果がないと言

われておりますので申し添えます。（後に市民の死亡原因について追加説明あり）  

  それから、特定健診による、保健師による支援の必要な方の後追いをということです

けれども、未受診者の方には、保健師とか栄養士とかが主催しておりますカミングセミ

ナーという支援機関がありますが、そこへのお誘いのお電話をしたりとかいろいろな手

でお誘いをしておりますけれど、余り強行にお誘いをすると健診を受けてくださらなく

なるような実情で、なかなか、お電話等はしておりますけれども、支援の必要な方がこ

のセミナーに参加されるという実績が少なくなっております。  

  それから、各種団体の健診への取り組みというご質問についてですけれども、食生活

改善推進協議会とか、健康づくり婦人会さんとか、（健康づくり）推進員さんとか３団

体があるのですけれども、皆さん総会とか理事会ではこの問題を取り上げてくださいま
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してご協力をくださるというお話が出ておりますけれども、各論になりましたら個人情

報の問題がありまして、未受診者の把握といいますか、未受診者に対して、この団体の

方にお知らせするとかいうような問題にぶち当たってしまいまして、具体的な対策がで

きてない状況です。再々理事会とか協議をされておりますので、そういう問題がクリア

されたら動き出すと思いますが、皆さん、うちの職員も入ってそういうことには取り組

んでおりますけれども、対策論というところまでにはいっておりません。申しわけあり

ません。  

  以上です。  

○議長（中澤愛水君）    市長、門 槇夫君。  

○市長（門 槇夫君）    依光美代子議員さんから、予防医療に対する考え方、見解は、

市長のということでございますが、人間生身の身でございますので、いつ病気にかかる

かということを心配されるわけです。当然病気にかからないために予防し、また自分の

健康を守っていくということは大変大事だというふうに思います。聞くところによりま

すと、この２１世紀は対処医療から予防医療へというふうな、医療費の負担増大なども

踏まえてそうした考え方が進んでおると思っておりますが、先ほど言いましたように、

やはり自分の健康は自分で管理をしていくというのが基本でなかろうかというふうに思

います。そのためには、公的ないわゆる健診を初め、そうしたことに積極的に受診をし

ていただいて、そして自分の身を守っていただく、また、人間ドックなどにかかってい

ただいて早期な発見を努めていただくと、そういうことが大事ではないかというふうに

思っております。  

  以上です。  

○議長（中澤愛水君）    保険課長、岡本明弘君。  

○保険課長（岡本明弘君）    依光議員の特定健診受診状況の質問についてお答えしま

す。 

  昨年度は初めてということもありまして、各種団体への総会や集まりへ出向いていっ

ての説明を行ってきました。今年度も、昨年度ほどではありませんが各種団体への集ま

りへ出向いていっての説明、啓発を行っております。また、会員を通じて住民への啓発

もお願いをしております。昨年同様ホームページへの掲載も行っておりまして、平成２

０年度の健診結果を載せるなど更新をしております。また、各種がん検診、胸部レント

ゲン検診会場にポスター掲示をしております。広報には、来月から３回連続で特集で特

定健診について掲載予定です。  

  特定健診の受診の現在の状況ですが、現在は６月３０日受診者分まで確認できており

まして、２７２名で昨年より８４名の増となっております。下半期の未受診者対策につ

いてですが、１０月から１２月までに未受診者全員に受診勧奨の通知を送付予定です。  

  工科大との連携事業のアンケート調査については、分析結果の報告をしてくれるとの

ことで報告日を決めておりましたが、報告日は延びておりまして、まだ工科大から報告
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を受けておりません。１１月上旬になるとのことです。  

○議長（中澤愛水君）    水道課長、久保和昭君。  

○水道課長（久保和昭君）    １５番、依光議員の４番目のご質問の水道関係について

お答えします。  

  まず１点目の、上水道新水源の確保は緊急の課題であるが、現状についてとのお尋ね

でございます。土佐山田町市街地の上水道区域の水道水は、ご存じのとおり戸板島水源

にある２本の浅井戸と北本町にあります浄水場より取水していますが、水源地の経年変

化での老朽化による取水能力の低下、また渇水による地下水位、水量の減少により、毎

年取水不足が生じております。あわせまして、土佐山田町地域の発展と生活様式の変化

による給水量増加などの課題を上水道の最重要事業として位置づけまして、新しい水源

地を確保するため、平成初めより平成１９年度まで、長期にわたりましてボーリング調

査による水量調査、電気・電磁波探査による水脈調査を行ってきましたところです。ま

た、水道ビジョンの基本計画であります実施期間が平成２４年度から平成２６年度、事

業費につきましては１２億５ ,０００万円での最重要事業として位置づけまして計画策

定されております。  

  さて、お尋ねの現状につきましては、この事業化に当たり高額な事業費を必要として

いることや、近い将来発生が予想されている南海地震など災害に対しても必要施設であ

ることから、間近に迫った平成２４年度実施に向け、施工位置、事業規模、財源措置

等々、施工に至るまでの多岐にわたる問題などを現在検討中といったところです。また、

今月、水道審議会を設置しまして、新水源の事業実施、水道料の改定等、重要施策を策

定していますので、水道事業基本計画や実施内容について審議をお願いするところでご

ざいます。  

  次に、２点目の工業用水について、平成１８年度決算時より、利用が見込めないので

あれば思い切った方向転換を考慮すべきでないかとの指摘が、今回は方向転換を実施す

べきでないかとの監査結果が出されました。その後において話し合いが行われたのかと

のことですが、この決算書の最後の端のページでございますが、そこをご参照していた

だければわかると思います。また、今議会にも決算認定をお願いしているところでござ

います。土佐山田町間に、高知県施工の高知テクノパーク工業団地を平成１６年４月か

ら企業誘致、７団地の分譲でございますが、分譲に向けて工業用水道整備事業費２億

５,５００万円、日最大給水量１ ,０００立方メートルを整備したところです。残念なが

ら現在給水事業者はなく、本来の公営企業の運営と異なり、維持管理費と企業債の償還

金など、年間約１ ,４００万円を一般会計よりの補助金で会計を維持しているところで

ございます。現在分譲開始６年目で４団地に企業が入り操業中ですが、工業用水の給水

はなく、今後も操業内容から工業用水の利用は低いと思われます。また、今後給水が期

待される残り３団地の分譲については、現在県当局において工業用水の給水が可能なこ

とを立地条件に数社と交渉中で、現在鋭意努力しているところでございます。  
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  そこで、お尋ねの監査意見の思い切った方向転換を考慮すべきか、実行すべきでない

かとの監査結果に対してどのような対応を行ったかとのご質問ですが、ちなみに方向転

換とは、需要のある上水道水として飲料水化のことでございます。県当局との企業誘致

にかかわる協議は、先月県企業立地課と当市の商工観光課が協議をいたしました。その

協議内容の一部としまして、工業用水道を必要とする企業から進出のオファーがあると、

今後も企業誘致の分譲地に工業用水道は必要であるとの報告を受けております。このこ

とから、所期の目的を達成するため、いましばらく県当局の情勢を注視し、今後時期を

見きわめて対処、決断する予定でございます。  

  なお、工業用水道事業管理者としまして、今回の監査意見書の指摘事項は重大かつ真

摯に受けとめております。  

  以上、よろしくお願いします。  

○議長（中澤愛水君）    １５番、依光美代子君。  

○１５番（依光美代子君）    １５番、依光美代子です。２回目の質問をさせていただ

きます。  

  最初に、救急医療情報キット、今の状況では取り入れるあれではないということで、

たくさんのご意見を述べてくださいました。  

  その中で、ちょっと私気になるんですけれど、何かをいろんなこと提案しても、先に

できない条件を皆さんが述べられることが多いがですよね。そこにやっぱり工夫が大事

じゃないかということを思うがです。そうやってやっても（救急医療情報キットに）書

き込むことはできない、手助けをする人がいないとか、それから更新をしなければそれ

ができないのではないかという先々心配しておられるけれど、更新をするに当たっても、

東京都なりほかの地域で取り入れてるのは、やっぱり１年に１回はお手紙出してるがで

すよね、更新をしなさいというお知らせをしたり、そこへの手だてということはやっぱ

りしていくべきだと思うし、方法でいろいろあろうかと思うがです。ただ、高齢化がす

ごくこう進んでるし、孤立をしてる高齢者の方もふえてきてますよね。やはり、そこの

部分でいい方法をぜひ考えていただきたいし、それで、確かに何かをしようと思えば財

源が要るから大変なことと思います。その部分で、ぜひこういう方法がありますよと、

皆さんこういう方法がありますからということをお知らせしてあげたら、あっ、これは

いいなと思ったらご自分でやられるということも可能だと思いますので、ぜひその辺も

ご検討をお願いいたします。  

  それから、予防接種についてであります。  

  今、私もこの取り入れに当たっていろんな町村の成果を少しお話をさせていただきた

いというのを少し思ったりもしたがです。だけど、今ワクチンは新型インフルエンザの

ほうへ力を入れててなかなかできないというご答弁があったりしたんですけれど、かな

りの高齢者の方が亡くなる、直前に肺炎にかかって死亡なさるという方が多いがですよ

ね。そのときの医療費をやっぱり考えたときに、そこに早くワクチンをすれば費用負担
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というのは安く済みますよね。今、先ほどインフルエンザとワクチンを両方すれば

５,３１５万円ほどまだ追加が要るっていうことをおっしゃられました。全員がすれば

だけど、一挙に全員がするっていうことはまだまだなかなか、そこまで全員が接種をす

るようになればいいんですけど、なかなかそこへはいかないと思うがですよね。一番心

配するのは、先日の高知新聞報道で、「国民医療費の、平成１９年度の医療費の総額が

過去最高である。」という記事が出ておりましたね。そのときに１人当たりの医療費は、

６５歳未満では１６万３,４００円に対して６５歳以上が６４万６ ,１００円、７０歳以

上になると７２万２,２００円、７５歳以上になると７９万４ ,２００円というように、

高齢者の医療費は現役世代の四、五倍となっております。これはやはり医療費の増加、

医療の高度化と高齢化に比例してふえてくる。だからなおのこと、いかに病気を予防す

るかをここいらで考えていかないかんと思います。  

  先ほど市長も、自分の健康は自分でやっぱりかち取っていくべきやと、そのために健

診とかドックとかそういうものを受けてもらいたいということを述べられました。やは

り皆さんが高齢になっても住みなれた地域で元気に暮らしていただく、それがやっぱり、

行政というのは何するかといったら住民の安心と安全の確保、これが第一番じゃないか

と思うがです。そのときに、財源確かに大変だけど、ここに少し投資をすることで先の

投資を抑えれるということがありますよね。だから、これだけ高齢化が進んでくると、

やはり予防医療ということに着目点を置いていただきたいというのを思うがです。  

  また、今年はちょうど新型インフルエンザがはやって、この時期なかなかそれの対応

もあり大変だと思いますが、ぜひそのワクチンによって肺炎を抑えることができると、

かからなくて済むよという、そういう知らせ、そういうことを住民に周知をしていただ

ければ経費も安くて、可能な人はご自分でするだろうし、財源が可能であれば、その財

源がなかなか厳しいっていうことが出ております。確かにそうだと思います。皆さんも

ない中でかなりのご苦労をされてると思うんですけれど、例えばです、昨日も「押しの

一手」のことが出てましたよね。「押しの一手」を配布して、その効果ということで、

織田議員さんのほうでは「余り効果がない、びしゃっとなってよくない。」っていう声

を聞いたということでしたけど、私はすごくいいっていうお話を聞いたんですよね。

「あれで押すと、もうお水がじゃあっと出て気持ちいいね。」って、ふだんだったら生

ごみ出すのにもうびちゃびちゃしたような袋を下げて出さなければならないけど、あれ

はすごくいいって。ただ、友達に聞いたときに使ってないという人も結構おったりした

から、ぜひその推進というか、使うように、その後使ってますかというような発信もし

てもらいたいということをおっしゃってました。私も使って、それはすごく効果がある

と思うがです。これが各家庭で大さじ１杯、大さじ１杯の水切りって簡単にできるんで

すよね。それで大さじ１杯が約３０ ccです。これを実行すれば香美市で年間１３９トン、

８月１日現在で１ ,７４８世帯、それで計算すると１３９トン減量できます。年間焼却

費が１９５万円削減ができるんですよ。この費用を利用すれば約１ ,０００人の接種も
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可能です。  

  ごみ削減なんかいうと、住民の協力でやはりできること、それから今立ち上がってや

ろうとしてる総合型地域スポーツクラブのようにスポーツ人口をふやす、健康な人、競

技力を競うんでなくて健康な人をふやす、そういう住民を巻き込んだような取り組みを

広げていくことによっていろんな経費が削減ができると思うがです。そういうことをし

ながら、その削減できた費用をやっぱり予防の手だてに（して）いくというようなこと

が、ぜひ取り組みをしてもらいたいと思いますが、再度ご答弁をお願いをいたします。  

  それから、特定健診のことについてお尋ねをいたします。  

  昨年と比べて同時期に、６月末現在で８４名（受診者が）多いということで、少し私

よかったかなと思うけれど、何かこの６月あたりから余り声を聞かないがですよね、そ

の後非常に心配をします。それで、担当課もこの受診率を上げるためにいろんな工夫を

されてると思うがです。その中で、受診率向上で口コミっていうのは一番いいというの

を評価をされてますよね、お２人の課長さんともね、前議会でも質問に対してそうやっ

て言われてました。この部分をもっと活用してはどうかということを思います。費用も

かからずに一番効果があると思うがです。ここなんですけど、ぜひここの部分で市長が

音頭をとって全職員に向けて、皆さんのご近所や友人、知人に、特定健診受けたかね、

忘れてないかねっていうことを１人が５人に声をかけると、やれば波及効果は大きいと

思うんです。その声を聞いた人がまた、あっ、忘れちょった、行かないかんねっていう

ような形にもなるし、それから、やっぱり住民と協働協働って言われながら余り協働が

できてないがですよね。これも協働、やっぱり市の職員さんがみずからが地域へ出てい

く、地域とのコミュニケーションをとっていくということがやっぱり今後大きな力にな

っていくんではないかと思いますが、一度声がけをしてはどうかと思いますが、市長に

いい考えがあればお聞かせをください。  

  それと、あと支援が必要な方にカミングセミナーとか言ってるけど、なかなか支援が

必要な方が来てくださらないということで、余り言うと後また健診来てくれなかったら

いかんからというご心配もありますが、ぜひその人たちに、このまま放置したらこんな

病気もこんな病気も併発するよっていう、何かそういう啓発のお手紙を送るとか、そん

なことができないでしょうか。そして、支援が必要になってないけれど、その項目の中

で１つだけ判定数値が高い人がおりますよね、けど支援ではないと。やはりその人の今

後の指導が予防につながると思いますが、どのようにお考えでしょうか、お願いいたし

ます。 

  それから、最後に水道関係についてお尋ねをいたします。  

  水道のほうも水不足で今後を考えると大変な努力をしておりますが、平成１９年度末

までボーリング調査をしてきたと思うがです。平成２４年度から新水源地に向けて今い

ろんな問題点を検討中ということで、大変頭を痛めてると思いますが、ただ、私がちょ

っと心配するのは平成２４年度までにもつかな、大丈夫かなということを心配をするの
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ですけれど、その辺がどうでしょうか。それから、審議会のほうでこういうことも含め

て審議をしていただくということですが、けど、今ずっと調べてこられてのことだから

あれですけど、新水源地となるような情報なんかを持ち合わせてる人がいないか、その

辺なんかもちょっと検討されたら、平成２４年度まで持ちこたえれるのかなと思って今

回少し心配で質問させていただきました。お構いなければもう一度ご答弁お願いいたし

ます。 

  ２回目の質問を終わります。  

○議長（中澤愛水君）    防災対策課長、吉村泰典君。  

○防災対策課長（吉村泰典君）    依光美代子議員の２回目のご質問にお答えいたしま

す。 

  医療キットの件でございますが、やろうと思えばやりようはあるのではないかと、そ

ういうご質問でございました。言われましたようにやり方はあると思います。やるべき

と決めたらいろいろやり方を考えてやってまいります。  

（笑い声あり）  

○防災対策課長（吉村泰典君）    ただ、やればよいということはたくさんございまし

て、やらなければならないということもたくさんございます。それぞれの市町村では選

択をして取り組んでいるということになります。法令等で定められておれば優先順位は

先になります。しかし、市町村独自で実施するということになりますと、たくさん抱え

ている課題の中でどれから手をつけるかというようなことが現実的にあります。自分の

課でもやらなければならないと決めていることがいろいろございますが、なかなかでき

ないジレンマを持ちながら置き去りにしていると、そういう焦りも常日ごろ持っており

まして、また議会の追及も受けるんじゃないか…。 

（笑い声あり）  

○防災対策課長（吉村泰典君）    というようなこともあるわけです。私のほうで、確

かにこの制度は有用なことだとは思いますが、どこそこの部署でできるということがで

きません。そういう予定をしてないということで、よろしくお願いいたします。  

○議長（中澤愛水君）    健康づくり推進課長、片岡芳恵君。  

○健康づくり推進課長（片岡芳恵君）    依光美代子議員さんの２回目のご質問にお答

えをいたします。  

  ワクチン接種について公費助成をということでしたので、今の状況ではできないとい

うお答えをさせていただきました。  

  それから、先ほども申しましたように、本年度はこの肺炎球菌にワクチン（接種）が

ありますよという広報はできない状況があります。先ほども申しましたように新型イン

フルエンザのワクチン製造に力を割かれておりまして、肺炎球菌のワクチンは限られた

数しかないと。それから、ご質問にはなかったですけれども、申し添えておきますが、

通常のインフルエンザの予防接種についても例年の半分ぐらいしか高知県全部へ配布が
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ないであろうと言われておるような状況でして、いつ、３年になるか４年になるかわか

らないという、新型インフルエンザのこの発生と合わせてです。これが終息したときに

は、私費ですけれども、こういうようなワクチンがあるという広報から始めてまいりた

いと思います。ですから、大変よいことはわかっておりますけれども広報等でお知らせ

することができない状況にあるということはお知りおきいただきたいと思います。 

  それから、職員による健診のピーアール等を市長さんのほうに求められておるようで

すので、各種団体の方も相当皆さんご近所の方にもピーアールをしておりますので、そ

ういうことにもまたなお一層、先ほども申しました個人情報をクリアしたときに、どう

いうふうなお誘いをするかというようなことも考えたいと思います。（後に市長から追

加答弁あり）  

  それから、特定健診の保健指導のカミングセミナーのことですけれども、私も含めて

体重を減さなければならないと思いつつも、わかっておってもできないというのが現実

で、もう何人かの方もにこにことされておりますけれど…。 

（笑い声あり）  

○健康づくり推進課長（片岡芳恵君）   そういうような現実がありまして、受けてい

ただきたい方にお電話をしてもわかっちゅう、わかっちゅうというようなことがあって

なかなか、情報はたくさん持っておりますけれども実現ができないということです。  

  それから、ご指摘の１つだけ異常、高い数値がある場合にはお誘いせんかというよう

なご質問でしたけれども、保健師が見て、１つであってもこれはおいてはならないと思

うようなことはお電話等でご連絡をして、するべく、それの処置はとっておるようです。  

  以上です。  

○議長（中澤愛水君）    水道課長、久保和昭君。  

○水道課長（久保和昭君）    依光議員さんの２回目のご質問にお答えします。  

  平成２４年度実施まで水源、水量がもつかとご心配のご質問でございますが、平成２

４年度まであと３年ぐらいあります。水道課としまして、できる限りの努力で現在水源、

水量を守っておりますが、しかし、地震等起これば大変なことになるというのは想定で

きます。平成初めから現在まで調査を行ってまいりました。本来なら実施すべき事業で

すが、平成２４年度まで、それまで水道課の努力で、水道課の技術をもって今の水量を

守って市民生活の安定を図っていきたいと考えております。  

  十分なお答えになりませんけども、答弁とさせていただきます。  

○議長（中澤愛水君）    １５番、依光美代子君。  

○１５番（依光美代子君）    １５番、依光美代子です。３回目の質問をさせていただ

きます。  

  済みません、答弁の抜かってるところをちょっとお願いをしたいです。先ほど市長の

ほうにお尋ねをした部分ですけれど、受診率向上に当たって口コミがよいということは、

それぞれ担当課でも評価をされております。ぜひ市長が先頭に立って職員に対して、あ
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なたのご近所や友人、知人に対して、１人が５人とかその数字は別として、ご近所へ何

人以上声がけをしましょうということをやったら波及効果もあるんではないかと。ぜひ

一度声がけをしてはどうかと考えますが、市長のお考えをお聞かせください。  

  それと、済みません、香美市の状況ですが、６５歳以上でインフルエンザのワクチン

の対象人数をお聞きしました。７５歳以上の方の肺炎の死亡者数だとか、香美市内の死

亡原因の順番を５番ぐらいまでをお聞かせください。  

  そして、先ほど少し聞きましたが、新聞報道で高知県の医療費の総額が過去最高であ

るということが出ておりました。香美市の状況がわかれば、もしここでわからなければ

後でも結構ですので、１人当たりの医療費がどれだけになってるかいうことをちょっと

お聞かせください。  

  それから、特定健診、（高い数値が）１つでもある方に対して声をかけてくださって

るいうことで、ありがとうございます。この１つのときにやはり適切な、その人に気づ

きを与えて予防することは次へつながっていくと思いますので、ぜひこのことは続けて

お願いをしたいと思います。  

  以上で私の質問をすべて終わります。  

○議長（中澤愛水君）    市長、門 槇夫君。  

○市長（門 槇夫君）    依光議員のご質問にお答えします。先ほどはえらい失礼をい

たしました。答弁が抜かりまして申しわけございません。  

  健康診断等の受診率等の向上に対して、職員に対し口コミをするような、そういう指

導をしたらということでございます。４００人余りの職員がいるわけですが、それぞれ

職員のみんなは、部署部署は違ってもこの香美市民の健康を願い、またそうしたことを

それぞれ職員は強く思っております。私があえてそんなことを一々言わいじゃち、職員

はそのことについてきちっとやってくれておると思っておりますので、そういうことで

ございます。  

 以上です。  

○議長（中澤愛水君）    健康づくり推進課長、片岡芳恵君。  

○健康づくり推進課長（片岡芳恵君）    依光議員さんのご質問にお答えいたします。  

  香美市の死亡原因、上位５疾患についてですけれども、２年前の数値しかまだ確定し

ておりません。２００７年度に、悪性新生物、がんが１位で８６名、心疾患７０名、脳

血管疾患が５４名、それから再掲ですけれども心不全が２９名、肺炎が３９名というこ

とです。３９名のうち７５歳以上の方で３７名の方が肺炎による死亡という結果が出て

おりまして、おっしゃるとおり７５歳以上の方は肺炎で亡くなる確率が高いということ

です。ただ、この死亡原因については最終で亡くなるということでして、がんを患って

らっしゃって最後に肺炎という診断がつくということですので、７５歳以上の方はそう

いうこともあり、確かに肺炎で亡くなるということは立証されております。  

  それから、先ほど医療費の総額をということでしたけれども、保険課のほうでその資
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料を持ち合わせておりませんので、後期高齢者と国保しかわからないと思いますけれど

も、岡本課長のほうから後から報告するということですので。 

  以上です。  

○議長（中澤愛水君）    依光美代子君の質問が終わりました。  

  次に、４番、大岸眞弓君。  

○４番（大岸眞弓君）    ４番、大岸眞弓です。一般質問、最後の日程となりました。

皆さんお疲れのこととは思いますが、どうぞよろしくお願いします。私は、住民こそが

主人公の立場で質問を行います。  

  質問に入ります前に、通告文の訂正を１カ所お願いします。ヒブワクチン予防接種化

の推進をというところで、本文の１行目、患者数は毎年「１ ,０００万人」とあります

が、これは「１,０００人」の間違いですので…。 

（笑い声あり）  

○４番（大岸眞弓君）    済みません、「万」を消していただきますように。  

  それでは、順次質問に入ります。  

  ８月３０日投票の衆議院議員選挙において、国民は自民・公明の政権を退場させ、新

しく民主党政権を誕生させました。民主党は圧勝しましたけれども、その後の世論調査

などを見ましても、国民は民主党の政策への期待というより自民党の進めてきた政治に

強い不満を持ち、ともかく政治を変えたいと願った結果ではないでしょうか。この選挙

結果は、国民の厳しい審判が日本の政治を前に動かす流れとして起きているものであり、

地方政治を担う立場として深い総括を行い、今後の市政運営に生かしていく必要がある

と思います。  

  そこで、具体的にお伺いをいたします。  

  まず、新自由主義路線の破綻ということについてです。  

  昨年暮れから年初めにかけての世界的な経済不況で国内の不況にもいよいよ拍車がか

かり、たくさんの失業者が文字どおり路頭に迷う姿が現実としてあらわれました。こう

した中で自民党の国会議員でさえ、政府の経済財政諮問会議や規制改革会議について、

新自由主義、市場原理主義を唱え、日本をアメリカのような国にすればいいと言ってき

た。それが間違いだったことは今回の世界不況が証明した。責任は重く廃止すべきだと

いう発言をするようになりました。また、小渕内閣当時、経済戦略会議のメンバーとし

て提言書をまとめた一橋大学教授の中谷  巌氏が、「資本主義はなぜ自壊したのか」、

自分で壊れると書いて「自壊」と書いてますが、自壊したのかという著書を出版し話題

を呼びました。著書の中で氏は、自身が細川内閣や小渕内閣で規制緩和や市場開放など

を積極的に主張し、小渕内閣当時にまとめた提言書はそのまま小泉内閣に引き継がれた。

いわば小泉構造改革の片棒を担いだ男の１人だと自認をしています。しかし、「構造改

革とそれに伴って急速に普及した新自由主義的な思想のばっこ、さらにはアメリカ型の

市場原理の導入によって、ここまで日本の社会がアメリカの社会を追いかけるようにさ
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まざまな副作用や問題を抱えることになるとは予想できなかった。自分自身の不勉強、

洞察力の欠如にじくじたる思いだ。」と述べています。新自由主義は、小さな政府を目

指し、規制を撤廃してあらゆる経済活動を市場原理にゆだねる。また、個々人が自己責

任に基づいて競争する社会こそが健全で、そうした社会が人々を幸福にし経済を発展さ

せるという思想に基づきます。氏は、副作用として、格差の拡大、ワーキングプアの存

在、医療体制の崩壊、後期高齢者医療制度、地方経済の衰退などを上げ、グローバリー

ゼーションの結果としての食の安全性の喪失、産地偽装や環境破壊までを上げ、「稼げ

ない人間は負け、それで飢えたとしても自業自得といった新自由主義的な価値観が、今

の日本社会から安心、安全を、あるいは人と人との信頼関係やきずなが失われる事態を

巻き起こした。」と述べていますが、まさにこの間の日本社会の現状を言い当てていま

す。日本経済ばかりか世界経済をも行き詰まらせた新自由主義路線が破綻したことは、

氏の言葉をかりるまでもありません。  

  以上、述べてお聞きします。新しい政権や国民が、選挙結果も受けて新自由主義路線

を乗り越えていく出発点にしなければ日本経済の再生はないと思います。市長は、地方

政治のトップとして今回の選挙結果をどのように総括し、新自由主義の破綻ということ

についてどのような所感をお持ちでしょうか、まずお聞きをいたします。  

  次に、２と３は連動していますのでまとめてお聞きします。  

  小泉構造改革は余りに乱暴で、国民に痛みを押しつけました。４年前の衆議院議員選

挙は小泉劇場と呼ばれ、郵政民営化さえすれば何でもよくなるかのようなキャンペーン

を張り、マスコミも小泉構造改革路線を深く検証することもなく加担して小泉人気をあ

おりました。結果、自民、公明で衆議院の７割を占めるに至り、参議院で否決されたも

のでも３分の２の優位性を使って強行採決するなど数の力の横暴が目立ちました。特に、

毎年社会保障費の自然増分２ ,２００億円を削減するため、後期高齢者医療制度、障害

者自立支援法、介護保険制度の改悪、療養病床の削減など、弱者をねらい撃ちにした制

度を矢継ぎ早に強行採決し、国民の嘆きと怒りを買いました。また、労働法制を規制緩

和し、ワーキングプアといった層をふやし、若い人などに身分不安定な働かせ方を押し

つけ、生産増で必要なときは使うが要らなくなったら使い捨てにしてはばからない大企

業の横暴も目に余るものがあります。一方、農林漁業の衰退や高齢化で悩む地方を三位

一体改革で市町村合併に追い込み、地域コミュニティーの破壊、地域の衰退は深刻なも

のとなりました。  

  以上、述べてお伺いします。小泉構造改革が進めてきた大企業中心の政治が国民や地

方にもたらした影響について、どのように総括されるでしょうか。また、香美市はこの

路線にどういう対応をしてきたでしょうか。国が国民や地方に間違った政治を押しつけ

ようとしたとき、無批判に追随してきたということはなかったでしょうか。今自治権者

としての姿勢が問われていますが、現在の局面で何を教訓とされるかお伺いをするもの

です。 
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  次に、４の選挙制度についてお聞きをいたします。  

  今回の総選挙では、改めて小選挙区制の弊害が明らかになりました。１９９４年に衆

議院の選挙制度を中選挙区から小選挙区比例代表並立制に変更し、５００の定数を選挙

区３００、比例を２００とし、その後、比例定数は１８０に削減されました。当選者が

１選挙区で１人とされる小選挙区制は、死に票が多く出ることや政党の得票率と議席獲

得率にばらつきを生じさせるなど、民主主義の根幹にかかわる問題点をはらんでいます。

例えば、今回の衆議院選の小選挙区で民主党の得票率は４７ .７％ですが、議席獲得率

は２２１議席と全体の７３.３％を占めました。自民党は得票率３８ .７％で６４議席と、

占有率は２１ .３％にとどまりました。選挙での投票総数７ ,０５８万票のうち当選者以

外の候補に投じられた票は３ ,２７０万票で、死に票率が約半数に上ります。特に高知

１区では死に票の率が６７ .５％で、当選者の得票数は３分の１以下というゆがみが生

じています。仮に衆議院総定数４８０を今回の総選挙の各党の比例票で配分すると、民

主党は４２ .２％で２０４議席、自民党は２６ .７％で１２８議席、公明党が１１ .５％

で５５議席、共産党は７％で３４議席、社民党は４ .３％で２１議席などとなります。

多様な民意が反映されてこそバランスのとれた国会運営ができると思うのですが、民主

党は、この多様な民意を反映させるために設けている比例部分の定数を８０削減するこ

とをマニフェストに掲げています。これが実行されますと民意が正しく反映されないと

いうゆがみをますます増幅させ、国民の参政権を退けることにつながりはしないでしょ

うか。 

  以上のことからお聞きします。民主主義の根幹にかかわる問題として、選挙制度をど

うするかは大変重要な課題です。たくさんの死に票を生む小選挙区制を続けていいのか、

議員定数は減らすほどいいのか、政党の運営資金のあり方の問題など、いずれにしても

民意が正しく反映される選挙制度をつくり、民主主義を発展させるための国民的議論が

必要ではないでしょうか。見解をお聞きするものです。  

  次に、道州制についてお聞きします。  

  総務省は、第２９次地方制度調査会の合併推進は特例法の切れる平成２２年３月末ま

でで一区切りという答申を受け、「合併推進課を来年４月からは市町村体制整備課に改

組し、市町村間の広域連携の支援に軸足を移す。」との新聞報道がありました。終了で

はなく一区切りであって、さらなる合併や再編に含みを残しています。自民党は、平成

合併で１,８００になった市町村をさらに当面７００から１ ,０００程度にし、今の都道

府県をなくして全国を１０程度の道州にする構想を示していました。民主党もまた道州

制の導入も検討すると言っていますが、道州制は、これまでの経過からもわかるように

財界、大企業が一貫してその導入を求めてきたものです。単に地方制度の大改編にとど

まらず、国の仕事を外交や貿易、軍事、司法などに限定する一方、憲法が明記している

暮らしや雇用、福祉、教育など国民の基本的な権利を守る国の責任を放棄し地方に押し

つけようとするものです。日本経団連は道州制を究極の構造改革と位置づけ、自治体統



－44－ 

合などで浮かせた財源を道州が、輸出大企業のためのインフラ整備などの大型開発に集

中投入することなどがそのねらいです。  

  ここでお聞きをいたします。こうした道州制をにらんだ動きに対し、全国町村議長会、

全国町村会は、２００８年１１月、ともに全国大会で現在の道州制に反対する特別決議

を上げています。特に全国町村会の決議文では、「人口が一定規模以上でなければ基礎

自治体たり得ないとする考え方は、現存する町村と多様な自治体のあり方を否定するも

のであり決して看過できない。道州制によりさらに市町村合併を強制すれば、多くの農

山漁村の住民自治は衰退の一途をたどり、ひいては国の崩壊につながっていく。」と明

確に述べています。新たな自治体再編やその先にある道州制は、国民が望んだものでは

ありません。市長の現時点での道州制への見解と対応をお伺いします。  

  続いて、地方分権改革ということについてお聞きをします。  

  地方分権改革ということが盛んに言われております。小泉内閣が地方分権といって自

治体の自立の名のもとにやってきたのは、第１に、国の責任を縮小して地方への財政支

出を大幅に削ること。具体的には、三位一体改革によって地方交付税を大幅に削減した

こと。第２に、自治体の規模を大きくして自立能力をつけるとして、市町村合併を押し

つけてきたことでした。今また新たに福祉や教育などの水準を保障するために設けてき

た国の基準を取り払い、国の負担を削減する義務づけ、枠づけの見直しなどを言い出し

ていますが、こうした方向は分権とは正反対で、地方自治の破壊につながるものです。  

  ここでお伺いをします。真の地方分権とは、自治体が独自の権限と役割が発揮でき、

この間壊されてきた地域経済の回復と地方自治の再生にあるのではないでしょうか。国

の進めてきた地方分権をこうした立場から検証することが今必要だと思いますが、いか

がでしょうか、見解をお聞きします。  

  新型インフルエンザ対策についてお聞きします。  

  この件に関しましては、複数の方から質問がございました。現状は大体わかりました

が、現時点ではもう追跡をして感染拡大防止のための水際対策ができるような状態では

ないというふうに判断をされていると。それで、一般の疾病というかインフルエンザと

同じ扱いをするとのことでした。厚生労働省が公表しております新型インフルエンザの

流行のシナリオによりますと、通常の季節性インフルエンザの２倍程度に当たる国民全

体の２０％、約２ ,５００万人が発症するとの推計があります。ピーク時には１日当た

り約７６万人が発症、４万６ ,０００人が入院をすると推計をしております。これから、

９月下旬から１０月にもその流行のピークがあるのではないかと予測をされております

が、どうなることかとちょっと不気味な、初めてのことでもありますし、思いがしてお

りますが、それは片岡課長も同じと思います。  

  改めて確認をしておきたいのですが、ピーク時の患者さんの相当数の診察とか入院の

受け入れ態勢は、もう今万全だと、大丈夫ということが言い切れますでしょうか。そう

いう態勢に向かって着々といっているということなのか。おとといの高知新聞の夕刊で
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したか、重症化につながりやすい患者さんの状態をまだ高知県も今つかんでいる最中だ

と、そういうことが記事としてありますが、そのあたりも含めまして厚生労働省あるい

は県が今後どういうふうに示していくのかと、そのインフルエンザ対策を、どのあたり

までわかってますでしょうか、お聞きをしておきたいです。  

  それと、相談体制、やっぱり不安だらけですので市民の方はちょっと聞いてみたいと

いうこともあると思うんですが、そういうときにどういうところへ、チラシも入ってお

りましたけれども、相談体制などはどうすればいいのかということを。どういうふうに

情報を公開をするのか、情報を住民に提供していくのか、もう一度お知らせを配布する

予定で内容を検討中ということでしたが、いつごろにお知らせがなるか、それもお聞き

できればお願いをします。  

  そして、通告書にも書きましたけれども、現在国保の資格証が発行されている世帯、

それから準要保護などの困窮世帯の方々は、窓口負担を恐れて早期の受診が阻まれるお

それが多分にあります。これはやはり感染拡大の防止、それから重症化を防止するため

にも、こうした方々に対して保険証をインフルエンザがおさまるまでは発行すると。そ

れから医療費の負担軽減を図るとかいうことの、きょう山﨑龍太郎議員も若干医療費の

ことについて質問をされておりましたけれども、そういう対策を検討すべきと思います

が、対応をお伺いをするものです。  

  次に、ヒブワクチンの予防接種化の推進についてです。ワクチンというのが今回よく

出てきまして、依光議員は高齢者のワクチンですが、私は子どもさんのワクチンでお聞

きをします。  

  インフルエンザ菌ｂ型、ヒブと呼んでおりますけど、それによる細菌性髄膜炎は、３

歳未満児、特にゼロ歳から１歳の子どもに多く発症するとされています。細菌性髄膜炎

の日本での患者数は毎年１ ,０００人、そのうちの約６割強がインフルエンザ菌ｂ型に

よるもの、約３割は肺炎球菌によるものとされておりまして、発症早期には発熱以外に

特別な症状が見受けられないことから早期診断が難しいとのことです。  

  世界保健機構、ＷＨＯは、１９９８年にすべての国に対して乳幼児に対するヒブワク

チンの無料接種を求める勧告を出しています。ワクチンを定期予防化した国では発症率

が大幅に減少しているとのことですが、日本では、ＷＨＯの推奨から１０年以上経過し

た今でもヒブワクチンの定期接種が行われていません。予防接種を実施している国は、

２００６年時点でＷＨＯ加盟国１９２カ国中１０８カ国です。これまでの国会の質疑等

で見てみますと、舛添厚生労働大臣は、ヒブワクチンの発売が２００７年１２月から始

まるので、発売後、安全性が確認されれば定期接種に位置づける方向で努力すると答弁

をしておりますが、その後、平成１９年に承認はされておりますもののいまだに任意接

種のままです。定期接種に至っておりません。予防接種法では、予防接種を定期接種と

任意接種とに分けております。定期接種には、日本脳炎、ポリオ、風疹、麻疹などがあ

り、任意接種にはおたふく風邪や水痘などがあります。定期接種は、１、決まった年齢
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以内に決まった回数を。２、決まった場所、原則として住民票のある自治体の指定医療

機関で接種を受けた場合は無料となります。この１、２以外で接種した場合が任意接種

となり、任意接種のほうは有料です。定期接種化されてないヒブワクチンは、４回接種

で約３万円の自己負担がかかります。  

  そこでお聞きをします。以上のことから、各地方議会から予防接種の早期定期化を求

める意見書が上げられたりしています。さきの定例会では高知県議会からも出ておりま

すが、香美市としてもあらゆる機会をとらえて国に要請する必要があると思いますが、

いかがでしょうか。また、定期接種化されるまでは、任意接種の希望者に対し接種料金

を助成するなどの対策が必要ではないでしょうか。細菌性髄膜炎というのは後遺症も非

常に心配をされますし、医療予防の観点、依光議員がおっしゃってましたが、やはり医

療予防の観点がとても大事ですね。病気を未然に防いで健康の保持と同時に医療費に係

る予算を抑制するという、こういう方向づけはとても大事な観点と思います。そして、

そういう観点と、それから少子化対策としても検討する価値があると思いますが、見解

をお伺いするものです。 

  建築助成制度についてです。  

  長引く不況で、地域経済の衰退には目を覆うものがあります。知り合いの大工さん、

左官さんから、全く仕事がなくなって失業状態だという話をここ数年よく聞くようにな

りました。大工さんばかりでなく、市内の土木や建築関係の方々もせっぱ詰まった状態

で、議会に対しても陳情や請願が繰り返されているところです。こうした中で、不況対

策として建築助成制度をつくり、関係者らから喜ばれている自治体があります。山形県

庄内町では、昨年４月に持家住宅建設祝金制度を創設しました。町民が自宅の改修、修

繕、新築を地元の大工さんに発注したとき、町が建築費用の５％を助成するという制度

です。対象工事費は１戸当たり５０万円から１ ,０００万円までで、祝い金は２万５ ,０

００円から５０万円の交付となっています。商店や倉庫などの建物も対象になるという

ことです。２００８年度当初予算を上回る注文があり、補正予算を２回組んで町から約

２,２００万円のお祝い金が交付をされています。総工費は約６億円で、経済効果が３

０倍近くになっているとのことです。町内では、これに付随しまして電気工事や板金、

お祝い料理の注文とか関連業種が潤っております。こうした結果から、制度は隣町とか

県内に広がりつつあるとのことです。  

  ここでお聞きします。建築費の助成制度は不況対策や仕事の確保の面でも有効です。

失業者が仕事を確保し、得た収入で生活をしていける、こうした市民をふやすことは市

政にとっても大きな意味を持つのではないでしょうか。以上のことからお聞きをいたし

ます。やり方はそれぞれにあると思いますが、同様の制度の創設を検討できないかお聞

きをしまして、私の１回目の質問を終わります。  

○議長（中澤愛水君）   市長、門 槇夫君。  

○市長（門 槇夫君）    大岸議員のご質問にお答えをします。  
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  衆議院選の結果について、それぞれ関連する質問、多岐にわたっての質問がございま

した。評論家じみたような答弁になってしまいますがお許しをいただきたいというふう

に思います。  

  この議会、多くの方々から今回の衆議院選挙の件に関連してのご質問をいただいたわ

けです。まず、最初に選挙結果についてどのように総括をされておるかということでご

ざいますが、結論からいえば、今日まで（政治を）とってきました、自民党を中心とし

た政治が、結果的に地方軽視の政策を初めさまざまな施策に対しまして将来的な展望が

開けないという中で、政治に対する不信と不満が募り、また昨今の経済状況下における

恐怖感の中で有権者の積もり積もった不満といいましょうか、そうしたもののはけ口と

して、今回の選挙によって政府に対し不信任を下したということになろうかというふう

に思います。  

  そうした中で、以下、１、２、３、４とこう順番に質問があるわけですが、新自由主

義路線の破綻について、また、あわせ小泉構造改革、そして結果、その改革が国民や地

方にもたらした影響、そうしたものについてお答えをさせていただきますが、新自由主

義というものは、やはり特性としましては規制緩和の導入であるとか、あるいはまたそ

うしたことによる市場原理、そうしたものを取り入れた自由主義、自由競争社会の構築

によって政府の機能を縮小させ、また小さな政府を目指すものであるというふうにもお

聞きをいたしております。こうしたことを原点として小泉構造改革が進められたわけで

あります。この路線の中で、特に郵政あるいは高速道路等の民営化が図られてきました。

また、そうした結果によって社会基盤がさまざまな形の中で崩れることとなり、社会保

障あるいはまた雇用問題などが発生をしまして格差問題が出てきたと思います。また、

同時に行政におきましては三位一体の改革が断行されまして、地方行政は大変財政の窮

迫といいましょうか、そうしたことが深刻となりまして、これまた地域間格差が生まれ

たということが、大きな構造改革の中で出てきたことではなかったろうかというふうに

思います。  

  そうしたこの構造改革が、じゃあ国民と地方にもたらした影響ということにつきまし

ては、原因となりますのは、先ほどのこうした改革路線が、特に欠点としましてはやは

り性急な政策の推進とその強引さにあったのではないかというふうに思います。また、

地方の実情を無視して、すべてとは言いませんけれども、一定都市的な発想の中で一律

的な流れを先行した結果、地方自治を混乱におとしめたことということが大きな原因、

欠陥ではなかったかというふうに思います。しかしながら、そうした現実を受けて、さ

て、じゃあ行政はどうしたのかということでございますが、香美市を含めまして多くの

市町村が、市町村合併を含め、また同時に行財政改革に取り組みながら持続可能な行政

運営を目指してきたというふうに思っております。  

  そして、４番目に、いわゆる選挙制度についてでございますが、民主党は、比例代表

制の中で８０議席のいわゆる議席を削減をするということも言われております。今連立
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政権を組もうとする中で、社民党、日本新党は反対をしてるということも表明をされて

おりまして、現在の小選挙区比例代表並立制がどのようになっていくのかということが

今後論議をされるのではないかというふうに思います。一定の、これもう大分前のシミ

ュレーションでございますが、２００５年のときの各党の当選人員とあわせ、じゃあ比

例を８０人ぐらい削減した場合に各政党はどうなっていくのかということのシミュレー

ションが出ておりますが、特に共産党さんからのご質問でございますが、２００５年に

は９人おった共産党の当選者が、この８０人ぐらい削減すれば３人ぐらいになるのでは

ないかというふうなシミュレーションが出てきております。確かに国のこうした選挙制

度を改革をする、また政治家自身も身を削るということ大変大事でございます。そうし

た中で、９月４日の高知新聞の社説の中でも、民意は削らないようにというふうな社説

が出ておりました。小数政党、少数意見といいましょうか、そうしたものをやはり大事

にしながら、そうした少数の民意の反映をしていくということも大変大事であるわけで

ございまして、民意をゆがめるような選挙制度をつくってもやはり民主主義の質まで削

っては元も子もないと書かれておりますが、まさしくそのことであろうかというふうに

思います。今後民主党を含む連立政権がどのような方向でこの選挙制度を考えていくの

か、位置づけていくのかということは今後の課題であろうと思います。  

  また、次の道州制についてでございますが、さきの平成２０年１１月２６日、全国町

村会大会で特別決議がなされております。これも順次、政権が大きくかわっております

ので、そうした中で議論が進められておりますが、この中に書かれております、先ほど

大岸さんのほうからもございましたが、町村会で特別決議としてここに出ている以上、

やはりそうしたことを踏まえての議論がなされてくるというふうに思っております。ま

だ私がここで道州制に反対であるとか賛成であるとかいうことが述べれるほど勉強、知

識もできておりませんので、推移を見ながら、そうしたこともまた論じれるときが来れ

ば申し上げることとなろうと思います。  

  次に、地方分権改革についてですが、地方分権改革も今回の選挙で大きな争点となり

ました。全国知事会の中でも、大阪府知事あるいは宮崎県知事などからいろいろな立場

の中で地方分権についての意見が出されてきたわけです。特に一番大きなことは、地方

と国との形の中でやはり地方のいわゆる考え方がきちっと地方の中で生きていけれる、

やっていけれる、そういう仕組みをつくっていくことが大事だと、私はそう思います。

そういうことで、今回民主党の中でもせめぎ合いになっております国と地方の協議機関、

そうしたものを定義づけて、そして国と地方の話し合いの中で地方のあるべき施策、そ

うしたものが地方の中で、いうなれば地方がやっていけれる、そういうあり方が必要で

はないかというふうに思います。また、昨日でしたか、自治体の裁量権が８９６項目と

いうことで、いろいろな小さな部分につきましてもこの分権改革推進委員会の中でも検

討をされております。分権改革推進委員会第３次勧告の案が出てきておりますが、順次

こうしたことの話し合いの中で、また地方分権改革推進委員会の中で練り上げられてこ
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ようかと思いますが、今後知事会あるいは市長会、そして町村会、そして議長会等がリ

ーダーシップをとりながら、地方と国のあるべき姿が構築をされていくものというふう

に思っております。  

  それから、最後のご質問の建築助成制度をということでございますが、大変厳しい社

会環境の中で、建築業に携わっている方々は大変厳しい環境にあろうと思います。建築

業だけでなくて本当にいろいろな意味で大変だというふうに思いますが、現在この制度

を、じゃあやっていくかというところまで煮詰めた話はできておりません。特に香美市

では、旧土佐山田町時代でしたが小規模工事の制度をご提案をいただきまして、その制

度を今も継続をしております。できる小規模工事等につきましての、これは行政に関す

ることですが、地元の業者あるいはまたそうしたことに手を挙げてくださる方に対して

は、いろんな意味で行政の仕事を小規模事業につきましては請け負っていただいてやっ

ていただいておりますが、これも効果があろうかと思いますが、このご質問は一般の住

民の皆さん方が改修や新築をしたときにその一部を助成をするというふうなことで、他

県では行われておるということでございますが、今もって本市ではそのようなことを考

えておりません。今行われておりますいわゆる障がい者に対する住宅改造の支援である

とか、あるいはまた耐震工事によるところの支援であるとか、そうした公的な部分だけ

でございまして、民間の方々に対するところまではいっておりませんが、そうしたこと

もお聞きをしたということでおきたいというふうに思います。  

  以上です。  

○議長（中澤愛水君）    保険課長、岡本明弘君。  

○保険課長（岡本明弘君）    大岸議員の新型インフルエンザ対策についてのご質問に

お答えします。  

  資格者証発行の方についての対策の必要性についてですが、保険医療機関及び保険薬

局にあっては、新型インフルエンザで受診した場合で資格者証を提示した場合は、資格

証明書を被保険者証とみなして取り扱うこととなっております。これは国から県に通知

がありまして、県から市町村に流れてきた通知によっておりますので、県から国保連合

会とか医療機関へ通知があっているということです。  

  それで、現在資格者証発行の世帯にあっては、中学生以下については短期被保険者証

の発行をしておりますが、その他の資格者証の発行の方についてどうするのかというご

質問だと思うんですが、ご質問の中にもありましたけれども、あらかじめ短期の被保険

者証を発行するなどしてはどうかということですけれども、そういった対応をすること

は考えておりません。  

  以上です。  

○議長（中澤愛水君）    健康づくり推進課長、片岡芳恵君。  

○健康づくり推進課長（片岡芳恵君）    大岸眞弓議員さんの新型インフルエンザによ

る危機管理体制は万全かについてお答えをいたします。  
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  日々情報が変わりますので、万全かと言われましても万全なように努力をしておりま

す。９月４日、前週の金曜日ですけれども、中央東新型インフルエンザ災害対策本部会

議を開きまして、そこにおきまして一定のシミュレーションをして、医師会等も参加を

してくださっております。今回のインフルエンザの流行のシナリオは、おっしゃるとお

り発症率２０％で、これが中程度の推計やそうですが、２０％で推計をしております。

人口１０万人、ちょうど南国市、香美市、香南市で１０万人ですけれども、それで人口

１０万人当たり患者数が２万人、入院者が３００人、重傷者が３０人という推計になっ

ております。今の新型インフルエンザは、第１波はまだウイルスが完全にヒト型にはな

ってないようです。ですから、伝播効率といいますか、それが悪くて流行の規模が大変

小さいそうです。第２波はウイルスがヒト型に変化をしており、大変感染力が高いとい

う報告を受けております。それに向かってなるべく、ヒト型となった第２波について緩

やかな感染にしたいということで予防対策をしております。  

  それで、相談体制はどうかというようなことですけれども、住民の方のご相談があれ

ば健康づくり推進課でも対応いたしますし、専門的なことはかかりつけ医の先生にお電

話をしていただくと。それから保健所でも受け付けをしておりますので、そういうよう

なことです。  

  それから、大変第２波になって感染力がふえた場合の医療体制はということですけれ

ども、外来は全部の医療機関でもう既に実施をするということになっておりますので、

ほかの方にうつさないような、感染しないような方法で受診をするようにしております。

それで、そういうときなどは医療従事者の罹患ということもいろいろ心配をしておりま

して、医療従事者の確保が難しいというようなことで、今認められてない勤務体制、不

測の勤務体制も認めるという、国は方針を出しておるようです。それから、せんだって

も申し上げましたように、入院の病床数の拡大をしてもよろしいと、蔓延期には満床と

いえども受け入れてよろしいというようなことができておりますので、香美市内、近隣

のＪＡ高知病院も含めました医療体制は、中央東福祉保健所を中心に確立をしつつあり

ます。 

  それから、住民の方にこういう体制をいつの時期でお知らせをするかということです

けれども、大変このお知らせをするタイミングというのが、刻々と情報が変化をします

ので、１０月の広報には既にもう間に合わないというようなことになっておりますので、

緊急のときには新聞の折り込み等を考えなければならないと考えております。大変情報

が、確定的でない情報を住民の方々に伝えるということで苦慮をしておるところです。  

  それから、ヒブワクチン予防接種化の推進をについてお答えをいたします。  

  ヒブの説明をしておきますと、ヒブとはインフルエンザ菌ｂ型という細菌です。昔、

冬に流行するインフルエンザの病原体と間違われましてこんな紛らわしい名前になって

おりますが、全く別物ということがわかっております。ヒブは子どもの鼻やのどにいる

ことがありまして、そのままでは病気になりません。血液や肺の中に侵入すると髄膜炎
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や敗血症、急性咽頭喉炎、咽頭蓋炎などの深刻な病気を引き起こします。年齢とともに

ヒブに対する免疫力がつくようになり、通常５歳以上の幼児はヒブによる病気にはかか

らないと言われております。  

  さて、予防接種化についてですが、おっしゃるとおり厚生労働省が研究をしておりま

す。昨年度、定期予防接種化を検討するために研究班を立ち上げる方針を固めておりま

す。海外データなどから効果や副作用を検証しております。ヒブの発生状況調査をする

ために、その調査方法も検討しているようです。国が定期予防接種として位置づけられ

れば実施するように検討いたしますが、現在の任意接種ということであれば副作用等が

まだいろいろという問題がありまして、専門的な知識の面から香美市が単独で実施する

ようなことは困難であると考えております。なお、任意接種として希望しても現在この

ワクチンは入手が困難な状況にあります。  

  以上です。  

○議長（中澤愛水君）    学校教育課長、和田 隆君。 

○学校教育課長兼学校給食センター所長（和田  隆君）   大岸議員のご質問にお答え

いたします。  

  準要保護世帯の新型インフルエンザ対策というところですけれども、市が行っている

就学援助、準要保護児童・生徒数は、現在のところ小学生で１２７人、１０ .３％、中

学生で８３人、１３ .１％となっています。ご承知のとおり、就学援助の目的は義務教

育の円滑な実施のための援助というところで、その援助対象費目については学用品、修

学旅行費、医療費、学校給食費等となっております。医療費については、学校保健安全

法施行令に定める齲歯に要する経費で、通常保護者が負担することとなっている額を負

担をしております。その他の疾病については援助対象には現在含まれておりません。新

型インフルエンザ対応については、準要保護世帯だけの問題というのではなくて、基礎

疾患のある人の早期治療等、全体的な対応が必要になってきていると考えています。  

  以上です。  

○議長（中澤愛水君）    暫時１０分間休憩いたします。  

（午後 ２時３８分 休憩） 

（午後 ２時４９分 再開） 

○議長（中澤愛水君）   正場に復します。 

  休憩前に引き続き会議を行います。  

  一般質問を続行いたします。  

  ４番、大岸眞弓君。 

○４番（大岸眞弓君）    それぞれに率直でご丁寧な答弁をありがとうございました。  

  もう少し深く突っ込んでお聞きをしたいと思うのですが、まず、１点目の選挙の総括

についてです。  

  市長は、やはりこういう余りに地方の事情を無視して強引に進めてきた新自由主義に
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基づく構造改革路線に対して国民がノーを突きつけたというふうに総括をなさっておら

れるというふうに、今のご答弁からお聞きをしました。  

  一つ、こういうこともあるのじゃないかと思うのですが、ご近所の民主党さんを支援

して選挙をやっておられた方が、民主党が大量に当選をして高速道路の無料化とか財源

がどうとかいうけれども、じゃあ、こういう破綻した構造改革路線を含めて県選出のこ

れまでの国会議員が私たちに何をしてくれたのかと、少しは反省をしてもらいたいとい

うふうなこともおっしゃってたんですが、その観点は私も総括としては大事ではないか

と思います。  

  そして、新自由主義については市長からもいろいろありましたけれども、やはり破綻

をした今、これからこの先をどういうふうに見越して市政を運営していくのか、そうい

う展望を、よければお示しをしていただきたいと思います。  

  最初に質問でご紹介しました中谷  巌さんですが、その著書の中でなぜ自分が新自由

主義を推進してきたのに、今「転向」という言葉を使ってますけど、転向をするように

なったのかということについては、キューバとブータンに行ったときのお話を例に挙げ

て書いておられます。両方の国とも資本主義のネットワークの枠外にある国でして、そ

れぞれ社会体制は違いますけれども枠外におりますので、日本とかアメリカとかは比べ

物にならないほど経済は貧しい国である。しかし、住んでいる人々の顔が実に明るいと

いうふうに感じ取っています。そして、聞き取ってみると、ほとんどの人が今の自分の

生活に満足をしているというお答えをする、貧しくても人の気持ちがすさんでいないと

いうことに大変驚きを覚えたというふうに書いていますが、一方、キューバのほうは、

経済の豊かな国ではありませんけども中南米の国々の中でも突出した医療水準を保って

います。アメリカから困窮者を連れてきて無料で治療したりとかいうふうな、「シッ

コ」という映画にもあったそうなんですけれども、教育費も医療費も無料で人が社会か

ら見捨てられることのない安心感があると。社会が安定性を増している。そしてもう１

つ、ブータンのほうは、農業のほかこれという産業はないわけですけれども、やはり国

柄で経済効率よりも社会とか伝統とか自然環境を維持することを優先的に置いている国

なので、イギリスの内閣がした調査で幸福感調査というのがあるのだそうですけれども、

ブータンは世界の第８位でアジアでトップだそうです。同様の調査で日本は９０位、国

民の幸福感というのが。 

  これやはりいろんなことを示していると思うのですが、こうしたことの結果から中谷

氏は、「資本主義というのは人類に富と繁栄を用意したかもしれない、しかし、同時に

人間同士のつながりとか伝統文化、さらには自然環境をも破壊しつつある、グローバル

資本主義の時代に入ってその傾向に拍車がかかる一方である。資本主義は本質的に暴力

性を持ったものであり、このモンスターを手懐けない限り社会を破壊し、人間という社

会的動物の住む場所を奪い取っていく、その事実を認識する必要があるのではないだろ

うか。」と述べています。一冊の中で何回もこういうくだりがありまして、これからの
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政治の展望として人を社会が支えていけること、それから人と人とがつながり合えるこ

とが人の暮らしにとって最も大事だというふうな結び方をしておられるんですね。こう

いうことを、かつての小泉改革の片棒を担いだと自分で自認をしている方がこういう転

向というのを示されておりますが、このことも踏まえまして市長、どのようにお感じに

なられますでしょうか、お聞きをします。  

  それから、構造改革のもたらしたもの、その市政上の教訓ということですが、私は、

自分の主観ですけれども、議会に出していただいて１０年を超しました。先輩議員から

習いながら一つでも住民の皆さんの要求をかなえたいと思ってやってきましたが、何だ

か途中から国の福祉政策が大きく後ろ向きにいき出したというのをとても感じます。住

民の願いが届きにくくなりました。それは最近ひどさを増しております。ずっときのう

も考え起こしておりましたけども、学校給食の民間委託から始まって介護保険、障がい

者施策は措置から支援費制度にかわりました。それも２年を待たずに自立支援法になり、

その他合併とか税制改悪とか医療費の窓口負担の増とか療養病床の削減とか、法律の枠

組みを変えるわけですので地方があらがえない部分というのはもちろんあるわけですけ

れども、それでも住民とか地方行政に負のしわ寄せがあることを考えましたら、やはり

情報収集も十分に行いまして、県外の例も視察もしまして、現時点で何ができるか、問

題点を明らかにしもって改善を求めてきたつもりです。  

  昨日、山崎晃子議員の訪問介護における地域間格差の問題で、課長が他の地域との格

差を埋める検討を引き続き行っていくというご答弁をされました。それから農業問題で

市長はきのう、やはり農業者でもあられますので明快にご答弁をされましたけれども、

立場の違いはありますけれどもそれぞれに納得のいくご答弁の仕方でした。こういうふ

うに今起こっていること、押しつけられたことといいますか、かぶってる波に対しまし

て問題意識を持って取り組んでいくというスタンスがこれからの行政にとってはとても

大事ではないかと思うんですが、その点を再度お聞きをするものです。  

  選挙制度につきましては、市長もおっしゃったように、改革は要るけれども民意をゆ

がめるような選挙制度をつくって民主主義の質まで削っては元も子もないという指摘は

当たってると思います。また、議員が多過ぎるという声をよく聞きますけれども、読者

の声ひろば欄にもありましたが、日本の人口当たりの議員数は、イギリスとかドイツと

かフランスとかと比べた場合一番少ない人数です。費用がかかるから議員を減らせでは、

今でさえ民意が無視をされているのに国民とのパイプがますます小さくなると、経費の

面でいうなら約３２０億円という税金で政党を養う政党助成金をやめるべきという、こ

の辺は皆さんとは考え方の分かれるところかもしれませんが、そういう声が読者の声ひ

ろば欄に投書をされておりました。  

  議員定数については、私も安直な判断は非常に危険と思います。以前高知県は、全県

１区で衆議院は５人まで当選が認められていました。もう古い話になりましたけども、

いろんな政党の代表が国会議員として選ばれました。立会演説会もありました。各候補
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者が一堂にそろって国民の前で政策を語りました。私たちはそれを聞き比べるとかして

大いに参考にして投票したものですが、今より選挙期間も長かったし、選挙に活気があ

ったように思います。それから、多様な議員が国会の中にいることで、国会もそうそう

強行採決とかいうふうなことはめったにありませんでした。反対の多い議案はいつも審

議未了で廃案になっていた記憶があります。やはり国民の合意が得られない法案は通ら

ないというのがそのころの国会でしたし、それが本来の姿ではないかと思います。民意

を遠ざけると民主主義が枯渇します。昨日は投票用紙の取り扱いなどで議論がありまし

たけれども、民意ができるだけ正確に反映される民主的な制度となるように欠陥は改め

られるべきであろうし、また大いに議論することが必要であると思いますが、この点に

ついて何かコメントがあればお願いをします。  

  道州制、地方分権改革ですが、私は、地方分権改革というときに押さえないといけな

いと思うのは、国の進めようとしている地方分権改革と地方の思う地方分権改革は違う

と思います。一部では、この国の進める地方分権というのは、地方の実情を全く無視し

た無思慮分権とも呼ばれております。国が進める地方分権改革というのは、結局何を目

指しているのかといえば国の財政負担の削減、そしてさらなる市町村の再編、そしてそ

の次に来るのは道州制の導入であります。自治体とか住民のために地方自治を充実させ

ようという方向ではないと思います。なぜかといえば、地方制度調査会において基礎的

自治体と呼ばれていたものは基礎自治体というふうに言いかえられました。地方の自主

自立という言葉はありますが、自治という言葉は出てきません。今の時点で地方分権と

いうのであれば、住民の福祉の増進を図る自治体本来の役割を果たすために、地方交付

税の削減分の復活が何より急がれると思います。市長もおっしゃったように、地方の考

え方が地方の中で生きていく、地方がやっていける、これは大事ではないかと思います。

そして、今現在国から地方に対して国保証取り上げの強制とか子どもの医療費助成を行

うと交付金にペナルティーを科すとか、そういう独自策を抑制する仕組みがあったりす

るわけですが、香美市はこれよりもうちょっと厳しい面がありますが、そういう仕組み

をやめることだと思います。  

  今年６月に開かれました小さくても輝く自治体フォーラムのシンポジウムで宮崎県綾

町の前田町長が、道州制について、「単に経済理論だけで経済人に振り回されるような

議論は、ある面ではもう中断させなくてはいけない。」と。そして、「自治体の自治性

と自立性を高めながら住民サービスをこれまでも、これからも展開していかなければな

らない、これが地方分権の基本であるべきだ。」と発言されておりますが、私も同様に

思いますが、市長、このあたりはどういうふうに思いますでしょうか。地方を分権の受

け皿とか出先機関としか見ていない国の進める地方分権改革に、私は地方の未来はない

と思います。この点、再度見解をお願いいたします。  

  インフルエンザ対策です。  

  手探りの状態の中で万全を期してやっていくというのは、どうぞその点本当によろし
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くお願いをしたいと思います。大変難しいとは思うんですが、総力でやっぱり取り組ん

でいかないといけない危機管理の問題でもあると思います。  

  １つ、資格証明書を保険証とみなして取り扱う、医療機関ではというのがありまして

やや安心をしましたけれども、それ以外の私の申しました、準要保護家庭と言いました

けども、つかみやすい困窮世帯というのは準要保護世帯であろうと思って私ここに「準

要保護世帯」と書きましたけれども、要するに困窮されている世帯の方が早く医療が受

けやすい状態にしていく手だてを打つべき、これが感染拡大それから重症化の予防につ

ながると思うんですね。ここは自治体の仕事としては一番力を入れていかんといかん医

療保険対策だと思うんですけども、こういうものは考えていないとおっしゃったわけで

すけども、これはぜひとも考えなくてはいけない対策と思います。中学生以下は短期証

があるわけですが、それ以外の困窮世帯の方々、対策を本当に急がれていると思います。

それで、準要保護の場合は歯科しか扱わないのでこれに準ずると、ただ、それでいいの

かと。学校の場合は集団感染のおそれもありますし、こんなときこそ、私いつも国保の

基金のやりとりで、（基金を）吐き出せと言うたら疫病なんかのときに置いとくんだと

いう答弁があるわけですが、今そのときではないですか、こんなときのために使うべき

ではないでしょうか、課長に再度答弁を求めるものです。  

  それから、資格証明書を保険証とみなして取り扱うということを、その資格証明書の

世帯の方は十分にご存じでしょうか、情報としては行き渡っておりますか？これはお知

らせをしていく必要があると思うんですが。窓口にかかるのをためらうおそれがありま

すので、その点をよろしくお願いをいたします。  

  ヒブワクチンについてですが、ワクチンも今品薄の状態だと、研究班が研究をしてお

るのでということですが、安全性が一応確認できたということで今任意接種まではいっ

てるわけですよね。それで、任意接種を希望される方への支援ですね。大体対象者が何

人ぐらいいらっしゃるか、こういう方々に半額でも例えば支援をするとどういう額にな

るのか、ちょっとそれがわかりましたらお願いをしたいのと、それから、接種をしてい

る国では病気が圧倒的に減ったということが起こっているわけですので、やはり国に対

して定期接種化をあらゆる機会をとらえて求めていくということも大事だと思います。

ヒブワクチンというのは３万円ぐらいの自己負担がかかるんですね。非常に高額という

こともありますし、何らかの希望者には支援をしていく。それから、任意接種のままで

は生活保護世帯とか、さっきも言いましたように困窮世帯の子どもさんは受けることが

できません。そういうことで差がついてはいけませんので、定期接種化の要望をあらゆ

る機会をとらえて行っていただきたい。地方議会としても頑張らんといかんところだと

思うんですけども、それをお願いします。  

  建築助成の制度で市長がご答弁者になっておりましたので、多分小規模特約のことが

出るだろうなと思いつつ考えてたんですけども、予想したとおりでした。ただ、公の事

業ということじゃなくて大工さんというかね、そういう個人に助成というのは波及効果
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が大きいと。この山形県の例を見ても補正を２回組まなきゃいけないぐらい受注があっ

たと。それで、同時に町内の他の業者さんを潤しているという点で、私はこれからの地

方、市政を運営していくのに大変財政も厳しい中で、これまでのように補助金とか大型

プロジェクトらを組んで企業を誘致していく、そのことによって経済の発展を図るとか

いうそういう地域経済対策から地域内再投資の考え方、これがこれからの市政に役に立

つのではないかと思ってこれを今回提案をしました。地方自治体とかそういう機関が、

経済主体が繰り返しそういうふうに投資を行っていくことで地域経済が活性化していく、

このことによって市民の方が暮らしやすくなる、やりやすさを持っていただく、そうい

う意味でまちづくりの観点からもお聞きをしたわけですが、まだ検討するところまでい

ってないということですが、ぜひこういう観点からも検討をお願いをしたいということ

を申し上げまして私の２回目の質問を終わります。  

○議長（中澤愛水君）    市長、門 槇夫君。  

○市長（門 槇夫君）    大岸議員の２回目のご質問にお答えをさせていただきます。  

  深いところへ突きつけられてきましたのでなかなか私の頭の中ではうまい答弁が出て

きませんが、お答えできる範囲内でお答えをさせていただきます。  

  今回の衆議院選の結果、私なりの総括をしてきましたが、こうして自民党が完敗をし

た中で、やはりそれぞれの選出をされておった自民党に所属する議員に対する不信、不

満、そうしたものがありはしなかったかということでございますが、他県ではそういう

傾向が出てきた結果自民党が敗れてきたということになってきておると思いますが、高

知県はそうではなく自民党に所属する議員が３選挙区とも勝利をおさめたということの、

先ほど山岡議員のご質問の中でもお答えをしましたが、この中身、その思い、考え方、

有権者の考え方がどこにあったのかというのは、やはり十分に考える必要があろうとい

うふうに思います。  

  ただ、こうした大変それぞれ３選挙区とも激戦であったわけでございますので、本当

に地をはうような選挙戦を闘ってそれぞれの３人が勝利をしてきたわけです。このこと

は３人にとっては大きな教訓になるであろうし、また地域を、この高知県を見直す私は

一つ大きなきっかけになったというふうに思います。東京に出て行って、高知で言うこ

とと東京でやりゆうことが違うとよく言われることは耳にすることでありますが、東京

の中でもまれて地域のことを忘れるということではなく、やはり地盤であるこの高知県、

そしてそれぞれの選挙区の状況を踏まえた中での活動をしていかなければいけないので

はないか。そういう意味では今回の選挙は、まず最初、恐らく選挙に出たとき、私も含

めてそうですが、やはりこの地域のために頑張るということが初心であったろうという

ふうに思います。しかしながら、それを忘れることはないにしても、やはりそうしたこ

とが後回しになるということも人間であるわけですので、そうしたことをもう一度かみ

しめる、一度は踏みとどまって振り返ってみるという一つのきっかけにはなったという

ふうに私は思っております。そういう意味で今回当選をされた３人の、比例も含めてで
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すが、方々は、いよいよこれからが真価の発揮される、また、同時に有権者に選んでよ

かったと言われてもらえれるような活動をすることが特に大切であるというふうに私自

身も認識をいたしております。  

  それと、新自由主義につきまして、中谷氏の言を踏まえてのブータン、キューバを例

にとられてお話がございました。生活に満足感を持っておるということの中で、大変生

き生きとしたいわゆる国民性を言われたわけです。確かにいろいろな新自由主義、先ほ

ど最初のお答えで言いましたように市場原理あるいは自由主義社会、そうしたものを大

きなポイントとしてこの理念があろうかと思います。また、その理念の上に乗って小泉

構造改革が進んできたということも一定の事実であろうというふうに思います。グロー

バル化が進む、進めるということは、確かにいいこともあるわけでありますが、そうし

たことによって利便性であるとか基盤であるとかそうしたものが整っていくということ

は、一田舎のことを取り上げてもそうだと思いますが、広く世間になれば確かにそうし

た利便性等も図られていき、あるわけですが、その一方で廃っていく面も出てくるとい

うふうに思います。こんなことを言っておりますと、私の思っていること、言っている

こと、行っていることについて自分自身矛盾を感じるときもございます。あんまり深う

言いよりますといろいろ出てきますのでこの辺でもうやめておきますが、そうした疑問

を持ちながら行政の場に立たさせていただいておりますし、また、ご指摘の問題意識、

そうしたものも常に胸に抱きながら、この地域の、またこの香美市のやはり将来を見据

えて、議員の皆さん方にもご指導いただきながら進めていかなければならない、そんな

ふうに考えております。 

  小選挙区につきましては、もう先ほど私１００％の答え言いましたので、私の持って

いる部分でもうあとあんまりコメントはございません。ただ、議論の余地はこれからあ

るであろうし、議論が進んでいくであろうと思いますので、そうしたことを見据えてい

きたいと思います。  

  道州制と地方分権につきましては、やはりこれは地方分権が進んでいく上で道州制と

いうものの必要性、そうしたものが語られてくるであろうというふうに今の認識では思

っております。言われますように地方の自主自立、そうしたものがきちっと担保された

中での地方分権、そうしたものがなければ幾ら絵にかいてもいかない、絵にかいたもち

になっては何ら得ることがないというふうに思います。地方分権、地方分権言いますけ

れども、幾ら権限が移譲されてきてもそれに伴う財源措置がどのようになっていくのか、

税源移譲されても課税客体のない地方はどうすればいいのか、そうした大きなまだまだ

問題もあろうかと思いますが、先ほど言いましたように各団体、地方自治の団体が中心

になりながら、あるべき地方分権、そして道州制についての議論が進められるであろう

というふうに認識をいたしております。私自身の十分な答えにはなってないということ

を私自身思いますけれども、お許しをいただきたいと思います。  

  以上でございます。 
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○議長（中澤愛水君）    建築。 

○市長（門 槇夫君）   失礼しました。  

  建築（助成制度）の件でございますが、これは政策的な問題にかかわってこようかと

思います。自分らはまだ、先ほども答弁しましたように検討もいたしておりませんが、

そういう効果があるということはお聞きをいたしましたので、なお研究も必要かと思い

ますけれども、今これをすぐ対応するというところには、ここでお答えができないとい

うことはお許しをいただきたいと思います。  

○議長（中澤愛水君）    保険課長、岡本明弘君。  

○保険課長（岡本明弘君）    大岸議員の２回目のご質問にお答えします。  

  まず、新型インフルエンザ対策で国保の基金を使ってはどうかというご質問ですが、

国保の基金を使って対策をする状況には今のところはないというように考えております。  

  そして、資格証明書を被保険者証とみなして取り扱うことについては、資格証明書発

行の世帯には直接通知をしておりませんので、直接通知をお知らせを出したいと考えま

す。 

○議長（中澤愛水君）    健康づくり推進課長、片岡芳恵君。  

○健康づくり推進課長（片岡芳恵君）    大岸眞弓議員さんのヒブワクチン予防接種の

推進についてお答えをいたします。  

  ヒブワクチンにつきましては諸説ありまして、ゼロ歳児の場合には２カ月から７カ月

で開始をして４回、それを逃した場合には２回とかいろいろあります。それで、出生者

が１６０名前後ですので、任意接種の場合は８ ,０００円から８ ,５００円、１回に予防

接種料がかかりますので、議員さんのおっしゃるように３万円を単純に掛けて４８０万

円ほど費用が必要になると思います。ただ、現在の状況では入手が困難であるという状

況があります。  

  それと、もう１点、原材料に対して一つ問題がありまして、日本では、ＢＳＥ、牛海

綿状脳症発生国原産の牛に由来する成分を医薬品の原料として使用しないと決めていま

す。このワクチンは、今年３月時点でその取り決めに反した原材料を使用しております。

副反応とかそういうようなこともありますので、まだ国のほうでは定期接種に踏み切っ

てないように思われます。  

  以上です。  

○議長（中澤愛水君）    ４番、大岸眞弓君。  

○４番（大岸眞弓君）    ３回目の質問を行います。  

  市長が、これ以上言うといろいろ言いたくなるのでとおっしゃられ、そこを聞きたい

なと思うわけですが、昨日の農業問題でのご答弁で市長は本当に思いのたけを述べられ

て、ああいうふうに市長のカラーがはっきり出るご答弁をいただくと、こちらも立場は

違うけれど納得がいくわけです。  

  それで、もうこれ以上言いませんけれども構造改革の影響、最初に私が１回目でお聞
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きした点でのご答弁がちょっと抜けている面もあるかと思いますので、その点を確認さ

せていただいて質問といたします。  

  まず、構造改革路線がもたらしたもの、これはもう市長もご答弁いただきましたし私

も申したところですが、ここにその構造改革で結果がどうなったかという調査がありま

して、もう数字は一々上げませんけれども、その大きな影響として構造改革が住民の暮

らしを直撃していること、年間収入が減った。そして、かいつまんで言いますが、世帯

収入が減少する一方で年間支出額がふえた。国保料、介護保険料がふえた。家庭の経済

のことではこういうことです。それから、暮らしの面では、構造改革が進んだ結果、住

み続けることが困難な地域が広がっている。郵政民営化、金融機関の再編、農協統合等

によってお金を出し入れする窓口サービスが不便になった。そして、大型店出店の規制

緩和による小型スーパーや商店街の衰退で買い物が不便になった。そして、隣近所のつ

ながり、さっき申しました人と人とのつながりが弱くなった。こういう結果もあるわけ

ですが、新自由主義に基づく構造改革路線を進めてきた結果、国民の生活がこのように

影響を受けました。  

  そして、それは国が強引に進めてきたことではありますけれども、それでは市の行政

は対住民との関係でどういうふうに対応してきたかと。１回目で申しましたように無批

判に追随してきた面があるのではないかと、住民生活を守るために、国はこうであるけ

れども守ることができるという点が香美市の市政の上でもあったんじゃないかというこ

とを、それを教訓とするべきじゃないかということで申したつもりだったんですが。例

えば、耳に痛いかもわかりませんけども、前も言いましたが、香美市というのは他市に

比べて国保の資格証の発行が非常に多い。他の自治体では何とかということで短期証の

発行で対応していると。それから生活保護行政でも、けさもちょっとやりとりがありま

したが、法テラスの弁護士さんのところに生活保護者の方と一緒にご相談に行った際に

何のことでという、具体的には言いませんけれども、香美市さんは厳しいですからねと

いうふうに言われました。ある病院でも、「前は南国市が一番ひどかったけど今は香美

市が一番ひどい。」と。こういうもう聞いた言葉をそのままに言うわけですが、こうい

う印象があるということを、やっぱり構造改革で確かに地方はやりにくいんだけれども、

じゃあ対市民との間で行政としてできることがもっとあったのではないか、そのあたり

を、これまでも構造改革路線、否定をされました。これからやっていく上で何か市政と

して考えていかなければいけない点があるのではないかという点でお聞きをいたします。  

  それと、課長、国保の基金を今使う状態にないとおっしゃったわけですが、ではどう

いう状態になればこれを使いますか。私は、蔓延を防ぐという面で早く医療にかかって

いただく必要があると思うんですよね。（病気に）かかって医療費をどっさり払うんじ

ゃなくて、今の時点でやるということが大事ではないかと思いますので、その点をお聞

きいたしまして私のすべての質問を終わります。ありがとうございました。  

○議長（中澤愛水君）    市長、門 槇夫君。  
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○市長（門 槇夫君）    大岸議員の３回目のご質問にお答えをさせていただきます。  

  構造改革路線についてのこと、また、市がいわゆる国に追随をしてきたのではないか、

こうした路線に追随をしてきたのではないかというふうなご質問であったわけです。  

  先ほど言いましたように構造改革についての弊害といいましょうか、そうしたものは

随所に生まれてきたわけです。特に格差問題というものが大変大きな形となってさまざ

まなところに生まれてきたわけでありますが、そうしたことも一つの構造改革路線の延

長線上に生まれたことであろうと思います。市がそうした路線に追随をしてきたのでは

ないかというふうなことで、市の行政は、端的に言えば余りにもかた過ぎるということ

かもしれません。しかし、ここにはやはり法令遵守という形の中でそれに取り組んでき

ておるわけでありまして、これを逸脱をしない形の中で、いわゆる責任のある行政を進

めていくという一つの基本理念を持って取り組んでおると私は思っております。  

  以上でございます。 

○議長（中澤愛水君）    保険課長、岡本明弘君。  

○保険課長（岡本明弘君）    ３回目の大岸議員の新型インフルエンザ対策についての

ご質問にお答えします。 

  国保の基金を使って対策をということですが、具体的にどういったことに使えばいい

のかというのが自分の中では見えてきません。これは基本的に国保の基金ですので香美

市全体に使うということにはならないと思いますし、国保の対象者だけに使うというこ

とになろうかと思いますが、そういった対策が考えられません。そもそもこの新型イン

フルエンザについては弱毒性でもありますし、通常のインフルエンザの致死率よりも相

当低いものでありますので、現在は通常のインフルエンザの対策と同じという対策にな

っておりますので、この時点でわざわざ新型インフルエンザ対策で国保の基金を使うと

いうことには、まずならないと思いますのでよろしく…。 

  （４番、大岸眞弓君、自席から「どういう事態になったら使うの。」と発言する。）  

○保険課長（岡本明弘君）    どういう事態になったらということがちょっと自分でも

わかりませんけれども、よく言われますのが、南海地震が起きたときの医療費が増大す

るのではないかというように想定をされていますので、そのときのための基金であると

いうようには考えておりますけれども、突発的に増大する医療費に対するということに

なろうかと思いますので、しかも現在は毎年、今年度についても国保税上げておりませ

んので、平成２０年度に引き続き恐らく赤字が発生するであろうということがあると思

いますので、若干なりとも基金は取り崩していかなければならないというように考えて

おりますので、今回の対策には当たらないというようには考えます。  

  以上です。  

○議長（中澤愛水君）    大岸眞弓君の質問は終わりました。  

  一般質問を終わります。  

  以上で本日の日程はすべて終わりました。  
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  お諮りをします。一般質問が本日で終結をしましたので、明日９月１０日は休会とし

たいと思います。これにご異議ありませんか。  

「異議なし」という声あり  

○議長（中澤愛水君）    異議なしと認めます。よって、明日は休会と決定をしました。 

  本日はこれで散会をします。  

  次の会議は９月１１日午前９時から開会をいたします。  

  どうもお疲れでございました。  

（午後 ３時３２分 散会）  
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 議案第 ８３号 平成２１年度香美市公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）  

 議案第 ８４号 平成２１年度香美市特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算 

         （第２号）  

 議案第 ８５号 平成２１年度香美市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）  

 議案第 ８６号 平成２１年度香美市老人保健特別会計補正予算（第１号）  

 議案第 ８７号 平成２１年度香美市国民健康保険特別会計（事業勘定）補正予算（第  

         １号）  

 議案第 ８８号 平成２１年度香美市介護保険特別会計（保険事業勘定）補正予算（第  

         １号）  

 議案第 ８９号 平成２１年度香美市介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）補正  

         予算（第１号）  

 議案第 ９０号 平成２１年度香美市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）  

 議案第 ９１号 平成２１年度香美市水道事業会計補正予算（第１号）  

 議案第 ９２号 香美市営バス事業に係る施設の設置及び管理に関する条例の一部を改  

         正する条例の制定について  

 議案第 ９３号 香美市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例  

         の一部を改正する条例の制定について  

 議案第 ９４号 香美市モノレール施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する  

         条例の制定について  

 議案第 ９５号 香美市下水道条例の一部を改正する条例の制定について  

 議案第 ９６号 香美市特定環境保全公共下水道条例の一部を改正する条例の制定につ  

         いて 

 議案第 ９７号 香美市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について  

 議案第 ９８号 字の区域の変更について  

 議案第 ９９号 香美市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について  

議事日程  

平成２１年第５回香美市議会定例会議事日程  

（会期第１０日目  日程第４号）  

平成２１年９月１１日（金）  午前９時開会  

 日程第１ 承認第 １５号  専決処分事項の承認を求めることについて  

              平成２１年度香美市特定環境保全公共下水道事業特別会計  

              補正予算（第１号）  

 日程第２ 承認第 １６号  専決処分事項の承認を求めることについて  

              平成２１年度香美市農業集落排水事業特別会計補正予算 
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              （第１号）  

 日程第３ 認定第  １号 平成２０年度香美市一般会計歳入歳出決算の認定について  

 日程第４ 認定第  ２号 平成２０年度香美市住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入  

              歳出決算の認定について  

 日程第５ 認定第  ３号 平成２０年度香美市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の  

              認定について  

 日程第６ 認定第  ４号 平成２０年度香美市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算  

              の認定について 

 日程第７ 認定第  ５号 平成２０年度香美市特定環境保全公共下水道事業特別会計  

              歳入歳出決算の認定について  

 日程第８ 認定第  ６号 平成２０年度香美市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決  

              算の認定について  

 日程第９ 認定第  ７号 平成２０年度香美市老人保健特別会計歳入歳出決算の認定  

              について  

 日程第10 認定第  ８号 平成２０年度香美市国民健康保険特別会計（事業勘定）歳  

              入歳出決算の認定について  

 日程第11 認定第  ９号 平成２０年度香美市介護保険特別会計（保険事業勘定）歳  

              入歳出決算の認定について  

 日程第12 認定第 １０号  平成２０年度香美市介護保険特別会計（介護サービス事業  

              勘定）歳入歳出決算の認定について  

 日程第13 認定第 １１号  平成２０年度香美市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算  

              の認定について 

 日程第14 認定第 １２号  平成２０年度香美市水道事業会計歳入歳出決算の認定につ  

              いて 

 日程第15 認定第 １３号  平成２０年度香美市工業用水道事業会計歳入歳出決算の認  

              定について  

 日程第16 議案第 ８３号  平成２１年度香美市公共下水道事業特別会計補正予算（第  

              ２号） 

 日程第17 議案第 ８４号  平成２１年度香美市特定環境保全公共下水道事業特別会計  

              補正予算（第２号）  

 日程第18 議案第 ８５号  平成２１年度香美市農業集落排水事業特別会計補正予算 

              （第２号）  

 日程第19 議案第 ８６号  平成２１年度香美市老人保健特別会計補正予算（第１号）  

 日程第20 議案第 ８７号  平成２１年度香美市国民健康保険特別会計（事業勘定）補  

              正予算（第１号）  

 日程第21 議案第 ８８号  平成２１年度香美市介護保険特別会計（保険事業勘定）補  
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              正予算（第１号）  

 日程第22 議案第 ８９号  平成２１年度香美市介護保険特別会計（介護サービス事業  

              勘定）補正予算（第１号）  

 日程第23 議案第 ９０号  平成２１年度香美市後期高齢者医療特別会計補正予算（第  

              ２号） 

 日程第24 議案第 ９１号  平成２１年度香美市水道事業会計補正予算（第１号）  

 日程第25 議案第 ９２号  香美市営バス事業に係る施設の設置及び管理に関する条例  

              の一部を改正する条例の制定について 

 日程第26 議案第 ９３号  香美市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に  

              関する条例の一部を改正する条例の制定について  

 日程第27 議案第 ９４号  香美市モノレール施設の設置及び管理に関する条例の一部  

              を改正する条例の制定について  

 日程第28 議案第 ９５号  香美市下水道条例の一部を改正する条例の制定について  

 日程第29 議案第 ９６号  香美市特定環境保全公共下水道条例の一部を改正する条例  

              の制定について 

 日程第30 議案第 ９７号  香美市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について  

 日程第31 議案第 ９８号  字の区域の変更について  

 日程第32 議案第 ９９号  香美市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定につ  

              いて 

会議録署名議員  

 １１番、片岡守春君、１３番、竹平豊久君（会期第１日目に会期を通じ指名）  
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議事の経過  

（午前 ９時００分）  

○議長（中澤愛水君）    おはようございます。ただいまの出席議員は２３人です。定

足数に達していますので、これから本日の会議を開きます。 

  議事日程に入る前に報告をします。１２番、久保信 君は自宅療養のため欠席、１９

番、前田泰祐君は入院のため欠席という連絡がありました。  

  議事日程はお手元にお配りをしたとおりです。  

  これから、議案質疑を行います。なお、水道事業会計決算及び工業用水道事業会計決

算の認定を除く各会計の決算の認定議案につきましては、付託された委員会において議

案精査のため継続審査となると思われますので、議案精査のために必要な質疑のみを行

ってください。その他の案件については各常任委員会へ付託となりますので、各議員は

付託されていない議案についての質疑を行うようにお願いをいたします。  

  日程第１、承認第１５号、専決処分事項の承認を求めることについて、平成２１年度

香美市特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）、本案について質疑を

行います。質疑はありませんか。  

  ３番、山﨑龍太郎君。  

○３番（山﨑龍太郎君）    ３番。おはようございます。ここの承認案件ですけれども、

過日報告をされました報告第２０号、報告第２１号に関連して、ちょっとまだもう少し

お伺いしたい点がありましてお尋ねするものです。  

  承認１５－１０ページで、まず１つは、この延滞税が微妙に報告のときと違うのが、

金額がね。３万４,６００円で報告のときには出てたと思いますがここでは３万９ ,００

０円ということ、これはどうしてかということと、それとあわせまして、実際に戻って

くる部分もあると、公共下水のほうでしたかね、１５９万円とかいうがを質疑で聞いた

わけですけれども、さかのぼって更正の請求等は、サラリーマンやったら５年間さかの

ぼって返してくれと、いうてみたら今まで間違ってたわけですわね。間違ってた部分が、

少ない部分は修正して多く払い過ぎた分は更正で戻ってくるというがやったら、さかの

ぼって戻ってこないのかという点を伺います。  

  それと、もう１つ、どうしても気になるのが、やはりチェック機能という点ですけれ

ども、税務課のほうでは申告期には課長等含めて税務署に協力もしながらやってるわけ

ですけれども、こういう特別会計の案件を税務課を通じてギブ・アンド・テークで、な

かなか、自主申告ということで言われてたんですけど指導を援助してもらうと、そうい

う仕組みとか、税理士さんにお願いをするとお金がかかるという部分もあるんですけれ

ど、そこら辺のところで再発防止策として何か考えてないのかと。これは下水道課だけ

の問題じゃないと思いますが、特別会計を組んでるところで、そういう対策は何か検討

されてるのか、その点についてお尋ねします。  

○議長（中澤愛水君）    下水道課長、佐々木寿幸君。  



－7－ 

○下水道課長（佐々木寿幸君）    はい。ご質問にお答えいたします。  

  まず、報告事項との金額の差でございますが、予算策定時は、一応報告の日をある程

度決めまして、それまでの分ということで３万９ ,０００円、延滞税分をやっておりま

したが、その日にちよりちょっと手前に申告ができましたので、確定の延滞税が３万

４,６００円というふうな形で、これは承認第１６号のほうも同じような形になってお

ります。  

  それと、一応公共下水のほうは還付されるという形になっておりまして、現在のとこ

ろ１９２万９ ,３００円が入になる予定でございます。これにつきましては、それ、還

付される日までの日にちによりまして還付加算金という分がプラスされて還付されると

いう仕組みになっております。  

  あと、その消費税についてのいわゆるチェックでございますけれども、なかなか、税

務署へ直接参りまして税務署の係の方に直接お聞きしても自分もちょっとわからんと、

なかなか難しいということで言われまして、もうこれにつきましては職員の研修を通じ

て資質を上げていくしかないというふうな形で考えております。職員も一応この企業会

計につきましての税務研修っていうふうな研修もございますので、そちらのほうにも出

席しながら職員としての能力を上げていくというふうな形で対応したいと考えておりま

す。なお、税務課のほうとの（協力と）いうふうなお話でございますけれども、なかな

か税務課のほうは民税のほう、消費税のほう、そちらのほうでもう手いっぱいでござい

ますので、当然うちのほうもお聞きするならもう税務署へ直接というふうな形で考えて

おりますので、今後ともその研修を通じて、力を蓄えながら税務署のほうへ協議をしな

がら進めていきたいと考えております。  

  以上です。  

○議長（中澤愛水君）    ３番、山﨑龍太郎君。  

○３番（山﨑龍太郎君）   ３番。 

  もう１点伺ってたんですけど、消費税の部分で、私もちょっと不確定で申して失礼に

なるかもしらんけど、さかのぼってもらえるとか、さかのぼって支払わんといかんとか、

これ見たら単年度で、平成１９年度分ということですけれども、それは消費税はなかっ

たんですかね、それを確認させてください。  

○議長（中澤愛水君）   下水道課長、佐々木寿幸君。  

○下水道課長（佐々木寿幸君）   はい。ここへ来るまでに、これ平成１９年度分を見

直しての分ですけれども、それまでの分はないということで税務署のほうからは聞いて

おります。  

  以上です。  

○議長（中澤愛水君）    ほかに質疑はありませんか。  

○議長（中澤愛水君）    質疑がないようですから、これで質疑を終わります。  

  日程第２、承認第１６号、専決処分事項の承認を求めることについて、平成２１年度
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香美市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）、本案について質疑はありません

か。 

「進行」という声あり  

○議長（中澤愛水君）    質疑がないようですので、これで質疑を終わります。  

  日程第３、認定第１号、平成２０年度香美市一般会計歳入歳出決算の認定について、

本案について質疑を行います。質疑はありませんか。  

「進行」という声あり  

○議長（中澤愛水君）   質疑がないようですから、これで質疑を終わります。  

  日程第４、認定第２号、平成２０年度香美市住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳

出決算の認定について、本案について質疑を行います。質疑はありませんか。  

「進行」という声あり  

○議長（中澤愛水君）   質疑がないようですから、これで質疑を終わります。  

  日程第５、認定第３号、平成２０年度香美市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認

定について、本案について質疑を行います。質疑はありませんか。  

「進行」という声あり  

○議長（中澤愛水君）   質疑がないようですから、これで質疑を終わります。  

  日程第６、認定第４号、平成２０年度香美市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の

認定について、本案について質疑を行います。質疑はありませんか。  

「進行」という声あり  

○議長（中澤愛水君）   質疑がないようですので、これで質疑を終わります。  

  日程第７、認定第５号、平成２０年度香美市特定環境保全公共下水道事業特別会計歳

入歳出決算の認定について、本案について質疑を行います。質疑はありませんか。  

「進行」という声あり  

○議長（中澤愛水君）   質疑がないようですから、これで質疑を終わります。  

  日程第８、認定第６号、平成２０年度香美市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算

の認定について、本案について質疑を行います。質疑はありませんか。  

「進行」という声あり  

○議長（中澤愛水君）   質疑がないようですから、これで質疑を終わります。  

  日程第９、認定第７号、平成２０年度香美市老人保健特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて、本案について質疑を行います。質疑はありませんか。  

「進行」という声あり  

○議長（中澤愛水君）   質疑がないようですから、これで質疑を終わります。  

  日程第１０、認定第８号、平成２０年度香美市国民健康保険特別会計（事業勘定）歳

入歳出決算の認定について、本案について質疑を行います。質疑はありませんか。  

「進行」という声あり  

○議長（中澤愛水君）   質疑がないようですから、これで質疑を終わります。  
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  日程第１１、認定第９号、平成２０年度香美市介護保険特別会計（保険事業勘定）歳

入歳出決算の認定について、本案について質疑を行います。質疑はありませんか。  

「進行」という声あり  

○議長（中澤愛水君）   質疑がないようですから、これで質疑を終わります。  

  日程第１２、認定第１０号、平成２０年度香美市介護保険特別会計（介護サービス事

業勘定）歳入歳出決算の認定について、本案について質疑を行います。質疑はありませ

んか。 

「進行」という声あり  

○議長（中澤愛水君）   質疑がないようですから、これで質疑を終わります。  

  日程第１３、認定第１１号、平成２０年度香美市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決

算の認定について、本案について質疑を行います。質疑はありませんか。  

「進行」という声あり  

○議長（中澤愛水君）   質疑がないようですから、これで質疑を終わります。  

  日程第１４、認定第１２号、平成２０年度香美市水道事業会計歳入歳出決算の認定に

ついて、本案について質疑を行います。質疑はありませんか。  

「進行」という声あり  

○議長（中澤愛水君）   質疑がないようですから、これで質疑を終わります。  

  日程第１５、認定第１３号、平成２０年度香美市工業用水道事業会計歳入歳出決算の

認定について、本案について質疑を行います。質疑はありませんか。  

「進行」という声あり  

○議長（中澤愛水君）   質疑がないようですから、これで質疑を終わります。  

  日程第１６、議案第８３号、平成２１年度香美市公共下水道事業特別会計補正予算

（第２号）、本案について質疑を行います。質疑はありませんか。  

「進行」という声あり  

○議長（中澤愛水君）   質疑がないようですから、これで質疑を終わります。  

  日程第１７、議案第８４号、平成２１年度香美市特定環境保全公共下水道事業特別会

計補正予算（第２号）、本案について質疑を行います。質疑はありませんか。  

「進行」という声あり  

○議長（中澤愛水君）   質疑がないようですから、これで質疑を終わります。  

  日程第１８、議案第８５号、平成２１年度香美市農業集落排水事業特別会計補正予算

（第２号）、本案について質疑を行います。質疑はありませんか。  

「進行」という声あり  

○議長（中澤愛水君）   質疑がないようですから、これで質疑を終わります。  

  日程第１９、議案第８６号、平成２１年度香美市老人保健特別会計補正予算（第１

号）、本案について質疑を行います。質疑はありませんか。  

「進行」という声あり  
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○議長（中澤愛水君）   質疑がないようですから、これで質疑を終わります。  

  日程第２０、議案第８７号、平成２１年度香美市国民健康保険特別会計（事業勘定）

補正予算（第１号）、本案について質疑を行います。質疑はありませんか。  

「進行」という声あり  

○議長（中澤愛水君）   質疑がないようですから、これで質疑を終わります。  

  日程第２１、議案第８８号、平成２１年度香美市介護保険特別会計（保険事業勘定）

補正予算（第１号）、本案について質疑を行います。質疑はありませんか。  

「進行」という声あり  

○議長（中澤愛水君）   質疑がないようですから、これで質疑を終わります。  

  日程第２２、議案第８９号、平成２１年度香美市介護保険特別会計（介護サービス事

業勘定）補正予算（第１号）、本案について質疑を行います。質疑はありませんか。  

「進行」という声あり  

○議長（中澤愛水君）   質疑がないようですから、これで質疑を終わります。  

  日程第２３、議案第９０号、平成２１年度香美市後期高齢者医療特別会計補正予算

（第２号）、本案について質疑を行います。質疑はありませんか。  

  １５番、依光美代子君。  

○１５番（依光美代子君）   １５番、依光です。  

  議案９０－１１ページの保健事業費の委託料、これどういった事業をするのでしょう

か。 

○議長（中澤愛水君）   保険課長、岡本明弘君。  

○保険課長（岡本明弘君）   ご質問にお答えします。  

  議案９０－１１ページ、後期高齢者の保健事業ですが、これは健診です。後期高齢者

の健診。国保ですと特定健診ということになっておりますが、後期高齢者は普通の一般

の健診の事業です、一般からの組みかえです。  

○議長（中澤愛水君）   ほかに質疑はありませんか。  

「進行」という声あり  

○議長（中澤愛水君）   質疑がないようですから、これで質疑を終わります。  

  日程第２４、議案第９１号、平成２１年度香美市水道事業会計補正予算（第１号）、

本案について質疑を行います。質疑はありませんか。  

「進行」という声あり  

○議長（中澤愛水君）   質疑がないようですから、これで質疑を終わります。  

  日程第２５、議案第９２号、香美市営バス事業に係る施設の設置及び管理に関する条

例の一部を改正する条例の制定について、本案について質疑を行います。質疑はありま

せんか。  

「進行」という声あり  

○議長（中澤愛水君）   質疑がないようですから、これで質疑を終わります。  
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  日程第２６、議案第９３号、香美市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償

に関する条例の一部を改正する条例の制定について、本案について質疑を行います。質

疑はありませんか。  

「進行」という声あり  

○議長（中澤愛水君）   質疑がないようですから、これで質疑を終わります。  

  日程第２７、議案第９４号、香美市モノレール施設の設置及び管理に関する条例の一

部を改正する条例の制定について、本案について質疑を行います。質疑はありませんか。  

  １０番、山崎晃子君。  

○１０番（山崎晃子君）   はい。１０番、山崎です。  

  これ指定管理のほうですけれども、たしか平成１８年から平成２７年まであったと思

うんですが、この文言を、公募によらないで指定管理者を指定することができるってい

うことをつけ足しただけなのか、また、何か変更等があるのか教えてください。  

○議長（中澤愛水君）   農政課長、宮地和彦君。  

○農政課長兼農業委員会事務局長（宮地和彦君）    はい。お答えをします。  

  条例の変更の中身でございますが、１つには修正箇所もございます。修正する箇所、

そして指定管理者を、今の現状で指定管理者のふぐあいがございませんので、今の指定

管理者との継続をできるという条例の変更と２点ございます。  

○議長（中澤愛水君）   ３番、山﨑龍太郎君。  

○３番（山﨑龍太郎君）   ３番。 

  これモノレール含めて、そのほか指定管理期間長かったというふうに伺ってますけれ

ども、平成１８年に指定管理を行ってて平成２７年ぐらいか、あったというふうに考え

てますけど、実際指定管理者がかわる予定でこういうふうに条例の新たに整備をしてい

るという認識でいいのかということについてお尋ねします。  

○議長（中澤愛水君）   農政課長、宮地和彦君。  

○農政課長兼農業委員会事務局長（宮地和彦君）   指定管理期間は１０年契約でござ

います。その１０年の中で特に指定管理者がかわるとかいうようなことじゃなくって、

今の状態で継続をできるという条例の提案でございます。  

○議長（中澤愛水君）   ほかに。  

  ３番、山﨑龍太郎君。  

○３番（山﨑龍太郎君）    関連。 

  べふの物産館かね、加わったところ、それとモノレールの指定管理者は今まで違って

るわけじゃなかったんですかね？何か別々のところがやって、これ１つにするするって

いうことは一本化されるという認識じゃないんですか。  

○議長（中澤愛水君）    農政課長、宮地和彦君。  

○農政課長兼農業委員会事務局長（宮地和彦君）    はい。今もともとの指定管理者と

いうか管理者については、中尾農業生産組合という組合でございます。  



－12－ 

 （３番、山﨑龍太郎君、自席から「（べふ峡）保勝会らあの（関係があるんじゃない

か）。」と発言する。） 

○議長（中澤愛水君）    １０番、山崎晃子君。  

○１０番（山崎晃子君）   はい。今のに関連してですけれども、先ほどの香美市モノ

レール施設のほうは中尾農業生産組合ということになるんですけども、ここに「体験実

習館」っていうのが文中にあって、その体験実習館の指定管理はべふ峡保勝会というこ

とになってるかと思うんですけれども、この言葉を、別々のものが一緒になってるので

どういうことかなというふうに思ったんですけれども。  

○議長（中澤愛水君）    物部支所長兼参事、萩野泰三君。  

○物部支所長兼参事（萩野泰三君）    はい。ご説明いたします。  

  指定期間等も、これ１０年というご質問がありました。これにつきましては、これは

設置をするときに産振の国費事業を入れております。その事業の設置状況の中で、農業

生産組合でなければ事業を設置できないという条件の中でしまして、当初は指定管理に

してなかったです、委託という格好にしておりました。その後において指定管理という

ことが出てきましたので、指定管理にはそぐわないという条件のところですけれど一応

指定管理にいたしました。そうした中で、先ほど言いましたように「体験実習館」とい

うことになっておりますが、以前旧物部村のときの条例ではこうなってなくて、合併時

にこれを新たにこしらえるときに誤って「体験実習館」という名前にしてしまいました

ので、それの誤りに気がつきましてこのたびもとに戻すということでございます。  

  以上です。  

○議長（中澤愛水君）    １０番、山崎晃子君。  

○１０番（山崎晃子君）    そしたら確認ですけども、その体験実習館じゃなくて、こ

この場合はこのモノレールの施設ということでいいということですね、はい。 

○議長（中澤愛水君）    物部支所長、萩野泰三君。  

○物部支所長兼参事（萩野泰三君）   ご質問のとおりです。  

○議長（中澤愛水君）    ほかに質疑はありませんか。  

「進行」という声あり  

○議長（中澤愛水君）    質疑がないようですから、これで質疑を終わります。  

  日程第２８、議案第９５号、香美市下水道条例の一部を改正する条例の制定について、

本案について質疑を行います。質疑はありませんか。  

  ３番、山﨑龍太郎君。  

○３番（山﨑龍太郎君）   ３番。 

  下水道課長にはたびたびお聞きするところですが、竹平議員の一般質問でもさまざま

明確にされた部分もあるんですけど、私幾つかの点を、このたびの条例改正、端的に言

ったら下水道料金の値上げということについてお尋ねしますが、１つは、一般質問等通

じて個々の説明については納得する部分もあるんですけど、市行政全体を見て値上げす
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る時期かなという点と、それと、答弁の中で接続率、水洗化率の向上の中で、課長自体

の答弁で次の段階も考えてるということも言われたが、次の段階を考えるということで

あれば水洗化率向上に向けて手だてを何だか図るということで、住民に対して負担増を

考えて接続率を向上しようという方向じゃないと思うんですが、何かを考えて向上を目

指すということであれば、そちらのステップのほうが先じゃないかというふうに私ども

は考えるわけです。  

  それと、さまざまな施策を展開して、市全体でいったら保育料の軽減策等もとってる

中で今逆のこういう負担増ということが市長から出されたわけですけれども、平成４年

から（料金の）見直しもされてないということですが、私は、これは見直しされてない

ということがやっぱり大事な側面であると、もう少し続けねばならないと、そういう発

想を持つんですが、その点総合的にご答弁をお願いします。  

○議長（中澤愛水君）    下水道課長、佐々木寿幸君。  

○下水道課長（佐々木寿幸君）    市行政全体としてというふうなご質問と接続率の向

上を絡めてでございますけれども、当然財政上の分でございますので、市行政全体を見

て、一般財源からの繰り入れということは、使用していない、使用ができない方の負担

が含まれていると、当然その分を受益者負担の原則に基づいてある一定までは負担をし

ていただきたいというふうなことで今回の条例改正でございます。当然接続率の向上に

つきましては、今現在ご説明も申し上げましたが年３回のダイレクトメールによって、

平成２０年度の実績では約、平成１９年度実績から３０％増の接続率になっております

けれども、これに甘んじることなくこれと並行してまた次のステップへ踏み出したいと

考えております。また、それについては現在準備中でございますので、また折を見てご

説明できる機会もあろうかと思いますが、当然今現在やっている接続率向上へのピーア

ール、ダイレクトメール、これを行いながらもう一つ踏み込んで接続率も向上していき

たいと考えております。 

  以上です。  

○議長（中澤愛水君）    ３番、山﨑龍太郎君。  

○３番（山﨑龍太郎君）    ３番。 

  １つは接続率の向上ということで、それは財政負担を伴わないやり方もあろうかと思

いますけれども、また、逆に言うたら財政負担を伴って接続率向上を目指すという、市

が何らかの援助をして接続向上を目指すという手がありますけど、これはどちらを考え

てるのか、それまず１つ伺います。  

  それから、これ市長に聞きたい部分もあるんですけれども、実際市長が審問して、結

論はやっぱり市長がやるということになったわけですけれども、現実、本年度を見ると

きに、やっぱり財政調整基金のところ全然使わんと済んでるような現状の中でですわね、

新たな市民負担というふうに、少ない金額であろうが、ここにおられる方含めてボーナ

スカットになってますわね、そういう状況になるとやっぱり負担率というがは、負担感



－14－ 

というがは高いわけですわ。だから、片一方で住民に支持される施策をしながら、片一

方で今この下水道料金を値上げするというがはいかがなもんかというがが私どもの見解

ですけど、その点についてよろしければお願いします。  

○議長（中澤愛水君）    市長、門 槇夫君。  

○市長（門 槇夫君）    先ほど下水道課長のほうからも述べさせていただきましたし、

また、先日の一般質問の中でもるる説明をさせていただきました。特別会計という会計

の中で、やはりこの料金の改定の問題を審議会にかけさせていただいたわけです。審議

会の中でも十分にそうした今の社会情勢等も踏まえた中での答申をいただいたわけでご

ざいますので、また同時に、先ほど言いました特別会計への一般財源の繰り入れ、そう

したものも含めまして十分に協議をした中で今回この提案をさせていただいております

ので、ご理解をいただきたいというふうに思います。  

○議長（中澤愛水君）    下水道課長、佐々木寿幸君。  

○下水道課長（佐々木寿幸君）    はい。新たな下水道接続への方向でございますけれ

ども、新たな財源を必要とするものではございません。  

  以上です。  

○議長（中澤愛水君）    ほかに質疑はありませんか。  

  ３番、山﨑龍太郎君。  

○３番（山﨑龍太郎君）    もうこれで終わりますけど、市長も課長も言われたのは、

やっぱり一般会計から特別会計への繰り入れということを特化されて言われてるわけで

すけど、それはもちろんその会計を見ると当然のことやけど、市政全体の財政上からい

ったら、私はその必要はもう少し先送りもできとったんじゃないかということを言って

るわけです、今の現状ですね。下水道事業ということを見たときにそういう施策という

ことは、それはそのままの状況が続けば仕方ないということやけど、これからまた順次

考えていくということも答弁の中で言われてましたわね、値上げについてもね、そうじ

ゃなかったですかね？そういうこともすごく住民の不安感をあおるということを申し上

げて、質疑とします。  

○議長（中澤愛水君）    市長、門 槇夫君。  

○市長（門 槇夫君）    はい。確かにいろいろとご意見あろうと思います。しかしな

がら、経営の運営の安定を図っていく必要もあるわけでございます。そうしたことも含

めましてやはり今回のこの改正をしたいという思いであります。市政全般ということで

ございますが、市政は本当に全般広く、またたくさんの事業があるわけです。財政調整

基金も今年取り崩してないんじゃないかということもありますが、しかしながらさまざ

まな事業があるわけでありますので、やはりそうしたものを、見通しといいましょうか、

先の将来的な部分を含めてやはり下水道特別会計としてはこの方向をお願いをしたいと

いうことで提案をいたしております。  

○議長（中澤愛水君）    ほかに質疑はありませんか。  
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「進行」という声あり  

○議長（中澤愛水君）    質疑がないようですから、これで質疑は終わります。  

  日程第２９、議案第９６号、香美市特定環境保全公共下水道条例の一部を改正する条

例の制定について、本案について質疑を行います。質疑はありませんか。  

「進行」という声あり  

○議長（中澤愛水君）    質疑がないようですから、これで質疑を終わります。  

  日程第３０、議案第９７号、香美市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について、

本案について質疑を行います。質疑はありませんか。  

「進行」という声あり  

○議長（中澤愛水君）    質疑がないようですから、これで質疑を終わります。  

  日程第３１、議案第９８号、字の区域の変更について、本案について質疑を行います。

質疑はありませんか。  

「進行」という声あり  

○議長（中澤愛水君）    質疑がないようですから、これで質疑を終わります。  

  日程第３２、議案第９９号、香美市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定に

ついて、本案について質疑を行います。質疑はありませんか。  

「進行」という声あり  

○議長（中澤愛水君）    質疑がないようですから、これで質疑を終わります。  

  以上で日程第１、承認第１５号から日程第３２、議案第９９号までの質疑はすべて終

わりました。各案件は、お手元に配りました議案付託表のとおり、それぞれ所管の委員

会に付託をします。  

  お諮りをします。付託しました各案件は…。 

  建設都計課長、中井 潤君。 

○建設都計課長（中井  潤君）   訂正です。  

○議長（中澤愛水君）    訂正の申し出がありましたので、これを許します。  

○建設都計課長（中井  潤君）   私が申し上げていいのかどうか、ちょっと思ってお

りますが、議案第９８号の参考資料につけてあります最後のページの地図でありますが、

旧の大字界と新の大字界で紺色と赤とで色分けをしてございます。これが、新と旧とが

入れ違っておりますので、申しわけありませんが訂正をお願いしたいと思います。よろ

しくお願いします。凡例のほうの新旧を入れかえてください。よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（中澤愛水君）    はい。訂正を終わります。  

  お諮りをいたします。付託しました各案件は９月１３日までに審査を終えるよう期限

をつけることにしたいと思います。これにご異議はありませんか。  

「異議なし」という声あり  

○議長（中澤愛水君）    異議なしと認めます。よって、付託の案件は９月１３日まで
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に審査を終えるよう期限をつけることに決定をしました。  

  以上で本日の日程はすべて終わりました。 

  本日はこれで散会をします。  

  次の会議は９月１５日午前９時から開会をします。  

  どうもお疲れでございました。  

（午前 ９時３４分 散会）  
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議事の経過  

（午前 ９時０８分）  

○議長（中澤愛水君）    おはようございます。ただいまの出席議員は２３人です。定

足数に達していますので、これから本日の会議を開きます。  

  議事日程に入る前に報告をします。１２番、久保信 君は自宅療養のため欠席、１９

番、前田泰祐君は入院のため欠席という連絡がありました。  

  議事日程は、お手元にお配りをしたとおりです。  

  日程第１、諸般の報告を行います。  

  初めに、議会運営委員会委員長の報告を行います。  

  本日、議会運営委員会が開催されましたので、議会運営委員会委員長から報告を求め

ます。議会運営委員会委員長、山本芳男君。  

○議会運営委員会委員長（山本芳男君）    改めまして、おはようございます。議会運

営委員会からご報告を申し上げます。  

  本日８時３０分より議会運営委員会を開催し、追加議案等について協議を行いました

ので、委員会の協議結果について委員長報告をいたします。  

  本日追加予定の議案等は、報告第２４号、専決処分事項の報告について、賃料等請求

に関する訴えの提起についてと、議案第１００号、香美市長等の給与及び旅費支給条例

の一部を改正する条例の制定についての２件であり、その取り扱いについて協議をいた

しました。  

  報告第２４号は、地方自治法第１８０条第１項の規定による報告であります。  

  議案第１００号は、去る９月５日の市の非常勤職員が住居不法侵入による逮捕をされ

たことから、職員の不祥事の監督責任を明らかにし、市長、副市長、収入役の給与月額

を減額するための条例改正議案であり、総務課長から説明を受けました。協議の結果、

本会議方式により審議、採決することに決定をいたしました。  

  次に、会期９日目の１０日木曜日が休会となったため、森林・林業・林産業活性化推

進香美市議会議員連盟臨時総会は、本日、議員協議会終了後に行うことに決定をいたし

ました。  

  以上で議会運営委員会の報告を終わります。  

○議長（中澤愛水君）    議会運営委員会委員長の報告を終わります。  

  次に、市長より、地方自治法第１８０条第１項の規定による報告第２４号の専決処分

事項について報告がありましたのでお手元に配付しておきました。  

  これから、報告第２４号の専決処分事項の報告について質疑を受けたいと思います。

質疑はありませんか。  

  １１番、片岡守春君。  

○１１番（片岡守春君）    おはようございます。１１番、片岡です。  

  この内容を見てみた場合に、家賃という項目はないんですけど、これについてはどう
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いうことになってるのかということと、各々の項目は出てるんですがこれの内訳と、そ

れから、特に私が不審に思うのは、住宅の修繕費というもんが含まれてることはどうい

う内容のものか、その点。それから、この本人は今どこにおるのかをお願いします。  

○議長（中澤愛水君）    物部支所地域振興課長、西村博之君。  

○物部支所地域振興課長（西村博之君）    質問にお答えします。 

  家賃につきましては、敷金の全額を充当と、残りにつきましては連帯保証人の１人の

方が全額納付して完納なっております。  

  それから、内訳なんですけれど、共益費につきましては９カ月分の３万４ ,８００円、

水道使用料につきましては３回分の１万８８３円、住宅修繕費につきましては６万

１,２１５円、住宅の修繕費につきまして、中身ということでしたけれど詳しいことは

聞いておりませんのでまた後からお知らせするようにしたいです。（後に内訳について

追加説明あり）それから、市営住宅駐車場使用料なんですけれど、これも９カ月分の

８,９００円で、ちょっと端数が出ておりますけれど、共益費と駐車場代につきまして

は日割り計算をしております。  

  それと、本人がどこにおるかということなんですけれど、新潟県村上市に転出してお

ります。  

  以上です。  

○議長（中澤愛水君）    ほかに質疑ありませんか。  

  １０番、山崎晃子君。  

○１０番（山崎晃子君）   はい。１０番、山崎です。  

  そしたら、これ今後どういうふうになるのか、どういうふうになっていくのかご説明

お願いします。  

○議長（中澤愛水君）    物部支所地域振興課長、西村博之君。  

○物部支所地域振興課長（西村博之君）    訴訟行為を高知簡易裁判所に提起しまして、

本人からいただけるというあれがあればいただくということで、なお、どうしてもとい

うことになりますと、新潟県村上市に対して実態調査を行いまして所得や不動産、滞納

等の状況を調査し、財産がある場合にはその差し押さえをする予定です。なお、財産が

ない場合には、債権放棄等についても検討する必要があると思われます。  

  以上です。  

○議長（中澤愛水君）    収納管理課長、阿部政敏君。  

○収納管理課長（阿部政敏君）    ちょっと補足をさせていただきます。  

  一応裁判所へ訴訟を起こしまして、それで私債権になりますので、債務名義を取得し

てから強制執行という形をとるという、債務名義を取得するためのまず第一段階でござ

います。それで、債務取得されますと一応そこで強制執行、財産等があればそれを差し

押さえるとかそういう形になっていこうかと思います。それで、一応時効が１０年とい

うことになりますので、１０年間ずっとこう追い回せるということになります。  
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（笑い声あり）  

○収納管理課長（阿部政敏君）    以上です。  

○議長（中澤愛水君）    ３番、山﨑龍太郎君。  

○３番（山﨑龍太郎君）    １点だけ。  

  こういう提起についていかほど要するものなのか、最終的に裁判関係でどれだけのお

金を要する…。これ、債権額自体が１１万５ ,０００円ということで、もちろんこうい

うことは大事ですけれども、片や経費としてはどれだけをお見込みなのかということと、

今後のこともありますので、大切なことということでやっていってると思いますけれど

も、片や市がどれだけの部分を要するのか。普通訴えられた側が裁判費用を持つらあい

うこともあるけんど、こういう件はそうはなかなか簡単にならんと思いますけど、それ

についてお尋ねします。 

○議長（中澤愛水君）    収納管理課長、阿部政敏君。  

○収納管理課長（阿部政敏君）    はい。これは弁護士等をお願いして訴訟を起こすと

いうことでは…ちょっと訂正します。ちょっと構いませんか。 

○議長（中澤愛水君）    暫時休憩をいたします。  

（午前 ９時１７分 休憩） 

（午前 ９時１８分 再開） 

○議長（中澤愛水君）    正場に復します。 

  休憩前に引き続き会議を行います。  

  物部支所地域振興課長、西村博之君。  

○物部支所地域振興課長（西村博之君）    訴訟費用ですが、収入印紙代が２ ,０００

円と郵券が６ ,６１０円です。ただ、弁護士さんに中へ入ってもらっているかどうかは、

ちょっと調べて後で報告します。済みません。（後に弁護士への依頼について追加説明

あり） 

○議長（中澤愛水君）    ほかに質疑はありませんか。  

○議長（中澤愛水君）    質疑がないようですので、これで質疑を終わります。  

  以上で報告に対する質疑を終わります。  

  日程第２、承認第１５号、専決処分事項の承認を求めることについて、平成２１年度

香美市特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）から日程第３３、議案

第９９号、香美市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について、以上３２件

を一括議題とします。  

  これから、各常任委員会の委員長の報告を求めます。総務常任委員会委員長、黒岩   

徹君。 

○総務常任委員会委員長（黒岩  徹君）   ６番、黒岩。  

  今期第５回定例会におきまして総務常任委員会が付託を受けました案件につきまして、

審査の経過と結果をご報告申し上げます。  



－9－ 

  総務常任委員会が付託を受けました案件は、認定第１号、認定第２号、議案第９２号、

議案第９３号、議案第９７号、議案第９８号であります。  

  まず、認定第１号、平成２０年度香美市一般会計歳入歳出決算の認定についてにつき

ましては、継続審査を希望する意見があり、閉会中の継続審査とすることに決定しまし

た。 

  次に、認定第２号、平成２０年度香美市住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決

算の認定についてにつきましても継続審査を希望する意見があり、閉会中の継続審査と

することに決定いたしました。  

  次に、議案第９２号、香美市営バス事業に係る施設の設置及び管理に関する条例の一

部を改正する条例の制定についてを議題とし、執行部からの補足説明を受けた後、質疑

に入りました。  

  追加の補足説明では、「岩村線については今回の廃止に当たり地元説明会を行い合意

をいただいている。また、香北支所から泉町への停留所変更に伴い、経路上の距離が短

くなり料金が１００円下がる区間もある。」との説明がありました。 

  質疑としましては、「今試行運転している路線で今後検討する場合の説明は。」との

問いに対し、「状況に応じ議会及び地域あわせて地域審議会に説明をしていきたい。」

との答弁がありました。また、「今後試験運行を継続するか停止するかは、乗車率も加

味して判断するのか。」の問いに対し、「神池線では試行運転期間の延伸を３カ月ほど

して、利用度合いや使い勝手を含めた満足度をこれから調査してみたい。」との答弁が

ありました。「試験運行の４路線については、利用者への反響と実際のデータでの決定

になるのか。」との問いに対し、「試験的な中からさまざま出てくることを判断材料と

し検討させていただく。」と答弁がありました。「今回廃止であるが、事前に説明が十

分なされていたのか。」との問いに対し、「地元説明会、広報でのお知らせ、加えて沿

線住民には、時刻表も含めバスが走るとのお知らせを実施して行政としてできる限りの

対応で周知をした。」との答弁がありました。「岩村線の廃止での予算不要分は他の便

の増便になるのか。」との問いに対し、「神池線の期間延長予算への充当。」との答弁

がありました。「岩村線廃止に伴う運行上の時間的ロスは検討しているのか。」との問

いに対し、「岩村線を廃止することによって生まれる時間について新たな設定をすると

いうことになってくると、これは公共交通対策検討会議を起こさなくてはならない、物

理的、時間的に無理である。」との答弁がありました。  

  以上の質疑の後、採決の結果、議案第９２号は、全員賛成をもって原案のとおり可決

すべきものと決定しました。  

  次に、議案第９３号、香美市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す

る条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とし、執行部からの補足説明を受け

た後、質疑に入りました。  

  質疑につきましては、「「就労支援指導員」となっているが、国の制度では「就労支
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援」、文言の違いは。また、制度の一定成果を見たらやめるのか、そして、国の財政支

援がなくなっても続けていくのか。」との問いに対し、「名称は異なっても同じ業務と

とらえている。この事業自体がいつまで続くかわからないが、生活保護法のほうにも就

労指導員という補助事業がある、この事業への切りかえも考えている。」との答弁があ

りました。また、「生活保護の就労支援に切りかえるとのことだが、市が単独でやる事

業か。また、雇い入れはどういう雇用関係か。」の問いに対し、「生活保護の１０割の

補助事業で対応していきたい。雇用形態は１６日勤務で、相談支援員と同じ１年ごとの

更新である。」との答弁がありました。「就労指導員の業務は。」との問いに対し、

「就労指導支援員は、今回特別に１０月１日から全国で始まる。業務については、手当

の支給の対象者から就職活動状況の報告を受けること、履歴書の書き方、面接の仕方と

かの指導、職業安定所への同行訪問とか、そういったことで就労に結びつけていくよう

な支援をしていく業務である。」との答弁がありました。「１０月１日から公募される

のか、そのような仕事にかかわった人の募集か。」、また、関連の質問として「雇い入

れは一定の基準を持っての募集ではないか。」との問いに対し、「条件的に資格とかあ

るにこしたことはないが、資格がない方も雇用せざるを得ない。募集は１０月１日から

であるが、支給はしなくてはならないが、指導に関しては、人数的に多くなければ職員

対応ということもある。１０月１日からすぐにどうしてもとは考えていない、もし雇用

できなければこける可能性もあり得る。」との答弁がありました。「住宅支援を求めて

いる人を把握しているのか、積極的に募集をするのか。」との問いに対し、「住宅に困

窮している方がどれくらいあるかということは、正確に調べたりしてつかんでいる数値

はない。ただし、予算を出すに当たって国の数値に基づいて算定したのは半年で１４人

ぐらいである。当初、人数的に多くなければ職員で対応できるとの思いは持ってい

る。」との答弁がありました。  

  以上の質疑の後、採決の結果、議案第９３号は、全員賛成をもって原案のとおり可決

すべきものと決定しました。  

  次に、議案第９７号、香美市営住宅条例の一部を改正する条例の制定についてを議題

とし、執行部の補足説明の後、質疑に入りました。  

  質疑はなく、採決の結果は、議案第９７号は、全員の賛成をもって原案のとおり可決

すべきものと決しました。  

  次に、議案第９８号、字の区域の変更についてを議題とし、執行部からの補足説明を

受けた後、質疑に入りました。  

  質疑におきまして、「今回の広さはどれくらいか。」の問いに対し、「１,９８９.２

８平方メートル。」との答弁がありました。  

  以上の後、採決の結果、議案第９８号は、全員賛成をもって原案のとおり可決すべき

ものと決定しました。  

  以上で総務常任委員会の報告を終わります。  
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○議長（中澤愛水君）    教育厚生常任委員会委員長、比与森光俊君。  

○教育厚生常任委員会委員長（比与森光俊君）    今議会におきまして教育厚生常任委

員会が付託を受けました案件につきまして、審査の経過と結果をご報告いたします。  

  付託を受けました案件は、認定第７号、認定第８号、認定第９号、認定第１０号、認

定第１１号、議案第８６号、議案第８７号、議案第８８号、議案第８９号、議案第９０

号、議案第９９号でございます。  

  認定第７号、平成２０年度香美市老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について、認

定第８号、平成２０年度香美市国民健康保険特別会計（事業勘定）歳入歳出決算の認定

について、認定第９号、平成２０年度香美市介護保険特別会計（保険事業勘定）歳入歳

出決算の認定について、認定第１０号、平成２０年度香美市介護保険特別会計（介護サ

ービス事業勘定）歳入歳出決算の認定について、認定第１１号、平成２０年度香美市後

期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定についてにつきましては、継続審査を希望す

る意見があり、閉会中の継続審査とすることにいたしました。  

  次に、議案第８６号、平成２１年度香美市老人保健特別会計補正予算（第１号）を議

題とし、執行部の補足説明を受けた後、質疑に入りました。  

  質疑の中で、「償還金の内容は。」との問いに、「県費と支払い基金交付金の精

査。」と答弁。 

  質疑の後、採決の結果、本案は、全員賛成をもって原案のとおり可決すべきものと決

定しました。  

  次に、議案第８７号、平成２１年度香美市国民健康保険特別会計（事業勘定）補正予

算（第１号）を議題とし、執行部から提案理由の補足説明を受けた後、質疑に入りまし

た。 

  質疑の中で、「介護従事者処遇改善臨時特例交付金ですが、３年間の交付であったと

思うが、あと２年間続けてこの金額が入るのか。」との問いに、「１年目が全額で２年

目が半額、あとはゼロとなる。」との答弁。「３年後以降、介護保険料にはね返るので

はないか、見通しは。」との問いに、「次期、第５期計画にかかわることなので現状で

はわからない。」と答弁。「退職者、被保険者等、第三者納付金の金額が大きいがどう

いう内容か。」との問いに、「交通事故により相手方から入った金額である。」と答弁

がございました。  

  質疑の後、採決の結果、本案は、全員賛成をもって原案のとおり可決すべきものと決

定しました。  

  次に、議案第８８号、平成２１年度香美市介護保険特別会計（保険事業勘定）補正予

算（第１号）を議題とし、執行部から提案理由の補足説明を受けた後、質疑に入りまし

た。 

  質疑の中で、「償還金補正前は１ ,０００円だが内容は。」との問いに、「平成２０

年度の精査で国、県、基金へ戻す金額。」と答弁。「趣旨普及費の消耗品費の説明
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を。」との問いに、「介護報酬が３％上がったことにより、国から助成される制度があ

ることの啓発活動のためのパンフレット印刷代。」と答弁。その他介護に関する啓発活

動に関して質疑、応答がありました。「居宅介護サービス給付費の財源内訳がゼロ、ゼ

ロになっているが説明を。」との問いに、「基金からの繰り入れで、金額は変わらない

が国からの繰入金に区分変更。」と答弁。  

  以上、質疑の後、採決の結果、本案は、全員賛成をもって原案のとおり可決すべきも

のと決定しました。  

  次に、議案第８９号、平成２１年度香美市介護保険特別会計（介護サービス事業勘

定）補正予算（第１号）を議題とし、執行部から提案理由の補足説明を受けた後、質疑

に入りました。  

  質疑の中で、「介護予防サービス計画費収入はどこからの収入か。」との問いに、

「介護保険特別会計、保険事業勘定から入ってくる。」との答弁。  

  以上、質疑の後、採決の結果、本案は、全員賛成をもって原案のとおり可決すべきも

のと決定しました。  

  次に、議案第９０号、平成２１年度香美市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２

号）を議題とし、執行部から提案理由の補足説明を受けた後、質疑に入りました。  

  質疑の中で、「受託事業の内容は。」との問いに、「保健事業ということで、後期高

齢者の健診。」と答弁。「後期高齢者医療広域連合受託事業収入がなぜ当初一般会計で

組まれたのか、そして、なぜ金額が違うのか。」との問いに、「この特別会計は市が保

険料を集めて広域連合に納めるための会計であることから、ほかの後期高齢者に係る事

務については一般会計で行うようにしていた。決算統計を作成するときに煩雑になるこ

とから特別会計に移した。金額の違いについては、当初予算は大体の金額で組んでいた。

今回の金額は、調査対象者３２５人に対し予算化しているので違っている。」と答弁が

ございました。  

  以上、質疑の後、採決の結果、本案は、全員賛成をもって原案のとおり可決すべきも

のと決定しました。  

  次に、議案第９９号、香美市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について

を議題とし、執行部から提案理由の補足説明を受けた後、質疑に入りました。  

  格段の質疑もなく、採決の結果、本案は、全員賛成をもって原案のとおり可決すべき

ものと決定しました。  

  以上、教育厚生常任委員会の報告を終わります。  

○議長（中澤愛水君）    産業建設常任委員会委員長、竹内俊夫君。  

○産業建設常任委員会委員長（竹内俊夫君）    １７番、竹内です。産業建設常任委員

会委員長の報告を行います。  

  産業建設常任委員会は、久保信 委員欠席で出席委員７名で、承認第１５号、承認第

１６号、認定第３号、認定第４号、認定第５号、認定第６号、認定第１２号、認定第１
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３号、議案第８３号、議案第８４号、議案第８５号、議案第９１号、議案第９４号、議

案第９５号、議案第９６号を審査をいたしました。  

  まず、最初に、承認第１５号、専決処分事項の承認を求めることについて、平成２１

年度香美市特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）を議題とし、まず、

執行部から提案理由の補足説明を受けた後、質疑に入りました。  

  質疑として、「税務署は、自己申告で余分に払っても通知はないと思うが、少なかっ

たら通知があると思う。行政への対応も同じか。」との問いに、「今回は自己申告によ

る修正で、こちらから修正を申告した。平成１９年度の分をチェックしながら平成２０

年度の申告を行っていたときに間違いがわかったので、平成１９年度の分をさかのぼっ

て自己申告による修正を行った。特定環境と農業集落排水については消費税がプラスさ

れた。公共下水のほうは還付される、今回の補正へは入れてない。官庁についても自己

申告による修正は受け付ける、自己申告するしないは個々に任されている。後で発覚し

税務署から修正を命じられたときには重加算税が発生する。」との答弁。  

  ほかに質疑はなく、採決の結果、全員賛成でもって承認第１５号は、原案のとおり承

認すべきものと決定しました。  

  次に、承認第１６号、専決処分事項の承認を求めることについて、平成２１年度香美

市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）を議題とし、まず、執行部からの提案

理由の補足説明を受けた後、質疑に入りました。  

  質疑として、「地方公共団体としてあってはならないことである。延滞金は税金を投

入することになる。あってはならないことであるが、今後どのように考えてるか。また、

延滞税の計算（の仕方の説明は簡単に説明）できるか。」との問いに、「今回の延滞税

については、職員の能力不足で起きたことで深く反省をしている。延滞税の税率につい

ては難しい式で、税務署でもすぐには出ない。（修正）申告をされた日にちを（もと

に）税務署が日割りで計算して後日教えてもらうことになる。」との答弁。  

  ほかに質疑はなく、採決の結果、全員賛成でもって承認第１６号は、原案のとおり承

認すべきものと決定をいたしました。  

  次に、認定第３号、平成２０年度香美市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついてを議題とし、質疑を行ったところ継続審査との意見があり、全員賛成でもって承

認第３号は、閉会中の継続審査といたしました。  

  次に、認定第４号、平成２０年度香美市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定

についてを議題とし、質疑を行ったところ継続審査との意見があり、全員賛成でもって

認定第４号は、閉会中の継続審査としました。  

  次に、認定第５号、平成２０年度香美市特定環境保全公共下水道事業特別会計歳入歳

出決算の認定についてを議題とし、質疑を行ったところ継続審査との意見があり、全員

賛成でもって認定第５号は、閉会中の継続審査といたしました。  

  次に、認定第６号、平成２０年度香美市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認
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定についてを議題とし、質疑を行ったところ継続審査との意見があり、全員賛成でもっ

て認定第６号は、閉会中の継続審査といたしました。  

  次に、認定第１２号、平成２０年度香美市水道事業会計歳入歳出決算の認定について

を議題とし、執行部からの提案理由の補足説明を受けた後、質疑に入りました。  

  質疑として、「八王子宮の（道路）関係で、委託業務の２００万円の予算について。

また、個人の財産であって市が買った、その金額とは。」との問いに、「北本町の浄水

場から上がっている道で、今回は用地の測量である。平成２１年度に、税務署との協議

が調わず年度を越しての支払いとなった。面積は３人で約６００平米、１平米当たり

７,０００円で購入。」との答弁。「水道管の開栓料金について、他市町村と比べて高

くはないか。」との問いに対しまして、「開栓のときだけ１回につき１ ,０００円であ

る。」との答弁でした。また、質疑として、「繰上償還（をしているが）、高い金利は

どうなっているか。」との問いに、「繰上償還の条件が５％以上ということになり、最

初の年が７％、今回平成２０年度が６％、平成２１年度が５％と年度ごとに区切られて

いる。その中で条件があり、香美市は６％と７％になっている。６％を、平成２０年度

を借換債で対応した分が７％代の償還。」との答弁。 

  ほかに質疑はなく、採決の結果、全員賛成でもって認定第１２号は、原案のとおり承

認（後に「認定」と訂正あり）すべきものと決定しました。  

  次に、認定第１３号、平成２０年度香美市工業用水道事業会計歳入歳出決算の認定に

ついてを議題とし、まず、執行部からの提案理由の補足説明を受けた後、質疑に入りま

した。 

  質疑として、「以前にも監査委員の意見は聞いた。それ（方向転換）を行うためには

目的外ということで、剰余金を返せばいろんなことが出てくると思う。それは今も変わ

ってないか。」との問いに、「２億５ ,５００万円、工業用水をつくる目的で起債を借

りたので、目的外への転換、一括償還してからという結果にはならないと思う。」と答

弁。また、「工業用水として上げている水は水道、上水道にも使えるか。」との問いに

対し、「取水池は片地川の地下水からとっているので水質には問題はない。工業用水と

して長い送水管と貯水タンクは使用できない、水源の水のみ転化になる。」との答弁。

次に、「残りの３区画の今後の状況は。」との問いに対し、「矩形区画ではない（四角

じゃない）場所が残っている。その区画に工業用水を使うような大きな製造業等は、矩

形区画ではないところで、売れるか危惧をしている。所期の目的であるので、県のほう

も努力しているということで、工業用水を売る側としても期待もし待っている。１ ,４

００万円にも及ぶ一般会計からの投入でありいろいろ危惧をしているところである。」

という答弁。「以前水を使う会社が来ていたと聞いたが。」との問いに、「平成１８年

度に一度使用があったが、７月から３月まで使っただけ。」との答弁。  

  ほかに質疑はなく、採決の結果、全員賛成でもって認定第１３号は、原案のとおり認

定すべきものと決定をしました。  
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  次に、議案第８３号、平成２１年度香美市公共下水道事業特別会計補正予算（第２

号）を議題とし、執行部からの提案理由の補足説明を受けた後、質疑に入りました。  

  質疑として、「宅地造成地の下水道管は道路までの埋設か。」との問いに、「開発工

事に伴う道路については、水道は開発業者が施工して市に寄附する。下水道管は受益者

負担金を賦課できるので下水道課で埋設をし、それぞれの宅地について１平米当たり４

６０円の負担金を賦課していく。本管及び開発業者から出てくる区画割りについては、

１区画に１本の取りつけ管を民間の土地に入ったところまで（工事を）行ってキャップ

どめをする。開発期間中に下水道を布設して経費の削減を図る。」との答弁。  

  ほかに質疑はなく、採決の結果、賛成多数でもって議案第８３号は、原案のとおり可

決すべきものと決定をいたしました。  

  次に、議案第８４号、香美市特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算（第２

号）を議題とし、執行部からの提案理由の補足説明を受けた後、質疑に入りました。  

  格段の質疑はなく、採決の結果、議案第８４号は、全員賛成でもって原案のとおり可

決すべきものと決定をいたしました。  

  次に、議案第８５号、平成２１年度香美市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２

号）を議題とし、執行部からの提案理由の補足説明を受けた後、質疑に入りました。  

  質疑として、「土居橋のところの拡張工事はいつごろになるのか。」との問いに、

「中央東土木事務所の補正の工事で、平成２１年度事業で、今年度から来年度にかけて

橋の部分及び処理場の付近の工事を行う。公民館のところは前に出す工事の形で、処理

場前は施工される予定。その分は、平成２１年度事業として平成２１年度より繰り越し

の平成２２年度で完成をしたいと進めているようです。」との答弁。 

  ほかに質疑はなく、採決の結果、議案第８５号は、賛成多数（後に「全員賛成」と訂

正あり）でもって原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。  

  次に、議案第９１号、平成２１年度香美市水道事業会計補正予算（第１号）を議題と

し、執行部からの提案理由の補足説明を受けた後、質疑に入りました。  

  質疑として、「委託料、減額で２６２万４ ,０００円が、当初予算では３００万円と

なっているが。」との問いに、「漏水調査委託料３００万円であります。当初予算化を

していたが、現在見込まれないため２６２万４ ,０００円を人件費に振りかえた。」と

答弁。 

  ほかに質疑はなく、採決の結果、議案第９１号は、全員賛成でもって原案のとおり可

決すべきものと決定いたしました。  

  次に、議案第９４号、香美市モノレール施設の設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例の制定についてを議題とし、まず、執行部の提案理由の補足説明を受けた後、

質疑に入りました。  

  質疑として、「体験学習館か実習館か。」との問いに、「体験実習館である。」との

答弁。次に、質疑として、「１０年間契約、中尾農業協同組合、中身の費用は。」との
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問いに、「維持管理については通常の維持管理、燃料等については無償、大修繕は市で

行う。年間保守管理費は１０万５ ,０００円である。」との答弁。「搭乗者３名の保険

料が年間３万９ ,０５０円である。」との答弁。また、質疑として、「３戸で５人、皆

運転できるか。」との問いに、「法的な規制はないが運転講習修了証が必要。物部支所

長が講師の資格を取り、職員、保健師、地域の住民に一たん講習をして修了証をとり運

転をしている。」。「地元の人、年齢６０歳代全員乗れるか。」との問いに、「修了証

をとり運転をしてる。地元の人も、年齢は６０歳代全員が乗れる。」との答弁。また、

質疑として、「保険の補償はどれくらいか。」との問いに、「１人死亡時２ ,０００万

円、５人で１億円という金額になる。」との答弁がありました。それ（補償金額）は、

その委員会のときにはちょうどはっきりわからないということでありましたので、私の

ほうに後から書類を回していただきましたのでそのように答弁をさせていただきます。  

  ほかに質疑はなく、採決の結果、全員賛成でもって議案第９４号は、原案のとおり可

決すべきものと決定をいたしました。  

  次に、議案第９５号、香美市下水道条例の一部を改正する条例の制定についてを議題

とし、執行部の提案理由の補足説明を受けた後、質疑に入りました。  

  質疑はなく、採決の結果、全員賛成（後に「賛成多数」と訂正あり）でもって議案第

９５号は、原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。  

  次に、議案第９６号、香美市特定環境保全公共下水道条例の一部を改正する条例の制

定についてを議題とし、執行部からの提案理由の補足説明を受けた後、質疑に入りまし

た。 

  質疑として、「平均世帯で１０円上がるとどのくらいになるのか。」との問いに、

「平均家庭で、２カ月４０立方メートル（に使用料が）かかっている家庭で、現行の料

金での使用料は消費税込みで２カ月で４ ,２００円となっている。今回の改正ですると

税込みで４,６２０円となる。」との答弁。  

  ほかに質疑はなく、採決の結果、賛成多数でもって議案第９６号は、原案のとおり可

決すべきものと決定いたしました。  

  以上で産業建設常任委員会委員長の報告を…。 

○議長（中澤愛水君）    ちょっと委員長、委員長、訂正があるようです。  

  「議案第９５号が「全員賛成」でなく「賛成多数」。議案第９５号は「賛成多数」で

す」という声あり  

○産業建設常任委員会委員長（竹内俊夫君）   訂正をいたします。  

  議案第９５号です。香美市下水道条例の一部を改正する条例の制定についてという議

題ですが、その採決の結果を「全員賛成」と言いましたが、「賛成多数」でありますの

で訂正をさせていただきます。  

○議長（中澤愛水君）    委員長、委員長、ちょっと。  

○２２番（西村 成君）   認定第１２号、「承認」言うた。  
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○産業建設常任委員会委員長（竹内俊夫君）    認定第１２号のところで、「承認」と

言ったようであります。「認定」ということでありますので、それも訂正させていただ

きます。  

  以上で終わります。 

○３番（山﨑龍太郎君）   議案８５号を「賛成多数」と言うたけんど全員やないかね。 

「全員賛成です」という声あり  

○産業建設常任委員会委員長（竹内俊夫君）    はい。訂正をいたします。  

  議案第８５号は「全員賛成」でもって原案のとおり可決すべきものと決定しましたと

いうところです。どうも済みませんでした。  

○議長（中澤愛水君）    常任委員会委員長の報告を終わります。  

  ここで、先ほどの報告第２４号につきまして答弁が整ったようでありますので、物部

支所地域振興課長、西村博之君より答弁をお願いをしたいと思います。  

○物部支所地域振興課長（西村博之君）    片岡議員さんの住宅の修繕費の内訳という

ことでしたが、ふすまの張りかえが６枚、それから畳の表がえが６枚、それとクロスの

１６メーターを修繕しております。  

  それと、山﨑龍太郎議員のご質問ですが、弁護士さんを頼んだかということですが、

頼んでおりません。職員３名で対応するようになっております。  

  以上です。  

○議長（中澤愛水君）    常任委員会委員長に対する質疑を行います。質疑はありませ

んか。 

  ３番、山﨑龍太郎君。  

○３番（山﨑龍太郎君）    産業建設常任委員長にお尋ねします。 

  認定第１２号、平成２０年度香美市水道事業会計歳入歳出決算の認定についてという

件で、委員長の説明の中で八王子の水源池に係る部分の用地購入、それから測量等につ

いてのことを説明を受けたわけですが、平米当たり７ ,０００円で６００平米というこ

とですが、審査の中で、私の認識では、たしかこの水道の測量、用地購入は平成２０年

度の当初予算で組まれておいて、ただ、税務署の都合で年度を越しての購入というふう

なことを受けたんですが、実際その購入のほうの部分がこの決算にお金としては出てい

なかったような話ですけれども、会計の処理上どうなったかというふうな審査は。年度

内に処理できざったら、何らかの形をとっておいて処理しなければならないというふう

に私は認識してましたが、そういう話は出なかったかお尋ねします。  

○議長（中澤愛水君）    産業建設常任委員会委員長、竹内俊夫君。  

○産業建設常任委員会委員長（竹内俊夫君）    自分が聞いたところでは、今皆さんも

聞いたと思いますが、そのような、詳しいような中身の質問はありませんでした。  

○議長（中澤愛水君）    ほかに質疑はありませんか。  

  １３番、竹平豊久君。  
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○１３番（竹平豊久君）   はい。１３番、竹平です。産業建設常任委員長に３点ほど

お聞きしたいと思います。３点いいますのは、議案第８３号それから議案第９５号、議

案第９６号についてです。 

  まず、議案第８３号です。委員長報告によりますと賛成多数ということでございまし

たが、これは補正予算という、非常に事業に欠かせない裏づけとなる金額ですが、ここ

のあたりを賛成多数ということであれば、審査の中でこうこういう理由であるからこの

予算は認めないといったような意見表明があったのかということ。  

  それから、議案第９５号と議案第９６号、これは関連をしますが、下水道条例それか

ら特定環境保全公共下水道条例の一部の改正ですが、議案第９５号につきましては、委

員長の報告によりますと格段の質疑もなく賛成多数と、そして、議案第９６号では若干

の単価の、いわゆる料金改定の関係の質疑があったようでございます。特に私委員長の

報告を聞いて思ったのが、条例改正ということですのでいわゆる料金改正、今回約１

０％ということで、これは目の前にある料金を改定ということですが、一応審査の中で

この条例で（料金）改定にする背景ですね、いわゆるこの２つとも非常に繰入金が多額

になって会計収支が厳しいと、そういったことと、それから、もう１点は、これはいず

れも公共下水道審議会の答申を得て、そして提案がされたものをいうことで、審議会の

メンバーの中には当然下水道の使用者の方なども加わって審査をされておるのですが、

そういった、いわゆる条例の背景にあるものについての審査というようなものはなかっ

たのかということをお聞きしたいと思います。  

  以上です。  

○議長（中澤愛水君）    産業建設常任委員会委員長、竹内俊夫君。  

○産業建設常任委員会委員長（竹内俊夫君）    議案第８３号につきましては、今報告

をしたことから、ほかに質疑はありませんでした。また、説明そのものもあったと思い

ますけれども詳しい説明というようなことであって、委員からの質疑はありませんでし

た。 

  議案第９５号につきましては、補足説明を受けたところでありますが質疑はなく、採

決の結果は賛成多数であって、質疑はありませんでした。これは、多数であるというこ

とでありますけれどもそうした、なぜ多数であるとかいうような前の質疑はありません

でした。  

  議案第９６号も質疑としましては、先ほども言ったように平均世帯で１０円上がると

どれくらいになるかというような質疑があり、２カ月で４ ,２００円払っているものが

１０円上がると４ ,６２０円となるとの答弁を受けた、その質疑がありました。ほかに

質疑はありませんでした。  

  以上です。構んかね。  

○議長（中澤愛水君）    ほかに質疑はありませんか。  

「進行」という声あり  
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○議長（中澤愛水君）    はい。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

  これから、討論を行います。討論はありませんか。  

  ３番、山﨑…。まず…。  

○３番（山﨑龍太郎君）    反対です。賛成か反対かでいったら反対です。  

○議長（中澤愛水君）    討論がありますので、まず、初めに原案に反対の方の発言を

許します。討論ありませんか。  

  ３番、山﨑龍太郎君。  

○３番（山﨑龍太郎君）    ３番、山﨑龍太郎です。日本共産党とくらしと福祉を守る

会を代表して、議案第８３号、平成２１年度公共下水道事業特別会計補正予算（第２

号）、議案第９５号、香美市下水道条例の一部を改正する条例の制定について及び議案

第９６号、香美市特定環境保全公共下水道条例の一部を改正する条例の制定についてに

対し、反対の立場で討論を行います。  

  議案第９５号、議案第９６号、条例の改正案の問題の第１点目は、昨今の市民の生活

状況が全く無視されているという点であります。  

  この１年間で給料、ボーナスが減ったという方は４０％、暮らしがより大変になった

方は国民の５０％に及ぶという数字が発表されておりました。市職員においても民間に

倣いボーナスカットが行われています。また、国においても経済対策としてさまざまな

施策を行ってまいりました。そのような中、市民の負担軽減に努めねばならない末端自

治体が行う施策ではないと考えます。市の財政を総合的に見て各指標の適性水準で推移

しているとき、市民に特別会計のみを特化して値上げに踏み切ることは時期尚早と言わ

ざるを得ません。あわせて、議案第８２号でも見られるように保育料の軽減等が行われ

ているのに、片や負担増とは理解に苦しむところです。また、他の市町村では、人事院

勧告のボーナスカット分を住民生活の応援に税源措置を行った例もあります。  

  第２点目の問題は、水洗化率向上も道半ばであるという点であります。  

  質疑では、水洗化率向上のため次の段階を検討しているとのことでしたが、そうであ

るなら手順が逆さまではないかということです。あわせて、監査委員の指摘では、下水

道使用料の徴収事務委託料を見直せとの意見もあります。精いっぱいの努力の結果でい

たし方ない値上げであってこそ理解が得られるものであります。  

  そして、第３点目に、市民に対する行政の姿勢を申し上げます。  

  以前から同僚議員より指摘があった下水道料金の不公平部分の改善も行われないまま

値上げするというのは、納得される手法ではないと考えます。やるべきことをやってか

らの提案ではないと言わざるを得ません。  

  最後に、議案第８３号は、料金改定に伴うシステム改修であるゆえ賛成できない旨を

申し述べて反対討論とします。  

○議長（中澤愛水君）    ただいま議案第８３号並びに議案第９５号、議案第９６号に

ついて、原案に反対の討論がありました。  
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  次に、原案議案第８３号並びに議案第９５号、議案第９６号に対して、賛成の方の発

言を許します。討論はありませんか。  

  ２２番、西村 成君。  

○２２番（西村 成君）   私は、ただいまの反対討論がありました議案第８３号、議

案第９５号、議案第９６号について賛成の立場で討論を行いたいと思います。  

  やはりこの、まず議案第９５号、議案第９６号につきましては、一般質問でも同僚議

員から質問がありまして、詳しく説明がありましたようにそれぞれ審議会で受益者負担

の代表者もおいでまして、それぞれの議会の代表、いろいろの代表の方がおいでまして

審議をした結果でありますが、皆さん方のお手元に資料が配られておりますように下水

道使用料金と処理原価です。これを見たとき、やはり公平な負担というものは必要であ

ると思います。やはり下水道を引いておるのと、一般、引いておらないところと、それ

こそ一般財源で繰り出すわけでありますので、これは非常にここで不公平感をまず持っ

ております。この金額で、委員会でも審議会でも私も言って、皆さんに周知をしてもら

うということでありますが、このパーセントだけで言っただけではわかりません。やは

りこの値上げすることとあわせて新設しておる、一般会計で繰り出しをしておるこの金

額、この金額を、今この改正をすると、持ち出しが、１０ .９円の減額ということで

５％の減と。それから、使用料については逆に１０ .９円の値上げと、８.１％増となる

わけですけども、その金額を見てみましても、一般会計からやっぱり２０７ .５円、そ

れから使用料の、料金が１４４ .８円、この差、個人的な差で、大体２カ月で４００円

ぐらい平均家庭でふえるということでありますが、やはりこれはこの総額、一般会計の

持ち出しが１年間どれくらい要っておるかということを周知をしなくてはならんと思い

ます。そのことによって、いかに不公平を感じるかということをしないといけないと思

って、審議会についても全面的にこれは賛成で答申をしておるわけでありますので、そ

ういった附帯決議もつけて答申をしております。そういった観点から、例えば、どうし

てもこれは、今まで上げておらないのが反対に言ったらいけないわけで、そういったこ

とを監査委員の中でも話をしてるいうのがあるわけですが、今までためてきておるので

こういったことになるわけです。こういった不公平感を持たないように、今後３年ない

し５年でそれぞれ見直しをして適当な料金をいただくという方向にしなくてはならんと

いうふうに私は思っておりますので、そういった点で賛成の討論をするわけであります。  

  以上です。  

○議長（中澤愛水君）    次に、ただいまの議案第８３号、議案第９５号、議案第９６

号の原案に反対の方の討論を許します。ありませんか。  

○議長（中澤愛水君）    討論がないようですので、これで討論を終わります。  

  次に、先ほどの議案以外についての討論を行います。討論はありませんか。  

○議長（中澤愛水君）    討論がないようでありますので、これで討論を終わります。  

  暫時１０分間休憩をいたします。  
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（午前１０時１４分 休憩） 

（午前１０時２４分 再開） 

○議長（中澤愛水君）    正場に復します。 

  休憩前に引き続き会議を行います。  

  これから、承認第１５号、専決処分事項の承認を求めることについて、平成２１年度

香美市特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）を採決します。  

  本案についての委員長の報告は承認であります。本案を委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立）  

○議長（中澤愛水君）    はい。ありがとうございます。全員賛成であります。よって、

承認第１５号は、委員長報告のとおり承認されました。  

  これから、承認第１６号、専決処分事項の承認を求めることについて、平成２１年度

香美市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）を採決します。  

  本案についての委員長の報告は承認であります。本案を委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の方は起立を願います。  

（賛成者起立）  

○議長（中澤愛水君）    はい。ありがとうございました。全員賛成であります。よっ

て、承認第１６号は、委員長報告のとおり承認されました。  

  これから、認定第１号から認定第１１号までを一括して採決します。  

  認定第１号から認定第１１号までの議案については、各常任委員会委員長から閉会中

の継続審査の申し入れがあります。  

  お諮りをします。常任委員長からの申し出のとおり継続審査とすることにご異議はあ

りませんか。  

「異議なし」という声あり  

○議長（中澤愛水君）    異議なしと認めます。よって、認定第１号から認定第１１号

までの各案件は、閉会中の継続審査とすることに決定をしました。  

  これから、認定第１２号、平成２０年度香美市水道事業会計歳入歳出決算の認定につ

いてを採決します。  

  本案についての委員長の報告は認定であります。本案を委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の方は起立を願います。  

（賛成者起立）  

○議長（中澤愛水君）    はい。ありがとうございました。全員賛成であります。よっ

て、認定第１２号は、委員長報告のとおり認定されました。  

  次に、認定第１３号、平成２０年度香美市工業用水道事業会計歳入歳出決算の認定に

ついてを採決します。  

  本案についての委員長の報告は認定であります。本案を委員長報告のとおり決定する
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ことに賛成の方は起立を願います。  

（賛成者起立）  

○議長（中澤愛水君）    はい。ありがとうございました。全員賛成であります。よっ

て、認定第１３号は、委員長報告のとおり認定されました。  

  次に、議案第８３号、平成２１年度香美市公共下水道事業特別会計補正予算（第２

号）を採決します。  

  本案についての委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の方は起立を願います。  

（賛成者起立）  

○議長（中澤愛水君）    はい。ありがとうございました。賛成多数であります。よっ

て、議案第８３号は、委員長報告のとおり可決されました。  

  次に、議案第８４号、平成２１年度香美市特定環境保全公共下水道事業特別会計補正

予算（第２号）を採決します。  

  本案についての委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の方は起立を願います。  

（賛成者起立）  

○議長（中澤愛水君）    はい。ありがとうございました。全員賛成であります。よっ

て、議案第８４号は、委員長報告のとおり可決されました。  

  次に、議案第８５号、平成２１年度香美市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２

号）を採決します。  

  本案についての委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の方は起立を願います。  

（賛成者起立）  

○議長（中澤愛水君）    はい。ありがとうございました。全員賛成であります。よっ

て、議案第８５号は、委員長報告のとおり可決されました。  

  次に、議案第８６号、平成２１年度香美市老人保健特別会計補正予算（第１号）を採

決します。  

  本案についての委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の方は起立を願います。  

（賛成者起立）  

○議長（中澤愛水君）    はい。ありがとうございました。全員賛成であります。よっ

て、議案第８６号は、委員長報告のとおり可決されました。  

  次に、議案第８７号、平成２１年度香美市国民健康保険特別会計（事業勘定）補正予

算（第１号）を採決します。  

  本案についての委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の方は起立を願います。  
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（賛成者起立）  

○議長（中澤愛水君）    はい。ありがとうございました。全員賛成であります。よっ

て、議案第８７号は、委員長報告のとおり可決されました。  

  次に、議案第８８号、平成２１年度香美市介護保険特別会計（保険事業勘定）補正予

算（第１号）を採決します。  

  本案についての委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の方は起立を願います。  

（賛成者起立）  

○議長（中澤愛水君）    はい。ありがとうございました。全員賛成であります。よっ

て、議案第８８号は、委員長報告のとおり可決されました。  

  次に、議案第８９号、平成２１年度香美市介護保険特別会計（介護サービス事業勘

定）補正予算（第１号）を採決します。  

  本案についての委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の方は起立を願います。  

（賛成者起立）  

○議長（中澤愛水君）    はい。ありがとうございました。全員賛成であります。よっ

て、議案第８９号は、委員長報告のとおり可決されました。  

  次に、議案第９０号、平成２１年度香美市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２

号）を採決します。  

  本案についての委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の方は起立を願います。  

（賛成者起立）  

○議長（中澤愛水君）   はい。ありがとうございました。全員賛成であります。よっ

て、議案第９０号は、委員長報告のとおり可決されました。  

  次に、議案第９１号、平成２１年度香美市水道事業会計補正予算（第１号）を採決し

ます。 

  本案についての委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の方は起立を願います。  

（賛成者起立）  

○議長（中澤愛水君）    はい。ありがとうございました。全員賛成であります。よっ

て、議案第９１号は、委員長報告のとおり可決されました。  

  次に、議案第９２号、香美市営バス事業に係る施設の設置及び管理に関する条例の一

部を改正する条例の制定についてを採決します。  

  本案についての委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の方は起立を願います。  

（賛成者起立）  
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○議長（中澤愛水君）    はい。ありがとうございました。全員賛成であります。よっ

て、議案第９２号は、委員長報告のとおり可決されました。  

  次に、議案第９３号、香美市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す

る条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。  

  本案についての委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の方は起立を願います。  

（賛成者起立）  

○議長（中澤愛水君）    はい。ありがとうございました。全員賛成であります。よっ

て、議案第９３号は、委員長報告のとおり可決されました。  

  次に、議案第９４号、香美市モノレール施設の設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例の制定についてを採決します。  

  本案についての委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の方は起立を願います。  

（賛成者起立）  

○議長（中澤愛水君）    はい。ありがとうございました。全員賛成であります。よっ

て、議案第９４号は、委員長報告のとおり可決されました。  

  次に、議案第９５号、香美市下水道条例の一部を改正する条例の制定についてを採決

します。  

  本案についての委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の方は起立を願います。  

（賛成者起立）  

○議長（中澤愛水君）    はい。ありがとうございました。賛成多数であります。よっ

て、議案第９５号は、委員長報告のとおり可決されました。  

  次に、議案第９６号、香美市特定環境保全公共下水道条例の一部を改正する条例の制

定についてを採決します。  

  本案についての委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の方は起立を願います。  

（賛成者起立）  

○議長（中澤愛水君）    はい。ありがとうございました。賛成多数であります。よっ

て、議案第９６号は、委員長報告のとおり可決されました。  

  次に、議案第９７号、香美市営住宅条例の一部を改正する条例の制定についてを採決

します。  

  本案についての委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の方は起立を願います。  

（賛成者起立）  

○議長（中澤愛水君）    はい。ありがとうございました。全員賛成であります。よっ
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て、議案第９７号は、委員長報告のとおり可決されました。  

  次に、議案第９８号、字の区域の変更についてを採決します。  

  本案についての委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の方は起立を願います。  

（賛成者起立）  

○議長（中澤愛水君）    はい。ありがとうございました。全員賛成であります。よっ

て、議案第９８号は、委員長報告のとおり可決されました。  

  次に、議案第９９号、香美市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について

を採決します。  

  本案についての委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の方は起立を願います。  

（賛成者起立）  

○議長（中澤愛水君）    はい。ありがとうございました。全員賛成であります。よっ

て、議案第９９号は、委員長報告のとおり可決されました。  

  お諮りをします。先ほど議会運営委員会委員長から報告のとおり、議案第１００号は

追加議案であります。会議規則第３７条第３項の規定により委員会の付託を省略し、本

会議方式により審議に付し採決したいと思います。これにご異議ありませんか。  

「異議なし」という声あり  

○議長（中澤愛水君）    異議なしと認めます。よって、さよう決定をいたしました。  

  そしたら、済みません、３名はちょっと席を退場いただきたいと思います。  

（市長、門 槇夫君、副市長、石川晴雄君、収入役、明石  猛君 退場） 

○議長（中澤愛水君）    これから、日程第３４、議案第１００号、香美市長等の給与

及び旅費支給条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。  

  まず、執行部から提案理由の補足説明を求めます。総務課長、法光院晶一君。  

○総務課長（法光院晶一君）    提案させていただきます。  

  議案第１００号、香美市長等の給与及び旅費支給条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

  平成２１年９月１５日提出、香美市長 門 槇夫 

  香美市長等の給与及び旅費支給条例の一部を改正する条例  

  香美市長等の給与及び旅費支給条例（平成１８年香美市条例第５３号）の一部を次の

ように改正する。  

  附則に次の１項を加える。  

  ３ 平成２１年１０月１日から同年１０月３１日までの間における市長、副市長及び

収入役の給料月額は、第２条第１項の規定にかかわらず、別表に掲げる給料月額から当

該給料月額の市長にあっては１０分の２、副市長及び収入役にあっては１０分の１に相

当する額を減じて得た額とする。  
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  附則 

  この条例は、交付の日から施行する。  

  提案理由  

  平成２１年９月５日に本市非常勤職員が住居不法侵入により逮捕されたことから、職

員の不祥事の監督責任を明らかにし市長並びに副市長及び収入役の給与月額を減額する

ため条例を改正するものです。  

  以上です。  

○議長（中澤愛水君）    説明が終わりました。これより質疑を行います。質疑はあり

ませんか。  

  １０番、山崎晃子君。  

○１０番（山崎晃子君）    １０番、山崎です。  

  こういう不祥事の場合の、こういう場合ですけれども何か基準、その期間とか減額出

てますけども、市として何か基準があるものなのかっていうことと、それから、このよ

うなことが起こらないように日ごろから目配り、気配りとかっていうことも出てくるか

と思うんですけれども、今後どういうふうに取り組んでいかれるのかお聞かせください。  

○議長（中澤愛水君）    総務課長、法光院晶一君。  

○総務課長（法光院晶一君）    お答えします。  

  このたびの議案につきましては、市長みずからが事件の重大性にかんがみ責任をとる

立場から明らかにしておるものでありまして、その基準等につきまして定められたもの

は特にございません。私のほうとしましては、類似の事案につきまして調査をいたしま

して参考に提出いたしましたけれども、結果において大変厳しい内容としてみずから提

案をされております。このことは、非常に大きな衝撃を受けられたものというふうに考

えております。  

  したがいまして、今後このような、二度と不祥事が起こらないような取り組みを進め

なければならないというふうに考えております。こうした事案につきましては、日ごろ

の心得、日ごろの取り組み、そのことが大変重要になってくるかと思います。非常に小

さな事柄であっても、それが日常化してまいりますと結果的にこのような事件とか、あ

るいは不祥事が生じるということが言われておりますことから、今後におきましては、

職員の職務専念のため細かな点につきましても改めて見直し等も行って、このような事

態が生じないように努めてまいりたいというふうに考えております。  

○議長（中澤愛水君）    ほかに質疑はありませんか。  

○議長（中澤愛水君）    質疑がないようですので、これで質疑を終わります。  

  これから、討論を行います。討論はありませんか。  

○議長（中澤愛水君）    討論がないようですので、これで討論を終わります。  

  これから、議案第１００号を採決いたします。  

  本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。  
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（賛成者起立）  

○議長（中澤愛水君）    はい。ありがとうございました。全員賛成であります。よっ

て、議案第１００号は、原案のとおり可決されました。  

  暫時休憩をいたします。  

（午前１０時４２分 休憩） 

（市長、門 槇夫君、副市長、石川晴雄君、収入役、明石  猛君 入場） 

（午前１０時４５分 再開） 

○議長（中澤愛水君）    正場に復します。 

  日程第３５、高知県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙について。選挙は投票に

より行います。  

  議場の出入り口の閉鎖をお願いいたします。  

（議場閉鎖）  

○議長（中澤愛水君）    ただいまの出席議員は２３人であります。  

  次に、投開票の立会人を指名します。立会人は会議規則第３１条第２項の規定により、

議席番号２番、矢野公昭君と議席番号３番、山﨑龍太郎君の両君を指名をいたします。  

  投票用紙を配付をさせます。 

（投票用紙配付）  

○議長（中澤愛水君）    投票用紙の配付漏れはありませんか。  

○議長（中澤愛水君）    配付漏れはなしと認めます。  

  投票箱の点検を行います。  

（投票箱点検）  

○議長（中澤愛水君）    異常なしと認めます。  

  これから、投票を行います。  

  念のため申し上げます。投票は単記無記名であります。  

  ただいまから投票を行います。  

  投票用紙に被選挙人氏名を記載の上、事務局職員に点呼をさせますので順次投票をお

願いいたします。  

  点呼を命じます。  

○議会事務局長（小松清貴君）    それでは、私のほうから順次点呼をいたしますので、

呼ばれた方は投票をお願いをいたします。  

  １番、山岡義一議員。２番、矢野公昭議員。３番、山﨑龍太郎議員。４番、大岸眞弓

議員。５番、織田秀幸議員。６番、比与森光俊議員。７番、千頭洋一議員。８番、小松

紀夫議員。９番、門脇二三夫議員。１０番、山崎晃子議員。１１番、片岡守春議員。１

３番、竹平豊久議員。１４番、島岡信彦議員。１５番、依光美代子議員。１６番、黒岩

 徹議員。１７番、竹内俊夫議員。１８番、山本芳男議員。２０番、大石綏子議員。２

１番、西山 武議員。２２番、西村 成議員。２３番、坂本 節議員。２４番、石川彰
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宏議員。２５番、中澤愛水議員。  

（投 票） 

○議長（中澤愛水君）    投票漏れはありませんか。  

○議長（中澤愛水君）    投票漏れなしと認めます。  

  これで投票を終わります。  

  続いて開票を行います。  

  ２番、矢野公昭君、３番、山﨑龍太郎君の両君は立ち会いをお願いをいたします。  

（開 票） 

○議長（中澤愛水君）    選挙の結果を報告をします。  

  投票総数２３票、これは先ほどの出席議員数に符合しております。  

  このうち、 

  有効投票数 ２３票 

  無効投票数  ０票であります。  

  有効投票のうち、  

  小松文人君 １９票 

  大岸眞弓君  ４票 

  以上のとおりであります。  

  この投票結果につきましては、早速高知県後期高齢者医療広域連合選挙長に報告する

ことにいたします。  

  議場の閉鎖を解きます。  

（議場開鎖）  

○議長（中澤愛水君）    以上で、高知県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙を終

了いたします。  

  日程第３６、閉会中の所管事務の調査についてを議題とします。  

  お手元にお配りをしました閉会中の所管事務調査の申出書及び別表のとおり、会議規

則第９９条の規定によって、議会運営委員会及び各常任委員会並びに特別委員会から閉

会中の所管事務調査及び継続審査について申し出がありました。  

  お諮りをします。議会運営委員会、各常任委員会及び特別委員会からの申し出のとお

り、閉会中の所管事務調査及び継続審査を実施することにご異議はありませんか。  

「異議なし」という声あり  

○議長（中澤愛水君）    異議なしと認めます。よって、議会運営委員会、各常任委員

会及び特別委員会からの申し出のとおり、閉会中の所管事務調査及び継続審査を実施す

ることに決定をしました。  

  以上で、今期定例会に付されました事件はすべて議了しました。  

  閉会に当たり一言ごあいさつを申し上げます。  

  ２日開会をされました９月定例議会も１４日間の日程で本日終了することとなりまし
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た。 

  さて、国政においては、明日１６日に第９３代内閣総理大臣が選ばれますが、政権交

代の中で地方自治体の運営も新たな段階へ進んでまいります。我が香美市も新政権の動

向を見きわめながら適切に対処していかなければなりません。第１次産業が中心の香美

市の市政や命の道の進捗など、地方が疲弊することがないように切望するものでありま

す。今議会２日間にわたり行われた一般質問でも、衆議院選挙の結果への見解やＦＴＡ

問題への強い懸念が示されました。  

  また、新型インフルエンザ問題についてもいろいろの提言もありましたが、市民の安

心、安全のための適切な取り組みがなされていかなければなりません。県は１１日、新

型インフルエンザが県内で流行した場合、単純計算ではあるが最大で２３万人が発症す

るおそれがあると発表をしました。我が香美市としても、事前の準備を怠ることなく、

冷静かつ適切な対応が求められます。  

  さて、本議会には、報告案件として報告第２０号から報告第２３号までの４件、承認

案件２件、決算認定案件として認定第１号から認定第１３号までの１３件、議案第８２

号から議案第９９号までの１８議案と、追加として報告１件と追加議案１件が上程され、

慎重な審議の上、それぞれ適切妥当な決定がなされました。また、追加議案も提出され

ましたが、行政組織における管理体制や庁内行政組織、人事管理に適正を期していかな

ければなりません。服務規律を含め、幹部職員の資質の向上や適正な人材の登用、長期

欠勤、休職者への適切な対応など組織機構の再点検に取り組むこと、職員研修による資

質の向上、法令遵守等の意識改革への積極的な取り組みを求めておきます。  

  議会が終わりますと敬老の行事やその他の行事もメジロ押しであります。我が国では、

１５日現在で１００歳以上の方が４万３９９人と、初めて４万人を突破しました。日本

人の寿命が延びておりますことは喜ばしいことです。今後ますます住みやすい、安心、

安全な社会づくりにより一層の努力が欠かせません。  

  ただ、世界的な不況の中で先行き不透明な状態はしばらく続きそうです。そこで、市

民の市政に対する理解と信頼を深め、もって市民参加による公正で開かれた市政を一層

推進する拠点としての議会、地域住民の意向を反映した自立的で民主的かつ主体的な議

会活動に努めてまいらなければと考えております。  

  まだまだ残暑も続きます。議員各位におかれましては、各自ご自愛の上、市民全体の

代表として今後の議員活動に邁進されるとともに、香美市の発展のため職責を果たして

いかれますように祈念をいたします。  

  最後になりましたが、暗いニュースの多い中で昨日は世界じゅうに感動と喜びを与え

る快挙がありました。アメリカ大リーグ史上初の９年連続２００本安打の偉業を達成し

た鈴木一朗選手に感謝と祝福を送りまして閉会のあいさつといたします。お疲れでござ

いました。  

  次に、市長から発言を求められておりますので、これを許します。市長、門 槇夫君。 
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○市長（門 槇夫君）    閉会に当たりまして一言ごあいさつを申し上げます。  

  ９月２日に開会をいたしました第５回定例会も、提案をいたしました全議案に対しま

して慎重なる審査を賜り、ここに適切なる決定をいただきましてまことにありがとうご

ざいました。  

  今期定例会には、まちづくり推進特別委員会より人口定住策に関しての提言書をいた

だきました。そして、１３名の方が登壇され、一般質問の中で行政市政を正されました。

また、各委員会でも多くの質疑や活発な議論があったことは、行政に身を置くものとし

てまことにありがたく、今後の市政運営に大きな示唆をいただいたと感謝をいたしてお

ります。  

  いよいよ明日１６日には、民主党を中心とする連立政権が誕生する運びとなりました。

今議会でも多くの議員さんから、政権交代による政策変更が今後の市政に対してどのよ

うな影響を与えるのかという発言がございましたが、新政権は国民生活重視を掲げ政権

奪取を図られたことからして、住民と一番近い存在である市町村行政がその影響を受け

ることがあってはならないと考えるものであります。地方の現場と実情と、そして厳し

い状況を理解され、地方重視の政策実現を果たしていただかなければならないと思うも

のであります。  

  さて、今議会中に非常勤職員による不祥事が発生をいたしました。まことに申しわけ

なく、市民の皆様方に改めまして、再度深くおわびを申し上げます。  

  いよいよ季節は秋、今後新型インフルエンザの感染拡大が予想されていますし、今年

はまだ台風の襲来こそありませんが自然災害発生の多い時期を迎えております。備えあ

れば憂いなし、十分な対策と迅速な行動をもって対応し、市民の安全を図っていかなけ

ればなりません。  

  議員の皆様方には健康に十分気をつけられ、今後もご指導賜りますようよろしくお願

いを申し上げまして閉会のごあいさつといたします。どうもありがとうございました。  

○議長（中澤愛水君）    市長のあいさつを終わります。  

  これをもって平成２１年第５回香美市議会定例会を閉会をいたします。  

  お疲れでございました。  

（午前１１時０４分 閉会）  
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会議録署名議員の指名、会期決定、諸般の報告・議長
の報告、市長の行政の報告並びに議案提案・提案理由
の説明まで。但し、議案第 82 号については、本会議方 
式にて採決まで。（庁舎建設特別委員会）（議員協議会） 

【一般質問通告期限（午前１０時）】 
第２日 ３日(木) 休  会 

議案精査のため 

第３日 ４日(金) 休  会     〃 

第４日 ５日(土) 休  会 休日、議案精査のため 

第５日 ６日(日) 休  会  〃       〃 

第６日 ７日(月) 休  会 議案精査のため 

第７日 ８日(火) 本会議 一般質問 ①       （まちづくり推進特別委員会） 

第８日 ９日(水) 本会議 一般質問 ②       （行財政改革推進特別委員会） 

第９日 10 日(木) 本会議 一般質問 ③       （林活議連臨時総会） 

議案質疑～委員会付託 

第 10 日 11 日(金) 本会議 

各常任委員会 
  総務常任委員会の審査 
  （認定第 1・2 号、議案第 92・93・97・98 号） 
  教育厚生常任委員会の審査 
  （認定第 7・8・9・10・11 号、議案第 86・87・88 

・89・90・99 号） 
  産業建設常任委員会の審査 
  （承認第 15・16 号、認定第 3・4・5・6・12・13 

号、議案第 83・84・85・91・94・95・96 号） 
 

第 11 日 12 日(土) 休  会 議案審査整理のため 

第 12 日 13 日(日) 休  会    〃 

第 13 日 14 日(月) 休  会    〃 

第 14 日 15 日(火) 本会議 

議案採決（付託議案の報告～採決） 
追加議案等の提案、（委員会付託省略し、説明から採決
まで）。後期高齢者医療広域連合議会議員選挙 
（議員協議会） 



平成２１年 ９月１５日

香美市議会議長  中 澤  愛 水  殿

総務常任委員会委員長  黒 岩   徹     

常任委員会の審査報告について

本常任委員会に付託された議案を審査した結果、下記のとおり決定しました

ので会議規則第１０４条の規定により報告します。

記

１．審 査 の 年 月 日 平成２１年 ９月１１日（金）

２．審査の議案等及び結果

議 案
番 号

議 案 名
審 査
結 果

認 定
１

平成２０年度香美市一般会計歳入歳出決算の認定につ
いて

継 続

認 定
２

平成２０年度香美市住宅新築資金等貸付事業特別会計
歳入歳出決算の認定について

継 続

９２
香美市営バス事業に係る施設の設置及び管理に関する
条例の一部を改正する条例の制定について

可 決

９３
香美市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁
償に関する条例の一部を改正する条例の制定について

可 決

９７
香美市営住宅条例の一部を改正する条例の制定につい
て

可 決

９８ 字の区域の変更について 可 決

   



平成２１年 ９月１５日

香美市議会議長  中 澤  愛 水  殿

教育厚生常任委員会委員長  比与森  光 俊     

常任委員会の審査報告について

本常任委員会に付託された議案を審査した結果、下記のとおり決定しました

ので会議規則第１０４条の規定により報告します。

記

１．審 査 の 年 月 日 平成２１年 ９月１１日（金）

２．審査の議案等及び結果

議 案
番 号

議 案 名
審 査
結 果

認 定
７

平成２０年度香美市老人保健特別会計歳入歳出決算の
認定について

継 続

認 定
８

平成２０年度香美市国民健康保険特別会計（事業勘定）
歳入歳出決算の認定について

継 続

認 定
９

平成２０年度香美市介護保険特別会計（保険事業勘定）
歳入歳出決算の認定について

継 続

認 定
１０

平成２０年度香美市介護保険特別会計（介護サービス事
業勘定）歳入歳出決算の認定について

継 続

認 定
１１

平成２０年度香美市後期高齢者医療特別会計歳入歳出
決算の認定について

継 続

８６
平成２１年度香美市老人保健特別会計補正予算（第１
号）

可 決

８７
平成２１年度香美市国民健康保険特別会計（事業勘定）
補正予算（第１号）

可 決



８８
平成２１年度香美市介護保険特別会計（保険事業勘定）
補正予算（第１号）

可 決

８９
平成２１年度香美市介護保険特別会計（介護サービス事
業勘定）補正予算（第１号）

可 決

９０
平成２１年度香美市後期高齢者医療特別会計補正予算
（第２号）

可 決

９９
香美市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定
について

可 決



平成２１年 ９月１５日

香美市議会議長  中 澤  愛 水  殿

産業建設常任委員会委員長  竹 内  俊 夫     

常任委員会の審査報告について

本常任委員会に付託された議案を審査した結果、下記のとおり決定しました

ので会議規則第１０４条の規定により報告します。

記

１．審 査 の 年 月 日 平成２１年 ９月１１日（金）

２．審査の議案等及び結果

議 案
番 号

議 案 名
審 査
結 果

承 認
１５

専決処分事項の承認を求めることについて 
平成２１年度香美市特定環境保全公共下水道事業特別
会計補正予算（第１号）

承 認

承 認
１６

専決処分事項の承認を求めることについて 
平成２１年度香美市農業集落排水事業特別会計補正予
算（第１号）

承 認

認 定
３

平成２０年度香美市簡易水道事業特別会計歳入歳出決
算の認定について

継 続

認 定
４

平成２０年度香美市公共下水道事業特別会計歳入歳出
決算の認定について

継 続

認 定
５

平成２０年度香美市特定環境保全公共下水道事業特別
会計歳入歳出決算の認定について

継 続

認 定
６

平成２０年度香美市農業集落排水事業特別会計歳入歳
出決算の認定について

継 続

認 定
１２

平成２０年度香美市水道事業会計歳入歳出決算の認定
について

認 定



認 定
１３

平成２０年度香美市工業用水道事業会計歳入歳出決算
の認定について

認 定

８３
平成２１年度香美市公共下水道事業特別会計補正予算
(第２号)

可 決

８４
平成２１年度香美市特定環境保全公共下水道事業特別
会計補正予算(第２号)

可 決

８５
平成２１年度香美市農業集落排水事業特別会計補正予
算(第２号)

可 決

９１ 平成２１年度香美市水道事業会計補正予算(第１号) 可 決

９４
香美市モノレール施設の設置及び管理に関する条例の
一部を改正する条例の制定について

可 決

９５
香美市下水道条例の一部を改正する条例の制定につい
て

可 決

９６
香美市特定環境保全公共下水道条例の一部を改正する
条例の制定について

可 決

   



２１香美議発第５２号
平成２１年 ９月 ２日

香美市長  門    槇 夫  殿

香美市議会議長  中 澤  愛 水     

議決した議案等の送付について

平成２１年第５回香美市議会定例会において議決した下記の議案等を送付し
ます。

記

議案
番号

案 件
議 決
年 月 日

議決の
結 果

議案
８２

平成２１年度香美市一般会計補正予算（第３号） H 21.9.2 可 決



２１香美議発第５４号

平成２１年 ９月１５日

香美市長  門    槇 夫  殿

香美市議会議長  中 澤  愛 水     

議決した議案等の送付について

平成２１年第５回香美市議会定例会において議決した下記の議案等を送付し

ます。

記

議案
番号

案 件
議 決
年 月 日

議決の
結 果

承認
１５

専決処分事項の承認を求めることについて 
平成２１年度香美市特定環境保全公共下水道事
業特別会計補正予算（第１号） 

Ｈ21.9.15 承 認

承認
１６

専決処分事項の承認を求めることについて 
平成２１年度香美市農業集落排水事業特別会計
補正予算（第１号）

〃 〃

認定
１

平成２０年度香美市一般会計歳入歳出決算の認
定について

〃 継 続

認定
２

平成２０年度香美市住宅新築資金等貸付事業特
別会計歳入歳出決算の認定について

〃 〃

認定
３

平成２０年度香美市簡易水道事業特別会計歳入
歳出決算の認定について

〃 〃

認定
４

平成２０年度香美市公共下水道事業特別会計歳
入歳出決算の認定について

〃 〃

認定
５

平成２０年度香美市特定環境保全公共下水道事
業特別会計歳入歳出決算の認定について

〃 〃

認定
６

平成２０年度香美市農業集落排水事業特別会計
歳入歳出決算の認定について

〃 〃



議案
番号

案 件
議 決
年 月 日

議決の
結 果

認定
７

平成２０年度香美市老人保健特別会計歳入歳出
決算の認定について H21.9.15 継 続

認定
８

平成２０年度香美市国民健康保険特別会計（事
業勘定）歳入歳出決算の認定について

〃 〃

認定
９

平成２０年度香美市介護保険特別会計（保険事
業勘定）歳入歳出決算の認定について

〃 〃

認定
１０

平成２０年度香美市介護保険特別会計（介護サ
ービス事業勘定）歳入歳出決算の認定について

〃 〃

認定
１１

平成２０年度香美市後期高齢者医療特別会計歳
入歳出決算の認定について

〃 〃

認定
１２

平成２０年度香美市水道事業会計歳入歳出決算
の認定について

〃 認 定

認定
１３

平成２０年度香美市工業用水道事業会計歳入歳
出決算の認定について

〃 〃

議案
８３

平成２１年度香美市公共下水道事業特別会計補
正予算(第２号)

〃 可 決

議案
８４

平成２１年度香美市特定環境保全公共下水道事
業特別会計補正予算（第２号）

〃 〃

議案
８５

平成２１年度香美市農業集落排水事業特別会計
補正予算（第２号）

〃 〃

議案
８６

平成２１年度香美市老人保健特別会計補正予算
（第１号）

〃 〃

議案
８７

平成２１年度香美市国民健康保険特別会計（事
業勘定）補正予算（第１号）

〃 〃

議案
８８

平成２１年度香美市介護保険特別会計（保険事
業勘定）補正予算（第１号）

〃 〃

議案
８９

平成２１年度香美市介護保険特別会計（介護サ
ービス事業勘定）補正予算（第１号）

〃 〃



議案
番号

案 件
議 決
年 月 日

議決の
結 果

議案
９０

平成２１年度香美市後期高齢者医療特別会計補
正予算（第２号）

H21.9.15 可 決

議案
９１

平成２１年度香美市水道事業会計補正予算（第
１号）

〃 〃

議案
９２

香美市営バス事業に係る施設の設置及び管理に
関する条例の一部を改正する条例の制定につい
て

〃 〃

議案
９３

香美市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び
費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の
制定について

〃 〃

議案
９４

香美市モノレール施設の設置及び管理に関する
条例の一部を改正する条例の制定について

〃 〃

議案
９５

香美市下水道条例の一部を改正する条例の制定
について

〃 〃

議案
９６

香美市特定環境保全公共下水道条例の一部を改
正する条例の制定について

〃 〃

議案
９７

香美市営住宅条例の一部を改正する条例の制定
について

〃 〃

議案
９８

字の区域の変更について 〃 〃

議案
９９

香美市国民健康保険条例の一部を改正する条例
の制定について

〃 〃

議案
100 

香美市長等の給与及び旅費支給条例の一部を改
正する条例の制定について

〃 〃



２１香美議発第５３号
平成２１年 ９月１５日

香美市長  門    槇 夫  殿

香美市議会議長  中 澤  愛 水     

会議結果の報告について

地方自治法第１２３条第４項の規定により平成２１年第５回香美市議会定例
会の会議結果を次のとおり報告します。

記

１．会 議 の 別           定 例 会

２．開      会      平成２１年 ９月 ２日

３．閉      会      平成２１年 ９月１５日

４．会      期      １４日間

５．議員の出欠      ９月 ２日 出席   ２３人 欠席 ２人

                    ９月 ８日 出席   ２３人 欠席 ２人

                    ９月 ９日 出席   ２２人 欠席 ３人

                    ９月１１日 出席   ２３人 欠席 ２人

                    ９月１５日 出席   ２３人 欠席 ２人               
                          計           １１４人         １１人

６．議案の提出      市長提出のもの ３４件（議案 ２１・決算 １３ ）



７．議決の状況      可 決     １９件（予算１０・条例 ８・その他 １）

                    承 認       ２件（予算２）
                    継 続     １１件（決算認定 １１）

                    認 定       ２件（決算 ２）

                                                                    
                    合 計     ３４件

８．委員会付託の状況      総 務 常 任 委 員 会             ６件
                          教育厚生常任委員会 １１件

                          産業建設常任委員会 １５件                  
                                  計          ３２件

９．そ の 他      閉会中の所管事務の調査

10．議決書の写      別紙のとおり

11．会議録の写      作成次第後送


